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様式３－１－１ 独立行政法人農林水産消費安全技術センター 令和６年度評価の概要 
１．評価対象に関する事項 
法人名 独立行政法人農林水産消費安全技術センター 
評価対象事業年度 年度評価 令和6年度 

主務省令期間 令和2年度～令和6年度 
 

２．評価の実施者に関する事項 

主務大臣 農林水産大臣 

 法人所管部局 消費・安全局 担当課、責任者 総務課長 望月 光顕 

評価点検部局 大臣官房 担当課、責任者 広報評価課長 藏谷 恵大 

 

３．評価の実施に関する事項 
独立行政法人農林水産消費安全技術センター（以下「FAMIC」という。）から提出のあった自己評価書を基礎として、所管部局である消費・安全局が中心となって評価を行い、評価点検部局である大臣官房広報評価課で評価の点検を行

った。評価の実施に当たっては、理事長・監事・担当部門のヒアリング及び有識者からの意見聴取を実施した。 

 

４．その他評価に関する重要事項 
－ 
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様式３－１－２ 独立行政法人農林水産消費安全技術センター 令和６年度評価 総合評定 

１．全体の評定 
評定 

（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ） 

Ｂ：事業計画における所期の目標を達成していると認められる。 （参考）主務省令期間における過年度の総合評定の状況 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ｂ 

評定に至った理由 項目別評定22項目のうち、業務部門（国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項）：Ａが3項目、Ｂが4項目、管理部門（業務運営の効率化に関する事項、財務

内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）：Ａが2項目、Ｂが11項目、評価の対象外が2項目となっており、また法人全体の信用を失墜させる事象もなかったため、農

林水産省の評価基準に基づきＢとした。具体的な評価基準は別添１のとおり。 

 

２．法人全体に対する評定 
法人全体の評価 行政執行法人として、肥料及び土壌改良資材関係業務、農薬関係業務、飼料及び飼料添加物関係業務、食品表示の監視に関する業務、日本農林規格、農林水産物及び食品の輸出促進等に

関する業務、食品の安全性に関するリスク管理に資するための有害物質の分析業務、その他の業務の実施に当たり、理事長のリーダーシップの下、業務の進捗や予算執行の把握に努め、創

意工夫等により効率的かつ効果的に業務運営を図り、的確に業務を遂行していることから、計画のとおり順調な組織運営を行っていると評価した。 

全体の評定を行う上で特に考慮すべき事項  農林水産省独立行政法人評価有識者会議農林水産消費安全技術センター部会における指摘を踏まえ、その実績に至った経緯、法人の経営努力、特殊事情等の特筆すべき事項を明らかにし

て評価した。 

 

３．項目別評価における主要な課題、改善事項など 

項目別評定で指摘した課題、改善事項 本年度は個人情報漏えいが 2件発生している。令和 4、5年度に発生した事案とは発生原因が異なる事案であったが、連続して情報漏えいが発生したことは問題である。既に法人において

原因究明を行った上で次のとおり再発防止策に取り組むとともに、事後にフォローアップを行うことでその有効性を検証するなどの対応が図られており、適切に対応していると判断する

が、今後は同様の事例が起こらないように引き続き対策を徹底すること。 

(ｱ) PDFファイルの誤作成による個人情報の誤送信事案 

・事業者に施行文送付以外でPDF 送付などを行っている作業の洗い出しを行い、接受の返信については鑑のページのみとするよう課内に指示した。 

・メール申請に対して、印刷、接受印を押し、そのスキャンを返信するサービスを令和6年8月より原則廃止（ただし、紙書類による申請で、接受印を押した副本の返送を求められた場合の

対応は従前のとおり）した。 

(ｲ) バッグ紛失事案 

・出張等によって個人情報を含む業務に関連する書類、PC 等を外部へ持ち出す場合は、肌身離さず持ち歩くよう全職員に対して周知徹底を図った。 

その他改善事項 － 

主務大臣による監督命令を検討すべき事項 － 

 

４．その他事項 

監事等からの意見 － 

その他特記事項  外部有識者からの主な意見は次のとおり。 

・FAMIC の分析技術を諸外国に広めることは重要かつ必要なこと。ただ、技術を提供するだけではなく、分析装置の安定性の維持も重要であり、装置管理なども研修項目に含めてはどうか。

スキルアップしても、各国の装置が安定しない状況だと再現ができないため、技術提供と装置管理についてワンセット的に研修に入れ込めれば貢献度も高くなるかと思う。 

・農政局が撮影した写真から、サバの外観の違いに気づき、立入検査の契機となったイクラの疑義情報と併せて、当該事業者による 4 商品の表示違反を確認したことについて、大変有意義

な成果であると思った。FAMIC の検査業務の本質は、一罰百戒の摘発のためではなく、モニタリングが、FAMIC の科学的検査により支えられていることで、レモン市場に陥ることを防ぐ、

すなわち、事業者にそもそも表示違反に向かわせない社会を実現する役割を担う点にあると考える。 

・FAMICの検査技術の高さや、知見・ノウハウの高さに対する社会的な認知を高めることが必要不可欠であり、もっとPRして然るべきで、それにより、さらなる自己収益化、事業化の可能性

を探れるのではないか。 

・自己収入の倍増に向けた体制の整備を進めているが、他では代替できない国の機関として有料化すべきではない事もあると思うので、慎重に検討しながら進めて欲しい。 

・業務運営の改善による組織改編等は、個々の職員の士気が下がったり、負担が増えたりすることが無いように進めていただきたい。 

・業務運営については理事長だけで、組織の中も外も見るのは大変かと思う。まずはプロボストに意見をあげ、そこで練ったうえでトップに意見をあげる等、トップは組織の外を見て、プ

ロボストは組織の中を見て運営していくなど、内部での士気が上がるよう将来的に見据えて組織を組み立てていく必要が出てくるかと思う。 
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様式３－１－３ 独立行政法人農林水産消費安全技術センター 令和６年度評価 項目別評定総括表 

年度目標（事業計画） 

年度評価 
項目別 

調書№ 備考 

 

年度目標（事業計画） 

年度評価 
項目別 

調書№ 備考 令和 

２ 

年度 

令和 

３  

年度 

令和 

４ 

年度 

令和 

５ 

年度 

令和 

６ 

年度 

令和 

２ 

年度 

令和 

３ 

年度 

令和 

４ 

年度 

令和 

５ 

年度 

令和 

６ 

年度 
Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項 

 肥料及び土壌改良資材関係業務 Ａ Ａ Ｂ Ａ Ｂ 第1-1-(1) P.6  業務運営コストの縮減 Ｂ Ｂ Ａ Ｂ Ｂ 第2-1 P.70 

人件費の削減等 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 第2-2 P.72 

農薬関係業務 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 第1-1-(2) P.15 常勤職員数の削減等 － － － － － 第2-3 P.74 

調達等合理化の取組 Ｂ Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ 第2-4 P.75 

飼料及び飼料添加物関係業務 Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ａ 第1-1-(3) P.25 情報システムの整備及び管理 － － Ｂ Ｂ Ｂ 第2-5 P.78 

Ⅲ．財務内容の改善に関する事項 

食品表示の監視に関する業務 Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ａ 第1-2-(1) P.39  保有資産の見直し等 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 第3-1 P.80 

自己収入の確保 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ａ 第3-2 P.81 

日本農林規格、農林水産物及び 

食品の輸出促進等に関する業務 
Ａ Ａ Ａ Ｂ Ｂ 第1-2-(2) P.45 予算（人件費の見積りを含む。）収支

計画及び資金計画 
Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 第3-3 P.83 

短期借入金の限度額 － － － － － 第3-4 P.84 

食品の安全性に関するリスク管理に

資するための有害物質の分析業務 
Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 第1-3 P.57 Ⅳ．その他の事項 

 職員の人事に関する計画（人員及び人

件費の効率化に関する目標を含む。） 
Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 第4-1 P.85 

その他の業務 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 第1-4 P.62 内部統制の充実・強化 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 第4-2 P.88 

業務運営の改善 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ａ 第4-3 P.94 

情報セキュリティ対策の推進 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 第4-4 P.96 

 施設及び設備に関する計画 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 第4-5 P.98 

積立金の処分に関する事項 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 第4-6 P.99 
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様式３－１－４－１ 独立行政法人農林水産消費安全技術センター 令和６年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項） 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

第１－１－(１) 肥料及び土壌改良資材関係業務 

業務に関連する政策・施策 食料の安定供給の確保 

１ 食の安全と消費者の信頼の確保 

当該事業実施に係る根拠 独立行政法人農林水産消費安全技術センター法（平成 11 年法律第 183 号。以下「センター法」とい

う。）第10条第1項第7号並びに第2項第4号及び第8号 

肥料の品質の確保等に関する法律（昭和25年法律第127号。以下「肥料法」という。） 

地力増進法（昭和59年法律第34号） 

当該項目の重要度、困難度 【重要度：高】 

⑤のア 菌体りん酸肥料の品質管理計画に係る調査 

⑥ 調査研究業務 

関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 

政策評価書：事前分析表農林水産省６-④ 

行政事業レビューシート予算事業ID：003181 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度  ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 

① 農林水産省からの緊急要

請業務 
実施率 100％(報告件数/要請件

数) 
100% 

(2/2) 
100% 

(1/1) 
100% 

(1/1) 
実績なし 実績なし 予算額(千円) 644,648 615,373 613,056 611,550 666,113 

決算額(千円) 608,796 610,379 570,694 605,796 594,552 

②ア 登録関係業務(登録調

査) 
20業務日以内 100％(標準処理期間内報

告件数/調査指示件数) 
100％ 
(709/709) 

100％ 
(569/569) 

100％ 
(693/693)  

100％ 
(590/590) 

100％ 

(701/701) 
経常費用(千円) 580,377 596,797 587,853 630,657 581,752 

経常利益(千円) 39,494 21,842 46,501 22,770 18,991 

②イ 登録関係業務(生産工

程変更相談) 
処理率 100％(処理件数/生産工程

変更相談件数) 
100％ 
(1,626/1,626)  

100％ 
(1,396/1,396) 

100％ 
(1,317/1,317)  

100％ 
(1,600/1,600)  

100％ 

(466/466) 
行政コスト(千円) 587,888 604,541 594,725 636,547 586,781 

従事人員数 56 58 57 60 53 

 

③ア 立入検査等業務(肥料

の立入検査等業務) 
36業務日以内 100％(標準処理期間内報

告件数/立入検査件数) 
100％ 
(160/160)  

100％ 
(198/198)  

100％ 

(223/223) 

 100％ 

(219/219)  
100％ 

(198/198) 

③イ 立入検査等業務(土壌

改良資材の立入検査業

務) 

VA菌根菌以外：30業務日

以内VA菌根菌：65業務

日以内 

100％ 
(26/26) 

100％ 
(21/21)  

100％ 
(26/26) 

100％ 
(26/26)  

100％ 

(26/26) 

④ ア 肥料の工程管理及び

品質管理に関する業務 

(大臣確認申請受付件数、

大臣確認指示及び理事長

確認申請受付) 

処理率 100％(報告件数及び処理

件数/大臣確認申請受付

件数、大臣確認指示件数

及び理事長確認申請受付

件数) 

大臣確認指示

及び理事長確

認申請100％ 

(7+53/7+53) 

大臣確認指示

及び理事長確

認申請100％ 

(9+37/9+37) 

大臣確認指示

及び理事長確

認申請100％ 

(5+38/5+38) 

大臣確認指示

及び理事長確

認申請100％ 

(21+53/21+53)  

大臣確認申請

受付件数、大

臣確認指示及

び理事長確認

申請100％ 

(17+5+36/17+5 

+36) 

 

⑤ア 肥料の安全性及び品質

の確保に関する支援業務

（未利用資源の肥料利用

拡大に向けた対応） 

肥料の安全性及び品質の

確保に関する支援業務の

実施状況 

－ － － － 農林水産省か

らの要請に応

じ、支援等を

実施 

農林水産省か

らの要請に応

じ、支援等を

実施 
⑤イ 肥料の安全性及び品質

の確保に関する支援業務

（産業副産物等の肥料利

用） 

－ － － 農林水産省か

らの要請に応

じ、調査等を

実施 

農林水産省か

らの要請に応

じ、調査等を

実施 

農林水産省か

らの要請に応

じ、調査等を

実施 
⑤ウ(ｱ) 肥料の安全性及び品

質の確保に関する支援業務

(仮登録対応) 

－ 
 

実績なし 実績なし 実績なし 実績なし 実績なし 
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⑤ウ(ｲ) 肥料の安全性及び品

質の確保に関する支援業務

(公定規格改正申出対応) 

－ 実績なし 実績なし 実績なし 100％ 

(1/1) 
実績なし 

⑤エ 肥料の安全性及び品質

の確保に関する支援業務

(汚泥肥料中の放射性セ

シウム測定) 

－ 21件 26件 26件 33件 41件 

⑤オ(ｱ) 肥料の安全性及び品

質の確保に関する支援業務

(クロピラリド測定) 

－ 11件 12件 19件 16件 20件 

⑤オ(ｲ) 肥料の安全性及び品

質の確保に関する支援業務

(取組周知) 

－ 19件 14件 22件 17件 21件 

⑤カ 肥料の安全性及び品質

の確保に関する支援業務

(外部精度管理に関する

技術的助言) 

－ 農林水産省か

らの要請に応

じ、技術的助

言等を実施 

農林水産省か

らの要請に応

じ、技術的助

言等を実施 

農林水産省か

らの要請に応

じ、技術的助

言等を実施 

農林水産省か

らの要請に応

じ、技術的助

言等を実施 

農林水産省か

らの要請に応

じ、技術的助

言等を実施 
⑥ 調査研究業務 調査研究業務の実施状況 － 11課題 10課題 9課題 9課題 8課題 

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
年度目標 事業計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 
１ 農業生産資材における安全の確

保等に関する業務 
(1)  肥料及び土壌改良資材関係業務 

肥料関係業務について、肥料法に

基づき、肥料の品質等を確保すると

ともに、その公正な取引と安全な施

用を確保し、農業生産力の維持増進

に寄与するとともに、国民の健康の

保護に資するため、以下のとおり肥

料の検査等業務を行う。 

また、土壌改良資材関係業務に

ついて、地力増進法（昭和59年法

律第34号）に基づき、農業生産力

の増進と農業経営の安定を図るた

め、以下のとおり土壌改良資材の検

査等業務を行う。 

(1) 肥料及び土壌改良資材関係業

務 

肥料及び土壌改良資材関係業

務の実施に当たっては、農林水

産省等関係機関との連携を密に

行いつつ、不適正な肥料等の流

通を防ぐための検査実施、農林

水産省が行う肥料の公定規格の

改正に資するデータ提供や試験

法の開発・改良等について、創

意工夫により効果的かつ的確に

取り組むものとする。 

＜定量的指標＞ 

○肥料関係業務

の実施 
中項目の評定

は、小項目別

（◇）の評定結

果の積み上げに

より行うものと

する。 

 

＜評定と根拠＞ 

評定： Ｂ 

根拠：◇小項目1（項目）×3点（Ａ）＋ 小項目6（項目）×2点（Ｂ）＝ 15点 

Ｂ：基準点（14）×9/10 ≦各小項目の合計点（15）＜基準点(14)×12/10 

＜課題と対応＞ 
引き続き農林水産省の指示に基づき、当該業務を的確に実施する。 

＜業務の評価＞ 
実績のなかった緊急要請業務を除く全ての指標において、事業計画の所期の目標を達成したこ

とに加え、令和 5 年 10 月に公定規格が新たに設定された菌体りん酸肥料の品質管理計画に係る確

認調査に対応し、国内の未利用資源の肥料利用拡大に努めたほか、開発した試験法を事業者に広

く周知するため、動画を作成し活用するなど、FAMIC が有する知見や技術を活かして総意工夫に努

め、肥料の品質等の確保と適切な流通、施用に貢献した。 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞  

8 の小項目のうち、

実績のない1項目を除

き、Ａが1項目、Ｂが

6 項目であり、小項目

を積み上げた項目別評

定はＢであったため。 

※小項目の点数の計算

結果は法人の自己評

価と同じ。 

 

 具体的には、次のと

おり。 

① 農林水産省からの緊急要請業務 

農林水産省から緊急に要請し

た業務については、最優先で組

織的に取り組み、必要な調査、

分析又は検査を実施し、その結

果を速やかに報告する。 

① 農林水産省からの緊急要請業

務 

農林水産省から緊急に対応す

べき業務の要請があった場合に

は、他の業務に優先して、要請

のあった調査、分析又は検査等

業務を実施し、その結果を速や

かに農林水産省に報告する。 

＜定量的指標＞ 

◇ 実 施 率 ：

100％（報告

件数/要請件

数） 

＜主要な業務実績＞ 

① 該当する事案はなかった。 

＜評定と根拠＞ 
評定：－ 

根拠：実績がないため評

価せず 

① 農林水産省からの

緊急要請業務につい

て、実績がないため

評価せず。（評定：

－） 

② 登録関係業務 
ア 肥料法第7条第 1項の規定に基

づく肥料の登録申請に係る調査

は、農林水産大臣の指示に従い実

施し、申請受付から 20 業務日以

内に調査結果を農林水産大臣に報

告する。 

② 登録関係業務 
ア 肥料法第7条第1項の規定に基

づく肥料の登録等申請に係る調

査は、農林水産大臣の指示に従

い実施し、申請受付から 20 業務

日以内に調査結果を農林水産大

臣に報告するため「肥料登録シ

ステム」を活用し、速やかに調

査を行う。 

＜定量的指標＞ 
◇標準処理期間

内（20業務日

以内）の処理

率 ： 100 ％

（標準処理期

間内報告件数

/調査指示件

数） 

＜主要な業務実績＞ 

②ア 登録等申請に係る調査については、農林水産大臣の指示に従い

701件実施した。 

調査の実施においては、e 肥料（肥料登録等に関するオンライン

申請システム）上の業者の氏名及び住所、生産事業場の名称及び住

所等の基本データを活用し、全て20業務日以内に農林水産大臣に報

告した。 

 

【処理率100％（701/701）】 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 
根拠：標準処理期間内の

処理率は 100％であり、計

画における所期の目標を

達成している。 

②ア 登録関係業務に

ついて、登録申請に

係る調査を 701 件実

施し、標準処理期間

内の処理率は100％で

あることから、事業

計画における所期の

目標を達成している

と認められる。（評

定：Ｂ） 

 

イ 登録を受けた肥料について、当

該肥料を生産する事業者から、原

料や生産工程の変更に係る相談が

あった場合は、当該変更に伴い登

録が維持されるか否かについての

技術的助言を行う。 

イ 登録を受けた肥料について、

当該肥料を生産する事業者か

ら、原料や生産工程の変更に係

る相談があった場合は、当該変

更に伴い登録が維持されるか否

＜定量的指標＞ 

◇ 処 理 率 ：

100％（処理

件数/生産工

程変更相談件

数） 

＜主要な業務実績＞ 

イ 原料や生産工程の変更に係る相談については、466件実施した。 
変更内容に対する相談においては、過去の登録状況、原料の使用実

績データを活用して技術的な助言を行った。 

 

【処理率100％（466/466）】 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 

根拠：生産工程等の変更

に係る相談の処理率は

100％であり、計画におけ

る所期の目標を達成して

いる。 

②イ 登録関係業務に

ついて、原料や生産

工程等の変更に係る

相談を 466 件実施

し、処理率は100％で

あることから、事業

計画における所期の
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かについての技術的助言を行

う。 

目標を達成している

と認められる。（評

定：Ｂ） 

③ 立入検査等業務 
ア 肥料の立入検査等業務 

肥料法第 30 条の 2第 1項の規

定に基づく立入検査等（生産工

程の検証及び違反の発生リスクに

重点を置いた立入検査等を含

む。）は、農林水産大臣の指示に

従い実施し、その結果（収去品

の分析・鑑定結果を含む。）を立

入検査終了後 36 業務日以内に農

林水産大臣に報告する。 

③ 立入検査等業務 
ア 肥料の立入検査等業務 

肥料法第30条の2第1項の規定

に基づく立入検査等（製造指示書

による生産工程の検証及び違反の

発生リスクに重点を置いた立入検

査等を含む。）は、農林水産大臣の

指示に従い、生産工程の検証をす

るとともに農林水産省が肥料法第

29条に基づき報告聴取を行った事

業者に対しては再発防止策履行状

況の確認を含め適正に実施する。

また、立入検査等の結果（収去品

の分析・鑑定結果を含む。）を立入

検査終了後36業務日以内に農林水

産大臣に報告するため、収去品の

分析・鑑定に当たっては、業務の

進行管理を適切に行う。 

立入検査結果を速やかに被検

査者に通知するとともに、改善

を要する事項が認められた場合

は技術的助言を行う。 

また、立入検査手法の妥当性

を検証し、必要に応じて改善を

図る。 

＜定量的指標＞ 
◇標準処理期間

内（36業務日

以内）の処理

率 ： 100 ％

（標準処理期

間内報告件数

/立入検査件

数） 

＜主要な業務実績＞ 

③ア 肥料法第30条の2第1項の規定に基づく立入検査については、農

林水産大臣の指示に従い、198件を適正に実施した。 

その際、肥料立入検査規程に従い、製造指示書による生産工程の検

証及び違反の発生リスクに重点を置いた立入検査を実施した。肥料法

違反の疑義情報を受けて実施した立入検査では、他の業務に優先して

検査職員を確保し、迅速かつ効率的に立入検査を実施した。 

立入検査に係る収去品の分析・鑑定に当たっては、基準違反となっ

た場合の影響を考慮し、（ア）人畜に有害な成分（ひ素、カドミウ

ム、水銀及び鉛）、（イ）その他の有害成分（ニッケル、クロム等）、

（ウ）その他の成分（窒素、りん酸等）の優先順位で試験を行うなど

により業務の進行管理を適切に行い、全ての結果を36業務日以内に農

林水産大臣に報告した。特に、疑義情報を受けて実施した立入検査で

収去した肥料及び原料については、分析・鑑定を迅速に実施した。 

また、検査結果を速やかに被検査者に通知するとともに、原料の記

載不適正等の改善を要する事項が認められた事業場に対して、技術的

助言を行った。 

（表1-1-(1)-1参照） 

 

【処理率100％（198/198）】 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

根拠：標準処理期間内の

処理率は 100％であり、計

画における所期の目標を

達成している。 

③ア 肥料の立入検査

業務について、農林

水産大臣の指示に従

い 198 件実施し、標

準処理期間内の処理

率は100％であること

から、事業計画にお

ける所期の目標を達

成していると認めら

れる。（評定：Ｂ）。 

 

イ 土壌改良資材の立入検査業務 
地力増進法第 17条第 1項の規

定に基づく立入検査は、農林水

産大臣の指示に従い実施し、そ

の結果を立入検査終了後 30 業務

日以内（試験の実施に長期間を

要するVA菌根菌資材の場合は65

業務日以内）に農林水産大臣に

報告する。検査等業務の適正な

執行に必要不可欠であり、か

つ、被検査者が検査の対象であ

る土壌改良資材の譲渡に同意し

た場合、当該資材を試験のため

に必要な最小量に限り入手し、

試験する。 

イ 土壌改良資材の立入検査業務 

地力増進法（昭和59年法律第

34号）第17条第1項の規定に基

づく立入検査は、農林水産大臣

の指示に従い、製造現場の状況

や記録を実地に確認するなどに

より適正に実施するとともに、

集中的な集取品の試験等により

迅速化を図り、立入検査の結果

を立入検査終了後30業務日以内

（試験の実施に長期間を要する

VA菌根菌資材の場合は65業務日

以内）に農林水産大臣に報告す

るため、業務の進行管理を適切

に行う。検査等業務の適正な執

行に必要不可欠であり、かつ、

被検査者が検査の対象である土

壌改良資材の譲渡に同意した場

合、当該資材を試験のために必

＜定量的指標＞ 
◇標準処理期間

内（VA菌根菌

以外は30業務

日以内、VA菌

根菌は65業務

日以内）の処

理率：100％

（標準処理期

間内報告件数

/立入検査件

数） 

＜主要な業務実績＞ 
イ 地力増進法第17条第1項の規定に基づく立入検査（26件）は、農林

水産大臣の指示に従い、法令遵守状況の確認等を製造現場の状況や記

録を実地に確認する等により適正に実施した。集取品の試験（21 件）

については、検査項目に応じてまとめて分析する等により効率化・迅

速化を図った。立入検査を行った件について業務の進行管理を適切に

実施し、検査結果を30業務日以内に農林水産大臣に報告した。また、

被検査者に対しても立入検査の結果を速やかに通知するとともに、表

示に関する改善事項が認められた被検査者（3 件）に対して技術的助

言を行った。 
なお、農林水産大臣からVA菌根菌資材の試験に係る指示はなかった。 

 

【処理率100％（26/26）】 

＜評定と根拠＞ 
評定： Ｂ 
根拠：標準処理期間内の

処理率は 100％であり、計

画における所期の目標を

達成している。 

③イ 土壌改良資材の

立入検査業務につい

て、農林水産大臣の

指示に従い26件実施

し、標準処理期間内

の処理率は100％であ

ることから、事業計

画における所期の目

標を達成していると

認められる。（評定：

Ｂ） 
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要な最小限に限り入手し、試験

する。 

また、立入検査の結果を速や

かに被検査者に通知するととも

に、表示に関する改善事項が認

められた場合には技術的助言を

行う。 

④ 肥料の工程管理及び品質管理に

関する業務 

ア 「肥料の品質の確保等に関する

法律に基づき普通肥料の公定規格

を定める等の件の一部を改正する

告示等の施行について」（令和５

年９月１日付け５消安第２６１３

号農林水産省消費・安全局長通

知）第２の５の規定に基づき、菌

体りん酸肥料の品質管理計画につ

いて、保証成分の安定化を図るた

めの基準への適合性を調査し、そ

の結果を消費・安全局長に報告す

る。また、第２の６の規定に基づ

き、肥料の名称等を公表する。 

④ 肥料の工程管理及び品質管理

に関する業務 

ア 「肥料の品質の確保等に関す

る法律に基づき普通肥料の公定

規格を定める等の件の一部を改

正する告示等の施行について」

（令和５年９月１日付け５消安

第２６１３号農林水産省消費・

安全局長通知）第２の５の規定

に基づき、農林水産大臣の指示

に従い、菌体りん酸肥料の品質

管理計画について保証成分の安

定化を図るための基準への適合

性を調査し報告を行う。その報

告に基づき農林水産大臣が品質

管理計画に係る確認書を交付し

た場合には、肥料の名称等を公

表する。 

＜定量的指標＞ 
◇ 処 理 率 ：

100％（報告件

数及び処理件

数／大臣確認

申請受付件

数、大臣確認

指示件数及び

理事長確認申

請受付件数） 

＜主要な業務実績＞ 
④ 

ア 菌体りん酸肥料の品質管理計画について保証成分の安定化を図るた

めの基準に適合するかを確認するため、確認申請を受け付けた製造事

業場（17 事業場）に対して確認調査を実施し、調査結果を農林水産大

臣に報告するとともに、農林水産大臣からの確認書の交付状況をホー

ムページで公表した。 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 

根拠：大臣確認申請、大

臣確認指示及び理事長確

認申請に対する報告等の

処理率は100％である。 

④ 肥料の工程管理及

び品質管理に関する

業務について、菌体

りん酸肥料にかかる

確認申請を受けた製

造事業所（17件）に

対する品質確認調査

並びに牛海綿状脳症

の発生防止関係業務

にかかる農林水産大

臣が指示した製造事

業場（5件）及び確認

申請を受けた製造事

業場（36件）に対す

る製造基準適合確認

検査を実施し、処理

率は100％であること

から、事業計画にお

ける所期の目標を達

成していると認めら

れる。（評定：Ｂ） 

 

イ 牛海綿状脳症の発生を防止する

ため、「肥料取締法に基づき普通

肥料の公定規格を定める等の件の

一部を改正する告示等の施行につ

いて」（平成16年2月26日付け15

消安第6398号農林水産省消費・安

全局長通知）及び「ペットフード

用及び肥料用の肉骨粉等の当面の

取扱いについて」（平成13年11月

1 日付け 13 生畜第 4104 号農林水

産省生産局長、水産庁長官通知）

に基づき、肥料用肉骨粉等が家畜

用飼料へ誤用・流用されることを

防止する等の観点から、肥料原料

用の肉骨粉等について製造基準適

合確認検査を行い、製造基準に適

合するものであると認めた製造事

業場を公表する。 

イ 牛海綿状脳症の発生を防止す

るため、次の取組を行う。 

(ｱ) 「肥料取締法に基づき普通肥料

の公定規格を定める等の件の一

部を改正する告示等の施行につ

いて」（平成 16年 2月 26日付け

15 消安第 6398 号農林水産省消

費・安全局長通知）に基づき、

牛、めん羊及び山羊の部位を原料

とする肥料について、脊柱等が

混合しないこと等に関し、農林

水産大臣から確認検査の指示が

あったものについては、適切に

検査及び報告を実施する。その

報告をもとに農林水産大臣が製

造基準に適合すると認め確認書

を交付した場合には、その製造

事業場を公表する。 

イ 牛海綿状脳症の発生を防止するため、次の取組を実施した。 

 

(ｱ) 牛の部位を原料とする肥料に脊柱等が混合しないことに関し、農林

水産大臣から指示があった製造事業場（5事業場）について製造基準適

合確認検査を実施し、適否を付して検査結果を農林水産大臣に報告する

とともに、農林水産大臣からの確認書の交付状況をホームページで公表

した。 

(ｲ)「ペットフード用及び肥料用の

肉骨粉等の当面の取扱いについ

て」（平成13年 11月 1日付け13

生畜第 4104 号農林水産省生産局

(ｲ) 肥料用の肉骨粉等の家畜用飼料への誤用・流用防止等の観点から、

確認申請を受け付けた肥料原料用の肉骨粉等の製造事業場（36 事業

場）に対して製造基準適合確認検査を実施し、製造基準に適合するも

のであると認めた製造事業場をホームページに公表した。 
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長、水産庁長官通知）に基づ

き、肥料用の肉骨粉等の家畜飼

料への誤用・流用防止等の観点

から、肥料原料用の肉骨粉等の

製造基準適合確認検査を申請に

基づき行い、製造基準に適合す

るものであると認めた製造事業

場を公表する。 

 

【処理率100％（17+5+36/17+5+36）】 

 

⑤ 肥料の安全性及び品質の確保に関

する支援業務 

肥料の安全性及び品質を確保

し、肥料業者、農家等の労力・コ

スト低減などの利益に資するため

に、農林水産省と連携して以下の

業務に取り組む。 

ア 国内の未利用資源である下水汚

泥等の肥料利用拡大に向けて菌体

りん酸肥料の登録申請に係る事業

者からの事前相談対応や都道府県

が行う立入検査の支援等の必要な

対応を行う。 

⑤ 肥料の安全性及び品質の確保に関

する支援業務 

肥料の安全性及び品質を確保

し、肥料業者、農家等の労力・

コスト低減などの利益に資する

ために、農林水産省と連携して

以下の業務に取り組む。 

ア 国内の未利用資源である下水

汚泥等の肥料利用拡大に向け

て、菌体りん酸肥料の登録申請

に係る事前相談対応や都道府県

が行う立入検査の支援等の必要

な対応を行う。 

＜定性的指標＞ 
◇肥料の安全性

及び品質の確

保に関する支

援業務の実施

状況 

＜主要な業務実績＞ 
⑤ 農林水産省と連携しつつ、次の取組を行った。 
 

 

 

 

 

ア 菌体りん酸肥料の登録申請に係る事前相談については、491 件の相談

に対応した。また、都道府県が行う立入検査（1件）への同行及びブロ

ック会議等での講習を通じて検査手法への理解が深まるよう支援を行

った。 
 

＜評定と根拠＞ 

評定： Ｂ 
根拠：肥料の安全性及び品

質の確保に関して、農林

水産省と連携し支援業務

を行ったことから、目標

の水準を満たしている。  

⑤ 肥料の安全性及び

品質の確保に関し、

農林水産省と連携し

支援業務を行ったこ

とから、目標の水準

を満たしていると認

められる。（評定：

Ｂ） 

 

 
 

イ 肥料中の有害物質等に由来する

事故を未然に防止するために、農

林水産省と連携し、安全性、品

質、有害物質等に係る科学技術情

報、国内の実態、諸外国の規制状

況等について情報収集・整理す

る。また、当該内容をもとに、必

要に応じて評価法の検討などを行

い今後の肥料利用に資するための

提案を農林水産省に対して行う。 

イ 肥料中の有害物質等に由来する

事故を未然に防止するために、農

林水産省と連携し、安全性、品

質、有害物質等に係る科学的技術

情報、国内の実態、諸外国の規制

状況等について情報収集・整理す

る。また、当該内容をもとに、必

要に応じて評価法の検討などを行

い今後の肥料利用に資するための

提案を農林水産省に対して行う。 

イ 産業副産物等由来の肥料において、有害性が危惧されるが、現在公

定規格に定めのない物質について安全性及び科学的技術に関する情報

を収集・整理するとともに、農林水産省の求めに応じて汚泥肥料中の

含有量を測定しデータ提供を行った。 

ウ  農林水産省と連携し、肥料業者か

らの仮登録や公定規格改正の申出に

対しては、「肥料の品質の確保等に

関する法律に基づく公定規格等の設

定・見直しに係る標準手順書」（平

成26年3月 農林水産省消費・安全

局農産安全管理課及び独立行政法人

農林水産消費安全技術センター肥飼

料安全検査部公表。以下「標準手順

書」という。）に基づき対応する。

また、肥料中の有害物質等に由来す

る事故を未然に防止するために、有

害物質等に関する科学技術情報、国

内の実態、諸外国の規制状況等につ

いて恒常的に情報収集・整理すると

ともに、必要に応じて実態調査等を

行える体制を構築する。 

ウ 農林水産省と連携し、肥料業者

からの仮登録や公定規格改正の申

出に対しては、「肥料の品質の確保

等に関する法律に基づく公定規格

等の設定・見直しに係る標準手順

書」（平成26年3月 農林水産省消

費・安全局農産安全管理課及び独

立行政法人農林水産消費安全技術

センター肥飼料安全検査部公表。

以下この項において「標準手順

書」という。）に基づき、次の取

組を行う。 

 

(ｱ) 事業者からの仮登録の申請に

ついては、農林水産大臣の指示に

従い、仮登録の妥当性に係る調査

を実施し農林水産省に報告する。 

ウ 次の取組を実施した。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｱ) 仮登録申請に係る調査及び肥効試験について、農林水産大臣の指示

はなかった。 
 なお、仮登録申請について相談のあった事業者に対して、手順等の

説明を行うとともに、申請又は申出予定情報及び周辺技術情報を整理
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   仮登録肥料の肥効試験について

は、農林水産大臣の指示に従い試

験を実施するとともに、外部の有

識者から意見を聴いた上で結果の

取りまとめを行い農林水産省へ報

告する。 

また、仮登録申請の相談事業者

に対する手順の説明、周辺技術情

報の整理等を行う。 

 

(ｲ) 事業者からの公定規格改正の申

出に対しては、標準手順書に基づ

き、外部有識者から意見を聞いた

上で評価を行い農林水産省へ報告

する。また、申出の相談事業者に

対する手順の説明、周辺技術情報

の整理等を行う。 

し、農林水産省へ報告した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｲ)  事業者からの公定規格改正の申出はなかった。 

なお、公定規格改正について相談のあった事業者に対して、手順

等の説明を行うとともに、申請又は申出予定情報及び周辺技術情報

を整理し、農林水産省へ報告した。 

エ 東京電力福島第一原子力発電所

の事故の対応として、農林水産省

と連携しつつ、周辺地域の汚泥肥

料生産事業場への立入検査で、肥

料として出荷され採取できる汚泥

肥料の在庫がある場合は、当該汚

泥肥料の放射性セシウムの測定を

実施する。 

エ 東京電力福島第一原子力発電所

の事故の対応として、周辺地域の

汚泥肥料生産事業場への立入検査

において、汚泥肥料の放射性セシ

ウム濃度の測定の有無を確認する

とともに、肥料として出荷され採

取できる汚泥肥料をモニタリング

品として採取し、放射性セシウム

を測定する。また、原料汚泥につ

いて、「汚泥肥料中に含まれる放

射性セシウムの取扱いについて」

（平成23年6月24日付け23消安

第1893号農林水産省消費・安全局

長通知）に基づき管理されている

かを確認する。 

  加えて、農林水産省から要請があ

った場合には、肥料等の放射性セシ

ウムの測定を実施する。 

エ 立入検査において確認した汚泥肥料の放射性セシウム濃度の測定の有無

や、通知に基づく原料汚泥の管理状況について、取りまとめて農林水産省

に報告した。また、汚泥肥料の放射性セシウム測定を41件実施し、農林水

産省に報告した。 

なお、農林水産省から肥料等の放射性セシウム測定に関する追加

の要請はなかった。 

オ 家畜ふん堆肥中のクロピラリド

が原因と疑われる園芸作物等の生

育障害発生への対応として、農林

水産省と連携しつつ以下の取組を

行う。 
(ｱ) 家畜ふんを原料として使用して

いる汚泥肥料等生産事業場への

立入検査で、肥料として出荷さ

れた汚泥肥料等の在庫がある場

合には、当該汚泥肥料等から試

料を採取し、クロピラリドの含

有量を測定する。また、堆肥等に

含まれるクロピラリドが原因と疑

われる園芸作物等の生育障害の発

オ 家畜ふん堆肥中のクロピラリド

が原因と疑われる園芸作物等の生

育障害発生への対応として、農林

水産省と連携しつつ以下の取組を

行う。 
(ｱ) 家畜ふんを原料として使用し

ている汚泥肥料等生産事業場へ

の立入検査で、肥料として出荷

された汚泥肥料等の在庫がある

場合には、当該汚泥肥料等から

試料を採取し、クロピラリドの

含有量を測定する。また、堆肥等

に含まれるクロピラリドが原因と

疑われる園芸作物等の生育障害の

オ 次の取組を実施した。 
 

 

 

 

(ｱ) 家畜ふんを原料として使用している汚泥肥料等生産事業場への立入検

査で試料 20 件を採取後、クロピラリドの含有量を測定し、結果を農林水

産省に報告した。なお、クロピラリドが原因と疑われる園芸作物等の生

育障害は確認されなかったため、農林水産省からクロピラリド測定に関

する追加の要請はなかった。 

また、農作物の生育障害発生防止に努めるため、家畜ふんを原料と

して汚泥肥料等を生産する事業場に立入検査を実施し、クロピラリド

が検出された肥料の生産事業場に対し、園芸農家へ出荷の際は「使用

に当たって作物の種類や施用量に留意すること」を伝達するよう注意



 

13 

生が確認された場合、農林水産省

の要請により、当該堆肥等のクロ

ピラリドの含有量を測定する。 

発生が確認された場合、農林水産

省の要請により、当該堆肥等のク

ロピラリドの含有量を測定する。 

喚起を行った。 

(ｲ) 家畜ふんを原料として使用して

いる汚泥肥料等生産事業場への立

入検査時等において、「牛等の排

せつ物に由来する堆肥中のクロピ

ラリドが原因と疑われる園芸作物

等の生育障害の発生への対応につ

いて」（平成28年12月27日付け

消費・安全局農産安全管理課長等

連名通知）に記載された取組につ

いて周知する。 

(ｲ) 家畜ふんを原料として使用し

ている汚泥肥料等の生産事業場

への立入検査の際に、「牛等の

排せつ物に由来する堆肥中のク

ロピラリドが原因と疑われる園

芸作物等の生育障害の発生への

対応について」（平成28年12月

27 日付け消費・安全局農産安全

管理課長等連名通知）に記載さ

れた取組について周知する。 

(ｲ) 家畜ふんを原料として使用している汚泥肥料等生産事業場 21 件に

立入検査を実施し、全ての事業場に対し取組について周知した。 

 
 

カ 農林水産省の要請により、肥料

分析の信頼性確保又は技術向上の

ため、肥料の外部精度管理試験を

実施する肥料業者に対し、技術的

助言及び協力を行う。また、肥料

分析を行う参加する肥料業者、都

道府県肥料検査指導機関及び分析

機関に対する技術的助言を行い、

肥料分析者の技術向上を図る。 

【重要度：高】 

海外に原料を依存する肥料の利用

を低減していくことが必要な中、未

利用資源である下水汚泥等の肥料利

用拡大に向けて、ＦＡＭＩＣが有す

る技術的知見を活用し、都道府県及

び事業者へ支援を行うことは、品質

及び安全性が確保された肥料の生産

に不可欠である。 

⑤のアの業務は、上記の観点か

ら、重要度が高い。 

カ 農林水産省の要請により、肥

料分析の信頼性確保又は技術向

上のため、肥料の外部精度管理

試験を実施する肥料業者に対

し、技術的助言及び協力を行

う。また、肥料分析を行う肥料

業者、都道府県肥料検査指導機

関及び分析機関に対する技術的

助言を行い、肥料分析者の技術

向上を図る。 

カ 農林水産省からの要請に応じ、外部精度管理試験として、肥料事業

者から成る協議会が主催した「共通試料による手合せ分析」に参画

し、試料調製や成績の取りまとめ、検討会講評等の技術的助言を行っ

た。その際に肥料等試験法の2023版から2024版への改正内容について

解説し、分析担当者の技術的知見の向上を図った。参加した肥料生産

業者及び分析機関に対して、対面又はオンラインにより外部精度管理

試験結果について解説した。 

また、都道府県の分析担当者に対しては、Web 会議システムを用い

て試験結果を解説し、分析業務の改善方法について助言した。さら

に、都道府県の分析担当者に対し、肥料等試験法に係る分析研修(参

加者9名)、植害試験に係る栽培研修(参加者4名)の2コースに分けて

研修を開催した。 

⑥ 調査研究業務 

肥料の検査等に関する調査研

究については、肥料等の分析技術

の進歩等に伴う分析法の改良など

の、肥料の有効性、安全性を確保

する上で必要な課題から 8 課題以

上実施し、その取組状況、結果

等について、外部有識者の評価

を受ける。 

【重要度：高】 

⑥の業務は、国内で唯一の肥料分析

の調査研究を行う部門として分析法の

改良などを行うものであり、これらの

⑥ 調査研究業務 

肥料の検査等に関する調査研究

については、肥料等の分析技術の

進歩等に伴う分析法の改良など

の、肥料の有効性、安全性及び品

質確保上必要な課題から 8 課題以

上実施する。 

また、外部有識者から成る委員

会を年1回開催し、調査研究の取組

状況、結果等について評価を受け

る。 

＜定性的指標＞ 
◇調査研究業務

の実施状況 

＜主要な業務実績＞ 
⑥ 肥料の検査等に関する調査研究について8課題を実施した。その成果

について、外部有識者を含めた委員会（「肥料等技術検討会」とい

う。以下同じ。令和7年 2月 27日開催）において調査研究課題ごとに

評価を受けた。 

（別紙「調査研究課題一覧」参照） 

 

また、前年度の調査研究の成果により改良した分析法を追加し取り

まとめた「肥料等試験法（2024）」について、肥料等技術検討会の試

験法部会での審議（令和6年6月23日開催）結果に基づき策定し、ホ

ームページに掲載した（令和6年8月30日）。 

さらに、調査研究業務で得られた成果を公表するため、「肥料研究

報告」を電子ジャーナルとして取りまとめ、ホームページに掲載（令

和6年9月26日）し、日本土壌肥料学会（令和6年9月3日～5日）及

＜評定と根拠＞ 
評定： Ａ 
根拠：肥料の検査等に関す

る調査研究では、目標課題

数を満たしたことから、目

標の水準を満たしている。 

また、新規追加した試験

法について、YouTubeの投稿

動画を活用し各地域の協議

会で説明することで、協議

会説明会参加社のみならず

協議会会員へ新規肥料等試

験法を広く周知できた。 

 動画により、分析実務者

⑥ 調査研究業務につ

いて、肥料の品質及

び安全性確保の上で

必要な課題を 8 課題

実施し（年度目標

値:8 課題以上）、外

部有識者を含む委員

会からＡ評価 6 課

題、Ｂ評価 2 課題と

の評価を得ている。 

 また、苛酷試験法の

開発・周知にあたっ

ては、試験法の要点
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成果は、「肥料等試験法」として毎年

更新、公表され分析機関等にて利用さ

れるなど、肥料の品質等の確保に必要

不可欠であることから、重要度が高

い。 

び公開調査研究発表会（令和6年11月26日）において発表し、また、

学会誌への投稿作業（土壌肥料学会誌令和7年4月号掲載予定）を行う

等、成果の普及に努めた。 

 

【特筆事項等について（創意工夫等）】  

肥料原料の組み合わせにより、製造・流通段階において成分量の

低下が予想される場合、肥料事業者は、加熱等により意図的に成分

量を低下させる前処理（苛酷試験）を行った上で、保証成分の設定

に必要な分析を行っている。しかしながら、加熱条件などが統一的

に定められていないことから、肥料事業者からの要望を受け、「苛酷

試験法」を開発し、公定法である肥料等試験法（2024）に収載した。 

この苛酷試験法を肥料事業者に広く周知するため、視覚的にわか

りやすく伝える動画を作成・活用し、肥料協議会において詳しく解

説した（112社)。更に、肥料事業者が繰り返し視聴できるように動画

を YouTube 公開し、肥料協議会会員に視聴 URL を配布するとともに、

改良要望等を聴取した。 

肥料の原料は多様であり、各肥料に適した試験条件を更に追加す

る必要があるため、動画を視聴した肥料協議会会員と意見交換を実

施し、試験法改良に必要な試験条件に関する情報を収集・整理し

た。（肥料等試験法(2025)に反映予定） 

事業者の「苛酷試験法」への理解と普及を促進し（YouTube 再生回

数は 140 回）、視聴者からの分析改良の提案や要望（分析時間短縮な

ど7件）を収集し、これらの情報を活用することで、肥料等試験法の

充実を推進した。 

への試験法の理解、試験条

件の統一化が推進され、分

析技術の向上に寄与すると

ともに、動画視聴者から、

試験法を実施した感想、改

良要望等を聴取し、有用な

情報を効率的に収集・整理

することで、試験法の充実

につなげた。 

 これら新たな試験法の普

及と試験法の充実への取組

をしたことから、事業計画

における所期の目標を上回

る成果が得られている。 

をわかりやすく伝え

る動画を作成・活用

し、動画視聴者から

改良要望等を収集し

て試験方法の充実に

つなげるとともに、

分析実務者への試験

法の理解の促進及び

試験条件の統一化を

創意工夫して効率

的・効果的に取り組

んだことは、流通肥

料の品質の確保に貢

献するものであり、

目標の水準を上回る

成果が得られている

と認められる。（評

定：Ａ） 

   

 ４．その他参考情報 
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様式３－１－４－１ 独立行政法人農林水産消費安全技術センター 令和６年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

第１－１－(２) 農薬関係業務 

業務に関連する政策・施策  当該事業実施に係る根拠 センター法第10条第1項第7号及び第2項第5号 

農薬取締法（昭和23年法律第82号） 

当該項目の重要度、困難度 【困難度：高】 

② 農薬の登録及び再評価に係る審査業務 

【重要度：高】 

② 農薬の登録及び再評価に係る審査業務 

⑤のアの(ｱ) 農薬の安全性等に関する情報の収集解析 

⑤のイの(ｳ) 申請者からの事前相談への対応 

関連する政策評価・行政事業 

レビュー 

政策評価書：事前分析表農林水産省６-④ 

行政事業レビューシート予算事業ID：003181 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度  ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 

① 農林水産省からの

緊急要請業務 
実施率 100％(報告件

数/要請件数) 
実績なし 実績なし 実績なし 100％(2/2) 100％(2/2) 予算額（千円） 1,135,685 1,072,523  1,080,093 1,084,528 1,115,475 

決算額（千円） 1,035,615 1,079,487 1,068,803 1,006,566 1,058,379 

②ア(ｱ) 農薬の登録及

び再評価に係る審査業

務(基準値設定必要農

薬) 

10.5 か月以

内 
100％(標準処

理期間内報告

件数/報告件

数) 

100％ 

(1,046/1,046) 
100％ 

(1,043/1,043) 
100％ 

(829/829) 
100％ 

(830/830) 
100％ 

(729/729) 
経常費用（千円） 1,037,016 1,061,683 1,040,918 1,041,245 1,039,815 

経常利益（千円） 67,530 40,401 79,163 37,675 33,642 

行政コスト(千円) 1,086,832 1,111,964 1,095,153 1,092,602 1,074,650 

②ア(ｲ) 農薬の登録及

び再評価に係る審査業

務(基準値設定不要農

薬) 

10.5 か月以

内 
従事人員数 99 103 101 98 95 

 

②イ 農薬の登録及び

再評価に係る審査業務

(再評価に係る審査結

果) 

10.5 か月以

内 

100％(標準処

理期間内報告

件数/報告件

数) 

- － － － 

③ 特定試験成績の信

頼性の確保に関する業

務(GLP調査報告) 

30 業務日以

内 
100％(標準処

理期間内報告

件数/指示件

数) 

100％ 
(22/22) 

100％ 
(17/17)  

100％ 
(24/24)  

100％ 
(20/20) 

100％ 
(19/19) 

④ア 農薬の立入検査

等業務(立入検査) 
25 業務日以

内 
100％(標準処

理期間内報告

件数/指示及び

集取件数) 

100％ 

(48/48) 

 

100％ 

(56/56)  

 

 

100％ 

(54/54) 

 

100％ 

(44/44) 
100％ 

(43/43) 
④イ 農薬の立入検査

等業務(集取分析) 
60 業務日以

内 

⑤ア(ｱ)(ｲ) 農薬の登録

審査に附帯する業務

(国際調和) 

技術的知見

の提供 
－ OECD GLP 作業

部会等への出

席 

OECD GLP 作業

部会等への出

席 

OECD GLP 作業

部会等への出

席 

OECD GLP 作業

部会等への出

席 

OECD GLP作業部

会等への出席 

⑤イ(ｱ) 農薬の登録審

査に附帯する業務(農

薬の使用による蜜蜂へ

の影響の実態把握) 

結果報告 － 分析法及び分

析結果を農林

水産省へ報告 

分析法及び分

析結果を農林

水産省へ報告 

分析法及び分

析結果を農林

水産省へ報告 

分析法及び分

析結果を農林

水産省へ報告 

分析法及び分

析結果を農林

水産省へ報告 

⑤イ(ｲ)(ｳ) 農薬の登録

審査に附帯する業務(生

物農薬の審査、試験成

績等整備の事前相談対

応) 

技術的知見

の提供 

－ 技術的知見を

農林水産省へ

提供 

技術的知見を

農林水産省へ

提供 

技術的知見を

農林水産省へ

提供 

技術的知見を

農林水産省へ

提供 

技術的知見を

農林水産省へ

提供 
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⑥ 農作物に係る農薬

の使用状況及び残留状

況調査業務 

40 業務日以

内 

100％(標準処

理期間内報告

件数/指示件

数) 

100％ 
(393/393) 

100％ 
(478/478) 

100％ 
(469/469) 

100％ 
(475/475)  

100％ 
(237/237) 

⑦ 調査研究業務 調査研究業

務の実施状

況 

－ 6課題 7課題  7課題 6課題 6課題 

 注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

年度目標 事業計画 主な評価指標 
法人の業務実績・自己評価 

主務大臣による評価 
業務実績 自己評価 

(2) 農薬関係業務 
農薬関係業務について、農薬取

締法に基づき、農薬の安全性その

他の品質及びその安全かつ適正な

使用の確保を図り、もって農業生

産の安定と国民の健康の保護に資

するとともに、国民の生活環境の

保全に寄与するため、以下のとお

り農薬の検査等業務を行う。 

(2) 農薬関係業務 
農薬関係業務の実施に当たっ

ては、諸外国における農薬登録

制度の運用に関する情報の収

集・分析等により検査手法を検

討する等の創意工夫により改善

を図り、効果的かつ効率的に取

り組むものとする。 
また、新たな実施体制のも

と、農林水産省と連携し、再評

価の導入による安全性に関する

審査の充実に対応する。 

＜定量的指標＞ 
○農薬関係業務 
中項目の評定

は 、 小 項目 別

（◇）の評定結果

の積み上げにより

行うものとする。 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

根拠：◇小項目4（項目）×3点（Ａ）＋ 小項目5（項目）×2点（Ｂ）＝22点 

Ａ：基準点（18）×12/10 ≦ 各小項目の合計点（22） 

＜課題と対応＞ 

引き続き農林水産省の指示に基づき、当該業務を的確に実施する。 

＜業務の評価＞ 

指標を含め事業計画の所期の目標を全て達成したことに加え、FAMICの知見や技術を活かして

農林水産省からの緊急要請業務を実施し、行政施策課題対応に貢献した。また、ベトナム国か

らの要請を受け受入研修及び短期専門家派遣を実施し、残留農薬分析の技術移転を行うことに

より、農薬行政の国際調和に貢献した。さらに、現場のニーズを反映した農薬GLP講習会及び残

留農薬分析技術講習会を初めて開催して、知識・技術の普及に努めた。  
 

評定 Ａ 

＜評定に至った理由＞ 

 10の小項目のうち実績

のない 1項目を除き、Ａ

が4項目、Ｂが5項目で

あり、小項目を積み上げ

た項目別評定はＡであっ

たため。 

※小項目の点数の計算結

果は法人の自己評価と

同じ。 

 

具体的には、次のとお

り。 

① 農林水産省からの緊急要請業務 

 農林水産省から緊急に要請した

業務については、最優先で組織的

に取り組み、必要な調査、分析又

は検査を実施し、その結果を速や

かに報告する。 

① 農林水産省からの緊急要請業

務 

農林水産省から緊急に対応す

べき業務の要請があった場合に

は、他の業務に優先して、要請

のあった調査、分析又は検査等

業務を実施し、その結果を速や

かに農林水産省に報告する。 

＜定量的指標＞ 

◇実施率：100％

（報告件数/要

請件数） 

＜主要な業務実績＞ 
① 農林水産省からの緊急要請を受けて次の業務を実施した。 

【実施率100％（2/2）】 

 

ア 農林水産省指令に基づき実施した立入検査において集取した

無登録農薬の疑いのある資材について分析したところ、海外で

の登録はあるが、日本では農薬登録のない成分（マトリン）を

検出したことから、その結果を農林水産省に報告した。 

立入検査の結果、当該資材は複数の県において販売されてい

たこと等が明らかになったことから、農林水産省において販売

中止や自主回収等の指導の必要性について早急に判断する必要

が生じたため、分析結果の速やかな報告が求められた。 

そこで、これまでのFAMICの知見・技術（無登録農薬の疑い

がある資材中のマトリン分析）の適用可否を検討し、優先的に

分析機器及び職員を割り当て、分析時間の短縮を図ることで、

集取後18業務日で農林水産省に結果を速やかに報告した。 

このことにより、当該資材を販売していた業者に対する販売

中止及び自主回収の指導が速やかに行われ、安全性が不明な資

材が流通し使用されることを防止できたことから、農産物の安

全確保に貢献した。 

イ FAMICが実施したGLP試験施設への定期調査での指摘によ

り、試験施設の自己点検で逸脱と考えられる事例が見つかっ

た。これを受け、農林水産省からの調査要請に応じ、農薬登録

申請等において提出された特定試験成績の信頼性に関する疑義

の解消のため緊急で任意調査を実施した。 

本調査にあたっては、迅速に対応するため、当初予定して

いた別件の複数の調査について調査職員の変更及び調査日程

の調整を行った。 

また、調査を効率的に行うため、事前にGLP試験施設に自己

点検等の指示やWebによる聞き取りを行い、特定試験成績の作

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 
根拠：農林水産省からの要請

に対する実施率は 100％であ

る。無登録の農薬成分が含ま

れている可能性がある資材の

分析を行い、その結果を速や

かに報告したことで、当該資

材を販売していた業者に対し

販売中止及び自主回収の指導

につながった。また特定試験

成績の信頼性に関する疑義の

解消のために行った任意調査

について、限られた時間の中

で的確な対応により疑義要因

の特定を行った。さらに、調

査実施後、速やかに農林水産

省に報告し、不適正な試験成

績の利用を阻止し、信頼性の

確保につながることとなっ

た。 

① 農林水産省からの

緊急要請業務につい

て、2件実施し、農林

水産省からの要請に対

する報告の実施率は

100％であることか

ら、事業計画における

所期の目標を達成して

いると認められる。

（評定：Ｂ） 
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成にあたり信頼性に影響を及ぼす箇所を解析して実地調査を

行った。 

これらの取組の結果、GLP調査終了後9業務日で農林水産省

に結果を報告することができた。 

   このことにより、不適正な試験成績の利用を阻止するととも

に当該試験施設の取組を改善させて更なる影響拡大を防止し、

特定試験成績の信頼性の確保に関する農林水産省における施策

に貢献した。 

② 農薬の登録及び再評価に係る審

査業務 

 農薬の登録及び再評価に係る審査

業務については、農薬の蜜蜂への影

響、農薬の使用者への影響及び農薬

原体の組成に係る審査も含め、最新

の科学的知見に基づき、農林水産大

臣の指示に従い審査を行い、その結

果を農林水産省と共同で審査報告書

等の形に取りまとめるとともに、以

下に掲げる期間内に審査結果を農林

水産大臣に報告する。 

 

 

ア 農薬取締法第3条第5項及び第

7条第3項（これらの規定を同法

第 34条第 6項において準用する

場合を含む。）の規定に基づく登

録に係る審査 

 

 

(ｱ) 農薬取締法第4条第1項第5号か

ら第 9 号までのいずれかに掲げる

場合に該当するかどうかの基準の

設定等が必要な農薬の審査のう

ち、農業資材審議会農薬分科会

の審議が必要な農薬の審査は、

農林水産大臣の指示後 10.5 か月

以内（ただし、農業資材審議会

農薬分科会の審議を要しない農

薬の審査は、農林水産大臣の指示

後1年4か月以内） 

② 農薬の登録及び再評価に係る

審査業務 

  農薬の登録及び再評価に係る審

査については、農薬の蜜蜂への影

響、農薬の使用者への影響及び農

薬原体の組成に係る審査も含め、

最新の科学的知見に基づき、農林

水産大臣の指示に従い、その結果

を農林水産省と共同で審査報告書

等の形に取りまとめるとともに、

以下に掲げる期間内に審査結果を

農林水産大臣に報告するため、業

務の進行管理を適切に行う。 

 

ア 農薬取締法（昭和 23 年法律第

82号）第3条第5項及び第7条第3

項（これらの規定を同法第34条第

6 項において準用する場合を含

む。）の規定に基づく登録に係る

審査 

 

(ｱ) 農薬取締法第4条第1項第5号

から第 9 号までのいずれかに掲

げる場合に該当するかどうかの

基準の設定等が必要な農薬の審

査のうち、農業資材審議会農薬

分科会の審議が必要な審査は、

農林水産大臣の指示後10.5か月

以内（ただし、農業資材審議会

農薬分科会の審議を要しない農

薬の審査は、農林水産大臣の指

示後1年4か月以内） 

＜定量的指標＞ 
◇標準処理期間内

（10.5 か月以内

（農業資材審議

会農薬分科会の

審議を要しない

農薬の審査は 1

年 4 か 月 以

内））の処理

率：100％（標

準処理期間内報

告件数/報告件

数） 
  ただし、審査

の過程で追加試

験成績等の提出

が必要となった

場合における当

該追加試験成績

等が提出される

までの期間及び

食品安全委員

会、農業資材審

議会等による評

価が必要である

申請において、

評価結果が明ら

かとなるまでの

期間（審査がで

きない期間）

は、審査期間に

含まないものと

する。 

＜主要な業務実績＞ 

② 農薬の登録審査業務について、次の取組を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 農薬の登録申請に係る審査業務の進捗管理については、毎月

2回審査進捗管理表を更新し、各審査担当課が審査の進捗状況を

把握できるようにするとともに、3か月ごとに審査進捗状況の定

期点検を行った。 

令和6年度は、前年度からの継続分を含め、農林水産大臣から

1,483件の審査指示があり、令和6年度内に729件を農林水産大臣

に報告した。 

(ｱ) 基準の設定が必要な農薬の審査指示は524件であり、令和6年

度内に85件を報告した。 
ａ 農業資材審議会農薬分科会（以下「分科会」という。）の審

議が必要な農薬の審査指示は228件であった。令和6年度内に

農林水産大臣に報告した 13 件の審査期間は全て期限内（10.5

か月）であった。なお、現在審査中の案件についても、審議会

等に諮問するためのFAMIC審査（以下「FAMIC審査」という。）

結果を2件報告するとともに、進捗管理を適切に行っている。 

 b 分科会の審議を要しない農薬の審査指示は296件であった。令

和6年度内に報告した 72 件の審査期間は全て期限内（1年 4か

月）であった。 

なお、現在審査中の案件についても、FAMIC審査結果を34件報

告するとともに、進捗管理を適切に行っている。 
（表1-1-(2)-1参照） 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ａ 

根拠：標準処理期間内の処理

率は100％であり、計画におけ

る所期の目標を達成してお

り、かつ、年度目標において

困難度が「高」とされている

業務であるため。 

②ア 農薬登録審査業

務について、729 件実施

し、標準処理期間内の

処理率は100％である。 

また、本業務は、農

薬の再評価に係る審査

業務の実施を並行しな

がら、新たな項目の審

査、新規有効成分以外

の審査報告書の作成な

どの対応が必要となっ

ていることから、期限

内に対応するために

は、適正かつ効率的に

審査を行うための高度

かつ専門的な技術的知

見が必要であり、かつ

困難度が高い業務であ

り、事業計画における

所期の目標を上回る成

果が得られていると認

められる。（評定：Ａ） 

(ｲ) 上記以外の農薬の審査は、農林

水産大臣の指示後10.5か月以内 

(ｲ) 上記以外の農薬の審査は、農

林水産大臣の指示後 10.5 か月以

内 

  (ｲ) 基準の設定が不要な農薬の審査指示は959件であった。令和

6年度内に報告した644件の審査期間は全て10.5か月以内であ

った。 
  なお、現在審査中の案件についても、FAMIC 審査結果を 3件

報告するとともに、進捗管理を適切に行っている。 
（表1-1-(2)-1参照） 
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【処理率100％（729/729(85（ア(ｱ))＋644（ア(ｲ)）））】 

イ  農薬取締法第8条第5項（同法

第34条第6項において準用する場

合を含む。）の規定に基づく再評

価に係る審査結果については農林

水産大臣の指示後10.5か月以内 

【重要度：高】 

②の業務は、農薬による人の健康

や環境への影響に関する科学的な評

価を行う業務であるが、農薬の登

録、変更、取消の判断の根拠として

必要不可欠であり、農薬取締制度の

根幹をなすものであることから、重

要度が高い。 

【困難度：高】 

②のアの業務は、農薬取締法改正

に伴って、農薬の蜜蜂への影響、

農薬の使用者への影響及び農薬原

体の組成に係る審査などが必要と

なったことに加え、新規有効成分以

外についても審査報告書の作成や、

再評価の結果の審査が必要とな

り、新たな対応が必要となっている

ことから、期限内に対応するために

は、適正かつ効率的に審査を行うた

めの高度かつ専門的な技術的知見が

必要であり、困難度が高い。 

②のイの業務は、農薬の登録審

査と同様の項目の審査と審査報告

書の作成が必要であることに加

え、アの基準値設定必要農薬の登

録審査の報告件数を超える件数を

農林水産省に報告するなどの対応

が必要となっていることから、期

限内に対応するためには、適正か

つ効率的に審査を行うための高度

かつ専門的な技術的知見が必要で

あり、困難度が高い。 

イ 農薬取締法第8条第5項（同法

第34条第6項において準用する場

合を含む。）の規定に基づく再評

価に係る審査結果については農林

水産大臣の指示後10.5か月以内 

＜定量的指標＞ 
◇標準処理期間内

（10.5か月以内）

の処理率：100％

（標準処理期間内

報告件数/報告件

数） 

ただし、審査の

過程で追加試験成

績等の提出が必要

となった場合にお

ける当該追加試験

成績等が提出され

るまでの期間及び

食品安全委員会、

農業資材審議会等

による評価が必要

である申請におい

て、評価結果が明

らかとなるまでの

期間（審査ができ

ない期間）は、審

査期間に含まない

ものとする。 

イ 令和 6 年度は、前年度からの継続分を含め、農林水産大臣か

ら1,610件の審査指示があった。なお、FAMIC審査結果を485件

報告するとともに、進捗管理を適切に行っている。 

 

【特筆事項等について（創意工夫等）】 

   農薬取締法改正に伴い、農薬の蜜蜂への影響等の評価が拡

充された他、登録を受けている全ての農薬を対象に最新の科

学的知見に基づく再評価制度を導入。令和3年度より順次再評

価を進めているところ。 

我が国でよく使用されている農薬を優先して進めている中

で、特に、ネオニコチノイド系農薬については、欧州におい

て蜜蜂への影響評価の結果、屋外での使用が制限され、我が

国でも社会的な関心が寄せられている。その一つであるイミ

ダクロプリドについて、令和5年2月以降、農業資材審議会農

薬分科会農薬蜜蜂影響評価部会で調査審議が進められている

ところ。 

本農薬は、様々な作物に使用され、その使用方法それぞれ

について、蜜蜂に対する暴露量を精緻に計算する必要があ

る。FAMIC は、一部の作物について、植物学・栽培学の基礎情

報を収集し蜜蜂が訪花しないものとして整理したり、それ以

外の作物については、約 250 の使用方法それぞれについて花

粉・花蜜由来の暴露量を精緻に試算したりして、農林水産省

の調査審議を支援した。FAMIC の試算結果は、農薬蜜蜂影響評

価書（案）の本体及び参考資料として、令和7年3月公表。今

後、食品安全や農薬使用者への影響等の観点の審議を経て、

再評価が終了する見込み。 

 

＜評定と根拠＞ 
評定：－ 

根拠：実績がないため評価せ

ず 

②イ 農薬再評価業務

について、評価を付す

ことができないが（評

定：－）、多くの使用

方法を有するイミダク

ロプリドについて、そ

れぞれの使用方法に基

づき蜜蜂への暴露量を

試算し、蜜蜂影響評価

を支援したことは、大

きく評価できる。 

③ 特定試験成績の信頼性の確保

に関する業務 
農薬GLP制度における試験施設

の調査は、消費・安全局長の指

示に従い実施し、その結果を調

査終了後30業務日以内に消費・

安全局長に報告する。 

③ 特定試験成績の信頼性の確保

に関する業務 
 農薬GLP制度における試験施設

の調査は、消費・安全局長の指

示に従い実施し、その結果を調

査終了後30業務日以内に消費・

安全局長に報告する。 

＜定量的指標＞ 
◇標準処理期間

内（30業務日以

内 ） の 処 理

率：100％（標

準処理期間内

報告件数/指示

件数） 

＜主要な業務実績＞ 

③ 特定試験成績の信頼性の確保に関する業務 
  令和6年度に消費・安全局長に報告した19件は全て調査終了

後30業務日以内に結果を報告した。 
 

【処理率100％（19/19）】 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 

根拠：標準処理期間内の処理

率は 100％であり、計画にお

ける所期の目標を達成してい

る。 

③ 特定試験成績の信

頼性確保に関する業務

について、試験施設の

調査を19件実施し、標

準処理期間内の処理率

は100％であり、計画

における所期の目標を

達成している。（評
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定：Ｂ） 

④ 農薬の立入検査等業務 

農薬取締法第 30 条第 1項の規

定に基づく立入検査等は、農林

水産大臣の指示に従い実施し、

その結果を以下の期間内に農林

水産大臣に報告する。 

 

 

 

 

 

ア 農薬取締法の立入検査の結果

は、立入検査終了後25業務日以内 

④ 農薬の立入検査等業務 
農薬取締法第30条第1項の規

定に基づく立入検査等について

は、農林水産大臣の指示に従

い、適切に集取する農薬等を選

定し、製造指示書等による製造

工程の確認も含め適正に実施す

るとともに、その結果を、以下

の期間内に農林水産大臣に報告

するため、業務の進行管理を適

切に行う。 

ア 農薬取締法の立入検査の結果

は、立入検査終了後25業務日以

内 

＜定量的指標＞ 
◇標準処理期間

内（立入検査

結果の報告は25

業務日以内、集

取品の分析結果

は 60 業務日以

内）の処理率：

100％（標準処

理期間内報告件

数/指示及び集

取件数） 

ただし、標準

品の入手や供試

生物の育成等に

要した期間を処

理期間から除外

することが妥当

と判断される場

合には、処理期

間に含まないも

のとする。 

＜主要な業務実績＞ 

④ 農薬取締法第30条第1項に基づく製造場への立入検査につい

ては、農林水産大臣の指示に従い 38 製造場に対して製造指示書

等による製造工程の確認も含め適正に実施するとともに期限内

に農林水産大臣に報告するため、業務の進行管理を適切に行っ

た。 

 

 

 

 

ア 38 製造場に対する立入検査の結果については、全ての検査で

立入検査終了後25業務日以内に農林水産大臣に報告した。 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 

根拠：標準処理期間内の処理

率は 100％であり、計画にお

ける所期の目標を達成してい

る。 

④ 農薬の立入検査等業

務について、製造場へ

の立入検査38件及び採

取した農薬の分析を5

点実施し、標準処理期

間の処理率は100％で

あることから、事業計

画における所期の目標

を達成していると認め

られる。（評定：Ｂ） 

イ 集取品の分析結果は、集取後 60

業務日以内 

イ 集取品の分析結果は、集取後

60業務日以内 

イ 農薬取締法に基づく立入検査において集取した農薬5点の分析

結果については、全て集取後60業務日以内に報告した。 

 

【処理率100％（43/43）】 

⑤ 農薬の登録審査に附帯する業

務 

農薬行政の国際調和や農薬の登

録審査の質の向上に資するため、

農薬の登録審査に付帯する以下の

業務に取り組む。このほか、必要

に応じ農林水産省からの要請等を

踏まえ、農林水産省と連携して積

極的に対応する。 

 

ア 農薬行政の国際調和に貢献す

るため、次の取組を行う。 

 

(ｱ) 農薬の安全性その他の品質に関

する科学的知見の収集及び解析 

⑤ 農薬の登録審査に附帯する業

務 

ア 農薬行政の国際調和に貢献す

るため、FAMICの技術的知見に基

づき、次の取組を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｱ) 農薬の安全性その他の品質に関

する科学的知見の収集及び解析 

＜定性的指標＞ 
◇技術的知見の

提供 

＜主要な業務実績＞ 
⑤ 農薬の登録審査に附帯する業務 
ア 農薬行政の国際調和の推進に貢献するため、次の取組を行っ

た。 

  

 

 

 

 

 

 

 

(ｱ) 農林水産省との連携のもと、農薬の人への影響、農薬の品質

等の確保等に関する科学的知見を収集し、農林水産省に提供し

た。また、国際的に関心が高まっている農薬の安全性評価の分

野については、農林水産省と共同で重点的に海外の状況等の情

報収集、分析を行った。 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ａ 

根拠：計画のとおり、農薬の

安全性その他の品質の確保等

に関する科学的知見やOECD等

の国際会議への参加等を通じ

た農薬行政の国際調和に貢献

するための技術的知見を提供

した。また、JICA を通じてベ

トナム国への残留農薬分析に

関する受入研修及び技術指導

者の派遣依頼があり、FAMIC

の技術及び経験を活用した技

術指導を行った。これにより

同国の農薬行政の進展に成果

として現れ、食品安全性の向

上及び品質管理の効率化は同

⑤ア(ｱ)(ｲ) 農薬行政の

国際調和を推進するた

め、国際的な議論に技

術的知見を提供し、OECD

等の国際会議へ職員を

派遣している。 

また、JICAを通じたベ

トナム国への残留農薬

分析に関する受入研修

及び技術指導者の派遣

においては、単なる指

導にとどまらず、ベト

ナム国における新たな

試験法の開発にも取り

組み、RETAQのISO17025

試験法として登録され

る見込みとなるなど、
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(ｲ) OECD による新たなテストガイ

ドラインの策定・改訂やGLP制度

の見直し、コーデックス委員会

による残留農薬に関する国際規

格の設定等の議論に関しての、

FAMIC の技術的知見に基づいた支

援 

【重要度：高】 

 ⑤のアの(ｱ)の業務は、農薬取締法

の改正に伴い新たに追加する業務

（法に明記された業務）であり、情

報の収集解析により、国際的な標準

との調和及び最新の科学的知見に基

づく農薬の安全性評価のさらなる充

実を図っていくことで、農薬取締制

度の円滑な運用に資することから、

重要度が高い。 

(ｲ) OECD によるガイダンス文書や

テストガイドラインの策定・改

訂、コーデックス委員会による

残留農薬に関する国際規格の設

定、国際農薬分析法協議会におけ

る農薬の分析法の検討等の議論に

関し、会議出席等を通じた技術的

知見の提供 

 
(ｲ) OECDで検討されているガイダンス文書の草案等に関し、技術

的な観点からの検討を行い、結果を農林水産省に提出した。 

 

・OECD生物農薬専門家会合（EGBP）の第9回会合に職員2名を出

席させ、生物農薬の試験要求に関する国際調和に関する課題

の議論に参加した。 

・国際農薬分析法協議会（CIPAC）の年次会合に職員 2 名を出席

させ、農薬の規格、製剤分析法等の確立に関する国際調和の

議論に参加した。また国毎に選ばれるCIPAC正会員について、

後任者を指名する選挙が CIPAC 理事会で実施され、引き続き

FAMIC職員が日本のCIPAC正会員を担うことが了承された。 

・OECD GLP作業部会については、第38回会合に職員1名を出席

させ、GLPの国際調和に関する議論に参加した。 

 

【特筆事項等について（創意工夫等）】 

 ベトナム国農業農村開発省(MARD:Ministry of Agriculture and 

Rural Development)の傘下である農林水産品品質検査・認証・コン

サルティングセンター（RETAQ:Reference Testing and Agrifood 

Quality Consultancy Center）から独立行政法人国際協力機構

（JICA）へ「持続可能な農業開発のための食品安全検査・レファ

レンス機能・コンサルティング能力強化プロジェクト」への参画

が依頼され、その技術協力課題の一環として農林水産省を介し、

残留農薬分析に関する受入研修及び技術指導者の派遣について依

頼があった。 

 ベトナム国で農業は基幹産業であるが、農薬の適正使用を含む

食品安全管理体制は確立しているとはいえない。国内の各分析機

関での運営や分析手法にかかる基準等が整備されておらず、違反

の検証や改善指導のための基盤となる分析結果の信頼性を確保す

る仕組みが不足していた。こうした状況を踏まえ、2012 年に

RETAQ が設立され、統一的な食品検査基準の策定や分析結果の検

証、他機関への技術指導などを担う認証検査機関として活動して

きた。 

MARDは、2025年までに達成すべき目標として「農業資材の品質

と食品安全に関する管理の強化」を掲げており、RETAQ が適切に

機能し運営されるよう、更なる能力強化を図ることとしたとこ

ろ。MARD からの依頼のうち、ベトナム国の主要産品である茶の残

留農薬分析に関する技術移転を FAMIC（農薬検査部門）が担うこ

ととなり、次の対応を行った。 

・本邦受入研修 

 短期専門家派遣での技術指導に先立ち、3 名の RETAQ 職員に対

し、5 日間にわたる受入研修を行い、茶の残留農薬の多成分同時

分析法(以下「FAMIC 分析法」という。)の基礎的な分析原理(抽

出、精製、LC-MS/MS 定量方法) を理解・習得できるよう指導。既

にSOP（標準作業手順書）が確立している日本の緑茶を用いての分

析であったが、ベトナム国で生産量の多い半発酵茶にも適用でき

るよう、緑茶の商品特性に関する知見も教授した。 

 

国内外での信頼が高まり、輸

出拡大は同国の自立的な経済

発展につながり農林水産省の

施策（農林水産分野における

国際協力）に貢献したこと

は、目標の水準を上回る成果

が得られている。 

当初の計画以上の成果

を達成している。 

これらの取組は、同

国の自立的な経済発展

にもつながるものであ

り、農薬行政の国際調

和に貢献している。さ

らには、FAMICの人材育

成の観点からも職員の

技術向上にもつながる

取組であることから、

目標の水準を上回る成

果が得られていると認

められる。（評定：

Ａ） 
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・短期専門家派遣 

 約1か月にわたる派遣研修では、RETAQ職員と共にベトナム半発

酵茶を用いて FAMIC 分析法による分析を行い、良好な分析結果が

得られることを確認した。それにとどまらず、RETAQ で採用して

いる、安価で分析が簡便な QuEChers 法（Quick, Easy, Cheep, 

Effective，Rugged,Safeの頭文字をとった一斉前処理法であり、ア

メリカやEUで公式に採用）での分析もできるかどうか検討したと

ころ、夾雑物に強い FAMIC 分析法を融合させる（以下「改良

QuEChers法」という。）ことにより、夾雑物の多い半発酵茶でも良

好な分析結果が得られることを確認した。改良QuEChers法は検査

分析の品質を保証するため RETAQ での ISO17025 における試験法と

して登録予定である。 

今後、RETAQ 職員が残留農薬分析に習熟し、他機関を指導でき

るようになることで統一的な分析手法が拡大されると見込まれ

る。今般、FAMIC が有する知見、技術及び経験を提供したこと

で、長期的には、ベトナム産農水産食品の安全性向上と品質管理

の効率化やそれによる輸出拡大を通じたベトナム国農業の持続的

発展に寄与すると期待される。また、自立的な経済発展を支援す

ることにより、農林水産分野における国際協力を行う農林水産省

の施策にも貢献した。 

さらには、現地担当者と試行錯誤し、FAMIC 分析法をベースに

現地で使用されている分析法を改良した経験は、今後の FAMIC の

残留農薬分析技術の向上、国際協力を担う人材育成にも効果があ

った。 

イ 農林水産省と連携しつつ、農薬

の登録審査の質の向上等に資す

るため、次の取組を行う。 

イ 農林水産省と連携しつつ、農

薬の登録審査の質の向上等に資

するため、次の取組を行う。 

 
＜主要な業務実績＞ 
イ 農林水産省と連携しつつ、農薬の登録審査の質の向上等に資

するため、次の取組を行った。 

  

(ｱ) 農薬の使用による蜜蜂への影

響の実態把握 

(ｱ) 農薬の使用による蜜蜂への影

響の実態把握 

＜定性的指標＞ 
◇結果報告 

 (ｱ) 農薬の使用に伴いへい死した可能性のある蜜蜂に含まれる農薬

の定量については、都道府県から送付された蜜蜂試料 13 点につ

いて農薬の定量分析を行い、分析結果を農林水産省に報告した。 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 

根拠：計画のとおり、農薬の

使用に伴いへい死した可能性

のある蜜蜂に含まれる農薬の

定量結果を報告している。 

⑤イ(ｱ) 農薬の使用に

伴いへい死した可能性

のある蜜蜂に含まれる

農薬の実態把握につい

て、都道府県から送付

された13点を実施し、

結果を報告しているこ

とから、目標の水準を

満たしていると認めら

れる。（評定：Ｂ） 

 (ｲ) 生物農薬の審査の更なる充実

に向けた検討 

(ｲ) 生物農薬の審査の更なる充実

に向けた検討 

＜定性的指標＞ 
◇技術的知見の提

供 

＜主要な業務実績＞ 

 (ｲ) 天敵農薬及び微生物農薬の生物学的特性や各種試験成績の概要

等のとりまとめ様式を示したドシエガイダンス案を作成し農林

水産省に提供した。 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ａ 
根拠：計画のとおり、生物農

薬の評価に必要なドシエガイダ

ンス案を精査し、審査の更な

る充実に向けた検討のための

技術的知見を提供していること

に加え、申請者が提出すべき試

験成績やその評価方法の検討に

技術的知見を提供することがで

⑤イ(ｲ)(ｳ) 生物農薬の

評価に必要なドシエガ

イダンス案を精査し、

審査の更なる充実に向

けた検討のための技術

的知見を提供してい

る。また、申請者が提

出すべき試験成績やそ

の評価方法の検討に技

(ｳ) 再評価において、各種評価ガ

イダンスに基づき、評価に当たっ

て提出が必要な試験成績等の整備

に関する申請者からの事前相談

への対応 

(ｳ) 再評価において、各種評価ガ

イダンスに基づき、評価に当たっ

て提出が必要な試験成績等の整備

に関する申請者からの事前相談

への対応 

＜主要な業務実績＞ 

 (ｳ) 次の取組を実施した。 

 申請者からの事前相談への対応 
農林水産省から検討依頼があった事前相談について情報を

管理するとともに内容について検討し、農林水産省と連携し
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【重要度：高】 

 ⑤のイの(ｳ)の業務は、申請者が持

つ科学データの解析及び追加で必要

となる試験の指導等、事前相談に技

術的な観点から適切な助言を行うも

のであり、制度開始当初からの円滑

な再評価制度の運用に資することか

ら、重要度が高い。 

て申請者に対応した。 

【特筆事項等について（創意工夫等）】  

農薬登録等に提出される特定試験成績について、試験施設へ

の農薬GLP調査においては、逸脱を繰り返す例も含め一定の不

適切な逸脱事項が認められる状況であり、試験施設が農薬GLP

への理解を深めることは特定試験成績の信頼性の確保に貢献す

ると考えられたことから、令和6年度よりFAMIC主体の農薬GLP

講習会を開催することとした。 

本講習会を企画するにあたり飼料部門の既存講習会の実績

を参照して効率的に検討した。その際、試験施設と意見交換

しその声を踏まえ、農薬GLP基準の内容やOECD GLPガイダン

スの解説等のほか、実際にFAMICが指摘した逸脱事項など試験

施設が関心のある講習内容としたほか、参加者の理解をより深

めるため、試験施設間の情報交換を行う時間を設けるなど工

夫を行った。 

開催方法についても、試験施設側の負担を減らし、出来るだ

け多くの希望者が参加できるよう、受講単位を組織ごととした

ほか、来場及びオンラインのハイブリッド型で開催し、さらに

後日の視聴により振り返りや組織内共有もできるよう、講義を

収録した録画DVDの販売も行った。 

2月28日の講習会には、農薬以外のGLP施設も含む53施設か

らの参加があり、農薬 GLP に対する試験施設全体の理解増進に

貢献した。また、講習会を有料で開催したことにより、FAMIC

の自己収入増にも貢献した。 

きたと考えられ、目標の水準

を満たしている。 

また、試験施設のニーズを

踏まえて農薬 GLP の理解を深

める一助になるとともに、

FAMIC の自己収入にも大いに

貢献したことは、目標の水準

を上回る成果が得られてい

る。 

術的知見を提供してい

る。 

さらに、FAMIC 主体

で開催した農薬 GLP に

関する新たな有料講習

会では、現場のニーズ

に即した講習内容とし

たほか、参加者の利便

性を考慮した形式で開

催している。加えて、

参加者の理解促進を目

的として、参加者間の

意見交換の機会を設け

ているなどの工夫も行

っている。 

これらの取組によ

り、多くの試験施設が

農薬 GLP への理解を深

めることで、特定試験

成績の信頼性の確保に

繋がるとともに、FAMIC

の自己収入の増加にも

貢献したことは、目標

の水準を上回る成果が

得られていると認めら

れる。（評定：Ａ ） 

⑥ 農産物に係る農薬の使用状況

及び残留状況調査業務 
農林水産省が推進する農薬の適

正使用に係る施策に資するため、

「農産物安全対策業務の実施につ

いて」（平成15年8月4日付け15

消安第 424号農林水産省消費・安

全局長通知）に基づき、野菜、果

実、米穀等の農産物に係る農薬の

使用状況及び残留状況についての

調査分析等を実施し、農薬の使用

状況の調査点検日から 40 業務日

以内に結果を地方農政局等に報告

する。 

⑥ 農産物に係る農薬の使用状況

及び残留状況調査業務 
農林水産省が推進する農薬の

適正使用に係る施策に資するた

め、「農産物安全対策業務の実

施について」（平成15年8月4日

付け 15 消安第 424 号農林水産省

消費・安全局長通知）に基づ

き、農産物に係る農薬の使用状

況の調査点検等を適切に実施す

るとともに、農産物中の農薬の

残留状況の調査分析を適切な精

度管理の下で的確かつ速やかに

実施し、農薬の使用状況調査点

検実施日から 40 業務日以内に結

果を地方農政局等に報告するた

め、業務の進行管理を適切に行

う。その際、標準処理期間内に

処理を完了させるため必要に応

じて分析を行うFAMIC各地域セン

ター等間で試料の集約化等を行

う。 

＜定量的指標＞ 
◇標準処理期間

内（40 業務日

以内）の処理

率：100％（標

準処理期間内報

告件数/指示件

数） 
   ただし、分析

値が残留農薬

基準の 50％を

超えた場合等

に行う再分析

に要した期間

は、処理期間

に含まないも

のとする。 

＜主要な業務実績＞ 

⑥ 農林水産省が推進する農薬の適正使用に係る施策に資するた

め、農林水産省の実施計画に基づき、農産物に係る農薬の使用

状況の調査点検を実施するとともに、当該農産物に係る農薬の

残留状況の調査分析をFAMIC各地域センター等間で試料の集約化

等に取り組み、適切な精度管理の下で調査点検・分析した。農

林水産省から指示のあった237件全ての農産物について調査点検

実施日から40業務日以内に農林水産省へ報告した。 
（表1-1-(2)-2参照） 

【処理率100％（237/237）】 

 

【特筆事項等について（創意工夫等）】  

 残留農薬分析は、食品衛生法（昭和22年法律第233号）に基づ

く検査だけではなく、事業者や自治体による出荷前の検査など多

くの場面で実施されており、保健衛生部局関係者にとどまらない

多くの機関・部門が従事している。特に、都道府県等の地方自治

体においては、組織改編により保健衛生部局等のマンパワーが減

少している状況にあり、組織内での自発的な技術継承が難しく、

国・FAMIC による継続的な講習に対するニーズが高い。そうした

背景から、都道府県・事業者等の幅広い部門を対象とした残留農

薬分析に関する持続的な講習会を開催することとした。 

 なお、学びたい知識・技術が参加者の担当業務や所属する組織

＜評定と根拠＞ 
評定：Ａ 
根拠：標準処理期間内の処理

率は 100％であり、計画にお

ける所期の目標を達成してい

る。 

また、これまで FAMIC で培

ってきた残留農薬分析に関す

る技術や知見についての習得

需要があることを捉え、必要

な現場へ情報を届ける講習会

を新たに企画・実施し、高評

価を得た。既存の枠組みを用

いてスムーズに実現させ、講

習会の募集対象範囲を大きく

広げることができ、尚且つ

FAMIC の自己収入増加にも寄

与したことから、目標の水準

を上回る成果が得られてい

る。 

⑥ 農産物に係る農薬

の使用状況及び残留状

況調査について、農薬

の残留状況の分析を

237 件実施し、標準処

理期間内の処理率は

100％である。 

また、自治体や事業

者からの要望に応え、

新たに企画・実施した

残留農薬分析に関する

講習会の開催にあたっ

ては、既存の主催講習

の枠組みを活用して効

率化を図りつつ、募集

対象を広げ、座学と実

技の2種類の講習メニ

ューを設けることで、

多くの希望者が受講で

きるよう工夫したほ

か、実技研修では参加

者毎に職員が付くとい

う研修効果が確保され
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によって異なることが想定されたことから、開催に当たっては、

座学中心で分析原理を学ぶコース（残留農薬分析基礎研修）と実

技を中心としたコース（残留農薬分析技術研修）の２つのコース

を企画した。また、実技の際、参加者の質疑に丁寧に対応するた

め、一人一人に課員を付ける等、満足度の向上を図った。 

 

・残留農薬分析基礎研修 

 主に都道府県の消費生活センターの職員等を対象にした研修とし

て実施。地方公共団体消費者担当部局や消費生活センター職員に

加え、食品衛生監視業務や病害虫防除業務の従事者も対象とし

た。 

・残留農薬分析技術研修 

 主に事業者を対象にした講習会として、実技を含む 3 日間の研

修として実施。食品関連産業事業者のほか、食品衛生監視、病害

虫防除そして農薬の業界関係者等も対象とした。 

 これらの開催に当たっては、既存の FAMIC 主催講習会のノウハ

ウを活用し、効率的に準備・実施した。FAMIC が有する残留農薬

分析等に係る知見を、都道府県等の自治体や事業者に教授するこ

とにより、残留農薬の自主検査に係るレベルアップを図った。こ

れにより検査結果に基づく農薬の適正使用指導や、違反事案の減

少が期待される。そしてこれらを引き続き押し上げるため、継続

的な実施を計画しているところ。 

都道府県等の地方自治体や事業者のニーズに的確に応えるほ

か、FAMICの継続的な自己収入確保にも貢献した。 

かつ満足度の高い内容

で実施している。 

これらの取組を通じ

て、FAMICが培ってきた

残留農薬分析の技術と

知見を、必要とする現

場へ直接提供し、農業

生産資材の安全確保等

に貢献するとともに、

継続的な自己収入確保

にもつながる取組であ

り、事業計画における

所期の目標を上回る成

果が得られていると認

められる。（評定：

Ａ） 

⑦ 調査研究業務 
  農薬の検査等に関する調査研究

については、登録審査業務遂行に

必要な技術力の向上及び残留農薬

の調査に必要な分析技術の効率化

を目的として、農薬の人畜・環境

への影響に関する課題、農薬等の

品質・薬効等に関する課題、残留

農薬の分析に関する課題を 5 課題

以上実施し、その取組状況、結果

等について、外部有識者の評価を

受ける。 

⑦ 調査研究業務 
  農薬の検査等に関する調査研

究については、登録審査業務遂行

に必要な技術力の向上及び残留農

薬の調査に必要な分析技術の効率

化を目的として、次の課題のいず

れかに関わる課題を 5 課題以上選

定し、実施する。 
ア 農薬の人畜・環境への影響に

関する課題 
イ 農薬等の品質・薬効等に関す

る課題 
ウ 残留農薬の分析に関する課題 

 また、調査研究の結果につい

て、外部有識者から成る委員会を

年 1 回開催し、調査研究の取組状

況、結果等について評価を受け

る。 

＜定性的指標＞ 
◇調査研究業務

の実施状況 

＜主要な業務実績＞ 

⑦ 農薬の検査等に関する調査研究について 6 課題を実施した。

その成果について外部有識者から成る委員会（令和7年2月25

日開催）において、調査研究課題ごとに評価を受けた。 
（別紙「調査研究課題一覧」参照） 

 
 調査研究の推進に当たっては、農林水産省との綿密な調整と

外部有識者の助言を踏まえて課題を設定した。また、部内関係

者から成る推進委員会を複数回開催し、的確な進捗管理を行い

効率的に実施した。 

また、調査研究業務で得られた成果を「農薬調査研究報告」

としてホームページに公表するとともに、公開調査研究発表会

（令和6年11月26日）で発表し、成果の普及に努めた。 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 

根拠：農薬の検査等に関する

調査研究については目標課題

数を満たすとともに、外部有

識者を含めた委員から適切に

実施されたとの評価を受けて

おり、目標の水準を満たして

いる。 

⑦ 農薬の検査等に関

する調査研究につい

て、6課題実施（年度目

標値:5課題以上）し、

外部有識者を含めた委

員会においてＡ評価5課

題、Ｂ評価1課題である

ことから、目標の水準

を満たしていると認め

られる。（評定：Ｂ） 

                                                                                                               
４．その他参考情報 
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様式３－１－４－１ 独立行政法人農林水産消費安全技術センター 令和６年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項） 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

第１－１－(３) 飼料及び飼料添加物関係業務 

業務に関連する政

策・施策 

 当該事業実施に係

る根拠 

センター法第10条第1項第7号から第10号まで並びに第2項第6号及び第7号 

飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律（昭和28年法律第35号。以下「飼料安全法」という。） 

愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律（平成20年法律第83号。以下「ペットフード安全法」という。） 

当該項目の重要度、

困難度 

【重要度：高】 

③のイ 安全性確保に関する検査等業務 

⑤のア 工程管理及び品質管理等に関する検査等業務 

関連する政策評

価・行政事業レビ

ュー 

政策評価書：事前分析表農林水産省６-④ 

行政事業レビューシート予算事業ID：003181 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度   ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 

① 農林水産省からの緊

急要請業務 

実施率 100％(報告件数/

要請件数) 

100％ 

(3/3) 

実績なし 100％ 

(1/1) 

100％ 

(1/1) 

実績なし 予算額(千円) 943,693 925,976 909,117 891,065 916,580 

決算額(千円) 882,791 894,574 841,546 842,467 927,892 

② 立入検査等業務(立

入検査に係る結果報告) 

立入検査等実施月

の翌月末まで 

100％(標準処理期

間内報告件数/立

入検査等件数) 

飼料等 

100％(543/543) 

立入検査：100％ 

(244/244) 

試験結果報告：

100％ 

(299/299(うち地

方農政局等への

報告37/37)) 

 

愛玩動物用飼料 

100％(165/165) 

立入検査：100％ 

(60/60) 

試験結果報告：

100％(105/105) 

飼料等 

98％(557/569) 

立入検査：98％ 

(275/280) 

試験結果報告：

98％ 

(282/289(うち地

方農政局等への

報告47/47)) 

 

愛玩動物用飼料 

100％(171/171) 

立入検査：100％ 

(61/61) 

試験結果報告：

100％(110/110) 

飼料等 

100％(596/596) 

立入検査：100％ 

(304/304) 

試験結果報告：

100％ 

(292/292(うち地

方農政局等への

報告52/52)) 

 

愛玩動物用飼料 

100％(172/172) 

立入検査：100％ 

(65/65) 

試験結果報告：

100％(107/107) 

飼料等 

99.8％(551/552)  

立入検査：100％ 

(294/294) 

試験結果報告：

99.6％ 

(257/258(うち地方

農政局等への報告

49/50)) 

 

愛玩動物用飼料 

100％(172/172) 

立入検査：100％ 

(62/62) 

 試験結果報告： 

100％(110/110) 

飼料等 

100％(411/411)  

立入検査：100％ 

(207/207) 

試験結果報告：

100％ 

(204/204(うち地方

農政局等への報告

41/41)) 

 

愛玩動物用飼料 

100％(173/173) 

立入検査：100％ 

(62/62) 

 試験結果報告： 

100％(111/111) 

経常費用(千円) 861,834 854,329 835,992 853,333 906,360 

経常利益(千円) 60,109 35,576 62,337 29,226 30,551 

行政コスト(千円) 871,334 863,892 844,599 860,740 913,231 

従事人員数 79 79 76 75 77 

 

② 立入検査等業務(大

臣確認検査) 

実施率 100％(処理件数/

申請受付件数) 

100％ 

(79/79) 

100％ 

(63/63) 

100％ 

(97/97) 

100％ 

(94/94)  

100％ 

(198/198) 

③ア 安全性確保に関す

る検査等業務(基準・規

格等の妥当性調査及び薬

剤耐性菌のモニタリング

調査) 

実施率 100％(実施件数/要

請件数) 

妥当性調査： 

100％ 

(2/2) 

薬剤耐性菌： 

100％ 

(2/2) 

妥当性調査：

100％ 

(3/3) 

薬剤耐性菌：

100％ 

(3/3) 

妥当性調査：

100％ 

(5/5) 

薬剤耐性菌： 

100％ 

(2/2) 

飼料等の検査 

100％ 

(1/1) 

妥当性調査：100％ 

(6/6) 

薬剤耐性菌： 

100％ 

(7/7) 

飼料等の検査 

100％ 

(1/1) 

妥当性調査：

100％ 

(2/2) 

薬剤耐性菌： 

100％ 

(9/9) 

飼料等の検査 

100％ 

(1/1) 

③イ 安全性確保に関す

る検査等業務(サーベイ

ランス・モニタリング年

次計画に基づく検査等) 

－ 100％ 

(1/1) 

③ウ 安全性確保に関す

る検査等業務(適合性の

維持) 

ISO/IEC 17025 への適

合性の維持 

－ ISO/IEC 17025への適

合性の維持 

ISO/IEC 17025への適

合性の維持 

ISO/IEC 17025への適

合性の維持 

ISO/IEC 17025への適

合性の維持 

ISO/IEC 17025への適

合性の維持 

④ 検定等関係業務(飼料

添加物の検定申請) 

20業務日以内 100％(標準処理期

間内処理件数/申

請件数) 

100％ 

(133/133) 

100％ 

(68/68) 

100％ 

(101/101) 

100％ 

(103/103)  

100％ 

(90/90) 
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⑤ア(ｱ) 工程管理及び品

質管理等に関する検査等

業務(抗菌剤GMPガイドラ

イン及び GMPガイドライ

ン適合確認申請検査) 

50業務日以内 100％(実施件数/申

請等件数) 

100％ 

(143/143) 

100％ 

(151/151) 

100％ 

(166/166) 

100％ 

(159/159)  

100％ 

(140/140) 

⑤ア(ｲ) 工程管理及び品

質管理等に関する検査等

業務(センター確認) 

実施率 

⑤ア(ｳ) 工程管理及び品

質管理等に関する検査等

業務(特定飼料等製造業

者及び規格設定飼料製造

業者) 

特定飼料等製造業

者：50業務日以内 

規格設定飼料製造業

者：40業務日以内 

⑤ア(ｴ) 工程管理及び品

質管理等に関する検査等

業務(輸出証明検査) 

実施率 100％ 

(28/28) 

⑤ア(ｵ) 工程管理及び品

質管理等に関する検査等

業務(エコフィード及び

UCオイル検査) 

実施率 

⑤イ(ｱ) 工程管理及び品

質管理等に関する検査等

業務(飼料製造管理者認

定講習会、GMP ガイドラ

イン研修) 

講習会及び研修の

顧客満足度並びに

技術的助言等の実

施状況 

－ 2回開催 2回開催 

 

 

 

 

 

 

 

飼料等製造者等

及び都道府県飼

料検査指導機

関：203件 

登録検定機関：0

件 

地方農政局：5件 

顧客満足度(飼料

製造管理者認定講

習会)：4.3 

顧客満足度(GMP

ガイドライン研

修)：4.3 

2回開催 

 

飼料等製造者等

及び都道府県飼

料検査指導機

関：194件 

登録検定機関：2

件 

地方農政局：2件 

顧客満足度(飼料製

造管理者認定講習

会)：3.9 

顧客満足度(GMPガ

イドライン研修)：

4.3 

2回開催 

 

飼料等製造者等及

び都道府県飼料検

査指導機関：192

件 

登録検定機関：0

件 

地方農政局：1件 

顧客満足度(飼料製

造管理者認定講習

会)：4.2 

顧客満足度(GMPガ

イドライン研修)：

4.3 

2回開催 

 

飼料等製造者等及

び都道府県飼料検

査指導機関：194

件 

登録検定機関：0

件 

地方農政局：5件 

⑤イ(ｲ) 工程管理及び品

質管理等に関する検査

等業務(技術的助言) 

飼料等製造者等

及び都道府県飼

料検査指導機

関：32件 

登録検定機関：2

件 

地方農政局：1件 

⑥ 国際関係業務 飼料安全性に関す

る情報の収集・発

信、技術協力等の

実施及び報告書の

提出並びに国際標

準化活動の実施 

－ 4回＋1回 4回＋17件 4回＋8件 5回＋16件 11回＋7件 

⑦ 調査研究業務 調査研究業務の実

施状況 

－ 9課題 10課題 8課題 9課題 7課題 

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 年度目標 事業計画 主な評価指標 
法人の業務実績・自己評価 

主務大臣による評価 
業務実績 自己評価 

(3) 飼料及び飼料添加物関係業 

務 
  飼料関係業務について、飼料

安全法に基づき、飼料の安全性

を確保するとともに品質の改善

を図り、公共の安全の確保と畜

産物等の生産の安定に寄与する

ため、以下のとおり検査等業務

を行う。 

また、ペットフード安全法に

基づき、愛玩動物用飼料の安全

性の確保を図り、愛玩動物の健

康を保護し、動物の愛護に寄与

するため、以下のとおり検査等

業務を行う。 

(3) 飼料及び飼料添加物関係業

務 
飼料及び飼料添加物関係業

務の実施に当たっては、分析

技術の進歩等に伴う試験法の

点検・改良、GMP 適合確認業務

の信頼性確保等について、的

確な情報収集及び効率的な作

業分担等の創意工夫や体系的

な教育訓練を通じた職員の能

力向上等を図り、合理的かつ

効果的に取り組むものとす

る。 

＜定量的指標＞ 
○飼料及び飼料添加物

関係業務 
中項目の評定は、小

項目別（◇）の評定結

果の積み上げにより行

うものとする。 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

根拠： ◇小項目１（項目）×4点（Ｓ）＋ 小項目2（項目）×3点（Ａ）＋ 小項目6 

（項目）×2点（Ｂ）＝22 点 

Ａ：基準点（18）×12/10 ＜ 各小項目の合計点（22） 

＜課題と対応＞ 

引き続き農林水産省の指示に基づき、当該業務を的確に実施する。 

＜業務の評価＞ 

実績のなかった緊急要請業務を除く全ての指標において、事業計画の所期の目標を達成し

たことに加え、大臣確認業務においては制度改正に伴う牛肉骨粉等の流通再開のため迅速か

つ効率的に対応し、国際関係業務においては短期間内に複数あった技術支援等の要請に対し

て効率的に対応し、調査研究業務においては積極的な学会発表などの技術力アピールにより

FAMIC初の外部との共同研究契約締結に至るなど、FAMICが有する知見や技術を活かして創意工

夫に努め、主体的な取組を行ったことにより効果的かつ効率的に成果を挙げ、飼料等の安全

確保に貢献した。 

 

評定 Ａ 

＜評定に至った理由＞ 

 10 の小項目のうち実績

のない1項目を除き、Ｓが

1項目、Ａが2項目、Ｂが

6項目であり、小項目を積

み上げた項目別評定はＡ

であったため。 

※小項目の点数の計算結

果は法人の自己評価と

同じ。 

具体的には、次のとお

り。 

① 農林水産省からの緊急要請

業務 

  農林水産省から緊急に要請

をした業務については、最優

先で組織的に取り組み、必要

な調査、分析又は検査を実施

し、その結果を速やかに報告

する。 

① 農林水産省からの緊急要請

業務 

農林水産省から緊急に対応す

べき業務の要請があった場合に

は、他の業務に優先して、要請

のあった調査、分析又は検査等

業務を実施し、その結果を速や

かに農林水産省に報告する。 

＜定量的指標＞ 

◇実施率：100％（報告

件数/要請件数） 

＜主要な業務実績＞ 
① 該当する事案はなかった。 

＜評定と根拠＞ 

評定：－ 
根拠：実績がないため評価せず 

① 農林水産省からの緊

急要請業務について、

実績がないため評価せ

ず。（評定：－） 

② 立入検査等業務 

ア 飼料等の立入検査等業務 
飼料安全法第 57 条の規定に

基づく立入検査等として行う次

に掲げる検査等は、農林水産大

臣の指示に従い実施し、その結

果を立入検査等実施月の翌月末

までに農林水産大臣に報告す

る。また、同条の規定に基づく

収去品（飼料安全法第 56 条の規

定によるものを含む。）の基準・

規格に係る試験を実施し、その

結果を立入検査等実施月の翌月

末までに農林水産大臣又は地方

農政局等の長に報告する。ただ

し、立入検査等又は収去品の試

験を実施した結果に問題が認め

られたときは、速やかに当該結

果を農林水産大臣又は地方農政

局長に報告する。 

② 立入検査等業務 

ア 飼料等の立入検査等業務 
飼料安全法第57条の規定に基づ

く立入検査等は、農林水産大臣の

指示に従い製造設備及び製造方法

等の検査、牛海綿状脳症の発生防

止に係る動物由来たん白質及び動

物性油脂の製造事業場及び同輸入

業者の検査等について、製造現場

の状況や記録を実地に確認するな

どにより適正に実施するととも

に、立入検査等の業務進行管理を

適切に行い、立入検査の結果を立

入検査等実施月の翌月末までに農

林水産大臣に報告する。また、同

条の規定に基づく収去品（飼料安

全法第56条の規定によるものを含

む。）の基準・規格に係る試験を

実施し、その結果を立入検査等実

施月の翌月末までに農林水産大臣

＜定量的指標＞ 
◇ア及びイの立入検査

等に係る結果報告 標

準処理期間内（立入

検査等実施月の翌月

末まで）の処理率：

100％（標準処理期間

内報告件数/立入検査

等件数） 

＜主要な業務実績＞ 

② 立入検査等業務 

ア 飼料安全法第57条の規定に基づく立入検査については、農林水

産大臣の指示に従い適正に実施するとともに、業務の進行管理に

努め、立入検査207件中207件について、立入検査等実施月の翌月

末までに農林水産大臣に、同条の規定に基づく収去品204件中204

件（飼料安全法第56条の規定によるものを含む。）の試験結果に

ついて、立入検査等実施月の翌月末までに農林水産大臣又は地方

農政局等の長に報告した。 

  上記報告のうち、飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する

省令（昭和51年農林省令35号）に抵触する事例（1件）につい

ては、速やかに農林水産大臣に報告した。 

（表1-1-(3)-1参照）  

【処理率 100％（立入検査 207/207、試験結果(大臣あて 163/163、地

方農政局等の長あて41/41)）】 

 

【特筆事項等（指摘事項への対応）】 

令和 5 年度に発生した農政局による立入検査収去品の試験結果

報告が標準処理期間内に終了しなかった件については、グループ

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 
根拠：標準処理期間内の処理

率は 100％であり、計画におけ

る所期の目標を達成してい

る。 

②アイ 飼料等の立入検

査等業務について、立

入検査を207件及び立入

検査における収去品の

検査を204件実施してい

る。また、愛玩動物用

飼料の立入検査等業務

について、立入検査を

62件及び立入検査にお

ける集取品の検査を111 

件実施している。これ

らの標準処理期間の処

理率は 100 %であること

から、事業計画におけ

る所期の目標を達成し

ていると認められる。

（評定：Ｂ） 
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又は地方農政局等の長に報告す

る。ただし、立入検査等又は収去

品の試験を実施した結果に問題が

認められたときは、速やかに当該

結果を農林水産大臣または地方農

政局長に報告する。 

なお、収去品の試験の結果、基

準・規格等に抵触する事例等が認

められた場合には、製造・品質管

理の方法等の改善について、専門

的知見から技術的指導及び情報の

提供を行う。 

ウェア改良による進捗管理のダブルチェックを継続し、農政局の

立入検査日と農政局への結果回報日を毎月末に突合しており、同

様のミスは発生していない。 

イ 愛玩動物用飼料の立入検査等

業務 

ペットフード安全法第13条の

規定に基づく立入検査等は、農

林水産大臣の指示に従い実施

し、その結果を立入検査等実施

月の翌月末までに農林水産大臣

に報告する。また、同条の規定

に基づく集取品（ペットフード

安全法第 12 条の規定によるもの

及び同法第4条の規定に基づく購

入品を含む。）の基準・規格に係

る試験を実施し、その結果を立

入検査等実施又は購入月の翌月

末までに農林水産大臣に報告す

る。ただし、立入検査等又は収

去品の試験を実施した結果に問

題が認められたときは、速やか

に当該結果を農林水産大臣又は

地方農政局長に報告する。 

イ 愛玩動物用飼料の立入検査等

業務 

  ペットフード安全法第13条の規

定に基づく立入検査等は、農林水

産大臣の指示に従い製造現場の状

況や記録を実地に確認するなどに

より適正に実施するとともに、立

入検査等の業務の進行管理を適切

に行い農林水産大臣に報告す

る。また、立入検査の結果を立

入検査等実施月の翌月末までに、

同条の規定に基づく集取品（ペッ

トフード安全法第12条の規定によ

るもの及び同法第4条の規定に基

づく購入品を含む。）の基準・規

格に係る試験を実施し、その結果

を立入検査等実施又は購入月の

翌月末までに農林水産大臣に報告

する。ただし、立入検査等又は収

去品の試験を実施した結果に問題

が認められたときは、速やかに当

該結果を農林水産大臣または地方

農政局長に報告する。 

  なお、集取品の試験の結果、基

準・規格等に抵触する事例等が認

められた場合には、製造・品質管

理の方法等の改善について、専門

的知見から技術的指導及び情報の

提供を行う。 

 
＜主要な業務実績＞ 

イ ペットフード安全法第 13 条の規定に基づく立入検査について

は、農林水産大臣の指示に従い適正に実施するとともに、業務

の進行管理を適切に行い、立入検査 62 件について立入検査等実

施月の翌月末までに農林水産大臣に報告した。また、同条の規

定に基づく集取品 111 件（ペットフード安全法第 12条の規定に

よるもの及び同法第 4 条の規定に基づく購入品を含む。）の試

験結果について立入検査等実施月（購入品についてはその購入

月）の翌月末までに農林水産大臣に報告した。 

  なお、立入検査等又は集取品の試験結果に問題が認められ、

速やかに農林水産大臣への報告が必要となった事例はなかっ

た。 

【処理率100％（173/173）】 

ウ 大臣確認検査業務 

牛海綿状脳症の発生の防止

に万全を期する観点から「飼

料及び飼料添加物の成分規格

等に関する省令の規定に基づ

く動物由来たん白質及び動物

性油脂の農林水産大臣の確認

ウ 大臣確認検査業務 

動物由来たん白質及び動物

性油脂の製造事業場及び輸入

業者に対する大臣確認に係る

検査業務は、業者からの申請

等に基づき、「飼料及び飼料添

加物の成分規格等に関する省

＜定量的指標＞ 
◇大臣確認検査実施

率：100％（処理件数

/申請受付件数） 

＜主要な業務実績＞ 
ウ 農林水産大臣の確認を要する動物由来たん白質及び動物性油脂

を製造する事業場及び輸入業者の検査を実施し、製造基準等への

適否を確認し、農林水産大臣に報告した。 

【実施率100％（198/198）】 

 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｓ 
根拠：動物由来たん白質及び

動物性油脂を製造する事業場

及び輸入業者への検査等に対

する実施率は 100％であり、計

画における所期の目標を達成

②ウ 動物由来たん白質

及び動物性油脂を製造

する事業場並びに輸入

業者への検査につい

て、198 件実施し、実施

率は100％である。 
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手続について」（平成１７年３

月１１日付け１６消安第９５

７４号農林水産省消費・安全

局長通知）に基づき、業者か

らの申請等により、動物由来

たん白質及び動物性油脂の製

造事業場及び輸入業者の検査

等を実施する。 

令の規定に基づく動物由来た

ん白質及び動物性油脂の農林

水産大臣の確認手続につい

て」（平成１７年３月１１日付

け１６消安第９５７４号農林

水産省消費・安全局長通知）

に従い、製造現場の状況や記

録を確認するなどにより適正

に実施し、判定結果を農林水

産省に報告する。 

【特筆事項等について（創意工夫等）】 

 令和6年10月3日付けで飼料安全法に基づく省令の一部が改正

され。平成 13 年に国内で牛海綿状脳症が発生して以来規制され

ていた豚及び家きんへの牛肉骨粉等の利用が解禁されることとな

った。牛肉骨粉等の流通再開のためには、と畜残さから牛肉骨粉

等を製造するレンダリング工場及び牛肉骨粉等を用いて豚鶏用飼

料を製造する配合飼料工場のそれぞれが農林水産大臣による確認

（大臣確認）を受ける必要がある。FAMIC は大臣確認に先がけて

当該事業場を検査することが求められている。 

 昨年度末の時点では対象事業場が110ヶ所にも上るとみられて

いたため、これらに対し、業者間で不公平が生じず、また需給の

マッチングに支障をきたさないよう、短期間で多数の事業場に迅

速かつ効率的な検査を実施することが課題となっていた。この際

には、FAMIC の業務実施体制、事業予算を逼迫しないように進め

る必要もあった。 

 このため、まず、実施する検査の合理化として以下の取組によ

り検査出張回数の抑制を図った。 

・上記アの立入検査に係る年間計画において、違反事例の少ない

低リスクな事業形態の事業場（エコフィード工場、魚粉工場等）

への検査頻度を低減することとした。 

・年間計画による立入検査を大臣確認のための検査と同時に実施

できるよう、また、省令改正後の書類申請前であっても現地の状

況を確認できるよう、立入検査の指示に係る手続きの合理化につ

いて農林水産省に提案、実現した。 

・GMP適合確認（⑤ア(ｱ)）を受けている配合飼料工場については

毎年実施している現地検査での結果を利用できるよう農林水産省

に提案、実現した。 

 また、事業者からの申請書の受理、検査結果から基準への適否

の判定という事務手続きの効率化として以下の取組により迅速な

農林水産省への進達を図った。 

・対象事業者の申請の意向をきめ細かく把握し、検査日程の調整

を図るとともに、申請書類の作成等について丁寧に助言した。 

・判定の適否判断が全国で一致するよう検査でのチェック様式、

判定のための要領を定め、グループウェアを用いて進捗管理、判

定の平準化を図った。 

 さらに、事業者からの申請に基づく検査であり立入検査日程が

不規則になることを踏まえ、特定のセンター、特定の期間に業務

が集中し他業務が滞ることのないよう、従来月単位で実施してい

たセンター間の分析業務の集約分担について、よりきめ細かく週

単位で業務予定の確認、分析項目の分担を行い業務量の分散を図

った。 これらの取組の結果、令和6年度内にレンダリング工場

22 事業場、配合飼料工場 65 事業場について申請を処理（うち、

レンダリング工場14ヶ所、配合飼料工場63ヶ所は、省令改正後

30業務日で農林水産省に進達し、12月 26日付けで一斉に大臣確

認が施行された。）し、牛肉骨粉等の円滑な流通再開（令和7年1

月）に寄与することができた。これにより、安全で良質な国産動

物性たん白質資源の普及、牛肉骨粉の焼却処分に必要とされてい

た補助事業の国費の削減に貢献した。 

している。また、牛肉骨粉等

の豚鶏用飼料への利用再開に

伴い増加した確認検査につい

て、予算・業務量の逼迫を招

かないようマネジメントしな

がら、迅速に申請書及び判定

結果を農林水産省に進達し、

早期の牛肉骨粉の流通再開、

ひいては、安全で良質な国産

動物性たん白質資源の普及、

牛肉骨粉の焼却処分に必要と

されていた補助事業の国費の

削減に貢献したことから、事

業計画における所期の目標を

質的及び量的に上回る成果が

得られている。 

また、牛肉骨粉等の

豚鶏用飼料への利用再

開に伴い増加した確認

検査について、検査の

合理化、事務の効率

化、業務量の分散な

ど、複数の施策を講じ

ることで、省令改正後

30業務日で全国77事業

場の確認検査を完了

し、迅速かつ効率的に

申請書及び判定結果を

農林水産省に進達して

いる。 

これらの取組によ

り、早期に牛肉骨粉の

流通が再開され、安全

で良質な国産動物性た

ん白質資源の普及を促

進、さらに、牛肉骨粉

の焼却処分費の削減に

も大きく貢献してお

り、事業計画における

所期の目標を質的及び

量的に上回る顕著な成

果が得られていると認

められる。（評定：

Ｓ） 
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③ 安全性確保に関する検査等業

務 
  飼料安全法第3条及びペット

フード安全法第5条の基準及び

規格の設定に資するため、飼料

及び愛玩動物用飼料の安全確保

に関する必要性を勘案して、以

下に掲げる検査等を実施する。 

ア 農林水産省が行う飼料及び飼

料添加物の基準・規格の検討に

当たり、それらの基準・規格及

び検討資料の妥当性の調査を農

林水産省の要請に応じて実施す

る。 

③ 安全性確保に関する検査等業

務 

  飼料安全法第3条及びペット

フード安全法第 5 条の基準及び

規格の設定に資するため、飼料

及び愛玩動物用飼料の安全確保

に関する必要性を勘案して、以

下に掲げる検査等を実施する。 

ア 飼料及び飼料添加物の基準・

規格の検討に当たり、農林水産

省の要請に応じてそれらの基

準・規格及び検討資料の妥当性

調査を実施し、その結果を農林

水産省に報告する。 

＜定量的指標＞ 

◇実施率：100％（実施

件数/要請件数） 

＜主要な業務実績＞ 

③ 飼料安全法第3条及びペットフード安全法第5条の基準及び規格

の設定に資するため、次の取組を実施した。 

 

 

 

 

 

ア 農林水産省から要請のあった飼料等の基準・規格及びその検

討資料の妥当性の調査について次のとおり実施した。 
・Ｌ － イソロイシン（ その２ ）及びキシラナーゼ・β － グ

ルカナーゼの成分規格設定案について、内容を検証し、修正案

を農林水産省に報告した。 

以上の結果は、農林水産省が開催する農業資材審議会の飼

料添加物の基準・規格の設定等の審議又は説明資料とされ、

基準・規格の設定に資する目的を達成した。 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 
根拠：基準・規格等の妥当性調

査並びに農林水産省の要請に

応じて薬剤耐性菌発現モニタ

リング調査で分離した菌株の

保管及び妥当性確認の実施率は

100％であり、また、飼料のモ

ニタリング検査の実施率は

100％であり、計画における所

期の目標を達成している。 

 

③アイ 安全性確保に関

する検査等業務につい

て、12 件実施し、検査等

の実施率は 100％である

ことから、事業計画に

おける所期の目標を達

成していると認められ

る。（評定：Ｂ） 

 

また、家畜用抗菌性物質等の

家畜衛生及び公衆衛生上のリス

ク評価及びリスク管理に資する

ため、と畜場及び食肉処理場に

おいて実施する薬剤耐性菌のモ

ニタリング調査等を、農林水産

省の要請に応じて実施する。 

また、家畜用抗菌性物質等の

家畜衛生及び公衆衛生上のリス

ク評価及びリスク管理に資する

ため、と畜場及び食肉処理場に

おいて実施する薬剤耐性菌のモ

ニタリング調査等について、農

林水産省からの要請に応じて適

切に実施し、その結果を報告す

る。 

また、薬剤耐性菌発現モニタリング調査については、農林水

産省からの次の要請に応じ、適切に報告した。 

 

 （腸球菌（菌株）の引継ぎ） 

・令和 5 年度に農林水産省が外部機関に委託した事業で分離

した腸球菌の引継ぎを要請され、適切に報告した。 

 

（薬剤耐性菌委託事業に係る確認） 

・令和 6 年度に農林水産省が外部機関に委託した事業で委託

事業者が薬剤感受性試験を実施するに当たり、現地確認を

実施する代わりとして、当該試験の妥当性確認を要請さ

れ、確認結果を農林水産省に報告した。 

・令和 6 年度に農林水産省が外部機関に委託した事業で委託

事業者が腸球菌の分離を実施するに当たり、現地確認を実

施する代わりとして、当該分離の妥当性確認を要請され、

確認結果を農林水産省に報告した。 

 

（委託事業者からの生データ及び報告書の確認） 

・令和 6 年度に農林水産省が外部機関に委託した事業で委託

事業者が実施した腸球菌の分離についての生データ及び報

告書の内容確認を要請され、確認結果を農林水産省へ報告

した。 

・令和 6 年度に農林水産省が外部機関に委託した事業で委託

事業者が実施した薬剤感受性試験についての生データ及び

報告書の内容確認を要請され、確認結果を農林水産省へ報

告した。 

・令和 7 年度に農林水産省が委託する事業について、委託す

る際の仕様書について内容の確認を要請され、確認結果を

農林水産省に報告した。 

 

（各種報告書作成のためのデータ解析及びそのデータ提供） 

・ワンヘルス動向調査報告書の作成のためのデータについて
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動物医薬品検査所より提供依頼があったため、データ解析

を実施し、提供した。 

・JVARM 年次報告書作成のためのデータについて、動物医薬品

検査所から提供依頼があったため、データ解析を実施し、

そのデータを提供した。 

 

（試験方法の改良についての協力） 

・薬剤感受性試験に使用するフローズンプレートの使用薬

剤、濃度、配置等の改良について依頼があったため、関係

部署と相談の上作成し、その設計図を農林水産省へ報告し

た。 

イ  農林水産省が策定する「令和6

年度食品の安全性に関する有害

化学物質のサーベイランス・モ

ニタリング年次計画」に基づく

検査等を実施する。 

また、農林水産省からの要請

により調査対象とされた項目に

ついて、検査等を実施する。な

お、これらの検査等の結果は、

前年度分を取りまとめ、ホーム

ページに公表する。 

【重要度：高】 

 ③のイの業務は、農林水産省が

行う食品安全に関するリスク管理

において、サーベイランス・モニ

タリング年次計画に基づく検査を

含み、食品安全行政にリスクアナ

リシスを取り入れた科学に基づく

行政の推進に寄与する基礎データ

となることから、重要度が高い。 

イ  農林水産省が策定する「令和6

年度食品の安全性に関する有害

化学物質のサーベイランス・モ

ニタリング年次計画」に基づく

検査等を実施する。 

  また、農林水産省からの要請に

より調査対象とされた項目につい

て、検査等を実施する。 

なお、これらの検査等の結果

は、前年度分を取りまとめ、ホー

ムページに公表する。 

 
イ 飼料中の飼料添加物、農薬、かび毒、有害金属等の有害物質、

病原微生物、肉骨粉等、遺伝子組換え体に係る基準・規格適合検

査及びサーベイランス・モニタリング計画等に基づく検査等につ

いては、過去の検査実績、汚染実態等を踏まえた項目を選定し、

延べ574点のサンプルについて実施した。 

（表1-1-(3)-2参照） 

【実施率100％（12/12(11(ア)+1(イ))）】 
 

モニタリング検査結果は、事業年度ごとに取りまとめ、ホーム

ページに公表した。このうち特に広域的に流通する主要な輸入飼

料穀物や乾牧草等の有害物質等による汚染状況は、四半期ごとに

取りまとめ、ホームページに公表した。 

事業者が採取したサンプルをサーベイランス用に提供しても

らうシステム（令和 2 年度に導入）について、提供業者を拡大

し、延べ239点のサンプルを確保した。 

 
 

ウ 農林水産省が行う飼料等の安

全確保を推進する上で必要とす

る検査分析の品質を保証するた

めに取得したISO/IEC 17025認定

（とうもろこし中のかび毒の試

験及び飼料中の動物由来 DNA 検

出法）について、一般要求事項

に適合し認定試験所としての体

制を維持する。 

ウ 安全性確保に関する分析業務

を実施するに当たり取得した

ISO/IEC 17025認定（とうもろこ

し中のかび毒の試験及び飼料中

の動物由来 DNA 検出法）につい

て、ISO/IEC 17025に関する各種

研修を充実させ、一般要求事項

に適合し認定試験所としての体

制を維持する。 

＜定性的指標＞ 
◇ISO/IEC 17025 への適

合性の維持 

＜主要な業務実績＞ 
ウ 本部の飼料部門において取得した ISO/IEC 17025:2017 認定（と

うもろこし中のかび毒定量試験及び飼料中の動物由来 DNA 検出試

験）について、手順書に基づく内部の教育訓練を実施し担当職員

の力量管理を行った。 

また、更新審査（令和6年9月19日～20日）までに不確かさ

評価の更新等を完了させ、内部監査を実施して全ての要求事項

への適合を確認するとともに、継続的改善を行うためのマネジ

メントレビューを着実に実施し、認定機関による更新審査を受

け、認定試験所としての体制を維持した。 

 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 
根拠：本部の飼料部門において

取得した ISO/IEC 17025:2017 認

定について、一般要求事項に適

合し認定試験所としての体制を

維持しており、目標の水準を満

たしている。 

③ウ 農林水産省が行う

飼料等の安全確保を推

進する上で必要とする

検査分析の品質を保証

するために取得した

ISO/IEC 17025:2017認定に

ついて、引き続き適合

性を維持していること

から、目標の水準を満

たしていると認められ

る。（評定：Ｂ） 

④ 検定等関係業務 
  飼料安全法第5条及び第6条

の規定に基づき特定飼料等の安

全確保を図るため、特定飼料等

④ 検定等関係業務 
   飼料安全法第5条及び第6条

の規定に基づき特定飼料等の安

全確保を図るため、特定飼料等

＜定量的指標＞ 
◇標準処理期間内（20

業務日以内）の処理

率：100％（標準処理

＜主要な業務実績＞ 
④ 飼料添加物の検定及び表示の業務については、飼料安全法施

行規則等に基づき適正に実施するとともに、業務の進行管理を

適切に行い、申請90件について受理した日から20業務日以内に

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 
根拠：標準処理期間内の処理

率は 100％であり、計画におけ

④ 飼料添加物の検定業

務について、申請のあ

った 90 件を実施し、標

準処理期間内の処理率



 

32 

のうち飼料添加物の検定及び表

示の業務については、申請を受

理した日から 20 業務日以内に

終了する。 

のうち飼料添加物の検定及び表

示の業務については、進行管理

を適切に行い、申請を受理した

日から 20 業務日以内に処理す

る。 

期間内処理件数/申請

件数） 

全て処理を行った。 

なお、飼料に係る申請はなかった。 

【処理率100％（90/90）】 

 

る所期の目標を達成してい

る。 

100％であることから、

事業計画における所期

の目標を達成している

と認められる。（評定：

Ｂ） 

⑤ 工程管理及び品質管理等に関

する検査等業務 

  飼料及び飼料添加物の製造設

備、製造管理の方法等に関する

検査等については、飼料の安全

確保に関する必要性を勘案し

て、以下に掲げる製造・品質管

理に関する検査、指導等を実施

する。 

ア 次の申請等に対する検査等を

適切に実施する。 

(ｱ) 「抗菌性飼料添加物を含有す

る配合飼料及び飼料添加物複合

製剤の製造管理及び品質管理に

関するガイドラインの制定につ

いて」（平成19年4月10日付け

18消安第13845号農林水産省消

費・安全局長通知。以下「抗菌

剤GMPガイドライン」という。）

及び「飼料等の適正製造規範

（GMP）ガイドラインの制定に

ついて」（平成27年6月17日付

け 27消安第 1853 号農林水産省

消費・安全局長通知。以下

「GMPガイドライン」という。）

に基づく申請に応じて、飼料及

び飼料添加物の製造事業場にお

ける製造基準等への適否の確認

検査等を実施し、申請を受理し

た日からそれぞれ50業務日以内

に検査を終了するとともに、そ

の結果を公表する。 

⑤ 工程管理及び品質管理等に関

する検査等業務 
  飼料及び飼料添加物の製造設

備、製造管理の方法等に関する

検査等については、飼料の安全

確保に関する必要性を勘案し

て、以下に掲げる製造・品質管

理の高度化に関する検査、指導

等を実施する。 

ア 次の申請等に対する検査等を

適切に実施する。 

(ｱ) 「抗菌性飼料添加物を含有す

る配合飼料及び飼料添加物複合

製剤の製造管理及び品質管理に

関するガイドラインの制定につ

いて」（平成19年4月10日付け

18消安第 13845 号農林水産省消

費・安全局長通知。以下「抗菌

剤GMPガイドライン」という。）

及び「飼料等の適正製造規範

（GMP）ガイドラインの制定に

ついて」（平成27年6月17日付

け 27 消安第 1853 号農林水産省

消費・安全局長通知。以下

「GMP ガイドライン」という。）

に基づく申請に応じて、飼料等

の製造事業場の検査等を実施

し、製造基準等への適否の確認

の申請に係る検査については、

業務の進行管理を適切に行い、

申請を受理した日からそれぞれ

50業務日以内に検査を終了し、

製造基準等への適否を確認し、

その結果を公表する。 

＜定量的指標＞ 
◇実施率:100％（実施

件数/申請等件数） 

＜主要な業務実績＞ 
⑤  飼料及び飼料添加物の製造設備、製造管理の方法等に関する検

査等について、飼料の安全確保に関する必要性を勘案して、次

の取組を実施した。 
 

 

 

 

 

ア  次の申請等に対する検査等を実施した。 

(ｱ)「抗菌性飼料添加物を含有する配合飼料及び飼料添加物複合

製剤の製造管理及び品質管理に関するガイドライン」(以下

「抗菌剤 GMP ガイドライン」という。)及び「飼料等の適正製

造規範（GMP）ガイドライン」（以下「GMP ガイドライン」とい

う。）に基づく製造基準等への適否の確認の申請に係る検査に

ついては、適切な進行管理を行うことにより、申請 104 件（抗

菌剤GMPガイドライン1件、GMPガイドライン103件）について

受理した日から50業務日以内に全て処理を行うとともに、確認

済み製造事業場をホームページに公表した。 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 
根拠：標準処理期間内の処理

率及び輸出飼料・エコフィード

に関する製造状況の確認の業者

からの依頼に対する実施率は

100％であり、計画における所

期の目標を達成している。 

⑤ア 飼料及び飼料添加

物の製造設備、製造管

理の方法等に関する検

査等について、140 件実

施し、実施率 100％であ

り、事業計画における

所期の目標を達成して

いると認められる。（評

定：Ｂ） 

 

(ｲ) 牛海綿状脳症の発生の防止

に万全を期する観点から「ペッ

トフード用及び肥料用肉骨粉等

の当面の取扱いについて」（平

成13年11月1日付け13生畜第

4104 号農林水産省生産局長、水

産庁長官通知）に基づき、業者

からの申請等により、動物由来

たん白質及びペットフードの製

(ｲ) 牛海綿状脳症の発生の防止

に万全を期する観点から「ペッ

トフード用及び肥料用肉骨粉等

の当面の取扱いについて」（平

成13年11月1日付け13生畜第

4104 号農林水産省生産局長、水

産庁長官通知）に基づき、業者

からの申請等により、動物由来

たん白質及びペットフードの製

(ｲ) 牛海綿状脳症の発生の防止に万全を期する観点から、動物由

来たん白質及びペットフードの製造事業場21か所からの申請に

応じ製造基準等への適否の確認のための検査等を実施し、製造

基準に適合すると認められた事業場21か所をホームページに公

表した。 
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造事業場の検査等を実施し、製

造基準等への適否を確認し、そ

の結果を公表する。 

造事業場の検査等を実施し、製

造基準等への適否を確認し、そ

の結果を公表する。 

(ｳ) 飼料安全法第7条の規定に基

づく特定飼料等製造業者（外国

特定飼料等製造業者を除く。）

及び第29条第1項の規定に基づ

く規格設定飼料製造業者（外国

規格設定飼料製造業者を除

く。）の登録等に関する調査に

ついては、申請を受理した日か

らそれぞれ50業務日及び40業務

日以内に調査を終了する。 

(ｳ) 飼料安全法第7条の規定に基

づく特定飼料等製造業者（外国

特定飼料等製造業者を除く。）

及び第29条第１項の規定に基づ

く規格設定飼料製造業者（外国

規格設定飼料製造業者を除

く。）の登録等に関する調査に

ついては、業務の進行管理を適

切に行い、申請を受理した日か

ら、それぞれ 50 業務日及び 40

業務日以内に調査を終了する。 

(ｳ) 特定飼料等製造業者及び規格設定飼料製造業者の登録等に

係る申請はなかった。 

 

(ｴ) 飼料等の輸出促進に資するた

め、輸出する飼料等の製造事業

場等について、農林水産大臣の

依頼に応じた「農林水産物及び

食品の輸出証明書の発行等に関

する手続規程」（令和2年4月1日

付け財務大臣・厚生労働大臣・

農林水産大臣決定）に基づく調

査及び飼料製造業者等の依頼に

応じた輸出検疫証明書の発行等

のための調査を実施し、輸出先

国の基準への適合性について確

認する。 

(ｴ)  飼料等の輸出促進に資するた

め、輸出する飼料等の製造事業場

等について、農林水産大臣の依頼

に応じた「農林水産物及び食品の

輸出証明書の発行等に関する手続

規程」（令和2年4月1日付け財務

大臣・厚生労働大臣・農林水産大

臣決定）に基づく調査及び飼料製

造業者等の依頼に応じた輸出検疫

証明書の発行等のための調査を実

施し、輸出先国の基準への適合性

について確認する。 

(ｴ) 農林水産省から「農林水産物及び食品の輸出証明書の発行に

関する手続き規程」（令和2年 4月 1日付け財務大臣・厚生労

働大臣・農林水産大臣決定）に基づく検査の依頼はなかった。

飼料等を輸出する業者からの依頼に応じた動物検疫所の輸出検

疫証明書発行等のための検査を11件実施した。 

(ｵ) 食品循環資源利用飼料及び回

収食用油再生油脂の安全確保に

資するため、農林水産省から協

力要請のあった認証制度におけ

る事業場の調査について、事業

者からの依頼に応じて調査を実

施し、製造基準等への適否を確

認する。 

【重要度：高】 

⑤のアの業務は、事業者による GMP

及びHACCPに基づく製造工程管理

により食品の安全を確保する仕

組みが国際的な考えとなってい

る中で、我が国のフードチェー

ンの一端を担う飼料事業者への

GMP 導入拡大、取組促進につなが

り、飼料の効果的・効率的な安

全確保に資する。また、輸出用

飼料等に係る調査は国が促進す

(ｵ) 食品循環資源利用飼料及び回

収食用油再生油脂の安全確保に資

するため、農林水産省から協力要

請のあった認証制度における事業

場の調査について、事業者からの

依頼に応じて製造基準等への適否

を確認する。 

(ｵ) 食品残さ等利用飼料の安全確保のため、申請に基づきエコ

フィード認証制度に係る製造基準等への適否を確認する検査 4

件を実施し、申請者に対して結果を通知した。なお、回収食用

油再生油脂に係る確認検査の申請はなかった。 

 

【実施率100％（140/140）】 
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る輸出拡大に寄与することか

ら、重要度が高い。 

イ 飼料の安全確保及び品質の向

上に資するため、関係事業者等

に対して研修及び技術的助言等

を以下のとおり実施する。 

イ  飼料の安全確保及び品質の向上

に資するため、関係事業者等に

対して研修及び技術的助言等を以

下のとおり実施する。 

講習会及び研修については、

サービスの受け手である利用者

等の声を反映した業務の改善を

図るため、5段階評価で3.5以

上の評価となることを目標とし

て、講義の内容や運営方法につ

いての顧客満足度をアンケート

調査等により測定する。 

また、顧客満足度が 5 段階

評価で3.5未満の場合には、そ

の原因を究明して必要な改善

措置を速やかに講ずる。 

＜定量及び定性的指標

＞ 
◇講習会及び研修の顧客

満足度並びに技術的助

言等の実施状況 

＜主要な業務実績＞ 

イ 飼料等関係事業者を対象に、次の研修を開催した。 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 
根拠：当該講習会及び研修並

びに都道府県飼料検査指導機関

への技術的助言及び登録検定機

関の検定業務に係る分析技術の

維持状況の確認等を実施すると

ともに、講習会及び研修会の

顧客満足度は3.5以上であり、

計画における所期の目標を達

成している。 

⑤イ 飼料等関係事業者

等を対象にした研修及

び技術的助言につい

て、飼料製造管理者認

定講習会、GMP ガイドラ

インに係る研修及び技

術的助言を実施してお

り、いずれも顧客満足

度は3.5以上であること

から、目標の水準を満

たしていると認められ

る。（評定：Ｂ） 

(ｱ) 飼料等関係事業者を対象に、

「飼料の安全性の確保及び品質の

改善に関する法律施行規則第32

条第3号の規定に基づき、農林水

産大臣が定める講習会を定める

件」（平成7年3月13日農林水産

省告示第392号）で定められてい

る飼料製造管理者認定講習会を、

受講希望者数を勘案して開催す

る。 

(ｱ)  飼料等製造業者を対象に、

「飼料の安全性の確保及び品質

の改善に関する法律施行規則第

32条第3号の規定に基づき、農

林水産大臣が定める講習会を定

める件」（平成7年3月13日農

林水産省告示第 392 号）で定め

られている飼料製造管理者認定

講習会を、受講希望者数を勘案

して開催する。 

 
(ｱ) 飼料等製造業者を対象として受講希望者調査を実施し、その

結果を基に飼料製造管理者認定講習会を開催した。令和5年度

同様、講習及び修了試験についてそれぞれ e-ラーニング及び

CBT（Computer-based testing）を利用したオンライン講習とし

た。受講者は113名（うち10名は令和5年度試験に不合格であ

った再受験者）であり、顧客満足度は4.2であった。 
 

  

また、飼料等関係事業者を

対象に、GMP ガイドラインに記

載された研修を開催する。 

飼料製造管理者認定講習会

及び GMP ガイドラインに記載

された研修については、サー

ビスの受け手である利用者等

の声を反映した業務の改善を

図るため、アンケート調査等

により顧客満足度を測定し

て、5段階評価で3.5以上の評

価となることを目標とする。 

(ｲ) 飼料等関係事業者を対象に、

GMP ガイドラインに係る研修を

開催する。 

また、飼料等の有害物質に

関する情報を輸入業者及び製

造業者に対して定期的に発信

するとともに、飼料等が原因

となって食品の安全確保に問

題が生じるおそれがある等の

緊急時には、農林水産省の指

示の下、関連業者に情報を速

やかに提供する。 

 (ｲ) 飼料等関係事業者を対象として、GMPガイドラインに係る研修

を令和5年度に引き続きe-ラーニング（参加者587名）で開催

し、顧客満足度は4.3であった。 

  さらに、メールマガジンにより、飼料等の輸入業者及び製造

業者に対し、定期的な情報発信を6回実施した。 
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(ｲ) 農林水産省からの要請によ

り、飼料等分析の信頼性確保又

は技術向上のため、外部精度管

理試験を実施する飼料等製造業

者等に対し、技術的助言及び協

力を行う。さらに、外部精度管

理試験に参加する飼料等製造業

者等及び都道府県飼料検査指導

機関に対し技術的助言を行う。

また、外部精度管理試験に参加

する登録検定機関に対し、飼料

等分析技術の維持状況を確認

し、必要に応じて技術的指導を

行い、飼料等分析技術の維持・

向上を図る。 

(ｳ) 農林水産省からの要請によ

り、飼料等分析の信頼性確保又

は技術向上のため、外部精度管

理試験を実施する飼料等製造業

者等に対し、技術的助言及び協

力を行う。さらに、外部精度管

理試験に参加する飼料等製造業

者等及び都道府県飼料検査指導

機関に対し技術的助言を行う。

また、外部精度管理試験に参加

する登録検定機関に対し、飼料

等分析技術の維持向上を確認

し、必要により技術的指導を行

い、飼料等分析技術の維持・向

上を図る。 

(ｳ) 飼料等製造業者等が実施する外部精度管理試験について、農

林水産省からの要請により試料調製や統計解析に係る技術的助

言及び協力を行った。その統計解析結果を取りまとめ、試験に

参加した飼料等製造業者等（160 試験室）及び都道府県飼料検

査指導機関（34機関）に対し技術的助言を行った。また、登録

検定機関 5 機関（6 事業所）については、試験の実施により検

定業務に係る技術の維持状況を確認した。以上の対応につい

て、農林水産省に報告した。 

そのほか、飼料安全法第 27 条

第1項の規定に基づく登録検定機

関の行う検定業務の適切な実施

に資するため、農林水産省から

の要請により、地方農政局等が

行う登録検定機関に対する指導

等について技術的な部分に係る

助言を行う。 

そのほか、飼料安全法第27条第

1項の規定に基づく登録検定機関

の行う検定業務の適切な実施に

資するため、農林水産省からの

要請により、地方農政局等に対

する技術的な部分に係る助言を

行う。 

  そのほか、検定機関の行う検定業務の適切な実施に資するた

め、農林水産省の依頼に基づき、地方農政局等が行う登録検定機

関 4 機関（5 事業所）への立入検査又は調査に同行して助言を行

った。 

 
 

 ウ ア及びイに掲げる検査、指

導、研修等の業務を充実・強化

するため、これらの業務に従事

する職員にGMP・HACCP等に関す

る研修を受講させることなどを

通じて、職員の能力の維持・向

上に努める。 

ウ ア及びイに掲げる検査、指導、研修等の業務を充実・強化する

ため、業務に従事する職員に対し GMP・HACCP 等に関する研修を 9

回、延べ20名受講させ、職員の能力の維持・向上に努めた。 

⑥ 国際関係業務 

  動物衛生及び人獣共通感染症

に関する国際基準を策定する国

際獣疫事務局（WOAH）コラボレー

ティング・センターとして、技

術の標準化・普及等に協力する

ため、飼料の安全性に関する情

報の収集・発信、技術協力等を

行うとともに、活動に関する報

告書をWOAHへ提出する。 

また、国際標準化機構（ISO）

の動物用飼料分科委員会

（TC34/SC10）の国内審議団体と

して、国内の意見集約等の国際

標準作成に関する活動を行う。 

⑥ 国際関係業務 
ア 動物衛生及び人獣共通感染症

に関する国際基準を策定する国

際獣疫事務局（WOAH）コラボレ

ーティング・センターとして、

技術の標準化・普及等に協力す

るため、飼料の安全性に関する

情報の収集・発信、技術協力等

について、次の取組を行う。 

 
(ｱ) 飼料の安全確保のために開

発・改良した分析法の情報やハ

ザードに関する情報を海外に発

信し、技術の普及や情報の提

供・共有を行う。 

 

＜定性的指標＞ 
◇飼料安全性に関する

情報の収集・発信、

技術協力等の実施及

び報告書の提出並び

に国際標準化活動の実

施 

＜主要な業務実績＞ 

⑥ ア 国際獣疫事務局（WOAH）のコラボレーティング・センタ

ー（WOAH-CC）として、技術の標準化・普及等に協力するため、

次の取組を行った。 

 

 

 

 

 

 

(ｱ) 次の3件の情報発信を行った。 

・飼料研究報告の要旨をホームページを通して国内外に発信し

た。 

・令和 5 年度特定添加物検定結果について英訳し、ホームペー

ジを通して国内外に発信した。 

・ラボネットワーク参加各国に対して令和 5 年度に依頼し、結

果を取りまとめた各国の飼料検査の状況等のレポートの内容

＜評定と根拠＞ 
評定：Ａ 
根拠：計画のとおり、情報の

発信・共有等、国際標準化機構

（ISO）の動物用飼料分科委員

会（TC34/SC10）の国内審議団体

として国際標準作成に関する活

動及びオンラインによる飼料

安全の技術研修を実施してお

り、計画における所期の目標

を達成している。 

 また、諸外国等からの要請

に対しては、対応時期が短期

間に集中する中で準備作業の

効率化・合理化を図り、すべ

ての要請に適切に対応し、事

⑥ 国際関係業務につい

て、WOAH-CC として情報

発信、国際標準化機構

（ISO）の動物用飼料分

科委員会（TC34/SC10）

の国内審議団体として

国際標準作成に関する

活動及びオンラインに

よる飼料安全の技術研

修を実施している。 

また、諸外国等から

の技術支援や見学対応

等の要請の急増に対応

するため、短期間に集

中した対応業務の準備

作業を効率化・合理化

し、さらに開催時期の
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(ｲ) コラボレーティング・セン

ターとしての活動に関する報告

書をWOAHへ提出する。 

 

 

(ｳ) 諸外国等からの要請に応じ

て、研修生の受入れや職員派遣

等を通じた技術支援を行う。 

について、ラボネットワーク参加各国に送付するとともに

FAMICのホームページに掲載した 

 

(ｲ) 次の2件の報告書等を作成しWOAH本部に提出した。 

・2024年の活動に関する報告書 

・2020-2024年の5ヵ年計画に基づき取り組んだ活動についての

自己評価書 

 

(ｳ) 次の6件の要請等に応じて対応した。 

・農林水産省からの要請を受け、バングラデシュ家畜衛生当局

職員の来訪を受け入れ、日本における飼料のリスク管理及び

これに関する FAMIC の役割等の説明及び質疑応答を行った

（令和6年6月7日）。 

・農林水産省からの要請を受け、タイ動物用医薬品関係当局の

研修生 3 名を受け入れ、日本における飼料中の抗菌性飼料添

加物の規制及び分析法の説明並びに微量定量法の実習を行っ

た（令和6年7月4日）。 

・WOAHアジア太平洋地域事務所主催の Regional Seminar for WOAH 
National Focal Points for Veterinary Laboratoriesのプログラ

ムの一つとして 9 ヵ国の参加者の FAMIC 視察を受け入れ、

FAMIC 業務の概要及び施設の説明並びに質疑応答を行った

（令和6年7月17日）。 

・韓国農産物品質管理院の要請を受け、日本におけるペットフ

ードの安全管理及び情報提供のための法的枠組みについての

講習をオンラインで実施した（令和6年7月30日）。 

・WOAHアジア太平洋地域事務所と共催で WOAH regional Workshop 
& FAMIC Virtual Training on Analysis of Antimicrobials in Feed

をオンラインで開催し、27 ヵ国 121 名の参加者に対し、飼料

中の抗菌剤のリスク管理及び分析法の概要の説明並びに主な

分析法 2 法のビデオ上映によるデモンストレーションを行っ

た（令和7年1月16日）。 

・第4回WOAHアジア太平洋地域リファレンスセンター会議（令 

和6年7月19日ハイブリッド開催）にオンラインで参加し 

た。 

 

【特筆事項等について（創意工夫等）】  

令和6年度のWOAH-CCの活動として年度当初に計画した活動に

加え、年度上半期に諸外国等からの要請が急増し、多くの国際

関係業務に対応する必要があった。多くの要請に対応するた

め、研修内容、説明原稿及び資料･動画の作成等において、テ

ーマが共通である 2 件の研修内容を極力連動させ、既存の動

画・資料の参照・部分使用等による有効活用、各研修・見学の

共通となる業務説明資料の部分修正による再利用を行い、準備

作業の効率化・合理化を図った。また、これらの国際関係業務

の対応は、調査研究や特定添加物の検定等の通常業務と同時並

行で進める必要があり、開催時期が調整可能な要請に対しては

業務繁忙期を避けて職員負担を回避した。さらに、他課や他セ

ンターでの共通業務である立入検査・GMP 検査及び収去品の分

析業務の分担を調整し、業務の負担を平準化することで、対応

に必要な人員や時間を確保した。 

 

前に計画した技術研修を予定

どおり開催するなど、計画に

おける所期の目標を上回る成

果が得られていると認められ

る。 

調整や業務の平準化を

行うことで、対応に必

要な人員と時間を確保

し、全ての要請に適切

に対応し、技術支援や

研修内容について参加

者から高評価を得てい

る。 

これらの取組は、飼

料の安全と分析分野に

おけるWOAH-CCとして、

アジア太平洋地域各国

との連携強化や、FAMIC

の存在感の向上につな

がり、さらに、世界に

おける飼料の安全確保

に貢献するものである

ことから、目標の水準

を上回る成果が得られ

ていると認められる。

（評定：Ａ） 
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その結果、通常業務に支障をきたすことなく、WOAH-CCとして

年度当初に計画していた活動を上回る諸外国等からの多くの要

請に応えることができ、研修参加者等からも FAMIC の技術支援

や研修内容に対し高評価を得ることができた。飼料の安全と分

析分野の WOAH-CC として、積極的な技術支援や情報発信は、ア

ジア太平洋地域各国との連携強化や FAMIC の存在感のアピール

に繋がり、世界における飼料の安全確保に貢献することができ

た。 

イ 国際標準化機構（ISO）の動物

用飼料分科委員会（TC34/SC10）の

国内審議団体として、外部有識者

等から成る委員会を設置し、国内

の意見集約等の国際標準作成に関

する活動を行う。 

イ 国際規格に我が国の意見を反映させるため、国際標準化機構

（ISO）の動物用飼料分科委員会（TC34/SC10）の国内審議団体と

して、次のとおり国際標準作成に関する活動を行った。 

  ① 国際規格策定案件に対応するため、外部有識者から成る国

内対策委員会を設置し、国内の意見集約を実施した。 

② ISO において改正が検討された規格について、7 規格のプロ

ジェクトに参画し、ISOの規格改正に貢献した。 

⑦ 調査研究業務 
飼料及び飼料添加物の検査等

に関する調査研究については、

農林水 産省の要請への対応そ

の他分析技術の進歩に伴う分

析法の改良等のため、飼料分析

基準に関する試験法等の開発及

び改良並びに愛玩動物用飼料等

の検査法の制定に関する試験法

等の開発及び改良を7課題以上

実施する。 

これらの課題については、そ

の取組状況、結果等について、

外部有識者の評価を受ける。 

⑦ 調査研究業務 
  飼料及び飼料添加物の検査等に

関する調査研究については、農林

水産省の要請への対応その他分

析技術の進歩に伴う分析法の改

良等のため、飼料分析基準に関す

る試験法等の開発及び改良並びに

愛玩動物用飼料等の検査法の制定

に関する試験法等の開発及び改良

を7課題以上実施し、農林水産

省の要請に係る課題についてそ

の結果を農林水産省に報告する。 

これらの調査研究の結果につい

て、外部有識者から成る委員会を

年 1 回開催し、調査研究の取組状

況、結果等について評価を受け

る。 

＜定性的指標＞ 
◇調査研究業務の実施

状況 

＜主要な業務実績＞ 
⑦ 農林水産省から要請のあった飼料分析基準に関する試験法等

（7 課題）に係る開発及び改良を実施し、その結果を農林水産省

に報告した。また、飼料等の安全確保上必要な課題については、1

課題を選定、実施した。これらの成果について、外部有識者から

成る委員会（令和7年3月6日開催）において評価を受けた。 
(別紙「調査研究課題一覧」参照) 

調査研究業務で得られた成果を公表するために、「飼料研究報

告」を電子ジャーナルとして取りまとめ、ホームページに掲載（令

和6年9月30日）するとともに公開調査研究発表会（令和6年11月

26日）で成果の普及に努めた。 

【特筆事項等について（創意工夫等）】  

新たな分析法を開発していくには、技術の進歩に対応するため

の知識・技術のアップデートが必要である。一方、調査研究は、

立入検査等の他業務と併行して実施する必要があり、新たな調査

研究を行うには資金・人員の不足が課題となっている。FAMICで

は調査研究の活性化のため、令和4年度に研究資金を獲得し研究

開発事業に参画できる体制が整備されたものの、コンソーシアム

参画を伴う共同研究の実績はなかった。そこで、共同研究の締結

を目指し、研究機関からの依頼分析への協力（令和3年度か

ら）、農研機構への職員駐在（令和3年度から）や学会活動（平

成28年度から）によるネットワークの構築に取り組んだ。また、

食品分野の共同研究の申し出に対し、飼料分析への応用を視野に

前向きに協議に参画し、通常分析と併行し効率的に実施できる研

究分担を積極的に提案した。以上の取り組みの結果、農研機構主

体の食用昆虫事業に係るコンソーシアム参画を伴う共同研究を、

FAMICとして初めて締結した。さらに、令和7年度、新たに1件の

共同研究の実施が決定した。その結果、今後の成長や飼料への利

用が期待できる食用昆虫関係の知識・技術の向上と、研究ネット

ワーク拡充に繋がり、また結果として研究資金の獲得に至った。 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ａ 

根拠：農林水産省から要請さ

れたものを含め、計画した課

題に全て取り組み、外部有識

者による評価（検討途中の 4

課題を除く）はＡ評価 2 課

題、Ｂ評価 1 課題であり、目

標の水準を満たしている。 

 また、依頼分析への協力や

ネットワーク構築等に取り組

んだ結果、コンソーシアム参

画を伴う共同研究をFAMICとし

て初めて締結し、知識・技術

の向上と研究ネットワークの

拡充、研究資金の獲得に至っ

たことから、事業計画におけ

る所期の目標を上回る成果が

得られている。 

⑦ 飼料及び飼料添加物

の検査等に関する調査

研究について、7 課題

実施し、外部有識者を

含めた委員会から次年

度継続の課題を除き、

Ａ評価2課題、Ｂ評価1

課題の評価を得てい

る。 

また、調査研究の活

性化の一環として、研

究機関からの依頼分析

に協力し、農研機構へ

の職員駐在や学会活動

によるネットワークの

構築にも積極的に取り

組んでいる。 

加えて、食品分野の

共同研究の申し出に対

しても、飼料分析への

応用を視野に入れ、前

向きに協議に参加し、

研究分担を積極的に提

案したことで、コンソ

ーシアム参画を伴う食

用昆虫事業の共同研究

を初めて締結してい

る。 

この成果は、今後の

飼料への利用が期待で

きる食用昆虫に関する

知識・技術の向上、研



 

38 

 

究ネットワークの拡

充、研究資金の獲得な

ど、調査研究の発展に

大きく貢献するもので

あり、目標の水準を上

回る成果が得られてい

ると認められる。（評

定：Ａ） 

４．その他参考情報 
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様式３－１－４－１ 独立行政法人農林水産消費安全技術センター 令和６年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

第１－２－(１) 食品表示の監視に関する業務 

業務に関連する政策・施策  当該事業実施に係る根拠 センター法第10条第1項第3号、第5号及び第6号並びに第2項第1号及び第2号 

食品表示法（平成25年法律第70号） 

日本農林規格等に関する法律（昭和25年法律第175号。以下「JAS法」という。） 

当該項目の重要度、困難度 【重要度：高】 

②のア 食品表示法に基づく立入検査等業務 

関連する政策評価・行政事業

レビュー 

政策評価書：事前分析表農林水産省６-④ 

行政事業レビューシート予算事業ID：003181 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度   ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 

① 農林水産省からの緊急命令

等業務 

実施率 100％(報告件数/要請件数) 実績なし 100％ 

(1/1) 

実績なし 実績なし 実績なし 予算額(千円) 1,504,078 1,464,993 1,437,523 1,427,862 1,506,320 

決算額(千円) 1,424,798 1,414,041 1,353,184 1,385,912 1,436,171 

②ア 食品表示法に基づく立入

検査等業務(立入検査) 

3業務日以

内 

100％(標準処理期間内報

告件数/立入検査等終了件

数) 

100％ 

(23/23)  

100％ 

(26/26)  

100％ 

(27/27)  
100％ 

(15/15)  

100％ 

(11/11)  
経常費用(千円) 1,397,202 1,390,462 1,367,944 1,424,646 1,399,217 

経常利益(千円) 86,673 51,732 103,267 48,439 43,716 

行政コスト(千円) 1,406,655 1,400,443 1,377,920 1,433,855 1,404,479 

従事人員数 136 136 133 135 128 

 

②イ 食品表示法に基づく立入

検査等業務(行政部局要請調

査) 

報告処理率 100％(報告件数/調査終了

件数) 

100％ 

(3/3)  

100％ 

(2/2)  

100％ 

(14/14)  
100％ 

(15/15) 

100％ 

(12/12) 

③ 食品表示の科学的検査業務

(原産地表示検査) 

原産地表示検

査の実施率 

100％(実施件数/2,400件) 2,489件 2,502件 2,643件 2,521件 2,546件 

④ 食品表示 110番等対応業務

(関係部局への回付) 

実施率 100％(回付件数/情報提供) 100％ 

(12/12)  

100％ 

(19/19)   

100％ 

(24/24)  
100％ 

(12/12) 

100％ 

(30/30) 

⑤  調査研究業務 調査研究業務

の実施状況 

－ 13課題 13課題 13課題 14課題 13 課題 

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

年度目標 事業計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
２ 食品表示の監視並びに日本農林規

格、農林水産物及び食品の輸出促

進等に関する業務 

(1) 食品表示の監視に関する業務 
食品表示の監視に関する業務に

ついて、食品表示法に基づき、食

品の生産及び流通の円滑化並びに

消費者の需要に即した食品の生産

の振興に寄与するため、以下のと

おり食品表示基準に関する検査等

業務を行う。 

 

 

 

(1) 食品表示の監視に関する業務  

 食品表示の監視に関する業務の

実施に当たっては、全ての加工食

品に対する原料原産地表示の義務

化に対応するため、新たな品目の

産地判別技術の開発及び既に開発

済みの技術の精度向上等に取り組

むほか、製造業者に対する検査能

力の向上に必要な取組を行う等の

創意工夫により改善を図り、効果

的かつ効率的に取り組むものとす

る。 

＜定量的指標＞ 
○食品表示の監

視に関する業

務 
中項目の評定

は、小項目別

（◇）の評定結

果の積み上げに

より行うものと

する。 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

根拠：◇ 小項目2（項目）×3点（Ａ）＋小項目3（項目）×2点（Ｂ）＝12点 

Ａ：基準点（10）×12/10≦ 各小項目の合計点（12） 

＜課題と対応＞ 
引き続き農林水産省の指示に基づき、当該業務を的確に実施する。 

＜業務の評価＞  
指標を含め事業計画の所期の目標を全て達成した。加えて、①モニタリング検査での疑義

を端緒とした立入検査において、業務に有効な技術や知識を習得するための独自の取り組

みを実践に活かしつつ、農林水産省との連携により不適正表示の改善指示につなげ、②調

査研究においては、受託調査分析により自己収入を得て、新たな検査法開発に貢献し、最

新の遺伝子解析技術に関する知見を獲得する等、食品の生産及び流通の円滑化並びに消費

者の需要に即した食品の生産の振興に貢献した。 

評定 Ａ 

＜評定に至った理由＞ 

6 の小項目のうち実績の

ない 1 項目を除き、Ａが 2

項目、Ｂが3項目であり、

小項目を積み上げた項目別

評定はＡであったため。 

※小項目の点数の計算結果

は法人の自己評価と同

じ。 

具体的には、次のとお

り。 

① 農林水産省からの緊急命令等

業務 

  農林水産大臣からセンター法第

12条の規定に基づき調査、分析又

は検査を緊急に実施するよう命令

があった場合その他緊急に要請が

あった場合には、最優先で組織的

に取り組み、必要な調査、分析又

は検査を実施し、その結果を正確

かつ速やかに報告する。 

① 農林水産省からの緊急命令等

業務 

農林水産大臣からセンター法

第 12 条の規定に基づき調査、分

析又は検査を緊急に実施するよ

う命令があった場合その他緊急

に対応すべき課題が生じた場合

は、最優先で組織的に取り組

み、必要な調査、分析又は検査

を実施し、その結果を速やかに

農林水産省に報告する。 

＜定量的指標＞ 

◇実施率：100％

（報告件数/要

請件数） 

＜主要な業務実績＞ 

① 該当する事案はなかった。 

＜評定と根拠＞ 
評定：－ 

根拠：実績がないため評価せ

ず。 

① 農林水産省からの緊急

要請業務について、実績

がないため評価せず。

（評定：－） 

② 食品表示法に基づく立入検査等

業務 

食品表示法に基づく立入検査等

については、農林水産大臣の指示

及び行政部局の要請に従い実施す

るため、次の取組を行う。 

 

 

ア 食品表示法第 9条第 1項の規定

に基づく農林水産大臣の指示によ

る立入検査等は、適正に実施する

とともに、農林水産省が立入検査

終了と判断した翌日から 3業務日

以内に結果を取りまとめ、農林水

産大臣に報告する。 

【重要度：高】 

② 食品表示法に基づく立入検査

等業務 

 食品表示法（平成 25 年法律第

70号）に基づく立入検査等につ

いては、農林水産大臣の指示及

び行政部局の要請に従い適正に

実施するため、次の取組を行

う。 

ア 食品表示法第9条第1項の規定

に基づく農林水産大臣の指示によ

る立入検査等は、農林水産省と連

携の上適正に実施するとともに農

林水産省が立入検査終了と判断し

た翌日から 3 業務日以内に正確な

結果を取りまとめ、センター内で

の適切な確認の上、農林水産大臣

に報告する。 

＜定量的指標＞ 

◇標準処理期間

内（3業務日以

内）の報告処

理率：100％

（標準処理期

間内報告件数/

立入検査等終

了件数） 

＜主要な業務実績＞ 

② 食品表示法第 9条第 1項の規定に基づく立入検査等につい

ては、農林水産大臣の指示に従い次のとおり実施した。 

   

 

 

 

ア 食品表示基準の疑義に関する立入検査等を 11 件（14 事業

所・延べ 49 回）実施し、全ての案件について、3 業務日以内

に結果を取りまとめ、農林水産大臣に報告した。 

【処理率100％（11/11）】 

 

 立入検査等で入手した試料の科学的検査を 60 件実施した。

（③食品表示の科学的検査業務のウの 253 件の内数として実

施） 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

根拠：立入検査等について

は、農林水産大臣の指示に従

い適正に実施し、標準処理期

間内の報告処理率は 100％で

あり、計画における所期の目

標を達成している。 

また、立入検査業務に有効

な技術や知識を習得するため

の努力をおこない、不適正表

示の改善指示につなげるな

ど、計画における初期の目標

を上回る成果が得られている

と認められる。 

②ア 立入検査等につい

て、農林水産大臣の指示

に従い 11 件実施し、標

準処理期間内の報告処理

率は100％である。 

  また、イクラの魚種表

示に関する立入検査で

は、社会的検証が困難で

疑義解明の遅れが懸念さ

れたが、FAMIC が有する

科学的知見を活用し、早

期の全容解明と改善指示

につなげている。 

これは、FAMIC が研修

や検査等を通じて積極

的に科学的知見の習得

に努め、その知見を立
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②のアの業務は、食品表示法に基づ

き農林水産大臣の指示の下で実施する

ものであり、かつ食品の不適正表示

の疑義を速やかに解明するために欠

くことができず、食品表示制度の信

頼性の確保のためには必要不可欠であ

ることから、重要度が高い。 

 
【特筆事項等について（創意工夫等）】  

 FAMICのモニタリング検査（分析）で、疑義が確認された場合

は、農政局・FAMIC 合同で立入検査を実施しているが、製造記

録、帳簿等の書類確認といった社会的検証による疑義解明が困

難な場合があり、FAMICが保有する科学的知見の活用が求められ

ている。そのため、FAMICでは、立入検査での科学的知見の効果

的な活用方法の検討や職員への普及に取り組んでいる。 

令和 6 年度の事例として、モニタリング検査においてイクラ

の原料魚種名の表示に疑義が確認されて立入検査を実施したと

ころ、既に当該イクラは販売されておらず、疑義の解明が遅れ

ることが懸念されたことがあった。 

しかしながら、立入検査を実施した場合には、他の商品や施

設等の写真を多数撮影しており、当事案では農政局が撮影した

写真のうち、国産表示のあるサバ加工品の写真に日本では生息

していないサバの特徴があることを FAMIC が確認した。このた

め、FAMICがこのサバ加工品を買い上げて科学的検査を実施した

ところ、原料原産地表示の疑義を確認した。さらに、社会的検

証でも当該サバ加工品に表示違反を確認し、当初のイクラの疑

義情報と併せ、当該事業者が４商品について表示違反をしたこ

とを確認した。 

これは、検査マニュアルや研修によって外観で魚種が推定で

きる食品に関する情報を FAMIC の職員が習得し、日々の検査で

実践していた成果であり、写真に写ったサバ加工品の特徴に気

づくことで、機動的な買上から科学的な検査の実施によって原

料原産地の疑義を確認したという結果につながったものであ

る。     

最終的に、上記の商品を含め複数の疑義情報を得ることで、

立入検査を有利に展開することが可能となり、当該事業者の不

適正表示について早期に（令和 6 年度の平均立入検査業務日数

112 日に対して、本事例では 63 日で解決となった。）全容解明

し、農林水産省による改善指示につながった（令和6年8月30

日指示公表）。 

以上のように、独自の取組みが立入検査の実践に活かされ、

農林水産省との連携により食品表示適正化に貢献することがで

きた。 

入検査で効果的に活用

するとともに、農林水

産省との連携を強化し

た成果であり、立入検

査能力の向上と食品表

示の適正化に大きく貢

献していることから、

事業計画における所期

の目標を上回る成果が

得られていると認めら

れる。（評定：Ａ）  

イ 行政部局の要請による事業所等

への調査については、適正に実施

し、調査終了後は調査結果を取り

まとめ、要請者に対し報告する。 

イ 行政部局の要請による事業所等

への調査については、適正に実施

し、調査終了後は正確な調査結果

を取りまとめ、要請者に対し報告

する。 

＜定量的指標＞ 

◇報告処理率：

100％（報告件

数/調査終了件

数） 

＜主要な業務実績＞ 
イ 行政部局の要請による事業所等への調査については、次の

とおり適正に実施し、結果を取りまとめ、要請者に対し報告

した。このうち、10件（22事業所・延べ22回）については、

加工食品の製造工程に関する知見を蓄積し、今後の立入検査

等に役立てるため、農林水産省と連携した任意調査を実施し

た。 

また、都道府県等からの要請による協力調査 2 件（3 事業

所・延べ6回）を行った。 

【処理率100％（12/12）】 

 

 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 

根拠：報告処理率は 100％で

あり、計画における所期の目

標を達成している。 

②イ 行政部局の要請によ

る事業所等への調査につ

いて、12件実施し、報告

処理率は100％であるこ

とから、事業計画におけ

る所期の目標を達成して

いると認められる。（評

定：Ｂ） 
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なお、協力調査時に入手した試料について、都道府県等か

らの要請に基づき、科学的検査を 19 件実施した。（③食品

表示の科学的検査業務のウの253件の内数として実施） 

③ 食品表示の科学的検査業務 

表示監視行政への支援機能を強

化するため、農林水産省による立

入検査・措置に繋がるよう、原則

として都道府県内食品関連事業者

及び指定都市内食品関連事業者以

外の食品関連事業者により販売さ

れる食品のモニタリング検査及び

表示監視関係行政機関からの検査

要請に的確に対応した検査を実施

する。検査品目に関しては、農林

水産省と調整し、緊急度及び重要

度の高いものに重点化する。ま

た、検査項目に関しては、原産地

表示等の検査を重点的に行う。 

 過去の違反が多く消費者の関心

が高い原産地表示検査の実施に当

たっては、原産地に関する表示監

視の重要性を踏まえ、直近3年間の

目標件数の水準を維持する。 

検査の結果、疑義が認められた

場合には、検査結果を農林水産省

等に速やかに報告する。 

③ 食品表示の科学的検査業務 

 表示監視行政への支援機能を

強化するため、農林水産省と連

携の上、検査対象の重点化に取

り組み、農林水産省による立入

検査・措置に繋がるよう、原則

として都道府県内食品関連事業

者及び指定都市内食品関連事業

者以外の食品関連事業者により

販売される食品のモニタリング

検査及び表示監視関係行政機関

等からの検査要請に的確に対応

した検査を以下のとおり実施す

る。 

検査の結果、疑義が認められ

た場合には、検査結果を農林水

産省等に速やかに報告する。 

＜定量的指標＞ 

◇原産地表示検

査の実施率：

100％（実施件

数/2,400件） 

＜主要な業務実績＞ 

③ 食品表示の科学的検査業務 

 食品関連事業者により販売される食品のモニタリング検査

及び表示監視関係行政機関等からの検査要請に的確に対応し

た検査を5,479件実施した。（2,546件（原産地表示に関する

検査）＋259 件（遺伝子組換え表示に関する検査）＋2,674 件

（品種判別その他の検査）＝5,479件）。 

  なお、検査の結果、疑義が認められた 99 件については、

農林水産省関係部局等に速やかに報告した。 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

根拠：原産地表示に関する検

査は初期の予定件数を上回っ

ており、計画における初期の

目標を達成している。 

 なお、モニタリング検査で

買い上げた商品の原料原産地

表示に疑義があるとの検査結

果を農林水産省に報告したも

のが、立入検査を経て、食品

表示法に基づく、事業者に対

する不適正表示の改善指示に

つながった。 

③ 食品表示の科学的検査

について、原産地表示検

査を 2,546 件実施し、実

施率は 106％である。ま

た、表示に疑義があると

の検査結果を農林水産省

に報告したものが、事業

者に対する不適正表示の

改善指示につながってお

り、食品表示の適正化に

貢献していることから、

事業計画における所期の

目標を達成していると認

められる。（評定：Ｂ） 

ア 検査対象の重点化では、検査

品目に関して、農林水産省と調

整して緊急度及び重要度の高い

ものを重点化し、次の検査を行

う。 

 

(ｱ) 原産地表示に関する検査につ

いては、直近の検査件数実績の

推移及び原産地に関する表示監

視の重要性を踏まえ、過去の違

反が多く、国産と外国産の価格

差が大きい品目の検査を優先的

に行うとともに、国産農産物の

需給動向に変化が生じた時期や

端境期など偽装が生じやすい時

期に買い上げるなど、検査対象

品及び検査時期の選定を適切か

つ、きめ細かく行い、2,420件以

上の検査を実施する。 

また、新たに開発され有効性

が確認された判別手法を積極的

かつ適切に検査に利用する。 

(ｲ) 消費者の関心が高い遺伝子組

換え表示に関する検査について

は、遺伝子組換えに関する任意

表示制度や商品ごとの流通実態

ア 農林水産省関係部局と調整して緊急度及び重要度の高い品

目に重点化し、次の検査を行った。 

 

 

 

 

 

(ｱ) 原産地表示に関する検査については、検査対象品目及び検

査時期の選定を適切かつきめ細かく行い、2,546 件の検査を

実施した。 

なお、モニタリング検査で買い上げたいか加工品の原料

原産地表示に疑義があるとの検査結果を農林水産省に報告

したものが、立入検査を経て、食品表示法に基づく不適正

表示の改善指示につながった。 

（表1-2-(1)-1参照） 

【実施率：106％（2,546/2,400）】 

 

 

 

 

 

 

(ｲ)  遺伝子組換え原料の混入の有無の確認検査について、商

品ごとの流通実態を勘案して効果的に検査対象品の選定を

行うとともに、遺伝子組換えに関する新たな任意表示制度

の施行も踏まえ、「遺伝子組換えでない」と表示された豆
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を勘案して効果的に検査対象品

の選定を行い、豆腐、油揚げ等

の検査を250件以上実施する。 

なお、検査の結果、必要に

応じて製造業者、流通業者等に

対する分別生産流通管理の実施

状況等の調査を行うとともに、

原料として使用された農産物を

入手し、遺伝子組換え体の混入

の有無について検査を行う。 

イ 食品のモニタリング検査で

は、農林水産省が行う社会的検

証への支援を強化するため、検

査結果の報告が正確で分かりや

すいものとなるよう報告内容の

精査等に取り組むとともに、分

析疑義が判明した時点で速やか

に買上げ及び検査を追加実施し

て疑義の継続性・広域性等の確

認を行う取組等によるモニタリ

ング検査の機動性向上に引き続

き取り組む。 

ウ 表示監視関係行政機関等から

の要請による検査では、要請の

目的に応じた検査内容となるよ

うにするとともに、科学的検査

に関する技術的な相談等の協力

要請についても、可能な限り対

応する。 

腐、油揚げ等の検査を行った。 

また、検査の結果、遺伝子組換え原料の混入の可能性があ

るものについては分別生産流通管理の実施状況等の調査を行

うとともに、可能な範囲で原料農産物等を入手し、遺伝子組

換え体の混入率等について検査を行った。なお、調査の結

果、不適切な管理が認められた案件はなかった。 

これらの遺伝子組換え表示に関する検査を合計259件実施

した。 

 

 

イ  分析疑義が判明した時点で速やかに追加買上げ及び検査を

実施して疑義の継続性、広域性等の確認を行う取組を 37 件

に対して行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ  表示監視関係行政機関等からの要請による検査について

は、その目的に応じた検査内容となるよう要請者の意向を踏

まえて 253 件実施した。また、科学的検査に関する技術的な

相談についても、可能な限り対応した。 

④ 食品表示110番等対応業務 

食品表示110番等を通じて寄せ

られる不適正表示や違法なJASマ

ーク表示に関する情報（以下「疑

義情報」という。）については、

疑義情報接受後、速やかに農林水

産省へ回付する。また、農林水産

省から疑義情報に係る調査及び分

析の依頼があった場合は、適切に

対応する。 

④ 食品表示110番等対応業務 

食品表示110番等を通じて寄せ

られる不適正表示や違法なJASマ

ーク表示に関する情報（以下

「疑義情報」という。）につい

ては、手順書に従い疑義情報接受

後、速やかに農林水産省へ回付す

る。また、農林水産省から疑義

情報に係る調査及び分析の依頼

があった場合は、適切に対応す

る。 

＜定量的指標＞ 

◇実施率：100％

（回付件数/情

報提供） 

＜主要な業務実績＞ 

④ 食品表示110番等を通じて寄せられた不適正表示や違法なJAS

マーク表示に関する情報 30 件について、事務処理手順書に基

づき農林水産省関係部局へ迅速かつ的確に回付した。 

【実施率100％（30/30）】 

 

また、農林水産省からの食品表示110番に係る分析依頼につ

いて、科学的検査を 13 件実施した。（③食品表示の科学的検

査業務のウの253件の内数として実施） 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

根拠：実施率は100％であり、

計画における所期の目標を達

成している。 

④ 食品表示110番等対応

業務について、不適正

表示や違法なJASマーク

表示に関する情報提供

を30件実施し、実施率は

100％である。また、農

林水産省からの分析依

頼に基づき科学的分析

を13件実施していること

から、事業計画におけ

る所期の目標を達成し

ていると認められる。

（評定：Ｂ） 

⑤ 調査研究業務 
食品表示監視業務で活用できる分

析技術及び判別技術の開発・精度向

上等に関する調査研究を13課題以上

⑤ 調査研究業務 

 食品表示監視業務で活用できる分析

技術及び判別技術の開発・精度向上等

＜定性的指標＞ 
◇調査研究業務

の実施状況 

＜主要な業務実績＞ 
⑤ 調査研究業務 

食品表示の監視に関する調査研究について、13 課題を実施

した。その成果について、外部有識者から成る委員会（令和7

＜評定と根拠＞ 
評定：Ａ 
根拠：食品表示の監視に関す

る調査研究については、目標

⑤ 食品表示に監視に関す

る調査研究について、13

課題実施（年度目標

値:13 課題以上）し、外
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実施し、その取組状況、結果等につ

いて、外部有識者の評価を受ける。 

に関する調査研究を13課題以上実施

する。 

また、外部有識者から成る委員会を

年1回以上開催し、調査研究の取組状

況、結果等について評価を受ける。 

年3月4日開催）において調査研究課題ごとに評価を受けた。 
（別紙「調査研究課題一覧」参照） 

 
   研究課題は、行政ニーズへの対応やシーズの発掘を目途に

設定し、部内検討会を複数回開催し、進捗管理を行い効率的

に実施した。 

  調査研究業務で得られた成果について、公開調査研究発表

会（令和6年11月26日）を開催して発表するとともに、研究

成果を「食品関係等調査研究報告」を電子ジャーナルとして

取りまとめ、ホームページに掲載（令和7年3月26日）する

等、成果の普及に努めた。 

 【特筆事項等について（創意工夫等）】  

大学発のスタートアップ企業と受託調査分析契約を締結し、

当該企業が開発する新たな分析法の実用化に向けた試験計画に

ついての助言や、共同試験に 3 試験所が参画し、室間妥当性検

証試験を行った。FAMICが有する分析法開発のノウハウを企業と

共有し、試験から得られた問題点のフィードバック等を通じ

て、新たな分析法の実用化を進めることができた。また、企業

が有する遺伝子解析分野の先端技術に関する知見を習得するこ

とで、職員の遺伝子解析分野における技術力を向上できたほ

か、得られた知見を食品表示監視業務で用いる分析法の開発に応

用することができた。 

また、この業務は、企業からの受託による自己収入を得て実

施しており、さらには令和７年度も、引き続き自己収入の獲得

機会を確保した。 

課題数を満たすとともに、外

部有識者から成る委員会から

適切に実施されたとの評価を

受けており、目標の水準を満

たしている。 

さらに、受託調査分析によ

り自己収入を得て、新たな検

査法開発に貢献しつつ、最新

の遺伝子解析技術に関する知

見を獲得し、自らの分析法開

発に応用するなど、計画にお

ける初期の目標を上回る成果

が得られていると認められ

る。 

部有識者を含めた委員会

においてＡ評価7課題、

Ｂ評価6課題の評価を得

ている。 

  また、企業との受託調

査分析契約を締結し、

FAMIC が持つ分析法開発

のノウハウ等を活かしな

がら、新たな検査法開発

に貢献しつつ、最新の遺

伝子解析技術に関する知

見を得ることで、自らの

分析法開発に応用してい

る。加えて、FAMIC の課

題である自己収入の確保

にも貢献していることか

ら、目標の水準を上回る

成果が得られていると認

められる。（評定：Ａ） 

 
４．その他参考情報 
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様式３－１－４－１ 独立行政法人農林水産消費安全技術センター 令和６年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

第１－２－(２) 日本農林規格、農林水産物及び食品の輸出促進等に関する業務 

業務に関連する政

策・施策 

 当該事業実施に

係る根拠 

センター法第10条第1項第1号、第2号、第3号、第4号及び第5号並びに第2項第1号及び第3号 

JAS法 

農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律（令和元年法律第57号。以下「輸出促進法」という。） 

当該項目の重要度、

困難度 

【重要度：高】 

② JASの制定等に係る業務 

③ 農林水産消費安全技術センター認定制度に基づく認定業務 

④ 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する業務 

関連する政策評

価・行政事業レ

ビュー 

政策評価書：事前分析表農林水産省６-④ 

行政事業レビューシート予算事業ID：003181 

 
２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度  ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 

① 農林水産省からの緊急命令等業

務 

実施率 100％(報告件数/

要請件数) 

実績なし 実績なし 100％ 

(1/1) 

実績なし 実績なし 予算額(千円) 1,041,442 1,057,424 1,029,952 1,010,611 1,084,000 

決算額(千円) 1,051,889 1,039,841 922,446 1,042,348 1,087,896 

②ア 日本農林規格に関する業務 

JASの制定等に係る業務(JASの確

認等に関する原案作成) 

実施率 100％（作成又は

検討件数／要請

件数） 

100％ 

(3/3) 

180％ 

(18/10) 

470％ 

(47/10) 

100% 

（71/71） 

100% 

（35/35） 
経常費用(千円) 1,034,510 1,004,022 933,458 1,042,708 1,072,048 

経常利益(千円) 70,927 39,813 72,154 36,883 34,933 

行政コスト(千円) 1,040,814 1,010,240 939,332 1,048,652 1,077,526 

従事人員数 105 103 94 101 101 

②ア 日本農林規格に関する業務 

JASの制定等に係る業務(日本産

品の優位性の発揮につながる原案

(団体等の提案に係るサポート件数

含む。)) 

13件 

 

②イ 日本農林規格に関する業務 

登録認証機関等及び登録試験業

者等に対する調査等の業務(登録

認証機関等の登録及びその更新

の申請に係る調査） 

45業務日以内 

 

100％(標準処理期

間内報告件数/報

告件数) 

新規：100％

（2/2） 

更新：100％

（4/4） 

 

新規：実績

なし 

更新：実績

なし 

新規：100％

（2/2） 

更新：100％

（51/51） 

 

新規：100％

(1/1）  

更新：実績な

し 

新規：100％

（6/6） 

更新：100％

（36/36） 

 

新規：実績な

し  

更新：実績な

し 

新規：100％

（5/5） 

更新：100％

（6/6） 

 

新規：実績な

し   

更新：実績な

し 

新規：100％

（1/1） 

更新：100％

（7/7） 

 

新規：実績

なし   

更新：実績

なし 

 

②イ 日本農林規格に関する業務 

登録認証機関等及び登録試験業

者等に対する調査等の業務(登録

試験業者等の登録及びその更新

の申請に係る調査) 

②ウ(ｱ) 日本農林規格に関する業務 

JAS 法に基づく立入検査等業

務(登録認証機関等) 

3業務日又は30

業務日以内 

100％(標準処理期

間内報告件数/検

査終了件数) 

100% 

(68/68) 

 

100%  

(8/8) 

100% 

(78/78) 

 

100%  

(11/11) 

100% 

(77/77) 

 

100%  

(12/12) 

100% 

(73/73)  

 

100%  

(14/14)  

100% 

(91/91)  

 

100%  

(16/16) 
②ウ(ｲ) 日本農林規格に関する業務 

JAS 法に基づく立入検査等業

務(登録外国認証機関等) 

45業務日以内 

②ウ(ｳ) 日本農林規格に関する業務 

JAS法に基づく立入検査等業務

(登録認証機関等の技術能力確

認調査) 

調査実施率 

 

 

100％(実施件数/計

画件数及び要請件

数) 

 

100% 

(460/460) 

100% 

(431/431) 

 

 

実績なし 

100% 

(419/419) 

 

 

実績なし 

100% 

(325/325)  

 

 

実績なし 

100% 

(308/308)  

 

 

実績なし ②ウ(ｴ) 日本農林規格に関する業務 

JAS法に基づく立入検査等業務

(行政部局要請検査) 

実績なし 



 

46 

②エ 日本農林規格に関する業務 

国際規格に係る業務 

 

国際標準化

活動の実施 

－ 国内委員会

を 1 回 開

催、国際規

格プロジェ

クト 41 件に

参画 (うち

発行済は 19

規格)、国際

会議に 20 回

参加 

国内委員会

を3回開催、

国際規格プ

ロジェクト

26 件に参画 

(うち発行済

は10規格)  

国内委員会を

2 回開催、国

際規格プロジ

ェクト 33 件

に参画 (うち

発行済は 10

規格)  

国内委員会を

4 回開催、国

際規格プロジ

ェクト42件に

参画 (うち発

行済は 10 規

格)  

国内委員会

を3回開催、

国際規格プ

ロジェクト

56 件に参画 

(うち発行済

は8規格) 

③ 認定制度に基づく認定業務(認証

機関又は試験業者の申請に応じて

審査) 

調査実施率 100％(審査件数/申

請受理件数。申請

中の案件を除

く。) 

100％ 

(4/4) 

100％ 

(6/6) 

100％ 

(6/6) 

100％ 

(5/5) 

100％ 

(10/10) 

③ 認定制度に基づく認定業務(国際

相互承認に向けた取組) 

国際相互承認

に向けた取組 

－ 国際相互認

証申請に必

要な認定実

績を確保

し、APACの準

会員となっ

た。 

製品認証分野

（ISO/IEC 

17065）におい

て、APACへ国

際相互承認の

申請手続きを

行った。 

製品認証分野

（ISO/IEC 

17065）におい

て、APAC国際

相互承認審査

を受審した。 

製品認証分野

（ISO/IEC 

17065）におい

て、APAC及び

IAFの国際相互

承認を締結し

た。 

試験所認定分

野（ISO/IEC 

17025）にお

いて、APACへ

国際相互承認

の申請手続き

を行った。 

④ア 農林水産物及び食品の輸出の

促進に関する業務（認定農林水

産物・食品輸出促進団体への協

力業務） 

実施率 100％（実施件数/

要請件数） 

－ － 100％ 

(1/1) 

100% 

(1/1) 

100% 

(1/1) 

④イ 農林水産物及び食品の輸出の

促進に関する業務(登録発行機関

及び登録認定機関の登録及びそ

の更新申請調査) 

調査実施率 100％(調査報告件

数/農林水産大臣

からの調査依頼件

数。調査中の案件

を除く。)  

100％ 

(5/5) 

100％ 

(2/2) 

100％ 

(1/1) 

実績なし 新規：100％

（1/1） 

更新：100％

（5/5） 

 

④ウ(ｱ) 農林水産物及び食品の輸出

の促進に関する業務(登録発行機

関若しくは登録認定機関又はこ

れらの者と関係のある事業者に

対する立入検査) 

検査実施率 100％(検査報告件

数/検査件数及び

要請件数。検査中

の案件を除く。)  

実績なし 100％ 

(6/6） 

 

 

 

実績なし 

100％ 

(14/14） 

 

 

 

実績なし 

100％ 

(14/14） 

 

 

 

実績なし 

100％ 

(4/4） 

 

 

 

実績なし 

 

④ウ(ｲ) 農林水産物及び食品の輸出

の促進に関する業務(行政部局の

要請による調査) 

実績なし 

                    注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

年度目標 事業計画 主な評価指標 
法人の業務実績・自己評価 

主務大臣による評価 
業務実績 自己評価 

(2) 日本農林規格、農林水産物及

び食品の輸出促進等に関する業

務 
JAS法に基づき、農林水産業及

びその関連産業の健全な発展と

一般消費者の利益の保護に寄与

するため、以下のとおりJASの制

定等、登録認証機関等及び登録

試験業者等の調査、JASに係る検

査等業務を行う。 

また、JASの活用が図られるよ

う JAS 制度の普及を行うととも

に、規格に関する専門的知識を有

する人材の育成を進める。 

さらに、国内の農林水産物及び

食品の輸出を更に増大させるた

め、輸出促進法に基づく認定農

林水産物・食品輸出促進団体の

依頼に応じて必要な協力を行う

とともに、登録発行機関及び登

録認定機関の登録に係る調査等業

務を行う。 

(2) 日本農林規格、農林水産物及

び食品の輸出促進等に関する

業務 

 日本農林規格（以下「JAS」

という。）等に関する業務の実

施に当たっては、国際的に広

く用いられている国際標準化

機構が定める枠組みを基本と

して対応し、国際的に通用す

る信頼性の高い認定業務に取

り組むとともに、JAS の制定

等、JAS制度の普及、登録認証

機関等及び登録試験業者等の

調査、JASに係る検査等につい

て創意工夫により改善を図

り、効果的かつ効率的に取り

組むものとする。 

また、国内の農林水産物及び

食品の輸出を更に増大させるた

め、輸出促進法に基づく認定

農林水産物・食品輸出促進団

体の依頼に応じて必要な協力

を行うとともに、登録発行機

関及び登録認定機関の登録に

係る調査等業務を行う。 

＜定量的指標＞ 
○農林水産物等の品

質の改善等に関す

る業務 

中項目の評定

は 、 小 項 目 別

（◇）の評定結果

の積み上げにより

行うものとする。 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

根拠：◇小項目2（項目）×3点（Ａ）＋ 小項目8（項目）×2点（Ｂ）＝22点 

Ｂ：基準点（20）×9/10 ≦ 各小項目の合計点（22）＜基準点（20）×12/10 

＜課題と対応＞ 

引き続き農林水産省の指示に基づき、当該業務を的確に実施する。 

＜業務の評価＞ 

我が国の強みのアピールにつながる日本農林規格（JAS）の原案作成、登録認証機関等に対

する立入検査等により、農林水産・食品分野における標準化政策である JAS 制度の的確な運

用に貢献した。 

FAMIC の知見や技術を生かした創意工夫による主体的な取組として、日本の農林水産物・

食品の輸出拡大に資する戦略的な国際規格の日本提案が承認されるよう民間有識者等と協働

しプレゼンテーションを行い、海外の利害関係者と信頼関係を構築した。これにより、日本

の農林水産物・食品の輸出力の強化が期待できる。さらに、JAS の海外への浸透・定着に向

け ASEAN 諸国との関係強化や国際規格化に向けた各国との協力体制構築の推進、有機同等性

の承認を行うために必要な調査の実施、林産物 JAS に係る接着剤同等性能確認、輸出促進団

体の支援などにより、日本の農林水産物・食品の輸出拡大等に貢献した。 

また、農林水産消費安全技術センター認定制度に基づく認定業務については、APAC事務局

へ試験所認定分野（ISO/IEC 17025）における相互承認の申請を行うとともに、令和9年度まで

の3年計画での相互承認審査員の育成にも着手するなど、相互承認の下での国内認証体制の構

築に向けFAMIC認定センター（JASaff）の国際的信頼性向上への取り組みを進捗させた。 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

11 の小項目のうち実績

のない1項目を除き、Ａが

2 項目、Ｂが 8 項目であ

り、小項目を積み上げた

項目別評定はＢであった

ため。 

※小項目の点数の計算結

果は法人の自己評価と

同じ。 

 具体的には、次のとお

り。 
 

① 農林水産省からの緊急命令等

業務 

 農林水産大臣からセンター法

第 12 条の規定に基づき調査、分

析又は検査を緊急に実施するよ

う命令があった場合その他緊急

に要請があった場合には、最優

先で組織的に取り組み、必要な

調査、分析又は検査を実施し、

その結果を速やかに報告する。 

① 農林水産省からの緊急命令

等業務 

 農林水産大臣からセンター法

第12条の規定に基づき調査、分

析又は検査を緊急に実施するよ

う命令があった場合その他緊急

に対応すべき課題が生じた場合

は、他の業務に優先して、調

査、分析又は検査を実施し、そ

の結果を速やかに農林水産省に

報告する。 

＜定量的指標＞ 

◇実施率：100％（報

告件数/要請件数） 

＜主要な業務実績＞ 
① 該当する事案はなかった。 

＜評定と根拠＞ 
評定：－ 

根拠：実績がないため評価

せず。 

① 農林水産省からの緊

急命令業務について、

実績がないため評価せ

ず。（評定：－） 

② 日本農林規格に関する業務 

ア JASの制定等に係る業務 

JAS の制定等については、農

林水産省のほか、様々な関係

機関とのネットワークを活

用・連携して、規格のニー

ズ・シーズを探索し、規格化

の可能性のあるものは、国際

② 日本農林規格に関する業務 

ア JASの制定等に係る業務 

(ｱ) JASの制定等については、

農林水産省のほか、様々な

関係機関とのネットワーク

を活用・連携して、規格の

ニーズ・シーズを探索し、

規格化の可能性のあるもの

＜定量的指標＞ 

◇我が国の強みのア

ピールにつながる

新たな規格の原案

及び既存規格見直し

による原案の作成

又は検討（団体等

の提案に係るサポ

＜主要な業務実績＞ 

②  日本農林規格に関する業務 

ア JASの制定等に係る業務 

(ｱ) 我が国の強みのアピールにつながる新たな JAS の原案作成に

ついて、広範囲に所在する関係者との連絡、調整等を緊密に実

施し、ニーズ・シーズの探索を効率的かつ効果的に実施し

た。その結果、新たな規格13件（うち、サポート10件）、既

存規格の見直し22件（うち、サポート12件）について、原案

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 
根拠：新たな規格の原案及

び既存規格見直しによる原

案作成又は検討件数の達成

率は 100％（35/35）であ

る。 

また、EU との有機同等性

②ア JASの制定等に係る

業務について、35件実

施し、原案作成実施率

は100％である。 

また、オンラインセ

ミナーの開催、展示会

への出展、動画の掲載

など、多様な取組を通
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化を見据えて規格原案の作成

を行う。その際、国際的に活

用する規格にあっては、必要

に応じて日英両語で作成す

る。 

は、国際化も見据えて原案

の作成を行う。 

ート件数を含む）

実施率：100％（作

成又は検討件数／

要請件数） 

の作成若しくは検討又は団体等の提案に係るサポートを実施し

た。 

また、団体等の提案に係るサポート等に加えて、農林水産

省における日本農林規格調査会（JAS 調査会）の審議のための

資料・想定問の作成、JAS 調査会での質疑応答、JAS 及び関連

告示の制定・改正案の作成等、官報掲載までのフォローアッ

プを的確に行った。 

【処理率100％：規格（35/35）】 

承認に関して、有機畜産物

及びその加工食品を対象と

した範囲の拡大と、有機加

工食品の原料原産地の制限

撤廃を実現できたことによ

り、今後、日本と有機同等

性がない国の有機 JAS 製品

を原材料とする有機加工食

品及び畜産物並びに畜産物

を原料に含む有機加工食品

についても有機同等性を利

用したEUへの輸出が可能と

なり、これによりEUへの輸

出拡大が期待される。 

このことは、農林水産省

の施策である農林水産業・

食品産業の競争力・輸出力

の強化に大きく貢献するも

のであり、事業計画におけ

る所期の目標を上回る成果

が得られている。 

 

 

じて、JAS制度及び新た

に制定されたJAS等の

国内外への普及啓発を

推進している。 

さらに、農林水産省

とEUとの有機同等性承

認に関して、FAMICでは

EUと日本の有機制度の

相違点の調査、EUによ

る審査の際の質問対

応、農林水産省が進め

る二国間協議のサポー

トとしてWeb会議への

参加などに取組んだ結

果、有機畜産物及びそ

の加工食品を対象とす

る範囲の拡大と、有機

加工食品の原料原産地

の制限の撤廃が実現

し、今後、日本と有機

同等性がない国の有機

JAS製品を原材料とする

有機加工食品や畜産

物、さらには畜産物を

原料に含む有機加工食

品のEU輸出が可能とな

った。 

この成果は、農林水

産省の施策である農林

水産業・食品産業の競

争力・輸出力の強化に

大きく貢献するもので

あり、事業計画におけ

る所期の目標を上回る

成果が得られていると

認められる。（評定：

Ａ） 

 また、事業者団体等から提案

される規格案について、積極的

にサポートし、規格化を推進す

るとともに、JAS の確認等を行

う。 

 さらに、国際規格や技術の動

向等を含め、JASの制定等及び有

機認証制度の同等性協議に係る調

査等JAS制度の運用に資するため

の調査等を積極的かつ効率的に

行う。 

 加えて、JAS制度、新たに制定

されたJAS等について、事業者等

に対する説明会等を通じ、国内

外への普及啓発を推進する。 

【重要度：高】 

規格・認証は、商取引を効率化・

円滑化するツールとして、サプライ

ヤーは品質管理基準として、バイヤ

ーは調達基準として活用され、特

に、海外取引では、価値観・文化・

商習慣が異なる者同士が取引を円滑

に行えるよう、必要な情報や信頼を

担保していることから、農林水産

業・食品産業の競争力・輸出力の強

化に向けて、事業者や産地からの提

案により、我が国の強みのアピール

につながる多様な JAS の制定が重要

である。 

②のアの業務は、上記の実現に主

要な役割を果たすことから、重要度

が高い。 

 また、事業者団体等から提

案される規格案について、積

極的にサポートし、規格化を

推進する。 

 

(ｲ) 国際規格や技術の動向等

を含め、JAS の制定等及び有

機認証制度の同等性協議に

係る調査等JAS制度の運用に

資するための調査等を積極

的かつ効率的に行い、新た

なJASの原案作成等に活用す

る。 

 

(ｳ) JAS 制度、新たに制定され

た JAS等について、国内外へ

の普及啓発を推進するため、

事業者等に対する説明会等を

実施する。 

 
(ｲ) 事業者団体等による創意工夫を生かした JAS の活用が図られ

るよう、新たな JAS の提案促進のためのオンラインセミナー等

を実施した。 

オンラインセミナーでは、制定されたJASのプロジェクトメ

ンバーによる具体的な体験等の説明、JAS提案の事例紹介、JAS

開発の手順、原案作成のための支援事業の説明など、農林水

産省と連携し、効果的な普及や関係者の標準化に対する関心

が高まる工夫を行った。  

展示会では、幅広い事業者に対する普及のため、JAS 提案に

関する出展をした。 

これらによって、農林水産・食品分野の標準化の意義やビ

ジネスツールとしてのJASの活用意識の醸成を図った。 

さらに、FAMIC ホームページ及び動画投稿サイトに標準化や

JAS 申出に関する動画、試験方法等規格解説動画を掲載した。

あわせて、海外でのJASの普及・展開を促すため錦鯉、チルド

ハンバーグステーキなど7規格の英文翻訳をホームページに掲

載するとともに、ASEAN 人材育成プロジェクトの食品分析講座

においては、2か国の学生、政府・企業関係者に対して試験方

法 JAS を普及するための講義を行った。ASEAN プロジェクトで

は、新型コロナ感染症拡大後においては初めて現地に赴いて

の講義・実習を行い、JAS への興味の増加と理解の向上、ま

た、現地人材育成に貢献した。 

このほか、次のとおりASEAN事業での有機JAS制度に関する

講義へ講師を派遣した。 

○有機JASに関連するワークショップ 

タイ カセサート大学（現地派遣） 

○有機JASに関するフードバリューチェーン講座 

カンボジア 王立農業大学（Web参加） 

インドネシア ボゴール農科大学（WEB参加) 

  

(ｳ) 農林水産省が有機食品の輸出拡大のために、有機JAS認証制

度との同等性（有機同等性）承認を得るための二国間交渉を

検討している輸出先国（地域を含む。）に関して、当該国の

有機制度の調査、有機 JAS 制度との相違点の調査等を実施し

た。 

これまで、EU との有機同等性に関して、有機畜産物及びそ

の加工食品は有機同等性の範囲外であった。さらに、有機加

工食品の原料について、日本産又は日本が同等性を認めた国

若しくは地域の原料を使用しなければならない制限があるこ

とで、EU への同等性を利用した輸出に制限が課されていた
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が、有機畜産物及び畜産物を含む有機加工食品への対象範囲

の拡大と、有機加工食品の原料原産地の制限撤廃が実現し

た。 

 

(ｴ) 年度目標で指示された業務のほか、JAS 制度の運営に貢献す

るため、林産物に用いる接着剤の同等性能確認のスキームにお

いて、15件の接着剤についてJASに規定された接着剤と同等以

上の性能であることを確認し結果を公表した。 

イ 登録認証機関等及び登録試験

業者等に対する調査等の業務 

 

(ｱ) 登録認証機関等の登録及び

その更新の申請に係る調査 

登録認証機関及び登録外国

認証機関（以下「登録認証機

関等」という。）の登録及びそ

の更新の申請に係る調査は、

JAS法第14条第2項（JAS法第

17条第2項において準用する場

合を含む。）に基づく農林水産

大臣の指示に従い、ISO/IEC 

17011 に基づいて行い、その結

果を申請書類の受付から 45 業

務日以内に農林水産大臣に報

告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｲ) 登録試験業者等の登録及び

その更新の申請に係る調査 

登録試験業者及び登録外国

試験業者の登録及びその更新

の申請に係る調査は、JAS 法第

43条第2項（JAS法第45条第2

項において準用する場合を含

む。）に基づく農林水産大臣の

指示に従い、ISO/IEC 17011に基

づいて行い、その結果を申請

書類の受付から 45 業務日以内

に農林水産大臣に報告する。 

イ 登録認証機関等及び登録試

験業者等に対する調査等の業

務 

(ｱ) 登録認証機関等の登録及び

その更新の申請に係る調査に

ついては、次の取組を行う。 

 

・登録認証機関及び登録外国

認証機関（以下「登録認証

機関等」という。）の登録及

びその更新の申請に係る調

査は、日本農林規格等に関

する法律（昭和25年法律第

175 号。以下「JAS 法」とい

う。）第14条第2項（JAS法

第17条第2項において準用

する場合を含む。）に基づく

農林水産大臣の指示に従

い、ISO/IEC 17011 に基づい

て行い、申請書類の受付か

ら45業務日以内に調査結果

を農林水産大臣に報告す

る。 

 

・調査の結果、登録認証機関

等の登録基準への適合性が

確認されない場合は、農林

水産省へ報告する。 

 

(ｲ) 登録試験業者及び登録外国

試験業者（以下「登録試験業

者等」という。）の登録及び

その更新の申請に係る調査に

ついては、次の取組を行う。 

・登録試験業者等の登録及び

その更新の申請に係る調査

は、JAS 法第 43 条第 2 項

（JAS 法第 45条第 2項にお

いて準用する場合を含む。）

に基づく農林水産大臣の指

＜定量的指標＞ 

◇標準処理期間内の

処理率：100%（標

準処理期間内報告

件数／報告件数） 

ただし、調査の

過程で申請者に対

し資料の記載内容

の確認、追加提出

等を請求した場合

において、申請者

からそれらの確

認、提出等が行わ

れるまでに要した

期間は処理期間に

含めない。 

＜主要な業務実績＞ 

イ 登録認証機関等及び登録試験業者等に対する調査等の業務 

JAS法第14条第2項（JAS法第17条第2項において準用する場

合を含む。）に基づく登録認証機関及び登録外国認証機関（以下

「登録認証機関等」という。）の登録及びその更新の申請に係る

調査については、農林水産大臣の指示に従い「ISO/IEC 17011 適合

性評価－適合性評価機関の認定を行う機関に対する一般要求事

項」に基づき、次の取組を行った。 

(ｱ)  登録認証機関等の登録における調査1件及び登録の更新時にお

ける調査 7件について、業務の進行管理を適切に行い全て 45業

務日以内に農林水産大臣へ調査結果を報告した。 

  なお、農林水産省から依頼された登録認証機関等の業務規程

等の変更の届出に関する調査を行い、令和6年度に調査が終了し

た166件を報告した。 

（表1-2-(2)-1参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査の結果、登録認証機関等の登録基準への適合性が確認さ

れない案件はなかった。 

 

 

 

(ｲ) JAS法第43条第2項（JAS法第45条第2項において準用する場

合を含む。）に基づく登録試験業者及び登録外国試験業者の登録

及びその更新の申請に係る調査について、該当する事案はなかっ

た。 

なお、農林水産省から依頼された登録試験業者の業務規程等の

変更届出に関する調査を行い、令和 6 年度に調査が終了した 1 件

を報告した。 

(表1-2-(2)-1参照) 

【処理率 100％（8/8((新規 1＋更新 7)(イ(ｱ))+(新規 0＋更新 0)(イ

(ｲ))】 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

根拠：標準処理期間内（45

業務日以内）の処理率は

100％であり、計画における

所期の目標を達成してい

る。 

②イ 登録認証機関等に

対する調査等の業務に

ついて、登録における

調査1件及び登録の更新

時における調査7件を実

施し、標準処理期間内

の処理率は 100％であ

り、事業計画における所

期の目標を達成している

と認められる。（評定：

Ｂ） 
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示に従い、ISO/IEC 17011 に

基づいて行い、申請書類の

受付から45業務日以内に調

査結果を農林水産大臣に報

告する。 

 

・調査の結果、登録試験業者

等の登録基準への適合性が

確認されない場合は、農林

水産省へ報告する。 

ウ JAS 法に基づく立入検査等業

務 

JAS 法に基づく立入検査等につ

いて、次の取組を行う。 

 

(ｱ) 登録認証機関及び認証事業者

並びに登録試験業者に対する

立入検査 

JAS法第66条第1項から第5

項までの規定に基づく立入検査

については、農林水産大臣の指

示に従い実施するとともに、立

入検査が終了した翌日から 30

業務日以内に結果を取りまと

め、農林水産大臣に報告する。

ただし、JAS 法令に違反してい

る疑いがある等の情報に基づく

立入検査を行う場合は、その結

果を3業務日以内に報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｲ) 登録外国認証機関及び登録外

国試験業者に対する検査 

JAS法第35条第2項第6号及

び第55条第1項第5号の規定に

基づく検査については、農林水

産大臣の指示に従い実施すると

ともに、検査が終了した翌日か

ら 45 業務日以内に結果を取り

まとめ、農林水産大臣に報告す

る。 

ウ JAS 法に基づく立入検査等業

務 

JAS 法に基づく立入検査等に

ついては、次の取組を行う。 

 

(ｱ) 登録認証機関及び認証事業

者並びに登録試験業者に対す

る立入検査 

JAS法第66条第1項から第5

項までの規定に基づく立入検

査等については、農林水産大

臣の指示に従い、立入検査が

終了した翌日から 30業務日以

内に結果を取りまとめ、農林

水産大臣に報告する。ただ

し、JAS法令に違反している疑

いがある等の情報に基づく立

入検査を行う場合は、立入検

査が終了した翌日から 3 業務

日以内に結果を報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｲ) 登録外国認証機関及び登録

外国試験業者に対する検査 

JAS法第35条第2項第6号及

び第55号第1項第5号の規定

に基づく検査については、農

林水産大臣の指示に従い実施

するとともに、検査が終了し

た翌日から45業務日以内に結

果を取りまとめ、農林水産大

臣に報告する。 

＜定量的指標＞ 

◇標準処理期間内の

処理率：100%（標

準処理期間内報告

件数／検査終了件

数） 

＜主要な業務実績＞ 

ウ JAS法に基づく立入検査等業務 

JAS法第66条第1項から第5項までの規定に基づく立入検査等

については、農林水産大臣の指示に従い(ｱ)及び(ｲ)のとおり適切

に実施した。 

(ｱ) 登録認証機関及び認証事業者並びに登録試験業者に対する立入

検査 

a 登録認証機関及び登録試験業者の認証業務の確認を強化する

ため、77機関に対する立入検査に着手し、86機関（前年度か

らの継続案件11件を含む。）の立入検査が令和6年度内に終

了し、終了した翌日から30業務日以内に結果を取りまとめ、

全て標準処理期間内に農林水産大臣に報告した。 

    なお、当該立入検査は、①事業所調査（登録認証機関及び

登録試験業者の事業所で行う調査）、②製品検査施設調査

（製品検査を実施する登録認証機関の製品検査施設で行う調

査）、③立会調査（認証業務の現場に立ち会って行う調査）

により行い、登録認証機関の登録の区分、認証事業者数等に

応じて必要な調査を次のとおり実施した。 

① 事業所調査：69件 

② 製品検査施設調査：42件 

③ 立会調査：178件 

 

b JAS法令に違反している疑いがある等の情報に基づく立入検

査を3件実施し、3業務日以内に農林水産大臣に報告した。 

  また、有機資材リスト掲載機関に対する立入検査を2件実

施し、30業務日以内に農林水産大臣に報告した。 

（表1-2-(2)-2参照） 

 

(ｲ) 登録外国認証機関及び登録外国試験業者に対する検査  
JAS法第35条第2項第6号及び第55条第1項第5号の規定に

基づく検査については、農林水産大臣の指示に従い次のとおり

適切に実施した。 

   登録外国認証機関の認証業務が適切に実施されていることを

確認するための検査を18機関に対して着手し、16機関の検査が

令和 6年度内に終了し、終了した翌日から 45業務日以内に結果

を取りまとめ、全て標準処理期間内に農林水産大臣に報告し

た。 

なお、検査は、①事業所調査、②製品検査施設調査（外部委

託された製品検査施設の調査を除く。）により行い、登録外国

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

根拠：標準処理期間内の処

理率は 100％であり、計画

における所期の目標を達成

している。 

②ウ(ｱ)(ｲ) JAS 法に基づ

く立入検査等につい

て、107 件実施し、標準

処理期間内の処理率は

100％であることから、

事業計画における所期

の目標を達成している

と認められる。（評定：

Ｂ） 



 

51 

認証機関の登録の区分、認証事業者数等に応じて必要な調査を

次のとおり実施した。 

 

① 事業所調査：17件（前年度からの継続案件はない。） 

② 製品検査施設調査：6件 

（表1-2-(2)-3参照） 

【処理率100％（107/107(86ウ(ｱ)a＋5ウ(ｱ)b+16ウ(ｲ)）】 

(ｳ) 登録認証機関等の技術的能

力等の確認調査 

登録認証機関等の技術的能

力等を確認するために、認証

事業者及び格付の表示が付さ

れた製品の調査を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｴ) 行政部局の要請による調査

については、適正に実施し、

調査終了後は調査結果を取り

まとめ、要請者に対し報告す

る。 

(ｳ) 登録認証機関等の技術的能

力等の確認調査 

登録認証機関等の技術的能

力等を確認するために、認証

事業者及び格付の表示が付さ

れた製品の調査を行う。この

調査は、過去の調査結果等を

勘案して実施計画を定めて実

施する。このため、本部と地

域センターにおける調査業務

の配分を行う。 

また、この調査は、登録認

証機関等の技術的能力等の確

認を行うための立入検査に活

用するため、次の調査によっ

て実施する。 

・認証事業者に対する調査

は、各登録認証機関の認証

事業者数、過去の調査の結

果等を勘案して実施する。 

・格付の表示が付された製品

の調査は、市場に流通する

JAS 製品を買い上げ、JAS へ

の適合性を判断するための

検査を行う。その対象品目

の選定に当たっては、これ

までの製品調査の結果及び

JASの確認等業務への活用を

考慮する。 

 

(ｴ) 行政部局の要請による調査

については、適正に実施し、

調査終了後は調査結果を取り

まとめ、要請者に対し報告す

る。 

＜定量的指標＞ 

◇調査実施率：100％

（実施件数／計画件

数及び要請件数） 

＜主要な業務実績＞ 

(ｳ)  登録認証機関等の技術的能力等を確認し、立入検査に活用す

るために、合計308件の認証事業者を直接訪問して行う調査（以

下「現地調査」という。）及び市場に流通する JAS 製品の調査

（以下「製品調査」という。）を行った。 

【実施率100％（308/308）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ 登録認証機関等の認証業務の確認を強化するため、各登録認

証機関の調査員数、認証事業者数、過去の調査の結果等を勘案

して、現地調査30件を実施した。 

（表1-2-(2)-4参照） 

 

ｂ 登録認証機関等の認証業務が適切に実施されていることを確

認するため、これまでの製品調査の結果等を勘案して、製品調

査278件を実施した。 

（表1-2-(2)-4参照） 

 

 

 

(ｴ) 該当する事案はなかった。 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

根拠：調査実施率は 100％

であり、計画における所期

の目標を達成している。 

②ウ(ｳ) 技術的能力等を

確認するための調査

（現地調査及び製品調

査）について、308 件実

施し、実施率は 100％で

あることから、事業計

画における所期の目標

を達成していると認め

られる。（評定：Ｂ） 

エ 国際規格に係る業務 

 国際規格に係る業務について、

国際標準化機構（ISO）が制定等す

る国際規格へ国内意見を反映させ

るため国際標準化機構（ISO）の食

エ 国際規格に係る業務 

 国際規格に係る業務につい

て、国際規格に我が国の意見を

反映させるため、国際標準化機

構（ISO）の食品専門委員会（TC

＜定性的指標＞ 

◇国際標準化活動の

実施 

＜主要な業務実績＞ 

エ 国際規格に我が国の意見を反映させるため、国際標準化機構

（ISO）の食品専門委員会（TC34）、官能分析分科委員会

（TC34/SC12）、分子生物指標の分析に係る横断的手法分科委員

会（TC34/SC16）、食品安全のためのマネジメントシステム分科

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

根拠：計画のとおり国内審

議団体として、外部有識者

等から成る委員会を設置し

②エ 国際標準化機構の

食品専門委員会等の国

内審議団体として、外

部有識者等からなる委

員会を設置し国内の意
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品専門委員会（TC34）、官能分析分

科委員会（TC34/SC12）、分子生物指

標の分析に係る横断的手法分科委

員会（TC34/SC16）、食品安全のため

のマネジメントシステム分科委員

会（TC34/SC17）、合板分科委員会

（TC89/SC3）及び木材専門委員会

（TC218）の国内審議団体として、

国内の意見集約（関連する専門委

員会等からの意見照会等への対応

を含む。）、JASと国際規格との連

動も見据えた情報の収集・提供

等、国際標準作成に関する活動を

行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 また、JASと国際規格との連動

に係る活動については、国際会議

に規格を提案するため、研究機関

や民間の有識者と連携を強化する

とともに、日本産品を輸出する際

のニーズの把握等必要な調査を行

う。 

 

 

 

加えて、国際規格化の対応を円

滑に進めるために、国際会議の議

論に積極的に貢献する。その際、

有識者とともに職員が作戦作りか

ら参加して対応力の向上に努め

る。 

34（うちWG26等の作業グループ

に係る活動））及び傘下の分科

委員会（TC34/SC12、TC34/SC16、T

C34/SC17）、並びに合板分科委

員会（TC89/SC3）及び木材専門

委員会（TC218）の国内審議団体

として次の国際標準作成に関す

る活動を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

(ｱ) 必要に応じて外部有識者

等から成る委員会を設置し、

国内の意見集約（関連する専

門委員会等からの意見照会等

への対応を含む。）、JAS と

国際規格との連動も見据えた

情報の収集・提供等を行う。 

 

 

 

 

 

(ｲ) 国際会議への規格の提案

に必要となる研究機関や民間

の有識者と上記(ｱ)の委員会等

を通じて連携の強化を図る。

また、日本産品を輸出する際

のニーズの把握等必要な調査

を行う。 

 

 

 

 

(ｳ) 国内意見の反映に努めるた

め、必要に応じて、国際会議

に職員等を派遣する。なお、

JAS と国際規格との連動に係る

活動については、国際化の対

応を円滑に進めるため国際会

議の議論に積極的に貢献す

る。その際、有識者とともに

職員が作戦作りから参加して

対応力の向上に努める。 

委員会（TC34/SC17）、木質パネル専門委員会/合板分科委員会

（TC89/SC3）及び木材専門委員会（TC218）の国内審議団体として

次の国際標準作成に関する活動を行うとともに、国際規格の検

討状況を把握するため、木質構造専門委員会（TC165）に出席し

た。 

また、日本の事業者の輸出環境の整備に向けて、肉、魚等に

関する国際標準を提案、議論できる体制を整えるため、新たに

食肉、家きん、魚、卵及びそれらの製品分科委員会（TC34/SC6）

の国内審議団体を引き受けるとともに、規格開発の国内専門家

登録並びに新規規格開発の提案権及び規格開発における投票権

獲得のためPメンバーに参加地位変更を行った。 

さらに、他国提案規格に対しても我が国の意見を反映させる

ため、国内審議団体として次の国際標準作成に関する活動を行

った。 

 

(ｱ) 関係するTC、SCにおける国際規格策定案件に対応するため、

外部有識者等から成る国内対策委員会等を設置し、メール等に

より、JAS を踏まえた国際規格への提案を見据えた国内の意見集

約、情報の収集等を実施した。国際会議への参加等に当たり、

国際規格案や国際会議の対応方針を検討するため、食品専門委

員会（TC34）及び分子生物指標の分析に係る横断的手法分科委員

会（TC34/SC16）に対応する国内対策委員会等をそれぞれ1回開催

した。 

また、新たに立ち上げた食肉、家きん、魚、卵及びそれらの

製品分科委員会（TC34/SC6）に対応する国内対策委員会を1回開

催した。 

   

(ｲ) 「生鮮食品等の機能性成分に関する規格」の国際規格化を目指

し、研究機関や民間有識者から構成される外部機関主催の有識

者グループ会合に参画し、規格素案を作成するなど活動を推進

した。 

このほか、日本提案を行った「災害食の品質要求事項」につ

いては、WDステージが終了し、CDステージに進んだ。 

さらに、「魚類の鮮度（K 値）試験方法」については、TC34/SC6

参加国等の専門家に対してプレゼンテーションを実施するととも

に、研究機関等と協力して規格案を作成する等、国際規格の提案

及び開発に向けた活動に大きく貢献した。 

 

(ｳ) 国際規格案件ごとの重要度や検討状況等を踏まえ、外部有識者

等の専門家及びFAMIC職員を選定の上、次のとおり国際会議（Web

会議を含む。）へ派遣した。 

 （ ）内はFAMIC職員派遣数。 

 

〔TC34/WG24〕定量核磁気共鳴分光法：1回派遣/1回開催（2名） 

〔TC34/WG25〕災害食：5回派遣/5回開催（延べ14名） 

〔TC34/WG26〕植物性食品：2回派遣/2回開催（延べ5名） 

〔TC34/WG27〕職業的農業者組織：1回派遣/1回開催（1名） 

〔TC34/WG28〕パン用生酵母及び乾燥酵母の特性：2 回派遣/2 回

開催（延べ4名） 

〔TC34/WG29〕野菜及び藻類タンパク：3 回派遣/4 回開催（延べ

国内の意見を集約、JASと

国際規格との連動を見据え

JASに関連する ISO の規格

策定のプロジェクトに参

画、国内意見の反映に努め

るため国際会議に職員等を

派遣するなどの活動を実施

した。 

  

さらに、新たにTC34/SC6

の国内審議団体を引受け、

Pメンバーとなり新規の規

格提案に向けて国内の体制

整備を行うとともに、TC34/ 

SC6参加国等の専門家に対

してK値に関するプレゼン

テーションを実施すること

により国外での環境整備を

行った。これらのことは輸

出重点品目である肉、魚等

に関する国際標準化に対し

て大きく貢献しており、目

標の水準を上回る成果が得

られている。 

見を集約、JAS と国際規

格との連動を見据え JAS

に関連するISOの規格策

定のプロジェクトに参

画、国内意見の反映に

努めるため国際会議に

職員等を派遣するなど

の活動を実施してい

る。 

また、輸出促進の体

制整備として、新たに

TC34/SC6 の国内審議団

体を引き受け、新規の

規格提案に向けた国内

体制の整備を行った。 

さらに、TC34/SC6 参

加国等の専門家を参集

して会議を開催し、

「魚の鮮度（K値）試験

方法」に関する規格の

提案内容や標準化の意

義についてプレゼンテ

ーションを行い、ISOに

新規提案した際に海外

の専門家から賛同を得

られやすい環境を整備

している。 

これらの取組は、輸

出重点品目である肉、

魚等の輸出体制の整備

に大きく貢献してお

り、目標の水準を上回

る成果が得られている

と認められる。（評

定：Ａ） 
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7名） 

〔TC34/WG30〕細胞培養及び細胞食品技術製品：1 回派遣/1 回開

催（2名） 

〔TC34/AHG1〕酢の分類：1回派遣/1回開催（2名） 

〔TC34/SC6/WG20〕食肉処理の作業手順：2 回派遣/2 回開催（延

べ4名） 

〔TC34/SC6/WG23〕添加物の定量：1回派遣/1回開催（2名） 

〔TC34/SC6/WG24〕汚染物質の定量：1回派遣/1回開催（2名） 

〔TC34/SC6/WG28〕残留農薬及び動物用医薬品の定量：1 回派遣

/1回開催（2名） 

〔TC34/SC16総会〕1回派遣/1回開催（4名） 

〔TC34/SC16/WG14〕遺伝子組換え体の検出と定量化：1回派遣/3回

開催（2名） 

〔TC34/SC17総会〕1回派遣/1回開催(1名)  

〔TC34/SC17/WG11〕前提条件プログラム：2 回派遣/2 回開催（延べ 2

名） 

〔TC34/SC17/WG8〕ISO22000改訂：6回派遣/6回開催（延べ4名） 

 

国際規格の検討状況を把握するため、外部有識者等の専門家

及び FAMIC 職員を選定の上、次のとおり国際会議（FAMIC 以外の

機関が国内審議団体。Web会議を含む。）へ派遣した。 

（ ）内はFAMIC職員派遣数。 

 

〔TC165総会〕1回派遣/1回開催（3名） 

〔TC165/WG2〕構造用接着木材製品：1回派遣/1回開催（3名） 

〔TC165/WG7〕接合とアッセンブリー：1回派遣/1回開催（1名） 

〔TC165/WG10〕基準強度：1回派遣/1回開催（3名） 

〔TC165/WG11〕製材等級区分：1回派遣/1回開催（3名） 

〔TC165/WG12〕竹の構造的利用：1回派遣/1回開催（3名） 

 

 また、国際食品規格の策定等を行うコーデックス食品規格委

員会関連の国内会議に 8 回出席し、総会、各部会等で検討され

ている食品規格の分析法、検討状況等の情報を収集、整理する

とともに、その結果をグループウェアに掲載し、関係部署と情

報共有した。 

 JASの国際化に対応する人材育成として、国際会議における作

戦作りを含めた会議の進め方や、国際会議にも必要な知見であ

る国際規格に関する専門的知識を習得するため、経済産業省、

農林水産省及び民間機関が主催するISO等標準化に関する研修等

に参加した。 

 

【特筆事項等について（創意工夫等）】  

日本の農林水産物・食品の輸出力強化は重要な課題であり、海

外との取引を円滑に進めるためには、日本の事業者にとって有利

に働く輸出環境の整備が望まれる。特に牛肉、豚肉、鶏肉、ぶ

り、たいなどは輸出拡大実行戦略に基づく輸出重点品目に選定さ

れ、輸出促進の体制整備が求められている。 

また、海外において和食が注目されている中で、日本では魚の

鮮度を保持する方法として「活〆」が行われているが、海外で

は、「活〆」は魚体に傷があるという理由で正当に評価されない

ことから、日本の鮮度保持技術を科学的に示せる「魚の鮮度（K
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値）試験方法」を国際標準化することが有効と考えられる。 

これらのことから、肉、魚等に関する国際標準を提案、議論で

きる体制を整えるため、肉、魚等に関するISO規格開発を行ってい

るTC34/SC6の国内審議団体を引き受けた。また、規格開発の国内専

門家登録並びに新規規格開発の提案及び規格開発における投票権

獲得のためTC34/SC6の参加地位をOメンバーからPメンバーに変更

した。 

さらに、国内の研究機関等と協力し、TC34/SC6参加国等の専門家

を参集して会議を開催し、「魚の鮮度（K値）試験方法」の提案内

容や標準化の意義に関するプレゼンテーションにより、積極的な

理解促進に取り組み、信頼関係を構築するとともに、研究機関等

と協力して「魚の鮮度（K 値）試験方法」の ISO 規格案を作成し

た。 

これらにより、今後、肉、魚等に関する国際標準を提案するこ

とが可能になったことに加え、「魚の鮮度（K 値）試験方法」を

ISO に新規提案した際に海外の専門家から賛同を得られやすい環境

を整備した。 

③ 農林水産消費安全技術センタ

ー認定制度に基づく認定業務 

 
 農林水産消費安全技術センタ

ー認定制度に基づき、認証機関又

は試験業者の申請に応じて審査を

実施する。 

また、新規認定分野の探索のた

め、関係機関等からの認定ニーズ

の情報等を活用し、認証スキーム

オーナーや試験業者に対し認定業

務についての啓発を行う。 

③ 農林水産消費安全技術セン

ター認定制度に基づく認定業

務 

ア 認証機関又は試験業者の認

定 
  農林水産消費安全技術センタ

ー認定制度に基づき、認証機関

又は試験業者の申請に応じて審

査を実施する。また、新規認定

分野の探索のため、関係機関等か

らの認定ニーズの情報等を活用

し、認証スキームオーナーや試

験業者に対し認定業務について

の啓発を行う。 

 認定業務の実施にあたって

は、ISO/IEC 17011に基づいて申

請者の技術的能力等の評価を行

い、申請に係る必要事項が満た

された書類が到着した日の翌日

から90業務日以内に認定の可否

を申請者へ通知する。 

＜定量的指標＞ 
◇調査実施率：100％

（審査件数/申請受

理件数。審査中の

案件を除く。） 

＜主要な業務実績＞ 

③農林水産消費安全技術センター認定制度に基づく認定業務 

 

 

ア 製品認証の認証機関においては、新規及び更新の申請で3件、認

定維持（サーベイランス）では1件について、ISO/IEC 17011に基づ

き、立会いや事業所での審査を適切かつ迅速に行った。 

一方、試験業者においては新規及び更新の申請で 3 件、認定維持

（サーベイランス）では3件について、ISO/IEC 17011に基づき、審査

を実施し、適切かつ迅速に認定等を行った。加えて、新たな顧客獲

得のため、申請を検討する認証スキームオーナーや試験業者等に対

し啓発を行い、新規申請に結びつく4件の申請相談を受けた。 

また、すべての新規及び更新の申請並びに認定維持に関する認定

業務の実施にあたっては、ISO/IEC 17011 に基づき、書類が到着した

日の翌日から90業務日以内に認定の可否を申請者に通知した。 

 

【実施率100％（10/10）】 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 

根拠：調査実施率は 100％で

あり計画における所期の目標

を達成している。 

③ア 認証機関又は試験業

者の審査について、10 件

実施し、実施率は100％で

あることから、事業計画

における所期の目標を達

成していると認められ

る。（評定：Ｂ） 

加えて、各国認定機関との相

互承認に関し、製品認証分野

（ISO/IEC 17065）にあっては、

令和 5 年度に国際相互承認締結

を受け、認定業務の国際的な信頼

性確保のためその地位を維持す

るとともに、試験所認定分野

（ISO/IEC 17025）にあっては、

各国認定機関との相互承認締結に

イ 国際相互承認締結に向けた

取組 

製品認証分野（ISO/IEC 

17065）における国際相互承

認を維持するとともに、試験

所認定分野（ISO/IEC 17025）

においては各国認定機関との

相互承認締結に向け、APAC 事

務局との調整などの準備を行

＜定性的指標＞ 

◇国際相互承認に向

けた取組 

＜主要な業務実績＞ 

イ 製品認証分野（ISO/IEC 17065）においては、国際相互承認維持

のため、令和6年7月にAPAC総会に、同年10月にIAF-ILAC合同

総会に出席するとともに、投票や意見照会等に適切に対応し

た。更にAPAC総会等の出席報告として、令和6年12月に国際的

な認定・認証活用オンラインセミナーを開催し、製品認証機関

や関連機関等に対し情報提供を行うとともに、JASaff認定制度の

普及を行った。 

一方、試験所認定分野（ISO/IEC 17025）において、関係機関

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

根拠：製品認証分野におけ

る国際相互承認締結機関とし

ての地位を維持するととも

に、試験所認定分野において

は相互承認審査受審に向け、

改善した内部文書をAPAC事務

局へ申請し受理されている。

③イ 製品認証分野におけ

る国際相互承認締結機関

としての地位を維持する

とともに、相互承認審査

員の人材の確保・育成を

行っていることから、目

標の水準を満たしている

と認められる。（評定：

Ｂ） 
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向け、APAC 事務局との調整など

の準備を行うとともに、相互承

認後の相互承認審査員の派遣に

必要な人材の確保・育成を進め

る。 

【重要度：高】 

 海外市場において JAS 認証の国際

的な信用を向上させるとともに、

JAS をベースとした国際規格の制定

を進め、他国に先行して国内事業者

が認証を取得できる環境を整備する

ことは、我が国の農林水産業・食品

産業の競争力・輸出力の強化にとっ

て重要であり、JAS の戦略的活用が

求められる。 

③の業務は、各国認定機関と相互

承認を締結し、JAS 認証機関を国際

規格等の認証機関として国際水準を

満たす認定を行うなど、JAS の国際

化に資することから、重要度が高

い。 

うとともに、相互承認後の相

互承認審査員の派遣に必要な

人材の確保・育成のため、国

際機関が開催する研修等に積

極的に参加する。 

からの情報収集等を行い、かつ品質システム文書を改善する等

準備を整え、APAC事務局へ相互承認締結の申請を令和7年2月に

行い受理された。 

また、相互承認後の相互承認審査員の派遣に必要な人材の確

保・育成のため、令和9年度までの3年計画としてAPAC審査員

候補者3名を選定、目標の確実な達成に向けこれらの者を対象と

した人材育成ロードマップを作成し、英語研修及び APAC 審査員

育成オンライン研修の受講や調査経験の付与等、語学力の向上

及び審査技能の向上への取り組みを進めた。 

また、相互承認審査員の人材

の確保・育成についても育

成計画を作成し着実に進捗

させていることから、目標

の水準を満たしている。 

④ 農林水産物及び食品の輸出の

促進に関する業務 

ア 認定農林水産物・食品輸出

促進団体への協力に関する業

務 

輸出促進法第 43条第 2 項に

規定する認定農林水産物・食

品輸出促進団体から同条第3項

第1号に掲げる業務の実施に関

し協力依頼があった場合は、

輸出促進法第 51 条及びセンタ

ー法第 10 条第 3項の規定に基

づき、専門家の派遣その他の

必要な協力を行う。 

④ 農林水産物及び食品の輸出

の促進に関する業務 

ア 認定農林水産物・食品輸出

促進団体への協力に関する業

務については、輸出促進法第

43条第2項に規定する認定農林

水産物・食品輸出促進団体か

ら同条第3項第1号に掲げる業

務の実施に関し協力依頼があ

った場合は、輸出促進法第51

条及びセンター法第10条第3項

の規定に基づき、専門家の派

遣その他の必要な協力を行

う。 

＜定量的指標＞ 

◇実施率：100％（実

施件数/要請件数） 

＜主要な業務実績＞ 

④ 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する業務 

 

ア 輸出促進法第51条及びセンター法第10条の規定に基づき、認

定農林水産物・食品輸出促進団体からの要請を受けて、日本産

製材の輸出促進を目的とした団体規格の策定について専門家を

派遣して協力した。 

【実施率100%（1/1）】 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 

根拠：実施率は 100%であ

り、計画における所期の目

標を達成している。 

④ア 認定農林水産物・

食品輸出促進団体への

協力について、1 件実施

し、実施率は 100％であ

ることから、事業計画

における所期の目標を

達成していると認めら

れる。（評定：Ｂ） 

イ 登録発行機関及び登録認定

機関の登録及びその更新の申

請に係る調査 

 輸出促進法第18条第2項（輸

出促進法第21条第2項及び第36

条において準用する場合を含

む。）に基づく農林水産大臣の

指示に従い、登録及びその更新

の申請が輸出促進法第20条（登

録認定機関にあっては輸出促進

法第35条）で定める登録基準に

イ 登録発行機関及び登録認定

機関の登録及びその更新の申

請に係る調査については、輸

出促進法第 18 条第 2 項（輸

出促進法第 21 条第 2 項及び

第 36 条において準用する場

合を含む。）に基づく農林水

産大臣の指示に従い、登録及

びその更新の申請が輸出促進

法第 20 条（登録認定機関に

あっては輸出促進法第 35

条）で定める登録基準に適合

＜定量的指標＞ 

◇調査実施率：100％

（調査報告件数/農

林水産大臣からの調

査依頼件数。調査中

の案件を除く。） 

＜主要な業務実績＞ 

イ 輸出促進法第18条第2項（輸出促進法第21条2項及び第36条

において準用する場合を含む。）に基づく登録発行機関及び登録

認定機関（以下「登録発行機関等」という。）の登録における調

査1件及び登録の更新における調査5件について、業務の進行管

理を適切に行い全て 45 業務日以内に農林水産大臣へ調査結果を

報告した。 

 また、登録発行機関等の業務規程等の変更の届出に関する調査

を行い、令和6年度に調査が終了した13件の調査結果を農林水産

省に報告した。 

【検査実施率100％（6/6）】 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 

根拠：標準処理期間内（45

業務日以内）の処理率は

100％であり、計画におけ

る所期の目標を達成してい

る。 

④イ 輸出促進法に基づ

く調査について、6 件実

施し、検査実施率は

100％であることから、

事業計画における所期

の目標を達成している

と認められる。（評定：

Ｂ） 
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適合しているかどうかを調査

し、調査結果を農林水産大臣に

報告する。 

しているかどうかを調査し、

調査結果を農林水産大臣に報

告する。 

ウ 輸出促進法に基づく立入検

査業務 

(ｱ) 登録発行機関若しくは登録

認定機関又はこれらの者とそ

の業務に関して関係のある事

業者に対する立入検査 

輸出促進法第55条第1項の

規定に基づく立入検査につい

ては、農林水産大臣の指示に

従い実施するとともに、検査

結果を取りまとめ、農林水産

大臣に報告する。 

ウ 輸出促進法に基づく立入検

査業務 

(ｱ) 輸出促進法に基づく立 

入検査については、登録発

行機関若しくは登録認定機

関又はこれらの者とその業

務に関して関係のある事業

者に対し、輸出促進法第 55

条第 1 項の規定に基づく農

林水産大臣の指示に従い検

査し、結果を取りまとめ、

農林水産大臣に報告する。 

＜定量的指標＞ 

◇検査実施率：100％

（検査報告件数/検

査件数及び要請件

数。検査中の案件

を除く。） 

＜主要な業務実績＞ 

ウ 輸出促進法に基づく立入検査業務 

(ｱ) 輸出促進法第 55条第 1項の規定に基づく立入検査について

は、農林水産大臣の指示に従い 4 機関の登録発行機関等に対す

る立入検査に着手し、4 機関の立入検査が令和 6 年度内に終了

し、農林水産大臣に報告した。 

なお、当該立入検査として、事業所調査 2 件及び立会調査 3

件を実施した。 

【検査実施率100％（4/4）】 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 

根拠：検査実施率は 100％

であり、計画における所期

の目標を達成している。 

④ウ 輸出促進法に基づ

く立入検査について、4

件実施し、検査実施率

は 100％であることか

ら、事業計画における

所期の目標を達成して

いると認められる。（評

定：Ｂ） 

(ｲ) 行政部局の要請による調査に

ついては、適正に実施し、調査

終了後は調査結果を取りまと

め、要請者に対し報告する。 

【重要度：高】 

政府の農林水産物・食品の輸出

額目標である2030年5兆円の達成に

向け、輸出促進法に基づく登録発

行機関及び登録認定機関制度を活

用し、輸出証明書発行及び施設認

定の加速化を図ることや認定農林

水産物・食品輸出促進団体が輸

出促進のための規格を策定する

ことは重要。④の業務は、輸出先

国との協議において、本制度の信

頼性を証明するために必要不可欠

な業務であること、また輸出促進

のための規格策定に資する業務

であることから、重要度が高い。 

(ｲ) 行政部局の要請による調査に

ついては、適正に実施し、調査

終了後は調査結果を取りまと

め、要請者に対し報告する。 

＜主要な業務実績＞ 

(ｲ) 該当する事案はなかった。 

 
 

 

４．その他参考情報 
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様式３－１－４－１ 独立行政法人農林水産消費安全技術センター 令和６年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

第１－３ 食品の安全性に関するリスク管理に資するための有害物質の分析業務 

業務に関連する政策・施策  当該事業実施に係る根拠 センター法第10条及び第12条 

当該項目の重要度、困難度 【重要度：高】 

② サーベイランス・モニタリング年次計画に従った分析業務 

③ 食品安全に係る有害化学物質の分析能力の確立 

関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 

政策評価書：事前分析表農林水産省６-④ 

行政事業レビューシート予算事業ID：003181 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度  ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 

① 農林水産省か

らの緊急命令等

業務 

実施率 100％(報告件数/要請

件数) 

実績なし 実績なし 実績なし 実績なし 実績なし 予算額(千円) 191,127 186,150 182,898 175,119 181,646 

決算額(千円) 164,798 161,275 157,797 165,583 190,700 

② サーベイラン

ス･モニタリング

年次計画に従っ

た分析業務(農林

水産省依頼分析) 

実施率 100％(報告分析件数/

依頼分析件数) 

100％ 

(896件/896

件) 

100％ 

(968件/968件) 

100％ 

(907件/907件) 

100％ 

(850件/850件) 

100％ 

(1,065件/1,065

件) 

経常費用(千円) 165,738 163,637 153,646 160,695 170,314 

経常利益(千円) 9,767 7,040 10,018 4,850 4,519 

行政コスト(千円) 166,680 164,654 154,629 161,643 171,172 

従事人員数 14 14 13 13 13 

 

③ 食品安全に係る

有害化学物質の

分析能力の確立

(SOP及び報告書作

成) 

実施率 100％(年度内 SOP又は

報告書作成数/年度内

に分析能力を確立す

るよう農林水産省が

指示する課題数) 

100％ 

(6件/6件) 

100％ 

(7件/7件) 

100％ 

(7件/7件) 

100％ 

(6件/6件) 

100％ 

(6件/6件) 

④ サーベイラン

ス･モニタリング

の確認分析業務 

実施率 100％(分析実施点数/

指示点数) 

100％ 

(73点/73点) 

100％ 

(20点/20点) 

100％ 

(38点/38点) 

100％ 

(57点/57点) 

100％ 

(115点/115点) 

⑤ ISO/IEC 17025 要求

事項への適合の

維持 

ISO/IEC 17025への

適合性の維持 

－ 適合性を維持 適合性を維持 適合性を維持 適合性を維持 適合性を維持 

       注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

年度目標 事業計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
３ 食品の安全性に関するリスク

管理に資するための有害物質

の分析業務 

  農林水産省が行う食品の安全

性向上の取組に資するため、食

品に含有する有害化学物質の分

析を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

① 農林水産省からの緊急命令

等業務 

  農林水産大臣からセンター法

第 12条の規定に基づき調査、分

析又は検査を緊急に実施するよ

う命令があった場合その他緊急

に要請があった場合には、最優

先で組織的に取り組み、必要な

調査、分析又は検査を実施し、

その結果を速やかに報告する。 

３ 食品の安全性に関するリスク管理

に資するための有害物質の分析業

務 

  食品の安全性に関するリスク管

理に資するための有害物質の分析

業務の実施に当たっては、調査分

析の品質を保証するため、品質マ

ネジメントの維持、向上に努める

ほか、麦類の赤かび病の多発によ

りかび毒の追加調査の依頼があっ

た場合にあっても、創意工夫によ

り改善を図り、効果的かつ効率的

に取り組むものとする。 

 

① 農林水産省からの緊急命令等

業務 

  農林水産大臣からセンター法第

12条の規定に基づき調査、分析又

は検査を緊急に実施するよう命令

があった場合その他緊急に要請が

あった場合に、最優先で組織的に

取り組み、機動的かつ的確に対応

することができるよう、次の取組

を行う。 

＜定量的指標＞ 
○食品の安全性に

関するリスク管

理に資するため

の有害物質の分

析業務 
中項目の評定

は、小項目別

（◇）の評定結果

の積み上げにより

行うものとす

る。 

 

＜定量的指標＞ 

◇実施率：100％

（報告件数/要

請件数） 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 
根拠：◇ 小項目4（項目）×2点（Ｂ）＝8点 
Ｂ：基準点（8）×9/10≦ 各小項目の合計点（8）＜基準点(8)×12/10 

＜課題と対応＞ 
引き続き農林水産省の指示に基づき、当該業務を的確に実施する。 

＜業務の評価＞ 
サーベイランス・モニタリング分析業務において、農林水産省が実施する、麦類の赤か

び病かび毒のリスク管理における低減指針の有効性の検証に貢献した。 

以上のような取組により、農林水産省が行う国民の健康の保護に貢献する施策の基盤と

なる有害化学物質の実態調査に大きく貢献し、FAMICの信頼性を向上させた。 

 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

 5 の小項目のうち実績の

ない1項目を除き、Ｂが4項

目であり、小項目を積み上

げた項目別評定はＢであっ

たため。 

※小項目の点数の計算結果

は法人の自己評価と同

じ。 
 具体的には、次のとお

り。 

＜主要な業務実績＞ 

① 緊急に対応すべき課題が生じた場合に、迅速かつ的確に

対応することができるよう、次の取組を行った。 

＜評定と根拠＞ 
評定：－ 
根拠：アについては農林水

産省からの緊急要請がなか

ったため評価せず。 

なお、指標のないイ、ウ

の業務については計画のと

おり適切に実施している。 

① 農林水産省からの緊急

命令等業務については、

実績がないため評価せ

ず。（評定：－） 

なお、指標のないイ、ウの

業務については計画のとお

り適切に実施していると評

価する。 

ア 緊急の命令があった場合等に

は、他の業務に優先して、必要な

調査、分析又は検査の進行管理を

適切に行いつつ機動的かつ正確に

実施し、その結果を速やかに農林

水産省に報告する。 

 ア 該当する事案はなかった。 

イ 食品安全に係る有害化学物質の

調査研究結果及び緊急時に活用す

る可能性の高い研究論文、国際規

格等を平時から整理し、必要時に

分析方法等を速やかに参照できる

体制を維持する。 

 イ  緊急の要請に備え、危害要因のうち農林水産省が優先的

にリスク管理を行う対象に位置づけている有害化学物質に

関する分析試験方法や規準について、飼料分析基準、EU

法、AOAC 法、Codex 規格等から検索して作成しているデータ

ベースを最新の情報に更新した。また、要請が想定される

事案ごとに研究論文や分析方法等を整理した。 

ウ 専門的知見を有する職員、分析

機器及び外部有識者や外部機関に

係る情報の登録・更新を行う。ま

た、必要に応じて、緊急命令等が

あった場合の組織としての対応や

処理の手順を見直す。 

 ウ 緊急分析として想定される危害要因について、その内容

に応じた分析技術等を有する職員及びその際に用いる分析

機器（GC/MS、LC-MS/MS、ICP-MS、リアルタイムPCR等）に係

る情報の登録・更新を行った。また、外部有識者や外部機

関の情報のデータベースを更新した。 
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② サーベイランス･モニタリン

グ年次計画に従った分析業務 
 農林水産省が示す「令和 6

年度食品の安全性に関する有

害化学物質のサーベイラン

ス・モニタリング年次計画」

において調査対象とされた有

害化学物質と食品の組合せの

うち、農林水産省が依頼する

ものについて、調査実施要領

及び仕様書に従って分析を実

施し、報告する。 

【重要度：高】 

 ②の業務は、食品が安全かどうか

を判断するための食品中の有害化学

物質の含有実態把握に寄与するもの

であり、農林水産省が進める食品安

全に関するリスク管理に資する基礎

データとなることから、重要度が高

い。 

② サーベイランス･モニタリング

年次計画に従った分析業務  
 「令和 6 年度食品の安全性に

関する有害化学物質のサーベイ

ランス・モニタリング年次計画

において調査対象とされた有害

化学物質と食品の組合せのう

ち、農林水産省からの依頼があ

ったものについて、進行管理を

適切に行いつつ、調査実施要領

及び仕様書に従って分析を実施

し、農林水産省の示す様式に従

い、分析結果を的確かつ速やか

に報告する。 

＜定量的指標＞   
◇実施率：100％

（報告分析件

数/依頼分析件

数） 

＜主要な業務実績＞ 

② 農林水産省が策定する「サーベイランス・モニタリング年

次計画」に含まれる次の品目と有害化学物質の組合せについ

て農林水産省から依頼のあった実態調査を、調査実施要領、

仕様書等に従い全て実施（依頼分析件数1,065件）し、年度内

に報告を求められていた全ての結果を農林水産省に報告し

た。また、農林水産省が求める調査分析の品質を保証する

ISO/IEC17025:2017 認定試験所として、麦類のかび毒含有実態

調査に対応するため、昨年度更新した LC-MS/MS でこれまでの

機器と同等に分析できることの検証を実施するとともに、既

存の機器についても併せて効率的に検討を行い、2 台の分析

体制を整備した。これにより、機器の故障等での業務停止リ

スクを軽減した。 

（表1-3-1参照） 

【実施率100％（1,065/1,065）】 

 

ア 「令和 6 年度麦類のかび毒含有実態調査の実施について

（令和6年5月8日付け6消安第228号農林水産省消費・安

全局農産安全管理課長通知）」、「令和6年度麦類のかび毒

含有実態調査（追加調査）の実施について（令和6年7月17

日付け 6 消安第 2251 号農林水産省消費・安全局農産安全管

理課長通知）」に基づき、依頼のあった小麦及び大麦中のか

び毒（民間の分析機関では対応が困難なDON-3-グルコシドを

含む。）※657件、追加調査78件の分析を実施し、その結果

を報告した。 

 

イ 「令和6年度モリアザミ中のピロリジジンアルカロイド類

含有実態調査の実施について（令和6年8月 23日付け6消

安第 1854 号農林水産省消費・安全局農産安全管理課長通

知）」に基づき、依頼のあったモリアザミ中のピロリジジ

ンアルカロイド類 16 件の分析を実施し、その結果を報告し

た。 

 

ウ 「はちみつ中のピロリジジンアルカロイド類の含有実態

調査の実施について（令和7年1月30日付け6消安第6151

号農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課長通知）」に

基づき、依頼のあったはちみつ中のピロリジジンアルカロ

イド類について分析能力を確立及び SOP を作成するととも

に、6件の分析を実施し、その結果を報告した。 

 

エ 「令和6年度農産物中のタリウム含有実態調査の実施につ

いて（令和6年5月28日付け6消安第1182号農林水産省消

費・安全局農産安全管理課長通知）」に基づき、依頼のあ

った農産物中のタリウム120件の分析を実施し、その結果を

報告した。 

 

オ 「食用植物油脂及び乳児用調製乳等の 3-MCPD 脂肪酸エス

テル類及びグリシドール脂肪酸エステル類等の含有実態調

査の実施について（令和5年10月17日5消安第4119号農林

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 
根拠：農林水産省からの依

頼分析件数に対する実施率

は100％であり、計画におけ

る所期の目標を達成してい

る。 

② サーベイランス・モニ

タリング年次計画に従っ

た分析業務について、農

林水産省が依頼した実態

調査に係る分析（依頼分

析件数：1,065件）を実施

し、実施率は 100％であ

ることから、事業計画に

おける所期の目標を達成

していると認められる。

（評定：Ｂ） 
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水産省消費・安全局食品安全政策課長通知）」に基づき、

依頼のあった食用植物油脂及び乳児用調製乳等の 3-MCPD 脂

肪酸エステル類及びグリシドール脂肪酸エステル類等188件

の分析を実施し、その結果を報告した。 

 

※タイプ B トリコテセン類（デオキシニバレノール（DON）、ニ

バレノール（NIV）、3-アセチルDON、15-アセチルDON、4-アセ

チルNIV、DON-3-グルコシド）、タイプAトリコテセン類（T-2

トキシン、HT-2 トキシン、ジアセトキシスシルペノール）、

ゼアラレノン(ZEN) 

③ 食品安全に係る有害化学物

質の分析能力の確立 
 すでに分析能力を確立して

いる分析試験に加えてサーベ

イランス・モニタリングの確

認分析や民間分析機関で分析

困難な有害化学物質の分析を

可能にするため、農林水産省

が指示する有害化学物質と食

品の組合せについて、農林水

産省の定める「分析法の妥当

性確認に関するガイドライ

ン」の規準を満足する信頼性

データを備えた分析の標準作

業手順書（SOP）を作成し、必

要に応じ改訂し、分析能力を

確立する。 

また、規準を満たす分析の

SOP 作成が困難である場合

は、その旨を示す妥当性確認

結果に関する報告書を作成す

る。 

【重要度：高】 
 ③の業務は、分析法が確立してい

ない有害化学物質と食品の組合せに

ついて、農林水産省の指示に基づ

き、②や④の分析業務を行う前に

分析能力を確立するものであり、農

林水産省が進める食品安全に関する

リスク管理に必要不可欠であること

から、重要度が高い。 

③ 食品安全に係る有害化学物質

の分析能力の確立 
農林水産省が調査を検討して

おり、サーベイランス・モニタ

リングの確認分析の必要性が高

い有害化学物質や民間分析機関

での分析が困難な有害化学物質

等について、農林水産省の定め

る「分析法の妥当性確認に関す

るガイドライン」の規準を満た

す試験法の標準作業手順書

（SOP）を作成、必要に応じ改訂

し、分析能力の確立に取り組

む。 

＜定量的指標＞ 
◇実施率：100％

（年度内SOP又

は報告書作成

数/年度内に分

析能力を確立

するよう農林

水産省が指示

する課題数） 

＜主要な業務実績＞ 
③ 農林水産省からの指示「令和 6 年度食品の安全性に関する

リスク管理に資するための有害化学物質の分析業務について

（令和6年4月26日付け6消安第798号農林水産省消費・安

全局長通知」に基づき、農林水産省が調査を検討しており、

かつ民間分析機関での対応が困難な 6 つの危害要因と食品の

組合せ等について分析能力の確立等に取り組み、うち、次の

アのとおり1件のSOPを作成し、イのとおり5件の取組結果を

報告した。 

【実施率100％（6/6）】 

ア 作成したSOP 
・ICP-MSによる玄米中のタリウムの分析標準作業書 

 

イ 取組を報告した危害要因 
・乳児用調製乳（粉、液体）中の 3-MCPD 脂肪酸エステル

類、3-MCPD、グリシドール脂肪酸エステル類、2-MCPD 脂肪

酸エステル類及び2-MCPD（分析法の性能検証） 

・乳児用調製乳（粉、液体）中の 3-MCPD 脂肪酸エステル

類、3-MCPD、グリシドール脂肪酸エステル類、2-MCPD 脂肪

酸エステル類及び2-MCPD（分析能力の確立） 

・鳥肉製品、魚節及び削り節中の多環芳香族炭化水素類 

・燻製食品中のオルトフェニルフェノール及びジフェニル 

・紅麹及び関連製品中のシトリニン及び紅麹から検出され

うる有害物質 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 

根拠：農林水産省からの指

示課題数に対するSOP及び報

告書作成実施率は100％であ

り、計画における所期の目

標を達成している。 

③ 食品安全に係る有害化

学物質の分析能力の確立

について、SOP作成1件及

び SOP 作成の基礎となる

取組結果報告 5 件実施

し、実施率は 100％であ

ることから、計画におけ

る所期の目標を達成して

いると認められる。（評

定：Ｂ） 
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④ サーベイランス・モニタリ

ングの確認分析業務 
 農林水産省が実施する有害

化学物質等の含有実態調査の

分析値の信頼性を確認するた

め、調査試料のうち農林水産

省が指示する有害化学物質と

食品の組合せについてクロス

チェック（相互検証）を実施

する。 

④ サーベイランス・モニタリン

グの確認分析業務 
 農林水産省が実施する有害化

学物質等の含有実態調査の分析

値の信頼性を確認するため、農

林水産省が指示する有害化学物

質と食品の組合せについてクロ

スチェック（相互検証）を実施

する。 

＜定量的指標＞ 
◇実施率：100％

（分析実施点

数/指示点数） 

＜主要な業務実績＞ 

④ 農林水産省からの指示「令和 6 年度食品の安全性に関する

リスク管理に資するための有害化学物質の分析業務について

（令和6年4月26日付け6消安第798号農林水産省消費・安

全局長通知」に基づき、農林水産省が行う実態調査の分析値

の信頼性の確認に資するため、次の危害要因と調査試料の組

合せについて、農林水産省が指示する調査試料についてクロ

スチェックを行うために分析を実施し、その結果を報告し

た。 

【実施率100％（115/115）】 
・アクリルアミド（フライドポテト 22 点、乳幼児用穀類加

工品3点） 

・無機ヒ素（V価＋Ⅲ価）（コメ90点） 

＜評定と根拠＞ 
評定： Ｂ 

根拠：農林水産省からの指

示点数に対する分析実施率

は100％であり、計画におけ

る所期の目標を達成してい

る。  

④ サーベイランス・モニ

タリングの確認分析業務

について、農林水産省が指

示した調査試料115点の分析

を実施し、実施率は100％で

あることから、計画にお

ける所期の目標を達成し

ていると認められる。

（評定：Ｂ） 

⑤ ISO/IEC 17025 要求事項への適

合の維持 
 農林水産省が行う食品の安全

性に関するリスク管理を推進す

る上で必要とする調査分析の品

質を保証するため、分析機関に

求められる国際標準である

「ISO/IEC 17025試験所及び校正機

関の能力に関する一般要求事

項」（以下「一般要求事項」とい

う。）に基づき、認定機関による

サーベイランス審査の結果を踏

まえ、全ての要求事項に適合し

認定試験所としての体制を維持

する。  

 また、認定を受けた麦類のか

び毒の分析試験以外の分析試験

についても、その品質を保証す

るため、一般要求事項に適合し

たマネジメントの構築、維持を

目指す。 

⑤ ISO/IEC 17025 要求事項への適合

の維持 
 農林水産省が行う食品の安全性

に関するリスク管理を推進する上

で必要とする調査分析の品質を保

証するため、平成25年度に適合認

定を取得した「ISO/IEC 17025試験所

及び校正機関の能力に関する一般

要求事項」（以下「一般要求事項」

という。）について、認定機関によ

って実施されるサーベイランス審

査の結果を踏まえ、引き続き全て

の要求事項に適合し、認定試験所

としての体制を維持する。 

 また、認定を受けた麦類のか

び毒の分析試験以外の分析試験

についても、その品質を保証す

るため、一般要求事項に適合し

たマネジメントシステムの構

築、維持を目指す。 

＜定性的指標＞ 

◇ISO/IEC 17025 へ

の適合性の維

持 

＜主要な業務実績＞ 

⑤ ISO/IEC 17025:2017による本部の試験所認定（LC-MS/MSによる

小麦及び大麦中の赤かび病かび毒の定量試験）について、内

部監査を実施するとともに、マネジメントレビューを実施し

て継続的改善を図った。また、令和 7年 3月 10日に行われた

認定機関による再審査で、一般要求事項に適合していると評

価され、認定試験所としての体制を維持した。 

また、試験所認定を受けた分析試験に加え、認定の範囲外

の分析試験についても、次の外部技能試験に取り組み、本部

及び神戸センターの2試験室においてISO/IEC17025の一般要求

事項に適合したマネジメントシステムを維持した。 

・DON、ZEN、T-2トキシン、HT-2トキシン（小麦粉） 

・アクリルアミド（ポテトクリスプ） 

・ピロリジジンアルカロイド類（はちみつ） 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

根拠：ISO/IEC 17025:2017 に

よる本部の赤かび病かび毒

の試験所認定のサーベイラ

ンス審査において、一般要

求事項に適合していると評

価されISO/IEC 17025:2017に

基づく品質保証体制を維持

した。また、認定（赤かび

病かび毒の試験）の範囲外

の分析試験についても

ISO/IEC 17025:2017 に基づく

一般要求事項と同水準の品

質保証体制を維持した。以

上のことにより、目標の水

準を満たしている。 

⑤ 農林水産省が行う食品

の安全性に関するリスク

管理を推進する上で必要

とする調査分析の品質を

保証するために取得した

ISO/IEC 17025:2017 認定に

ついて適合性を維持し

た。 

またISO/IEC 17025:2017

認定範囲外の分析試験に

ついても、一般要求事項

と同水準の品質保証体制

を維持した。以上のこと

から、目標の水準を満た

していると認められる。

（評定：Ｂ） 

 
４．その他参考情報 
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様式３－１－４－１ 独立行政法人農林水産消費安全技術センター 令和６年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

第１－４ その他の業務 

業務に関連する政策・施策  当該事業実施に係る根拠 センター法第10条第1項第1号、第2号、第6号及び第11号並びに第2項第9号 

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律（平成15年法律第97号） 

当該項目の重要度、困難度 － 関連する政策評価・行政

事業レビュー 

政策評価書：事前分析表農林水産省６-④ 

行政事業レビューシート予算事業ID：003181 

 
２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度  ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 
(1) カルタヘナ法関係業

務 
実施率 100％(報告件数/

立入検査件数) 
実績なし 実績なし 実績なし 実績なし 実績なし 予算額（千円） 490,683 493,539 474,836 509,715 521,710 

決算額（千円） 476,859 478,451 489,018 480,308 499,024 

(2) 情報提供業務 

① ホームページ等に

よる情報提供 

顧客満足度 
 

5段階評価平均値

3.5以上 

(ホームページ) 

 

 

3.8 

 

 

3.8 

 

 

3.9 

 

 

4.0 

 

 

4.0 
4.0 

4.2 

経常費用（千円） 469,482 463,294 494,954 497,829 488,976 

経常利益（千円） 31,570 18,921 41,858 20,007 18,528 

(メールマガジン) 

(広報誌) 
4.2 

4.2 
4.1 

4.2 
3.9 

4.6 
4.0 

4.3 
行政コスト（千円） 471,478 465,550 497,399 500,090 490,780 

従事人員数 48 48 51 50 47 

② 事業者等からの講

師派遣依頼等 
顧客満足度 5段階評価平均値

3.5以上 
4.3 4.5 4.4 4.5 4.5 

 

③講習会の開催 顧客満足度 5段階評価平均値

3.5以上 
4.3 4.2 4.3 4.3 4.4  

(3) 検査・分析に係る信

頼性の確保及び業務

遂行能力の継続的向

上 

① 分析業務の精度管

理 

外部技能試

験の実施予

定数に対す

る実施率 

100％(参加回数/

計画回数) 

100％(12/12) 100％(10/10) 100％(11/11) 100％(11/11) 100％(11/11) 

② 技術研修の実施 実施率 100％(実施件数/

計画件数) 

100％(33/33) 100％(35/35) 100％(36/36) 100％(31/31) 100％(34/34) 

(4) 関係機関との連携 

① 国民生活センター

との連携 

研修・講座

の開催につ

いての連携 

－ 4回 2回 7回 4回 4回 

② 国際技術協力要請

(専門家の派遣) 
実施率 100％(専門家の派

遣実施件数及び海

外からの研修員の

受入件数/依頼件

数) 

実績なし 100%(2/2) 100%(5/5) 100%(3/3) 100%(2/2) 

② 国際技術協力要請

(海外研修員の受入) 

実績なし 

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

年度目標 事業計画 主な評価指標 
法人の業務実績・自己評価 

主務大臣による評価 
業務実績 自己評価 

 
４ その他の業務 ４ その他の業務 

 その他の業務の実施に当たって

は、各職員が自身の業務を点検

し、常に業務改善の意識を持って

創意工夫に努め、効果的かつ効率

的に業務に取り組むものとする。 

＜定量的指標＞ 
○その他の業務 
中項目の評定

は、小項目別

（◇）の評定結

果の積み上げに

より行うものと

する。 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

根拠：◇小項目1（項目）×3点（Ａ）＋ 小項目6（項目）×2点（Ｂ）＝15点 

Ｂ：基準点（14）×9/10 ≦ 各小項目の合計点（15）＜基準点（14）×12/10 

＜課題と対応＞ 
引き続き農林水産省の指示に基づき適切に対応する。 

＜業務の評価＞ 
農林水産省の指示に基づき、当該業務を的確に実施した。 

 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

 8 の小項目のうち実績

のない1項目を除き、Ａ

が1項目、Ｂが6項目で

あり、小項目を積み上げ

た項目別評定はＢであっ

たため。 

※小項目の点数の計算結

果は法人の自己評価と

同じ。 
 具体的には、次のとお

り。 

(1) カルタヘナ法関係業務 

  遺伝子組換え生物等の使用

等の規制に関する措置を講ず

ることにより生物の多様性に

関する条約のバイオセーフテ

ィに関するカルタヘナ議定書

等の的確かつ円滑な実施を確

保し、国民の健康で文化的な

生活の確保に寄与することを

目的とする遺伝子組換え生物

等の使用等の規制による生物

の多様性の確保に関する法律

（平成 15 年法律第 97 号。「カ

ルタヘナ法」という。）第32条

第1項の規定に基づき、同条第

2 項の農林水産大臣の指示に従

い、立入り、質問、検査及び

収去を実施し、その結果を指

示した期間内に農林水産大臣

に報告する。 

(1) カルタヘナ法関係業務 

  遺伝子組換え生物等の使用等

の規制による生物の多様性の確

保に関する法律（平成15年法律

第 97 号。「カルタヘナ法」とい

う。）第 32 条第 1 項の規定に基

づき、同条第 2 項の農林水産大

臣の指示に従い、立入り、質

問、検査及び収去を実施し、そ

の結果を指示期間内に農林水産

大臣に報告する。 

また、立入検査等を行うため

の規程等を必要に応じて見直

す。 

＜定量的指標＞ 

◇実施率：100％

（報告件数/立入

検査件数） 

＜主要な業務実績＞ 
 該当する事案はなかった。  

＜評定と根拠＞ 
評定：－ 

根拠：実績がないため

評価せず。 

(1) カルタヘナ法関係業

務について、実績がな

いため評価せず。（評

定：－） 

(2) 情報提供業務 

 国民の食に関する知識や食品

に対する信頼性の向上及び安全

で信頼できる農産物の生産・流

通に資するため、農業生産資材

及び食品の安全性、JAS、食品表

示等に関する情報、科学的知

見、各種制度や検査結果など、

FAMIC の業務に関して生産者、事

(2) 情報提供業務  
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業者等の関心の高い情報を、ホ

ームページ、メールマガジン、

広報誌及び講習会等の実施によ

り分かりやすく提供する。この

ため、以下の取組を行う。 

① ホームページ等による情報

提供 
ホームページ、メールマガ

ジン、広報誌等を通じて、国

民に対し、肥料、農薬、飼

料、飼料添加物等の農業生産

資材の安全性に関する情報

や、JAS、食品表示等に関する

情報を分かりやすく提供す

る。 

  ホームページ、メールマガ

ジン及び広報誌については、

サービスの受け手である利用

者等の声を反映した業務の改

善を図るため、アンケート調

査等により顧客満足度を測定

して、5 段階評価で 3.5 以上の

評価となることを目標とす

る。 

① ホームページ等による情報提

供 
ア ホームページの情報の内容を

適宜更新することにより、JAS等

に関する情報、食品表示に関す

る情報、農薬登録に関する情

報、農業生産資材の安全性に関

する情報や企業等からの相談事

例等を速やかに提供する。 

＜定量的指標＞

◇ 顧 客 満 足

度：3.5 以上

（5段階評価平

均値） 

＜主要な業務実績＞ 
① 情報提供業務を的確に行うため、次の取組を行った。 
ア ホームページの情報の内容を適宜更新することにより、JAS 製品の品

質に関する情報、食品表示に関する情報、農薬登録に関する情報、農

薬・肥料・土壌改良資材・飼料・飼料添加物・ペットフードの安全性に

関する情報や企業等からの相談事例等を速やかに提供した。 
（更新回数203回、アクセス回数693,298 回） 
〔ホームページの主な掲載内容〕 

・食品等検査関係情報（JAS、食品表示、調査研究報告、分析マニュア

ル等） 

・農薬関係情報（登録・失効情報、農薬登録申請、GLP 適合確認申請

等） 
・肥飼料検査関係情報（関係法令・通知、肥料登録申請手続き、肥料

等試験法・飼料分析法・愛玩動物用飼料等の検査法、検査結果の公

表等） 

・WOAH コラボレーティング・センターとしての活動（輸入飼料原料の

有害物質のモニタリング結果及び概要、分析法、ハザードカード、

飼料研究報告（要旨）等）・ISO・Codex・国際協力関連情報・セン

ター情報（行事・講習会等情報、相談窓口等） 
・公表事項（独立行政法人通則法に基づく公表事項、調達情報等） 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ａ 

根拠：計画における所

期の目標のホームペー

ジ、メールマガジン及

び広報誌の顧客満足度

3.5以上の数値を出した

ほか、新しい媒体によ

る情報発信に注力し、

事業者、消費者への

FAMICの業務内容（食の

安全や信頼性向上の取

組）の認知度向上への

成果に繋がったことか

ら事業計画における所

期の目標を上回る成果

が得られている。 

(2)① ホームページ等

による情報提供につい

て、アンケート調査の

結果により顧客満足度

は5段階評価の平均で

3.5 以上となってい

る。 

また、新たにX（エ

ックス）を活用した

情報発信を開始した

ことで、採用情報な

どの閲覧数が増加

し、学生への認知度

向上に貢献してい

る。さらに、新たに

工夫を凝らしたカー

ドを作成し、イベン

トで配布すること

で、FAMIC の取組や業

務内容を効果的にア

ピールしている。こ

れらの新たな情報提

供活動により、事業

者や消費者への FAMIC

の業務内容（食の安

全や信頼性向上の取

組）の認知度向上に

貢献していることか

ら、事業計画におけ

る所期の目標を上回

る成果が得られてい

ると認められる。（評

定：Ａ） 

 

 イ 内閣府食品安全委員会等の動

向や食品の安全と消費者の信頼

の確保に関する情報を事業者等

に対して速やかに提供するた

め、希望者にメールマガジンを

毎月3回以上配信する。 

 イ 内閣府食品安全委員会等の動向や食品の安全と消費者の信頼の確保

に関する情報を事業者等に対して速やかに提供するため、希望者にメ

ールマガジンを49回（3月末現在登録者数4,870、延べ配信数239,310

通）配信した。 

 

〔メールマガジンの主な掲載内容〕 

FAMIC の情報（行事・講習会等）及び食の安全と消費者の信頼確保

に関する情報（各府省の報道発表資料等） 

 

 ウ 業務に関連した情報や知見な

どを分かりやすく提供するた

め、広報誌を 4 回以上発行す

る。 

 
ウ 業務に関連した情報や知見などを分かりやすく提供するため、広報

誌「大きな目小さな目」を 4 回（紙版 3 回（毎回 5,000 部）、Web 版 1

回）発行し、学校・教育関係機関等に配付した。なお、広報誌の作成

に当たっては、写真やイラストを多用しつつ、出来る限り消費者が分

かりやすい表現となるよう工夫した。 

〔広報誌の主な掲載内容〕 

・食品、肥料、農薬、飼料等及び土壌改良資材に関する情報 

・Q＆A 

・行政情報・食と農のサイエンス 

 

 エ  より効果的な情報提供の取組

を進めるため、検査等業務及び

情報提供業務等に従事する職員

 エ より効果的な情報提供の取組を進めるため、検査等業務及び情報提

供業務等に従事する職員を構成員とする情報提供推進委員会を 12 回開

催し、ホームページ、メールマガジン、広報誌、イベント等における

提供情報の的確性及びわかりやすさ等について検討を行った。 
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から成る委員会を年10回以上開

催する。 

 オ ホームページ、メールマガジ

ン及び広報誌については、サー

ビスの受け手である利用者等の

声を反映した業務の改善を図る

ため、5段階評価で3.5以上の評

価となることを目標として、提

供した情報の内容や提供方法に

ついての顧客満足度をアンケー

ト調査等により測定する。 

 また、顧客満足度が5段階評

価で 3.5 未満の場合には、その

原因を究明して必要な改善措置

を速やかに講ずる。 

  オ 利用者等の声を反映した業務の改善を図るため、利用者に対するア

ンケート調査による効果測定を実施した。各業務の顧客満足度（5 段

階評価）の平均値は、次のとおり3.5以上の評価であった。 
・ホームページ  4.0 
・メールマガジン 4.0 

・広報誌     4.2 

 

【特筆事項等について（創意工夫等）】  

令和 6 年度から、SNS 協力メンバーを全センターから募集し、増員し体

制を整えた上で、従来のFacebookに加え、X（旧Twitter）による情報発信

を新たに開始した。この中では、食品表示法違反における FAMIC の科学的

能力の発揮、JAS オンラインセミナー、肥料袋の肥料成分の見方、注目度

を高めたみどりの月間、農林水産省からのシェアによってこどもたちの

関心を集めたこども霞が関見学デーの告知等、イベントや採用情報の告

知によって、国民の健康保護、信頼確保への取組を広く紹介した。 

また、イベント来場者へのアピールを目的として、次のような名刺サ

イズのカードを作成し、実りのフェスティバル（11月1日、2日）やア

グリビジネス創出フェア（11月26日～28日）などのイベントで配布し

た。 

・広報誌に掲載した花クイズをカードにした花カード30種類 

・JASの内容を説明したJASカード50種類 

・FAMICの業務を紹介したFAMICカード9種類 

なお、これらのカードには、FAMICホームページ、FAMIC作成の動画等

への情報にリンクしたQRコードを入れ、FAMICのアピールを行った。 

これにより、X では、Facebook と比べ利用している年代が若く、採用情

報など閲覧数が大きく伸びたものもあり、今までと異なる年齢層への情

報発信力が高まった。また、クイズを取り入れるなど、消費者にささる

内容による情報提供が好評。 

以上のことから、事業者、消費者等へのFAMICの業務内容（食の安全や

信頼度向上の取組）等の情報、Xによる学生への認知度も向上した。 

  

② 事業者等からの講師派遣依頼

等 
 事業者等からの講習・講師派

遣依頼や相談等に対して、適切

かつ積極的に対応するため、事

業者等の求める情報の内容に留

意しつつ、検査等業務を通じて

蓄積した専門的・技術的な知見

を活用して情報を提供する。ま

た、消費者からの相談が寄せら

れた場合は、行政サービスの一

環として対応する。 

 事業者等からの講習・講師派

遣依頼等については、サービス

の受け手である依頼者や利用者

② 事業者等からの講師派遣依頼

等 
 事業者等からの講習・講師派

遣依頼や相談等に対して、適切

かつ積極的に対応するため、以

下の取組を行う。また、消費者

からの相談が寄せられた場合

は、行政サービスの一環として

対応する。 

ア 事業者等からの依頼を受け

て、農業生産資材の安全等の確

保、農林水産分野に関する標準

化施策の推進、食品表示の適正

化等に資する技術的な情報を提

供する講習会等へ、講師を積極

＜定量的指標＞ 
◇顧客満足度：

3.5 以上（5 段

階 評 価 平 均

値） 

＜主要な業務実績＞ 
② 事業者等からの講習・講師派遣依頼や相談等を適切かつ積極的に対応

するため、次の取組を行った。 

 

 

 

 

 

 

ア 事業者等から依頼を受けて、講習会に役職員を講師として派遣し

た。(計58回、参加者5,642名)  

また、事業者等からの要請に応じて、委員会等に役職員を53回派遣

した。 

さらに、神戸センターにおいて、業界団体や大学からの依頼に基づ

く研修を2回（参加者計15名）実施した。 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 

根拠：顧客満足度 3.5

以上であり、計画にお

ける所期の目標を達成

している。 

(2)② 事業者等からの

講師派遣依頼等につい

て、アンケート調査で

顧客満足度は、5 段階

評価平均で 3.5 以上と

なっていることから、

事業計画における所期

の目標を達成している

と認められる。（評

定：Ｂ） 
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等の声を反映した業務の改善を

図るため、アンケート調査等に

より顧客満足度を測定して、5

段階評価で 3.5 以上の評価とな

ることを目標とする。 

的に派遣する。 

イ 事業者等からの講習・講師派

遣依頼等に適切に対応するため

顧客満足度が高かった講習等で

使用したテキスト等のデータベ

ース化やその更新等を行う。 

イ  事業者等からの講習・講師派遣依頼等に適切に対応するため、顧客

満足度が高かった講習会で使用したテキスト等のデータベース化を新

規4件、更新を18件、削除を2件行い、テキスト等作成作業の効率化

を行った。（データベース化されたテキスト等79件） 

ウ 新たな原料原産地表示への対

応を含む事業者等からの相談へ

の対応の質の向上を図るため、

受け付けた相談を整理し、重要

な事例を相談事例集に収録し、

相談業務処理マニュアルの改善

を行う。 

ウ  相談窓口業務においては、事業者等からの食品の品質等に関する相談

521 件に対応した。また、消費者からの相談は、行政サービスの一環と

して対応した。 
（表1-4-1参照） 

事業者等からの相談への対応の質の向上を図るため、相談対応マニュ

アルを見直すとともに、受け付けた相談を整理し、重要な事例4件を

「企業相談事例集」に追加収録する等既存の収録内容を精査した。

（全収録数56件）   

エ 事業者等からの依頼による講

習会及び講師派遣については、

サービスの受け手である依頼者

や利用者等の声を反映した業務

の改善を図るため、5 段階評価

で 3.5 以上の評価となることを

目標として、提供した情報の内

容や提供方法についての顧客満

足度をアンケート調査等により

測定する。 

 また、顧客満足度が 5 段階評

価で 3.5 未満の場合には、その

原因を究明して必要な改善措置

を速やかに講ずる。 

エ 提供情報の的確性、わかりやすさ、受講者のニーズ及び業務の成

果・効果の把握等に資するため講師派遣、依頼に基づく研修の業務に

ついて、利用者に対するアンケート調査による効果測定を実施すると

ともに受講者による今後の業務への活用について把握した。顧客満足

度（5段階評価）の平均値は、4.5であった。 

  また、顧客満足度が5段階評価で3.5未満のものはなかった。 

③ 講習会の開催 
 農業生産資材の安全等の確

保、農林水産分野に関する標準

化施策の推進、食品表示の適正

化等に資するため、事業者、検

査機関、都道府県等に対して、

法令に関する知識、検査技術、

分析技術、食品の品質・表示等

に関する講習会を開催する。 
 FAMIC が主催する講習会につ

いては、サービスの受け手であ

る利用者等の声を反映した業務

の改善を図るため、アンケート

調査等により顧客満足度を測定

して、5段階評価で3.5以上の評

価となることを目標とする。 

③ 講習会の開催 
  農業生産資材の安全等の確

保、農林水産分野に関する標準

化施策の推進、食品表示の適正

化等に資するため、検査等業務

を通じて蓄積された技術的知見

を事業者等へ提供するものに特

化し、次の取組を行う。 
ア 事業者を対象に、農業生産資

材、食品等に関する専門技術的知

見を活用した講習会を、参加者の

利便性などに配慮したWeb配信によ

る開催なども検討したうえで開催

し、事業者ニーズへの対応を図

る。 

＜定量的指標＞ 
◇顧客満足度：

3.5 以上（5 段

階 評 価 平 均

値） 

＜主要な業務実績＞ 
③ 農業生産資材の安全等の確保、食品の品質及び表示の適正化等に資する

ため、次の取組を行った。 

 

 

 

 

 

ア 肥料、農薬、食品表示及び JAS に関する情報提供を目的とする講習会

（技術講習会）を6回（参加者94名）開催した。なお、農薬検査部（東

京都小平市）において残留農薬分析に係る講義を実施したほか、分析実

習を行った。また、これらのうち札幌センター、神戸センター及び福岡

センターにおいては、事業者ニーズを踏まえ、Web 会議システムを利用

したオンライン形式（対面形式とのハイブリットを含む。）により開催

し、利用者の利便性向上を図った。 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

根拠：顧客満足度 3.5

以上であり、計画にお

ける所期の目標を達成

している。 

(2)③ 講習会につい

て、アンケート調査に

より顧客満足度は、5

段階評価平均で3.5以

上となっていることか

ら、事業計画における

所期の目標を達成して

いると認められる。

（評定：Ｂ） 

イ 都道府県の消費生活センターの

職員等を対象に、食品の品質、検

イ 都道府県の消費者担当部局及び消費生活センター職員等を対象に、

食品の品質、検査分析技術（残留農薬分析を含む。）等に関する研修
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査分析技術等に関する研修を 7回

以上開催する。 

（地方公共団体職員等研修）を7回計画し、6回（参加者24名）実施し

た。本研修については当年度から受益者に対し相応の負担を求めるた

め有料化を行った。なお、名古屋センターにおいては、受講希望者が

いなかったため、費用対効果を考慮し開催中止とした。また、都道府

県の飼料業務担当の職員を対象に飼料等安全性検査技術に関する研修

を2回（参加者64名）開催した。 

ウ 主催講習会については、サービ

スの受け手である利用者等の声を

反映した業務の改善を図るため、5

段階評価で3.5以上の評価となるこ

とを目標として、提供した情報の

内容や提供方法についての顧客満

足度をアンケート調査等により測

定する。 
  また、顧客満足度が5段階評価

で 3.5未満の場合には、その原因

を究明して必要な改善措置を速や

かに講ずる。 

ウ サービスの受け手である利用者等の声を反映した業務の改善を図る

ため、主催講習会について、利用者等に対するアンケート調査による

効果測定を実施するとともに受講者による今後の主催講習会への活用

について把握した。各業務の顧客満足度（5 段階評価）の平均値は、

4.4であった。 

また、顧客満足度が5段階評価で3.5未満のものはなかった。 

(3) 検査･分析に係る信頼性の確

保及び業務遂行能力の継続的

向上 

  検査・分析に係る信頼性の

確保及び業務遂行能力の継続

的向上を図るため、以下の取

組を行う。 

(3) 検査・分析に係る信頼性の確

保及び業務遂行能力の継続的向

上 

 検査・分析に係る信頼性の確保

及び業務遂行能力の継続的向上を

図るため、以下の取組を行う。 

    

① 分析業務の精度管理 
分析試験を伴う検査等業務

に係る信頼性を確保するた

め、外部技能試験への参加

等、個別の分析業務の目的に

応じた精度管理を行う。 

① 分析業務の精度管理 
分析試験を伴う検査等業務に

係る信頼性を確保するため、

ISO/IEC 17025の考え方に基づき、

作業手順書等の基準文書に基づ

く業務管理及び技術管理を推進

し、外部技能試験への参加等、

個別の分析業務の目的に応じた

精度管理を行う。 

＜定量的指標＞ 
◇外部技能試験

の実施予定数

に対する実施

率 ： 100 ％

（参加回数/

計画件数） 

＜主要な業務実績＞ 
 ① 分析試験等の信頼性確保を図る観点から、引き続きISO/IEC 17025の

自己適合宣言等の取組を継続するとともに、自己適合宣言の対象項目

以外の分析項目についてもISO/IEC 17025の考え方に基づく業務管理及

び技術管理を推進し、個別の分析業務の目的に応じた精度管理を実施

した。 

 また、ISO/IEC 17025の自己適合宣言の取組のほか、検査・分析に係

る信頼性を確保するため、検査等業務に応じて次の取組を行った。 

○肥料の検査・分析 
  ISO/IEC 17025の考え方に従い、肥料試験品質マニュアル及び信頼性

確保に係る手順書等に基づき、業務管理及び技術管理を行った。ま

た、担当部長をラボラトリマネジメントとし、肥料試験マネジメン

トシステムのマネジメントレビューを行い、内部監査、外部精度管

理、内部品質管理等の結果を検証した。 
○農薬の検査・分析 

ISO/IEC 17025 の考え方に従い構築した分析業務管理システムに基

づき、品質管理及び技術管理を行った。 

○飼料及び飼料添加物並びにペットフードの検査・分析 

  ISO/IEC 17025の考え方に従い構築した分析業務管理システムに基づ

き、業務管理及び技術管理を行った。 

○食品等の検査・分析 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

根拠：計画のとおり

外部技能試験を実施

した。また ISO/IEC 

17025 自己適合宣言の

取組等を進め、国際

的に通用するISO規格

に準拠したマネジメ

ントシステムの体制

の構築を進めてお

り、事業計画におけ

る所期の目標を達成

している。 

(3)① 分析試験を伴う

検査等業務に係る信頼

性の確保について、外

部技能試験を11件実施

し、実施率 100％であ

る。 

また、分析試験の

信頼性確保のために

ISO/IEC 17025の自己適

合宣言について取組

を実施していること

から、事業計画にお

ける所期の目標を達

成していると認めら

れる。（評定：Ｂ） 
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  ISO/IEC 17025 の考え方に従い、基準文書に基づき、試験を実施

し、試験実施記録等の必要な記録の励行と確認を行った。 

 

  全ての分析試験業務について内部精度管理を適正に実施するとと

もに、ISO/IEC 17025に基づくマネジメントシステムを構築した業務

等については外部機関が主催する技能試験に検査分析に携わる職員

を参加（11回、延べ32名）させた。 

【実施率100％（11/11）】 

② 技術研修の実施 
  検査・分析、立入検査、調

査等の業務に携わる職員の業

務遂行能力を継続的に向上さ

せるため、分析技術、分析機

器の操作、分析の精度管理、

関係法令に基づく立入検査、

その他検査等業務の的確な遂

行に必要な研修を計画的に実

施する。 

② 技術研修の実施 
検査・分析、立入検査、調

査等の業務に携わる職員の業

務遂行能力の継続的向上を推

進するため、令和 6 年度職員

技術研修計画に基づき、分析

技術、分析機器の操作、分析

の精度管理、関係法令に基づ

く立入検査、その他検査等業

務の的確な遂行に必要な研修

を実施する。 

＜定量的指標＞ 
◇ 実 施 率 ：

100％（実施件

数 / 計 画 件

数） 

＜主要な業務実績＞ 
 ② 検査・分析、立入検査、調査等の業務に携わる職員の業務遂行能力

を継続的に向上させるため、令和6年度職員技術研修計画（全34件）

に基づき、次のとおり研修を行った。 

【実施率100％（34/34）】 
 

 研修の実施に当たっては、研修効果の適切な評価に資するためのア

ンケート等により研修効果を検証するとともに、事前学習課題を配布

するなど、効果的な実施に取り組んだ。   
・中堅職員技術研修 1件 

 採用後3年目程度の職員を対象とした研修を実施した。 
・外国語力強化研修 1件 

  業務上必要な英語力を習得するための英語力強化研修を実施し

た。 
・業務技術研修 32件 

   各法令に基づく立入検査に関する知識及び技術を習得するためのJAS

法、食品表示法及び農薬取締法に基づく立入検査に係る研修に加え、

化学分析における不確かさ研修やISO 9000審査員研修、GMPガイドライ

ン検査員養成研修等を実施した。 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 

根拠：計画のとおり

検査等業務の的確な

遂行に必要な研修を

計画的に実施してお

り、所期の目標を達

成している。 

(3)② 技術研修につい

て、検査・分析、立

入検査、調査等の業

務に携わる職員の業

務遂行能力を継続的

に向上させるために

34件実施し、実施率

は100％であることか

ら、事業計画におけ

る所期の目標を達成

していると認められ

る。（評定：Ｂ） 

(4)  関係機関との連携 

 

①  国民生活センターとの連携 

  独立行政法人国民生活セン

ターとの連携については、相

互の協力を推進することとし、

講師派遣等について両者間の連

携・協力に関する合意に基づ

き、適切に対応する。 

(4) 関係機関との連携 
 

① 国民生活センターとの連携 
  独立行政法人国民生活セン

ターとの連携については、両

者間の連携・協力に関する合意

に基づき、適切に対応する。 

＜定性的指標＞ 
◇研修・講座の

開催について

の連携 

＜主要な業務実績＞ 
① 独立行政法人国民生活センター（以下「国セン」という。）との協

定（平成23年5月17日締結）に基づく、FAMICが分析対応する事案は

なかった。 

なお、国センとの合意（平成20年3月3日合意）に基づきFAMICの

主催する研修会の講師として国セン職員の招へい（4回）、本部に設

置されたPIO-NETの端末の利用等の連携を図った。 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 

根拠：研修・講座の

開催についての連携

を適切に実施してお

り、目標の水準を満

たしている。 

(4)① 国民生活センタ

ーとの連携につい

て、研修会の講師と

して職員の招へい、

商品テスト検討・評

価委員会への委員派

遣などを実施してい

ることから、目標の

水準を満たしている

と認められる。（評

定：Ｂ） 
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② 国際技術協力要請 

  独立行政法人国際協力機構

等の関係機関からの国際技術

協力等の要請については、国

内活動及び専門家の海外派遣

を行うとともに、海外からの

研修員の受入れを行う。 

② 国際技術協力要請 
  農林水産省、独立行政法人

国際協力機構等の関係機関か

らの国際技術協力等の要請に

ついては、国内活動及び専門

家の海外派遣を行うととも

に、海外からの研修員の受入

れを行う。 

＜定量的指標＞ 
◇ 実 施 率 ：

100％（専門家

の派遣実施件

数及び海外か

らの研修員の

受入件数/依

頼件数） 

＜主要な業務実績＞ 
② JICAから技術協力専門家の派遣要請に対応し、職員を1回（1名）派

遣した。また、JICA から海外研修員の受入れ要請に対応し、農薬の分

析技術の習得に関する研修を1回（3名）実施した。（以上、第1-1-(2) 

農薬関係業務⑤の再掲） 

 なお、日程を含む内容の策定にあたっては派遣先や研修員の要望を

聞き取り、事前調整を行うことで、効率的かつ効果的な実施に努め

た。 

【実施率100％（2/2）】 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 

根拠：要請のあった

専門家の派遣及び海

外からの研修員の受

入実施率が 100％であ

り、事業計画におけ

る所期の目標を達成

している。 

(4)② 国際技術協力業

務について、要請に

基づき2件実施してお

り、実施率は100％で

あることから、事業

計画における所期の

目標を達成している

と認められる。（評

定：Ｂ） 

 
４．その他参考情報 
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様式３－１－４－２ 独立行政法人農林水産消費安全技術センター 令和６年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

第２－１ 業務運営コストの縮減 

当該項目の重要度、困難度 － 関連する政策評価・行政

事業レビュー 

政策評価書：事前分析表農林水産省６-④ 

行政事業レビューシート予算事業ID：003181 

 
２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な情報 

(1) 業務運営コストの縮減 
（一般管理費削減率） 

3％以上の抑制 (R5年度予算額) 

625,889千円 
3％削減 
(削減額 6,918千円) 

3％削減 
(削減額 6,757千円) 

3％削減 
(削減額 7,187千円) 

3％削減 
(削減額 6,957千円) 

3％削減 
(削減額 7,136千円) 

 

（業務経費削減率） 1％以上の抑制 (R5年度予算額)  

747,643千円 
1％削減 
(削減額 7,647千円) 

1％削減 
(削減額 7,623千円) 

1％削減 
(削減額 7,585千円) 

1％削減 
(削減額 7,494千円) 

1％削減 
(削減額 7,477千円) 

 

 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

年度目標 事業計画 主な評価指標 
法人の業務実績・自己評価 

主務大臣による評価 
業務実績 自己評価 

 
以下の事業計画の実施にあた

っては、法人の効率的な運営に

資するため、人材、施設及び経

費の活用において、各職員が自

身の業務を点検し常に業務改善

の意識を持って創意工夫に努

め、効果的かつ効率的に業務に

取り組むものとする。 

＜定量的指標＞ 
○業務運営コストの

縮減 
中項目の評定は、

小項目別（◇）の評

定結果の積み上げに

より行うものとす

る。 

 
＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 
根拠：◇小項目2（項目）×2点（Ｂ）＝4点 
Ｂ：基準点（4）×9/10≦ 各小項目の合計点（4）＜ 基準点 (4) ×12/10 

＜課題と対応＞ 
引き続き農林水産省の指示に従い適切に対応する。 

＜業務の評価＞ 
事業計画に基づき的確に実施するとともに、節電の取組など能動的に経費の縮減を図った。 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

2 の小項目のうちＢが 2

項目であり小項目を積み上

げた項目別評定はＢであっ

たため。 

※小項目の点数の計算結果

は法人の自己評価と同

じ。 

具体的には次のとお

り。 

１ 業務運営コストの縮減  

運営費交付金を充当して行う

事業については、業務の見直し

及び効率化を進め、一般管理費

（合同庁舎維持等分担金及び消

費者物価指数による影響額を除

く。）については令和5年度比3％

以上の抑制、業務経費（消費者

物価指数による影響額を除く。）

については令和5年度比１％以上

の抑制をすることを目標に削減

する。 

１ 業務運営コストの縮減 

(1) 運営費交付金を充当して

行う事業について、令和 5年

度比で一般管理費（合同庁舎

維持等分担金及び消費者物価

指数による影響額を除く。）

を 3％以上、業務経費（消費

者物価指数による影響額を除

く。）を 1％以上抑制するこ

とを目標に、(2)による業務

の見直し及び効率化を進め

る。 

＜定量的指標＞ 

◇一般管理費削減率

（合同庁舎維持等

分担金及び消費者

物価指数による影

響額を除く。）：3％

以上 

＜主要な業務実績＞ 

(1) 人件費を除く運営費交付金で行う事業については、予算額にお

いて令和5年度と比較すると一般管理費については3％減、業務経

費については1％減となった。 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

根拠：一般管理費は令和

5年度比3％減となり、計

画における所期の目標を

達成している。 

(1) 一般管理費は令和5年

度比3％減となっているこ

とから、事業計画におけ

る所期の目標を達成して

いると認められる。（評

定：Ｂ） 

＜定量的指標＞ 

◇業務経費削減率

（消費者物価指数

による影響額を除

く。）：1％以上

（ただし、新規・

拡充分を除く。） 

 
＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

根拠：業務経費は令和 5

年度比 1％減となり、計

画における所期の目標を

達成している。 

(1) 業務経費は令和 5 年度

比1％減となっていること

から、事業計画における

所期の目標を達成してい

ると認められる。（評

定：Ｂ） 
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 (2) 業務運営コストの縮減に

当たっては、次の取組を行

う。 

① 関連規程等に基づき積極

的にアウトソーシングを実

施する。 

 
(2) 業務運営コストの縮減に当たっては、次の取組を行った。 

 

 

① 「アウトソーシング実施規程」に基づき、外部委託することに

より業務運営の効率化に資するものとして、次に掲げる業務につ

いてアウトソーシングを行い、業務の効率化を図った。 

・農薬及びかび毒分析用混合標準液の調製作業 

・メールマガジンの配信作業・広報誌の印刷及び発送作業 

・消費者の意識アンケート調査表の発送及び回答の集計作業 

 
指標のない（2）の業務運

営コストの縮減のための取

り組みについては計画のと

おり適切に実施していると

評価する。 

 ② 設置している分析機器等

については、その稼働状況

や不具合の有無等の調査を

定期的に行い、調査結果に

基づいて他のセンター等へ

の移設や他の検査等業務で

の有効活用を図るととも

に、更新時期の延長等に資

するため、効果的な保守点

検を行う。 

 ② 分析機器等については、稼働状況を踏まえ、センター内で集約

化を実施するとともに、更新時期の延長等に資するため、点検等

に係る統一的な基準である「FAMIC における分析機器整備・管理方

針」に基づき、効果的な保守点検を行った。 

  

 ③ 環境配慮・無駄削減推進

委員会において、一般管理

費について経費節減の余地

がないか等の見直しを引き

続き行い、無駄削減の取組

目標を定め、厳格な自己評

価を行う。 

 ③ 環境配慮・無駄削減推進委員会において、一般管理費について

経費節減の余地がないか等の見直しを引き続き行い、無駄削減の

取組目標を定め取り組んだ。また、令和 6年 12月に開催した業務

管理課長会議において上半期実績を踏まえ取組の推進について意

見交換するとともに、令和7年3月に令和6年度の達成状況を委員

会に報告し自己評価を行った。 

（表2-2-1参照） 

  

 
４．その他参考情報 
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様式３－１－４－２ 独立行政法人農林水産消費安全技術センター 令和６年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

第２－２ 人件費の削減等 

当該項目の重要度、困難度 － 関連する政策評価・行政

事業レビュー 

政策評価書：事前分析表農林水産省６-④ 

行政事業レビューシート予算事業ID：003181 

 
２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な情報 

人件費の削減 人件費 

(令和5年度予算額以下)  
前年度予算額*  予算額：4,480,928千円 

実績額：4,274,329千円 
予算額：4,467,853千円 

実績額：4,342,233千円 
予算額：4,424,395千円 

実績額：4,188,163千円 
予算額：4,471,488千円 

実績額：4,264,199千円 
予算額：4,531,584千円 

実績額：4,257,681千円 

※ 予算額は、新規・拡充業務に伴う増員分及

び人事院勧告を踏まえた給与改定部分を含む。 

 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

年度目標 事業計画 主な評価指標 
法人の業務実績・自己評価 

主務大臣による評価 
業務実績 自己評価 

 
以下の事業計画の実施にあたって

は、法人の効率的な運営に資するた

め、人材、施設及び経費の活用におい

て、各職員が自身の業務を点検し常に

業務改善の意識を持って創意工夫に努

め、効果的かつ効率的に業務に取り組

むものとする。 

＜定量的指標＞ 
○人件費の削減等 
中項目の評定は、

小項目別（◇）の評

定結果の積み上げに

より行うものとす

る。 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 
根拠：◇小項目1（項目）×2点（Ｂ）＝2点 
Ｂ：基準点（2）×9/10≦ 各小項目の合計点（2）＜ 基準点（2）×12/10 

＜課題と対応＞ 
引き続き農林水産省の指示に従い適切に対応する。 

＜業務の評価＞ 
事業計画に基づき的確に実施した。 

 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

1 の小項目はＢであ

り、項目別評定はＢで

あったため。 

※小項目の点数の計算

結果は法人の自己評

価と同じ。 

 

 具体的には、人件費

については、令和5年

度と比較して削減（目

標値：令和5年度予算

額以下）しており、計

画における所期の目標

を達成していると認め

られる。（評定：Ｂ） 

また、給与水準につい

ては、役職員の給与改

定に当たって、「公務

員の給与改定に関する

取扱いについて」を踏

まえ職員給与規程を改

正する等、国と同水準

が維持されており適切

なものとなっている。 

２ 人件費の削減等 
給与水準については、「独

立行政法人改革等に関する基

本的な方針」（平成25年12月

24 日閣議決定）を踏まえ、国

家公務員の給与を参酌すると

ともに、役職員の給与の在り

方について検証し、その検証

結果や取組状況をホームペー

ジにおいて公表するととも

に、総人件費を令和5年度以下

とする。 

 また、役職員の給与改定に

当たっては、「公務員の給与改

定に関する取扱いについて」

（令和 5 年 10 月 20 日閣議決

定）に基づき適切に実施す

る。 

２ 人件費の削減等 
給与水準については、「独立行政

法人改革等に関する基本的な方針」

（平成25年12月24日閣議決定）を

踏まえ、国家公務員の給与を参酌す

るとともに、役職員の給与の在り方

について検証し、その検証結果や取

組状況をホームページにおいて公表

するとともに、総人件費を令和 5 年

度以下とする。ただし、新規・拡充

業務に伴う増員分、退職金、福利厚

生費（法定福利費及び法定外福利

費）、非常勤役職員給与及び人事院

勧告を踏まえた給与改定部分を除

く。 

また、役職員の給与改定に当たっ

ては、「公務員の給与改定に関する取

扱いについて」（令和5年10月20日

閣議決定）を踏まえ、適切に対応す

る。 

 

＜定性的指標＞ 
◇人件費（令和 5 年

度予算額以下） 
 ただし、新規・

拡充業務に伴う増

員分、退職金、福

利厚生費（法定福

利費及び法定外福

利費）、非常勤役

職員給与及び人事

院勧告を踏まえた

給与改定部分を除

く。 

＜主要な業務実績＞ 
 給与水準については、「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」（平

成25年12月24日閣議決定）を踏まえ、国家公務員の給与を参酌し、国と

同水準を維持しており、令和 6 年度のラスパイレス指数（事務・技術職

員）は 96.2であった。 

 役職員の報酬・給与等については、報酬水準の妥当性に係る検証結果や

取組状況について令和5年度分までをホームページにおいて公表した。 
 役職員の給与改定に当たっては、「公務員の給与改定に関する取扱いに

ついて」（令和6年 11月 29日閣議決定）等を踏まえ、役員給与規程及び

職員給与規程を改正し、令和 6年 4月から一般職員俸給表を若年層に特に

重点を置きつつ、おおむね30歳台後半までの職員にも重点を置いて全ての

職員を対象に全体で平均 3.0％引上げ、役員の俸給についても職員との均

衡を基本として 1.1％程度引上げた。併せて、諸手当についても期末手

当、勤勉手当及び期末特別手当の支給割合を引上げるとともに、寒冷地手

当の月額を11.3％引上げた。 

 また、長時間労働の削減については、次世代育成支援行動計画に基づき

各種対策に取り組んだ。 

 総人件費については、常勤職員数が令和6年1月1日時点（※1）の637

名から625名（令和7年1月1日時点）に減少したことにより令和5年度

と比較して人件費（退職金及び福利厚生費（法定福利費及び法定外福利

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

根拠：人件費は令和

5年度予算額以下であ

り、目標の水準を満

たしている。 
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 費）並びに非常勤役職員給与及び人事院勧告を踏まえた給与改定部分を

除く。）が4.8％減額となった。 

 

（参考） 

令和5年度予算額

※2 

令和6年度実績額 削減率 

4,471百万円 4,258百万円 4.8% 

※1 独立行政法人通則法第 60 条の規定による常勤職員数の国会報告基準

日である。 

※2 新規・拡充業務に伴う増員分及び人事院勧告を踏まえた給与改定部

分を含む。 

 

  

４．その他参考情報 
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様式３－１－４－２ 独立行政法人農林水産消費安全技術センター 令和６年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

第２－３ 常勤職員数の削減等 

当該項目の重要度、困難度 － 関連する政策評価・行政

事業レビュー 

政策評価書：事前分析表農林水産省６-④ 

行政事業レビューシート予算事業ID：003181 

 
２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な情報 

人件費の削減 令和 10 年度までに令

和5年度を基準として

常勤職員数を少なく

とも7人削減 

常勤職員数（628

人）（育児休業代

替職員を除く。） 

625人 636人 621人 628人 616人  

 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

年度目標 事業計画 主な評価指標 
法人の業務実績・自己評価 

主務大臣による評価 
業務実績 自己評価 

 
以下の事業計画の実施にあたって

は、法人の効率的な運営に資するた

め、人材、施設及び経費の活用におい

て、各職員が自身の業務を点検し常に

業務改善の意識を持って創意工夫に努

め、効果的かつ効率的に業務に取り組

むものとする。 

＜定量的指標＞ 
○常勤職員数の削減

等 
中項目の評定は、

小項目別（◇）の評

定結果の積み上げに

より行うものとす

る。 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：－ 
根拠：令和10年度終了後に評価するため、令和6年度においては評価せず。 

＜課題と対応＞ 
引き続き適切に対応する。 

＜業務の評価＞ 
－ 

評定 － 

＜評定に至った理由＞ 

令和10年度終了後

に評価するため評価

を実施せず。（評

定：－） 

なお、令和6年度

の常勤職員数は業務

見直し・合理化によ

る減少ではないと判

断するが、業務内容

の精査や対応方針を

決定するなど、常勤

職員の削減に向けた

検討に着実に取り組

んでいることは評価

できる。 

 

３ 常勤職員数の削減等 

業務運営に必要な人員に

ついては、業務の質の低下

を招かないよう配慮しつ

つ、引き続き業務の効率化

を図り、不断の見直しを行

う。その上で、常勤職員数

を令和5年度以下に抑制して

いくこととし、令和 10 年度

までに令和5年度を基準とし

て常勤職員数を少なくとも 7

人削減する。その上で、拠

点の合理化も含め、さらに

常勤職員数の削減を検討す

る。 

３ 常勤職員数の削減等 

業務運営に必要な人員について

は、業務の質の低下を招かないよ

う配慮しつつ、引き続き業務の効

率化を図り、不断の見直しを行

う。その上で、常勤職員数を令和5

年度以下に抑制していくことと

し、令和10年度までに令和5年度

を基準として常勤職員数を少なく

とも 7 人削減する。その上で、拠

点の合理化も含め、さらに常勤職

員数の削減を検討する。 

＜定量的指標＞ 
◇常勤職員数（628

人）（育児休業代

替職員を除く。） 

 
【令和10年度限りの

指標】 

＜主要な業務実績＞ 
 業務運営に必要な人員について、業務の質の低下を招かないよう配慮

しつつ、講習会開催、講師派遣等の業務を合理化・効率化することによ

り、令和10年度までに令和5年度を基準として常勤職員数を少なくとも7

人削減する方針を決定した。 

 なお、令和6年度については、予期せぬ退職等により、一時的に令和5

年度の常勤職員数を大きく下回っている。 

 

 令和6年度常勤職員数（育児休業代替職員を除く。）：616人 

＜評定と根拠＞ 

評定：− 

根拠：令和10年度終

了後に評価するた

め、令和 6 年度にお

いては評価せず。 

 

４．その他参考情報 
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様式３－１－４－２ 独立行政法人農林水産消費安全技術センター 令和６年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

第２－４ 調達等合理化の取組 

当該項目の重要度、困難度 － 関連する政策評価・行政

事業レビュー 

政策評価書：事前分析表農林水産省６-④ 

行政事業レビューシート予算事業ID：003181 

 
２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な情報 

調達等合理化の取組(一者応札・応

募等の改善) 

一者応札・応募等の改善状況

（令和4年度までは、競争性

のある契約に占める一者応

札・応募割合） 

－ 

（令和 4年度

は、42％以

下） 

39％ 32％ 23％ 一者応札・応募となった

契約（30 件）のうち、「4.

その他参考情報」に示す

基準に該当しないと判断

された契約は 8 件あっ

た。 

一者応札・応募となった

契約（28 件）のうち、

「4.その他参考情報」に

示す基準に該当しないと

判断された契約は 2件あ

った。 

 

調達等合理化の取組(随意契約によ

ることができる事由の明確化) 

随意契約によることがで

きる事由の明確化 

－ 22件 

契約監視委員会によ

る事後評価の実施 

21件 

契約監視委員会によ

る事後評価の実施 

21件 

契約監視委員会によ

る事後評価の実施 

25件 

契約監視委員会による

事後評価の実施 

20件 

契約監視委員会による

事後評価の実施 

 

調達等合理化の取組(契約監視委員

会における点検・見直しの状況) 

契約監視委員会における

点検・見直しの状況 

－ いずれも事由につい

て契約監視委員会に

よる事後評価を受

け、妥当性が確認さ

れている。 

いずれも事由につい

て契約監視委員会に

よる事後評価を受

け、妥当性が確認さ

れている。 

いずれも事由につい

て契約監視委員会に

よる事後評価を受

け、妥当性が確認さ

れている。 

いずれも事由について

契約監視委員会による

事後評価を受け、妥当

性が確認されている。 

いずれも事由について

契約監視委員会による

事後評価を受け、妥当

性が確認されている。 

 

 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

年度目標 事業計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 

以下の事業計画の実施にあたって

は、法人の効率的な運営に資するた

め、人材、施設及び経費の活用にお

いて、各職員が自身の業務を点検し

常に業務改善の意識を持って創意工

夫に努め、効果的かつ効率的に業務

に取り組むものとする。 

＜定量的指標＞ 
○契約の点検・

見直し 
 中項目の評定

は、小項目別

（◇）の評定結

果の積み上げに

より行うものと

する。 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 
根拠：◇小項目3（項目）×2点（Ｂ）＝6点 
Ｂ：基準点（6）×9/10≦ 各小項目の合計点（6）＜ 基準点（6）×12/10 

＜課題と対応＞ 
引き続き農林水産省の指示に従い適切に対応する。 

＜業務の評価＞ 
事業計画に基づき的確に実施した。 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

 3 の小項目のうちＢが

3 項目であり、小項目を

積み上げた項目別評定は

Ｂであったため。 
※小項目の点数の計算結

果は法人の自己評価と

同じ。 
具体的には、次のとお

り。 

４ 調達等合理化の取組 
調達等合理化の取組につ

いては、「独立行政法人に

おける調達等合理化の取組

の推進について」（平成 27

年 5月 25日総務大臣決定）

等を踏まえ、公正かつ透明

な調達手続による、適切で

４ 調達等合理化の取組 
公正性・透明性を確保しつつ合

理的な調達を促進するため、次の

取組を行う。 

 
(1) 調達等合理化の取組について

は、「独立行政法人における調達

＜定性的指標＞ 
◇一者応札・応

募等の改善状

況※ 
※ 詳細は「４．

その他参考情

報」に記載 

＜主要な業務実績＞ 
 公正性・透明性を確保しつつ合理的な調達を促進するため、次の取組を行った。 

 

 

 

(1) 「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について」（平成27年

5月25日総務大臣決定）等に基づき、「調達等合理化計画」を策定し実施し

た。 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 

根拠：計画のとおり調達

等合理化計画に基づく一

者応札・応募の改善に取

り組んだ。「4.その他参

考情報」の記載を満たす

ことができなかった契約

(1)(2) 調達等合理化へ

の取組について、調達

等合理化計画に基づく

一者応札・応募の改善

に取り組んでいる。 

また、一者応札・

応募等の改善状況に

ついて、「4.その他参
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迅速かつ効果的な調達を実

現する観点から、毎年度策

定する「調達等合理化計

画」を着実に実施し、以下

の取組を行う。 

(1) 契約については原則一

般競争入札とし、一者応

札・応募等の改善に不断に

取り組む。 

等合理化の取組の推進について」

（平成27年 5月 25日総務大臣決

定）等に基づき策定する「調達等

合理化計画」を着実に実施する。 

 

(2) 一般競争入札については、幅

広く周知し、仕様書の見直しや公

告期間を十分確保する等の改善に

不断に取り組み、一層の競争性が

確保されるように努める。 

(表2-3-1参照) 

 

 

 

(2) 一者応札･応募の改善に資するため、これまでのメールマガジン等を活用

した調達情報の提供、仕様書の見直しや公告期間を十分確保、調達要求の集

約化、ホームページへの調達予定情報の早期掲載、積極的な競争参加者の発

掘に加えて、配送コストを配慮し契約を履行場所（地域）ごとに分割するこ

とを検討したり、改めて仕様書を見直したりするなど改善に取り組んだ。

一者応札・応募となった件数（28 件）のうち「4.その他参考情報」の記載を

満たすことができなかった契約は2件あった。 

これら 2 件の契約についても、詳細に原因を検証し、改善に努めること

としている。 

なお、一者応札・応募となった契約については、外部有識者を交えた契

約監視委員会において妥当性及び改善方策について審議及びフォローアッ

プを行った結果、当該委員会における意見の具申や勧告はなく、当該委員

会の概要をホームページで公表した。 

また、過去の不適正経理に係る再発防止強化策をはじめとする発注・検

収事務に係る自己点検を行い、適切に処理されていることを確認するとと

もに、再発防止強化策の風化を防ぐため、各地域センター等業務管理課長

等や担当者に対して当該対策の策定経緯を含め定期的に周知し、不祥事の

未然防止・再発防止の再認識に努めた。 

が 2件あったが、令和 5

年度の8件から大きく減

少した。これは、一者応

札・応募等の改善に不断

に取り組んだ結果であ

り、一般競争入札につい

て一層の競争性が確保さ

れたことから、目標の水

準を満たしている。 

考情報」の記載を満

たすことができなか

った契約が令和5年度

の8件から2件に大き

く減少している。こ

れは令和5年度評価に

おける指摘事項への

対応を含め、一者応

札・応募等の改善に

不断に取り組んだ結

果であると認められ

る。 

さらに、外部有識

者を交えた契約監視

委員会で審議及びフ

ォローアップが行わ

れる等、契約の公平

性・透明性の確保の

取組が行われている

ことから、目標の水

準を満たしている。

（評定：Ｂ） 

 

(2)  随意契約については「独

立行政法人の随意契約に係

る事務について」（平成 26

年 10 月 1日付け総管査第

284 号総務省行政管理局長

通知）に基づき、随意契約

によることができる事由を

明確化し、公正性・透明性

を確保しつつ合理的な調達

を実施する。 

(3) 随意契約については、「独立行政

法人改革等に関する基本的な方針」

（平成25年12月24日閣議決定）、「独

立行政法人の随意契約に係る事務に

ついて」（平成26年10月1日付け総

管査第 284号総務省行政管理局長通

知）に基づき、随意契約によること

ができる事由を明確化し、公正性・

透明性を確保しつつ合理的な調達を

実施する。 

＜定性的指標＞ 
◇随意契約によ

ることができ

る事由の明確

化 

＜主要な業務実績＞ 
(3) 随意契約については、公正性・透明性を確保しつつ合理的な調達を実施

するため、平成27年7月に契約事務取扱規程を改正し、随意契約による事由

を明確にした「随意契約理由書」により、公平性・透明性を確保しつつ合理

的な調達を実施するとともに、調達等合理化検討会において当該調達手続に

ついて点検を受けた。 

 また、令和6年6月に策定した「調達等合理化計画」に基づき、競争性の

ない随意契約の事由の明確化、公正性・透明性の確保に努めた。 

この結果、競争性のない契約件数は20件であったが、いずれも取扱業者が

特定され、競争の余地がないものとして、随意契約による事由を明確にし、

当該事由については契約監視委員会において事後評価が行われ、その妥当性

を確認した。 

（表2-3-2参照） 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

根拠：計画のとおり調

達等合理化計画に基づ

く随意契約における事

由の明確化等に適切に

取り組んでおり、目標

の水準を満たしてい

る。 

(3) 随意契約につい

て、契約事務取扱規程

に随意契約によること

ができる事由を明確化

して調達を実施してお

り、さらに検討会にお

いて当該調達手続の点

検が行われていること

から、目標の水準を満

たしていると認められ

る。（評定：Ｂ） 

(3) 契約については監事及び外

部有識者によって構成する

契約監視委員会において公

平性等が確保されているか

の点検・見直しを行う。 

(4) 契約については監事及び外部有

識者によって構成する契約監視委員

会において公平性等が確保されてい

るかの点検・見直しを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

＜定性的指標＞ 
◇契約監視委員

会における点

検・見直しの

状況 

＜主要な業務実績＞ 

(4)  契約監視委員会を次のとおり開催し、個々の契約案件の事後点検を受け

た。  

併せて一者応札の改善方策についてフォローアップ等がなされた。 

①  令和6年5月31日：理事長が定める基準（新規の随意契約、2か年連続

の一者応札・応募など）に該当する個々の契約案件（令和5年度第3～第

4四半期分）の事後点検  

② 令和7年2月28日：理事長が定める基準に該当する個々の契約案件（令

和6年度第1～第3四半期分）の事後点検 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

根拠：契約監視委員会

の点検結果、フォロー

アップ内容を踏まえ、

調達合理化を着実に推

進しており、目標の水

準を満たしている。 

(4) 契約監視委員会にお

ける公平性等の確保に

関する点検・見直しに

ついて、点検結果及び

フォローアップの結果

を踏まえて調達の合理

化を推進していること

から、目標の水準を満

たしていると認められ

る。（評定：Ｂ） 
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(5)  調査研究業務に係る調達について

は、透明性を高める観点から、他の

独立行政法人の優良な事例等を収集

し、応用の可能性を検討する。 

(5) 調査研究業務に係る調達について、平成23年2月に開催された「研究開

発事業に係る調達の在り方に関する連絡会議（関係府省）」及び「同検証会

議（関係法人）」における検討内容の情報収集を行うとともに、FAMICでの

応用の可能性について検討を行った結果、新たに応用できる事例は見受けら

れなかった。 

 

４．その他参考情報 

※ ①及び②を満たすこと。 

① 一者応札・応募等がないこと。 

ただし、以下のアからエに該当する場合を除く。 

ア ｢公共調達の適正化について｣（平成18年8月25日付け財計第2017号財務大臣通知）記の１．（2）②ロ（ロ）に掲げる公募を行った契約であって、その公募の結果一者応募となったもの 

イ 次年度契約を行わないことが明らかなもの 

ウ 研究開発に係る契約であって、研究目標達成のため次年度以降も契約の相手方が同一と見込まれるもの 

エ 前々年度（同一の年度に数次にわたって契約を行っているものについては、前々回。）の契約において一者応札・応募等となり、かつ、契約監視委員会の審査を経た一者応札・応募等の改善策を実施したにもかかわらず、前

年度の入札の結果一者応札・応募等となったものであって、改善の余地が見込まれないとして契約監視委員会の承認を得たもの 

② 契約監視委員会における意見の具申又は勧告がないこと。 
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様式３－１－４－２ 独立行政法人農林水産消費安全技術センター 令和６年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

第２－５ 情報システムの整備及び管理 

当該項目の重要度、困難度 － 関連する政策評価・行政

事業レビュー 

政策評価書：事前分析表農林水産省６-④ 

行政事業レビューシート予算事業ID：003181 

 
２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な情報 

 情報システムの整備及び管理 

 

PMOの設置等の検討状況 － － － 令和5年4月1日から

PMOを設置することと

した。 

－ －  

情報システムの整備及び

管理の取組 

－ － － － PMOを設置し、適切に

運用 

PMOを設置し、適切に

運用 

 

情報システムの整備及び管理(情報

システム整備に係る投資対効果の

精査結果) 

情報システム整備に係る

投資対効果の精査結果 

－ － － 投資対効果を精査

し、法人文書管理シ

ステムを導入し、令

和 5 年度から運用で

きるようにした。 

－ －  

情報システムの整備及び管理(クラ

ウドサービスの活用実績) 

クラウドサービスの活用

実績 

－ － － 勤怠管理システム、

法人文書管理システ

ムに加え、クラウド

型業務アプリ開発ツ

ールを導入し、令和5

年度から運用できる

ようにした。 

－ －  

 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

年度目標 事業計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 

 ＜定量的指標＞ 
○情報システム

の整備及び管理 
 中項目の評定

は、小項目別

（◇）の評定結

果の積み上げに

より行うものと

する。 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 
根拠：◇小項目1（項目）×2点（Ｂ）＝2点 
Ｂ：基準点（2）×9/10≦ 各小項目の合計点（2）＜ 基準点（2）×12/10 

  ＜課題と対応＞ 
引き続き農林水産省の指示に従い適切に対応する。 

＜業務の評価＞ 
事業計画の所期の目標を達成した。 

 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

1 の小項目はＢであ

り、項目別評定はＢであ

ったため。 

※小項目の点数の計算結

果は法人の自己評価と

同じ。 

 
 具体的には、情報システ

ムの整備及び管理の取組状

況については、PMOがPJMO

に対して助言を行うなど

適切に運用していること

から、目標の水準を満た

していると認められる。

（評定：Ｂ） 

５ 情報システムの整備及び

管理 

デジタル庁が策定した

「情報システムの整備及

び管理の基本的な方針」

（令和3年12月24日デジ

タル大臣決定）に則り、

情報システムの適切な整

５ 情報システムの整備及び管理 

 

デジタル庁が策定した「情報シ

ステムの整備及び管理の基本的な

方針」（令和3年12月 24日デジタ

ル大臣決定）に則り、情報システ

ムの適切な整備及び管理を行うと

ともに、情報システムの整備及び

＜定性的指標＞ 
◇情報システム

の整備及び管

理の取組状況 

＜主要な業務実績＞ 

PMO の運用について、FAMIC LAN システムを構成するサーバ更新に関する令和

7年度当初予算要求及び令和6年度補正予算要求作業においてPJMOに対して助

言を行うなど適切に運用した。 

また、情報システムの整備及び管理に関する委員会において長期的な情報シ

ステムの整備方針を決定するに当たり、PJMO に対して助言を行うなど適切に運

用した。 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 
根拠：PMOはPJMOに対し

て助言を行うなど適切

に運用しており、目標

の水準を満たしてい

る。 
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備及び管理を行うととも

に、情報システムの整備

及び管理を行う PJMO を支

援するPMOを適切に運用す

る。 

管理を行う PJMO を支援する PMO を

適切に運用し、必要に応じ運用体

制の見直しを行う。 

 

４．その他参考情報 
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様式３－１－４－２ 独立行政法人農林水産消費安全技術センター 令和６年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

第３－１ 保有資産の見直し等 

当該項目の重要度、困難度 － 関連する政策評価・行政

事業レビュー 

政策評価書：事前分析表農林水産省６-④ 

行政事業レビューシート予算事業ID：003181 

 
２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な情報 

保有資産の見直し等 保有資産の見直し状況 － 保有資産の維持 保有資産の維持 保有資産の維持 保有資産の維持 保有資産の維持  

 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

年度目標 事業計画 主な評価指標 
法人の業務実績・自己評価 

主務大臣による評価 
業務実績 自己評価 

  
＜定量的指標＞ 
○保有資産の見直

し等 
  中項目の評定

は 、 小 項 目 別

（◇）の評定結果

の積み上げにより

行うものとする。 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 
根拠：◇小項目1（項目）×2点（Ｂ）＝2点 
Ｂ：基準点（2）×9/10≦ 各小項目の合計点（2）＜ 基準点（2）×12/10 

＜課題と対応＞ 
引き続き農林水産省の指示に従い適切に対応する。 

＜業務の評価＞ 
事業計画に基づき的確に実施した。 

 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

1 の小項目はＢであり、項

目別評定はＢであったため。 
※小項目の点数の計算結果

は法人の自己評価と同じ。 

 

具体的には、庁舎、ほ場、

分析機器等について、利用・

稼働状況に係る調査を実施

し、保有の必要性の見直しが

行われていることから、計画

における所期の目標を達成し

ていると認められる。（評

定：Ｂ） 

 

１ 保有資産の見直し等 
保有資産の見直し等について

は、「独立行政法人の保有資産の

不要認定に係る基本的視点につい

て」（平成26年9月2日付け総管査

第263号総務省行政管理局長通知）

に基づき、保有の必要性を不断に

見直し、保有の必要性が認められ

ないものについては、不要財産と

して国庫納付等を行うこととす

る。 

４ 保有資産の見直し等 
保有資産の見直し等について

は、「独立行政法人の保有資産の

不要認定に係る基本的視点につい

て」（平成26年9月2日付け総管

査第 263号総務省行政管理局長通

知）に基づき、保有の必要性を確

認し、保有の必要性が認められな

いものについては、不要財産とし

て国庫納付等を行うこととする。 

＜定性的指標＞ 
◇保有資産の見直し

状況 

＜主要な業務実績＞ 
 保有資産の見直し等については、保有している庁舎及びその

敷地 3 か所（農薬検査部、神戸センター、福岡センター）、ほ

場 1 か所（岩槻ほ場）、分析機器等について、利用・稼働状況

に係る調査を実施し、保有の必要性の見直しを行った。 

 また、令和 5 年度に取得した名古屋センター移転のための建

物及び敷地については、令和７年度において改修工事を実施

し、新庁舎として使用する予定である。 

（表3-1-1参照） 

なお、宿舎及び福利厚生施設は保有していない。 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 

根拠：計画のとおり保有資

産の必要性について見直し

しており、目標の水準を満

たしている。 

 
４．その他参考情報 
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様式３－１－４－２ 独立行政法人農林水産消費安全技術センター 令和６年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

第３－２ 自己収入の確保 

当該項目の重要度、困難度 － 関連する政策評価・行政

事業レビュー 

政策評価書：事前分析表農林水産省６-④ 

行政事業レビューシート予算事業ID：003181 

 
２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な情報 

自己収入の確保 自己収入確保の状況 － ・講習会の実施 
・講師派遣の周知･広報 
・保有特許の周知･広報 
・手数料の見直し 

・講習会の実施 
・講師派遣の周知･広報 
・保有特許の周知･広報 
・手数料の見直し 

・講習会の実施 
・講師派遣の周知･広報 
・保有特許の周知･広報 
・手数料の見直し 

・講習会の実施 

・講師派遣の周知･広報 

・手数料の見直し 

・講習会の実施 

・講師派遣の周知･広報 

・手数料の見直し 

 

 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

年度目標 事業計画 主な評価指標 
法人の業務実績・自己評価 

主務大臣による評価 
業務実績 自己評価 

  
＜定量的指標＞ 
○自己収入の確

保 
  中項目の評定

は、小項目別

（◇）の評定結

果の積み上げに

より行うものと

する。 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

根拠：◇小項目1（項目）×3点（Ａ）＝3点 
Ａ：基準点（2）×12/10≦各小項目の合計点（3） 

＜課題と対応＞ 
引き続き農林水産省の指示に従い適切に対応する。 

＜業務の評価＞ 
計画に基づき、自己収入を確保するため的確に取組を実施したことに加え、それらの

取組から想定以上の効果が得られている。 

 

評定 Ａ 

＜評定に至った理由＞ 

1 の小項目はＡであり、

項目別評定はＡであった

ため。 

※小項目の点数の計算結

果は法人の自己評価と同

じ。 

 

具体的には、主催者講

習の実施に際して、ニー

ズを把握した上で適切に

対応するとともに、講習

や講師派遣についてホー

ムページ等を通じて周

知・広報を行うことによ

り、自己収入の確保に努

めている。 

また、令和10年度まで

に令和 5 年度を基準とし

て自己収入を 100％以上

増加させるという目標の

達成に向け、自己収入の

新たな業務受託のシー

ズ・ニーズを発掘し、新

規の有料講習会の企画や

効率的な研究業務受託に

向けた規程類改正・運用

など、FAMIC 全体での増

２ 自己収入の確保 
FAMIC の事業の目

的を踏まえつつ、依

頼に基づく検査及び

講師の派遣等につい

て適切に対応すると

ともに、受託収入の

獲得、受益者の負担

の水準について不断

の見直しを図ること

等により、自己収入

の確保に努める。ま

た、令和 10 年度ま

でに令和5年度を基

準として自己収入

を 100％以上増加す

る。 

５ 自己収入の確保 
令和10年度までに令和５年度を基準として自己収

入を100％以上増加するため、次の取組を行う。 

(1) 主催講習会の実施については、ニーズの把握に努

め、適切に実施する。 

(2) 事業者、生産者、都道府県等からの依頼に基づく

検査及び講師派遣等について、ホームページ、メー

ルマガジン、広報誌等を通じて周知・広報を行う。 

(3) 業務内容の検討・見直しを行う際は、受益者負担

の適正化等を念頭に自己収入の獲得可能性を考慮し

て実施するように努め、必要に応じて関係規程類を

改定する。  

(4) FAMICの技術力を活かした受託業務の獲得・実施に

努める。 

(5) 手数料の見直しを行い、必要に応じて改定する。 
(6) 寄付金の申し出があった場合には、当該申出者と

FAMICの業務との関係に留意して適切に対応する。 

＜定性的指標＞ 
◇自己収入確保

の状況 

＜主要な業務実績＞ 
 自己収入を確保するため、次の取組を行った。 

 

(1) 主催講習会については、アンケート調査や聞き取りにより

ニーズを把握し適切に実施した。 
(2) 事業者等が主催する講習会へ有料で講師派遣を行っている

こと等について、引き続きホームページ、メールマガジン等

を通じて周知・広報を行った。 

(3) 受益者負担の適正化等、自己収入の獲得可能性を考慮し業務内

容の検討を行い、業務方法書、関係規程類等を改定した。 

(4) FAMICの技術力を活かし、集成材JASの同等性能確認、受託調査分

析、研究推進委託事業を受託した。 

(5) 手数料算定方法について、実態に合わせた徴収ができるよう

再見直し、最新の根拠資料に基づいて人件費相当額を改定し

た。改定についてホームページに掲載し、周知を図った。 
(6) 寄付の申出については該当する事案はなかった。 

また、スキームオーナーからの評価依頼業務についての受託

業務として、次年度から（一財）食品安全マネジメント協会が

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

根拠：新たな業務受託

のシーズやニーズを発

見し、新規の有料の講

習会を企画したり、効

率的に研究業務の受託

ができるよう規程類を

改正したりするなど、

速やかに自己収入の倍

増に向けた体制を整備

し、一部運用を開始し

た。また、準備にかか

る経費等を反映するよ

う改正した手数料要領

を適切に運用した結

果、業務関係の収入は

約 750 万円の増収とな

った。これらのこと
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運用する食品安全マネジメント規格（JFS－A/B認証プログラム）

の監査会社に対する定期審査業務を新たに展開するための体制

を構築した。 

【特筆事項等について（創意工夫等）】  

(3)について、都道府県職員等の受益者に対し、新規で有料で行

う業務、無料で実施していたものを有料化する業務について洗い出

し、スムーズな導入ができるよう、それぞれの業務の関係機関への

周知を行った。また、引き続きこれらの業務を増やしていくため、

次年度以降の受託を念頭に、FAMICの技術や知識等のシーズ、関係

機関のニーズを確認し、これら業務の受託のための体制整備等の準

備をする等検討を進めた。 

(4)のうち、研究業務の受託に関しては、より効率的に業務を受

託できるよう、内部手続を簡素化するよう規程等を改訂し運用し

た。また、新たな研究資金に応募できるよう、関係規程や体制等を

検討した。 

(5)について、依頼に基づく業務の手数料の算定は、準備に係る

経費、間接的に係る経費等を適切に反映するよう改定し、運用し

た。これらは前年度からの大幅な改定となったため、スムーズな受

入を目指し、依頼者への説明、調整等について丁寧に行うことで混

乱を防いだ。 

これらの結果、増収に向けた取組が困難な資産等売却収入等を除

いた収入は令和5年度比116.3％となった。 

新規に有料で行った業務は以下のとおり。（①については第1-

1-(2) 農薬関係業務⑤の再掲） 

①農薬GLP講習会の新規開催 

②既存の講習会の有料化等 

③食用昆虫中の有害物質の分析等の受託 

は、今度の自己収入の

倍増に大きく貢献して

おり、目標の水準を上

回る成果が得られてい

る。 

収体制を整えている。 

さらに、準備経費等を

適切に反映するよう手数

料要領を改正している。

その結果、令和 6 年度の

業務関係収入は約 750 万

円増加した。 

これらの取組は、今後

の自己収入の増加に大き

く貢献するものであり、

目標の水準を上回る成果

が得られていると認めら

れる。（評定：Ａ） 

    

 
４．その他参考情報 
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様式３－１－４－２ 独立行政法人農林水産消費安全技術センター 令和６年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

第３－３ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

当該項目の重要度、困難度 － 関連する政策評価・行政

事業レビュー 

政策評価書：事前分析表農林水産省６-④ 

行政事業レビューシート予算事業ID：003181 

 
２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な情報 

経費（業務経費及び一般

管理費）節減に係る取組 

経費(業務経費及び一般

管理費)節減に係る取組 
－ 経費(業務経費及び一般

管理費)節減に係る取組

の実施 

経費(業務経費及び一般

管理費)節減に係る取組

の実施 

経費(業務経費及び一般

管理費)節減に係る取組

の実施 

経費(業務経費及び一般

管理費)節減に係る取組

の実施 

経費(業務経費及び一般

管理費)節減に係る取組

の実施 

 

法人運営における資金の

配分状況 

法人運営における資金の

配分状況 

－ 適切に資金を配分した。 適切に資金を配分した。 適切に資金を配分した。 適切に資金を配分した。 適切に資金を配分した。  

 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

年度目標 事業計画 主な評価指標 
法人の業務実績・自己評価 

主務大臣による評価 
業務実績 自己評価 

  
＜定量的指標＞ 
○予算、収支計画及び

資金計画 
  中項目の評定は、小

項目別（◇）の評定結

果の積み上げにより行

うものとする。 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 
根拠：◇小項目2（項目）×2点（Ｂ）＝4点 
Ｂ：基準点（4）×9/10≦ 各小項目の合計点（4）＜ 基準点（4）×12/10 

＜課題と対応＞ 
引き続き適切に対応する。 

＜業務の評価＞ 
事業計画に基づき的確に実施した。 

 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞   
2の小項目はＢが2項目で

あり、小項目を積み上げた

項目別評定はＢであったた

め。 

※小項目の点数の計算結果

は法人の自己評価と同

じ。 

 
具体的には、予算の執行

が適切に行われ、業務経

費、一般管理費の節減に取

り組むとともに、予算不足

が生じないように定期的に

執行状況を把握しており、

適切かつ効率的な資金配分

がなされていることから、

目標の水準を満たしている

と認められる。（評定：

Ｂ） 

－ 
１ 予算 
２ 収支計画 
３ 資金計画 

＜定性的指標＞ 
◇経費（業務経費及び

一般管理費）節減に

係る取組 

＜主要な業務実績＞ 

 令和6年度においても予算の執行を適切に行い、令和5年度に引き続き、

業務経費、一般管理費の削減に取り組んだ。（財務諸表等参照） 

 独立行政法人通則法第39条の規定に基づき、令和6年度の財務諸表等に

ついて監査法人による監査を受けた。その結果、会計報告については準拠す

べき会計基準に従い適正に処理されていること、また、財務状況、運営状態

等に関する情報が正しく表示されていることが確認された。 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 

根拠：経費（業務経費及び

一般管理費）節減に係る取

組を実施した。 

 
－ 

＜定性的指標＞ 
◇法人運営における資

金の配分状況 

＜主要な業務実績＞ 
 平成27年度から行政執行法人へ移行し、単年度管理型の経理となったこと

から、予算不足が生じないように定期的に執行状況を把握するとともに、適

切かつ効率的な資金配分を行った。 

(表3-3-1参照) 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 

根拠：適切に資金を配分し

た。 

 
４．その他参考情報 
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様式３－１－４－２ 独立行政法人農林水産消費安全技術センター 令和６年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

第３－４ 短期借入金の限度額 

当該項目の重要度、困難度 － 関連する政策評価・行政

事業レビュー 

 

 
２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な情報 

短期借入金の限度額 法人の短期借入金について、借入に至った理由

及び使途、金額及び金利、返済の見込み 
－ 実績なし 実績なし 実績なし 実績なし 実績なし  

 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

年度目標 事業計画 主な評価指標 
法人の業務実績・自己評価 

主務大臣による評価 
業務実績 自己評価 

 
  ＜定量的指標＞ 

○短期借入金の限度額 
  中項目の評定は、小

項目別（◇）の評定結

果の積み上げにより行

うものとする。 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：－ 
根拠：実績がないため評価せず。 

＜課題と対応＞ 
引き続き適切に対応する。 

＜業務の評価＞ 
－ 

 

評定 － 

＜評定に至った理由＞ 

実績がないため評価を実施

せず。（評定：－） 
 

－ 
第４ 短期借入金の限度額 
令和6年度：9億円 
（想定される理由） 
 運営費交付金の受入れが遅延 
 公務災害及び通勤災害が発生した

場合の災害補償費の借入れ 

＜定性的指標＞ 
◇法人の短期借入金に

ついて、借入に至っ

た理由及び使途、金

額及び金利、返済の

見込み 

＜主要な業務実績＞ 

 該当する事案はなかった。 

＜評定と根拠＞ 
評定：－ 

根拠：実績がないため評価

せず。 

 
４．その他参考情報 
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様式３－１－４－２ 独立行政法人農林水産消費安全技術センター 令和６年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

第４－１ 職員の人事に関する計画（人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。） 

当該項目の重要度、困難度 － 関連する政策評価・行政

事業レビュー 

政策評価書：事前分析表農林水産省６-④ 

行政事業レビューシート予算事業ID：003181 

 
２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な情報 

職員の人事に関する計画

(人材確保・育成の状況) 

人材確保・育成の状況 － 人材確保・育成方針を

策定した。 
人材確保・育成方針を

踏まえ取組を実施し

た。 

人材確保・育成方針を

踏まえ取組を実施し

た。 

人材確保・育成方針を

踏まえ取組を実施し

た。 

人材確保・育成方針を

踏まえ取組を実施し

た。 

 

職員の人事に関する計画

(人事評価システムによる

評価の実施、システムの

見直し) 

人事評価システムによる

評価の実施、システムの

見直し 

－ 人事評価システムによ

る評価を実施した。 
人事評価システムによ

る評価を実施した。 
人事評価システムによ

る評価及びシステムの

見直しを実施した。 

人事評価システムによ

る評価を実施した。 
人事評価システムによ

る評価を実施した。 
 

職員の人事に関する計画

(女性登用の促進状況) 

女性管理職登用の状況 － ①役員に占める女性の

割合は16.7％ 

②管理職に占める女性

の割合は4.7％ 

①役員に占める女性の

割合は16.7％ 

②管理職に占める女性

の割合は6.9％ 

①役員に占める女性の

割合は16.7％ 

②管理職に占める女性

の割合は6.0％ 

①役員に占める女性の

割合は16.7％ 

②管理職に占める女性

の割合は5.8％ 

①役員に占める女性の

割合は16.7％ 

②管理職に占める女性

の割合は6.8％ 

 

 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

年度目標 事業計画 主な評価指標 
法人の業務実績・自己評価 

主務大臣による評価 
業務実績 自己評価 

  
＜定量的指標＞ 
○職員の人事に関

する計画 
  中項目の評定

は 、 小 項 目 別

（◇）の評定結果

の積み上げにより

行うものとする。 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 
根拠：◇小項目3（項目）×2点（Ｂ）＝6点 
Ｂ：基準点（6）×9/10≦ 各小項目の合計点（6）＜ 基準点（6）×12/10 

＜課題と対応＞ 
引き続き農林水産省の指示に従い適切に対応する。 

＜業務の評価＞ 
事業計画に基づき的確に実施した。 

 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞  

3 の小項目のうち、Ｂが

3 項目であり、小項目を積

み上げた項目別評定はＢで

あったため。 

※小項目の点数の計算結果

は法人の自己評価と同

じ。 
具体的には、次のとお

り。 

１ 職員の人事に関する計画 

 

 

従前から実施している関

係法令に基づいた業務に加

え、農林水産行政の見直し

に対応した国からの要請等

２ 職員の人事に関する計画（人員

及び人件費の効率化に関する目標

を含む。） 

従前から実施している関係法令

に基づいた業務に加え、農林水産

行政の見直しに対応した国からの

要請等に確実に応え、業務の円滑

＜定性的指標＞ 
◇人材確保・育成

の状況 

 

 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

・人材確保のため、Web を活用した業務説明会の開催等により FAMIC

をPRし、農学、化学等の試験区分の国家公務員合格者から、12名

の新規採用者を確保するとともに、職員の年齢層の平準化を図る

ため3名の選考採用（係長級）を確保した。 

・人材育成のため、FAMIC主催の階層別研修を8つ開催し220名が参

加した。また、人事院等主催の12の研修に24名参加させた。 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 

根拠：人材確保・育成方針を

踏まえ、人材確保及び育成の

取組を行っており、目標の水

準を満たしている。 

人材確保・育成方針を踏

まえ、業務説明会や階層別

研修の開催等の取組を行っ

ていることから、目標の水

準を満たしていると認めら

れる。（評定：Ｂ） 
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に確実に応え、業務の円滑

な推進を図るため、計画的

な人事交流や研修等により

職員の資質向上を図る等、

必要な人材を確保・育成す

る取組を推進する。 

 

FAMICの人事評価システムに

より職員個々の能力や実績等

を的確に把握して適材適所の

人材配置を行い、職員の意欲

向上、能力の最大化を図る。 

な推進を図ることを目的に必要な

人材の確保・育成を推進するた

め、人材確保・育成方針を踏まえ

次の取組を行う。 

 

 

 

なお、FAMIC の人事評価システムに

より職員個々 の能力や実績等を的確に

把握して適材適所の人材配置を行い、

職員の意欲向上、能力の最大化を図

る。 

 

(1) 適切かつ効率的な業務運営を図

るため、業務の重点化及び効率化

を行うとともに、適切な要員、人

事配置を行う。  
(2) 人事交流については、農林水産

省等と計画的に実施することと

し、諸事情に即し、一方に偏らな

いことを基本とする。 

(3)  職員の採用に当たっては、人事

院が行う学生への説明会、大学等

が行う就職説明会等への参加や、

インターネット等を活用した広報

活動とともに、分析の基礎的能

力、農林水産物や食品、農業生産

資材に関する専門的知識等を有す

る農学、化学等及び行政の試験区

分の国家公務員試験合格者等から

採用する。 

 

 

 

 

 

 

 

＜定性的指標＞ 
◇人事評価システ

ムによる評価の

実施、システム

の見直し 

 

 

 

 

 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

 職員の人事については、本人の希望等も尊重しつつ、人事評価シス

テムによる評価を実施することにより職員それぞれの能力や実績を総

合的に判断し、人材配置を行った。また、令和 6年 4月期人事異動に

おいて、人事ルールの部門間異動（異動先部門における人事評価結果

を踏まえ自部門に戻る際に部門間異動者として昇任させるもの。）に

より 4 名を昇任させる人事企画を行い、意欲向上等を図った。（部門

間異動適用者は職員に公表。） 

  人事評価システムについては、検証を行った結果、令和 6 年度にお

いて、見直しはなかった。 

(1) 適切な要員・人事配置 
 適切かつ効率的な業務運営を図るため、本部及び地域センター等

の全ての業務部門においてスタッフ制を採用し、業務の進捗状況や

内容の変化等に対応した職員の集中的かつ機動的な配置を実施し

た。 

 令和6年度の常勤職員数は625名（令和7年1月1日）となり、

前年度637名（令和6年1月1日）から12名減少した。減少した理

由としては、予期せぬ自己都合退職者が増加したためである。 

(2) 人事交流 
 職員のスキルアップや視野を広げる等組織の活性化や業務の円滑

な推進を図るため、国の機関や他の法人等との人事交流を一方に偏

らないよう計画的に実施した。（転出34名、転入36名） 
(3) 新規採用及び選考採用 

Webを活用した業務説明会の開催等によりFAMICをPRし、農学、

化学、行政等の試験区分の国家公務員合格者から、12名の新規採用

者を確保するとともに3名の選考採用を確保した。（再掲） 

 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

根拠：計画のとおり人事評

価システムによる評価及び

見直しの検証を実施してお

り、目標の水準を満たして

いる。また、人事ルール等

の特例措置により昇任させ

る人事企画を行い、職員の

職務への意欲向上や能力の

最大化に繋がる取組を行っ

た。 

人事評価について、人事

評価システムによる評価を

実施し、見直しのための検

証を実施していることか

ら、目標の水準を満たして

いると認められる。（評

定：Ｂ） 

「第 5次男女共同参画基本

計画」（令和2年12月25日閣

議決定）を踏まえ、女性の積

極的な採用、育成及び登用

のための取組を推進する。 

(4)  女性登用の促進については、「第

5次男女共同参画基本計画」（令和2

年12月25日閣議決定）」を踏まえ、

女性の積極的な採用、育成及び登

用のための取組を行う。 

＜定性的指標＞ 
◇女性登用の促進

状況 

＜主要な業務実績＞ 

(4) 女性登用の促進 

管理職の女性登用については、農林水産省との人事交流による

女性管理職員の増減は見通せないものの、今後の管理職の定年退

職予定者を見越して、登用対象者を把握し、管理職登用に向けた

土台作りが必要であることから、管理職登用の可能性がある女性

職員に対し意識啓発のため人事院主催の女性登用候補者層を拡大

することを目的とした研修への参加（4 名参加）を促した。ま

た、各部門人事担当部長が連携し、農林水産本省、地方農政局等

の人事担当と人事交流の調整を行い、管理職への女性登用の人事

企画に努め、6名を配置した。 

さらに令和 6 年度は次の取組を行い、男女ともに活躍できる職

場風土及び意識改革等を図った。 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 

根拠：女性管理職候補者の

拡大のための研修参加の促

進とともに、男女ともに活

躍できる職場環境作り及び

意識改革等の取組を行い、

短期及び中長期的な取組に

より、女性管理職の登用拡

大のための取組を積極的に

行っており、目標の水準を

満たしている。 

女性の登用について、研

修及び座談会の開催、ワー

クライフバランスを推進す

る制度の整備など女性管理

職の登用拡大のために短期

及び中長期的な取組を実施

していることから、目標の

水準を満たしていると認め

られる。（評定：Ｂ） 
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・仕事と家庭の両立のための支援制度を周知するために両立支援

制度に関する研修(e-ラーニング)を実施し、仕事と家庭の両方

で男性と女性ともに貢献できる職場風土の醸成を図った。 

・より女性が働きやすい職場作りのため、女性職員の活躍に繋が

るワークライフバランスに関する座談会（Web を使用することに

より、参加を希望する全国の女性職員を対象）を実施した。 

・育児休業の取得促進を図るため育児休業取得者の意見や実体験

を反映した「FAMIC育児休業取得ハンドブック」を作成した。 

・令和 7 年度の階層別研修においても引き続き、ワークライフバ

ランス推進に関する講義を盛り込み、組織全体に広く浸透する

研修計画を策定した。 

 
４．その他参考情報 
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様式３－１－４－２ 独立行政法人農林水産消費安全技術センター 令和６年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

第４－２ 内部統制の充実・強化 

当該項目の重要度、困難度 － 関連する政策評価・行政

事業レビュー 

政策評価書：事前分析表農林水産省６-④ 

行政事業レビューシート予算事業ID：003181 

 
２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な情報 

(1) 運営基本理念、運営方

針、行動方針、コンプライ

アンス基本方針等の見直し

状況 

運営基本理念、運営

方針、行動指針、コン

プライアンス基本方

針等の見直し 

－ 「行動理念」及び「行

動方針」を、「運営基本

理念」、「運営方針」、

「行動指針」として改

訂 

内部統制委員会を 1 回

開催 

内部統制委員会を 1 回

開催 

内部統制委員会を1回開

催 

内部統制委員会を1回開

催 

 

(2) リスク評価の実施状況、

当該リスク評価に基づく低

減策の検討状況 

リスク評価の実施状

況、当該リスク評価

に基づく低減策の検

討 

－ 行動理念及び行動方針

の改定、リスク管理委

員会を4回開催 

リスク管理委員会を 2

回開催 

リスク管理委員会を 2

回開催 

リスク管理委員会を6回

開催 

リスク管理委員会を2回

開催 

 

(3) ガバナンスの確保及び法

令遵守状況 

ガバナンスの確保、

法令遵守 

－ 役員会14回開催、 

コンプライアンス委員

会2回開催 

役員会17回開催、 

コンプライアンス委員

会2回開催 

役員会17回開催 

コンプライアンス委員

会1回開催 

役員会22回開催 

コンプライアンス委員

会3回開催 

役員会18回開催 

コンプライアンス委員

会3回開催 

 

(4) 監事監査の体制の整備及

び内部監査の実施状況 

監事監査の体制の整

備、内部監査の実施 

－ 

 

監事会7回開催、 

内部監査を適切に実施 

監事会6回開催、 

内部監査を適切に実施 

監事会4回開催、 

内部監査を適切に実施 

監事会3回開催、 

内部監査を適切に実施 

監事会10回開催、 

内部監査を適切に実施 

 

(5) 法人文書の管理、情報の

公開及び個人情報の保護に

関する対応状況 

法人文書の管理、情

報の公開及び個人情

報の保護に関する対

応 

－ 法人文書管理規則等

の改正、e-ラーニング

による研修を実施 

法人文書管理規則等の

改正、e-ラーニングに

よる研修を実施 

法人文書管理規則等の

改正、e-ラーニングに

よる研修を実施 

法人文書管理規則等の

改正、e-ラーニングに

よる研修を実施 

法人文書管理規則等の

改正、e-ラーニングに

よる研修を実施 

 

(6) 事故及び災害の未然防止

に係る体制の整備 

事故及び災害の未然

防止に係る体制の整

備 

－ 労働安全衛生マネジメ

ントシステム手順書の

改正(本部、地域セン

ター等) 

労働安全衛生マネジメ

ントシステム手順書の

改正(本部、地域セン

ター等) 

労働安全衛生マネジメ

ントシステム手順書の

改正(本部、地域セン

ター等) 

労働安全衛生マネジメ

ントシステム手順書の

改正(本部、地域センタ

ー等) 

労働安全衛生マネジメ

ントシステム手順書の

改正(本部、地域セン

ター等) 

 

(7) 環境負荷の低減に資する

物品調達状況 

環境負荷の低減に資

する物品調達 

－ 環境物品等の調達目標

の設定・実施 

環境物品等の調達目標

の設定・実施 

環境物品等の調達目標

の設定・実施 

環境物品等の調達目標

の設定・実施 

環境物品等の調達目標

の設定・実施 

 

(8) 防災体制等の見直し状況 防災体制等の見直し － 防災訓練の実施、防

火・防災管理規則の改

正(本部) 

防災訓練の実施、防

火・防災管理規則の改

正(本部) 

防災訓練の実施、防

火・防災管理規則の改

正(本部) 

防災訓練の実施、防

火・防災管理規則の改

正(本部) 

防災訓練の実施  
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

年度目標 事業計画 主な評価指標 
法人の業務実績・自己評価 

主務大臣による評価 
業務実績 自己評価 

２ 内部統制の充実・強化 

「独立行政法人の業務の適正を

確保するための体制等の整備につ

いて」（平成26年11月28日付け総

務省行政管理局長通知）に基づき

業務方法書に定めた事項を適正に

実行するほか、業務運営の阻害要

因の除去・低減、業務改善の機会

逸失防止及び労働安全衛生に係る

リスク管理に取り組むなど、内部

統制システムの更なる充実・強化

を図る。 

４ その他年度目標を達成するため

に必要な事項 

(1) 内部統制の充実・強化 

「独立行政法人の業務の適正を

確保するための体制等の整備につ

いて」（平成26年11月28日付け総

務省行政管理局長通知）に基づき

業務方法書に定めた事項を適正に

実行するほか、業務運営の阻害要

因の除去・低減はもとより業務改

善の機会逸失防止や労働安全衛生

に係るリスク管理に取り組むとと

もに、内部監査実施方法を検証

し、必要に応じて見直しを行うな

ど、内部統制システムの更なる充

実・強化を図るため、次の取組を

行う。 

＜定量的指標＞ 

○内部統制の充実・

強化 

  中項目の評定は、

小項目別（◇）の評

定結果の積み上げに

より行うものとす

る。 

 

  ＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

根拠：◇小項目7（項目）×2点（Ｂ）＋小項目1（項目）×1点（Ｃ）＝15点 

Ｂ：基準点（16）×9/10≦ 各小項目の合計点（15）＜ 基準点（16）×12/10 

＜課題と対応＞ 

引き続き農林水産省の指示に従い適切に対応する。 

＜業務の評価＞ 

事業計画に基づき内部統制を継続的かつ有効に機能させるため、内部統制システムの充実・強化

を図った。 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 
8 の小項目のうち、Ｂが

7項目、Cが1項目であり、

小項目を積み上げた項目別

評定はＢであったため。 

※小項目の点数の計算結果

は法人の自己評価と同

じ。  
具体的には次のとおり。 

(1) 運営基本理念、運営方針、行動

指針、コンプライアンス基本方針

等内部統制推進上の基本的な方針

や規程類について、内部統制に係

る活動の体系的な実施の観点か

ら、必要に応じ見直しを行う。 

① 運営基本理念、運営方針、行

動指針、コンプライアンス基本

方針等内部統制推進上の基本的

な方針や規程類について、内部

統制に係る活動の体系的な実施

の観点から、必要に応じ見直し

を行う。 

＜定性的指標＞ 

◇運営基本理念、

運営方針、行動指

針、コンプライア

ンス基本方針等の

見直し状況 

＜主要な業務実績＞ 

 理事長のリーダーシップの下で効率的・効果的な業務運営を推進

するため、次の取組を通じ内部統制の更なる充実・強化を図った。 

 

① 内部統制の一層の充実を図るため、内部統制委員会からリス 

ク管理委員会に対して、物価高騰、DX、農薬再評価、名古屋セン

ターの入居する名古屋農林総合庁舎の廃止、情報漏えい等に係る

リスク低減の対応を明確に指示するなど、内部統制の推進を図っ

た。 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

根拠：計画に基づき内部統制

を推進するため、理事長のリ

ーダーシップの下、内部統制

委員会を開催し、リスク管理

委員会に対して各事項のリス

ク低減の対応を指示するなど

により内部統制の推進を図っ

ており、目標の水準を満たし

ている。 

① 運営基本理念、行動方

針、コンプライアンス基本

方針等を見直していること

から、目標の水準を満たし

ていると認められる。

（評定：Ｂ） 

(2) 業務実施上のリスクについて、

識別、評価、管理を適切に行うた

め、必要に応じ規程類及びリスク

管理体制の見直しを実施する。 

② 業務実施上のリスクの識別、

評価、管理を適切に行うため、

必要に応じ関係規程類及びリス

ク管理体制の見直しを実施す

る。 

＜定性的指標＞ 

◇リスク評価の実施

状況、当該リスク

評価に基づく低減

策の検討状況 

＜主要な業務実績＞ 

② 業務実施上のリスクの識別、評価、管理を適切に行うため、リ

スク管理委員会を2回開催して各内部統制推進責任者によるリス

ク管理の実施状況等について審議するとともに、令和6年度のリ

スク管理活動の運営体制及びリスク管理の実施手順を策定し

た。 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

根拠：リスクの識別、評

価、管理については、役員

のリーダーシップの下、リ

スク管理活動の運営体制及

びリスク管理の実施手順に

基づき行うとともに、リス

クへの対応実績及び実績に

対する評価をリスク管理表

に記録し、役職員へ周知を

図っており、目標の水準を

満たしている。 

② リスク評価の実施状

況、当該リスク評価に基

づく低減策の検討につい

て、役員のリーダーシッ

プの下、リスク管理活動

の運営体制及びリスク管

理の実施手順に基づき行

うことにより、リスクの

低減策を検討しているこ

とから、目標の水準を満

たしていると認められ

る。（評定：Ｂ） 
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(3) 業務運営に関する重要事項につ

いては定期的に役員会において審

議・報告し、適切なガバナンスを

確保する。 

また、役員会における指示・

伝達事項を Web会議システム等を

通じて地域センター等も含め適

切、迅速に周知徹底を行う。 

さらに、役職員の法令遵守を

徹底するため、コンプライアン

ス委員会での審議結果等を踏ま

え、役職員への周知徹底を行

う。 

③ 業務運営に関する重要事項に

ついては、適切なガバナンスを

確保するため定期的に役員会を

開催し、審議・報告を行う。 

また、役員会における指示・

伝達事項をWeb会議システム等を

通じて地域センター等も含め適

切、迅速に周知徹底を行う。 

さらに、役職員の法令遵守に

ついては、コンプライアンス委

員会での審議結果を踏まえ、各

種会議や研修の機会、グループ

ウェア等を通じて、コンプライ

アンス基本方針等の周知徹底を

行う。 

＜定性的指標＞ 

◇ガバナンスの確保

及び法令遵守状

況 

＜主要な業務実績＞ 

③ 役員会を18回開催し、法人運営に関する重要事項について審議・

決定し各部長等に指示を行った。 

また、Web 会議システムを活用した役員・所長等会議を 11 回開催

し、役員会における組織、管理、経理及び業務等に関する決定事項

等について、迅速な周知徹底を行った。 

 

コンプライアンス委員会において令和5年度のコンプライアン

ス推進状況の報告、令和6年度のコンプライアンス推進の取組に

ついての審議を行った。 

審議の結果を踏まえ、コンプライアンスに関する研修・教育

の実施及びコンプライアンスに関する意識啓発を図ることとし

た。具体的には、階層別研修において、FAMIC 運営基本理念やコ

ンプライアンス基本方針等のコンプライアンスに関する講義の

実施、役員・所長等会議における幹部職員を対象とした理事長

講話によるコンプライアンス遵守の徹底を図るとともに、全役

職員に対して機会ある毎に国家公務員倫理及び服務規律の遵

守、交通事故・違反の防止等について、グループウェア等を通

じて周知徹底を図った。 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

根拠：計画のとおり役員会を

開催しガバナンスを確保して

いる。また、役職員への法令

遵守を徹底するため、コンプ

ライアンス委員会での審議結

果等を踏まえた役職員への周

知徹底をしており、目標の水

準を満たしている。 

③ ガバナンスの確保のた

めに、役員会を開催し、審

議、決定し、職員に周知を

している。また、役職員へ

の法令遵守を徹底するた

め、コンプライアンス委員

会での審議結果等を踏ま

え、役職員へ周知徹底して

いることから、目標の水

準を満たしていると認め

られる。（評定：Ｂ） 

(4) 監事監査の実効性を担保するた

め､体制整備を行う。 

 

 

 

また、業務運営(会計を含む。）

の横断的な点検を行うため、内

部監査を行う。 

④ 監事監査の実効性を担保する

ため、必要に応じ、監事と内部

監査実施部門及び会計監査人の

連携に関する実施体制の見直し

を行う。 

また、業務運営（会計を含

む。）の横断的な内部監査を、理

事長直属の組織である業務監査

室において行う。また、監査能

力の維持・向上を図るため、必

要に応じて内部監査に関する研

修を実施する。 

＜定性的指標＞ 

◇監事監査の体制の

整備及び内部監査

の実施状況 

＜主要な業務実績＞ 

④ 監事補佐として、業務監査室の職員 2 名を指名し、引き続き

監事監査の体制を維持するとともに、監事との連携強化を図

り、監事監査、監事会等に係る事務を行った。なお、監事会

（10 回開催）では、監事間で監事調査に関して意見交換が行わ

れた。また、監事監査にあたっては監事が内部監査部門、業務

実施部門等から説明又は報告を受けた。 

監事と会計監査人が実施した、令和6年度の監査に関する意見

交換に業務監査室も参加するなど相互の緊密な連携を図った。 

業務運営（会計を含む。）の横断的な内部監査を、理事長直

属の組織である業務監査室がリスクアプローチにより監査重点

項目を抽出した上で実施した。 

内部監査では軽微な不適合 5 件（①一部の検査機器におい

て、管理対象文書外のマニュアルにより管理・運用されてお

り、日常点検記録等を品質管理者等に未報告、②産業廃棄物の

保管場所において、法令で定める保管施設の掲示板を未掲示、

③一部の単価契約に関して、入札執行調書を起案用紙に代えて

発議し、契約責任者の決裁をもって契約を締結、④一部の随意

契約を、随意契約登録者名簿に登録されていない業者と締結

（2 か所の被監査部門で確認）を検出し、必要な再発防止策を

図った。 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

根拠：計画のとおり監事監

査の実効性を担保するため

の体制の整備を行うととも

に、役員直属の組織が内部

監査を実施しており、目標

の水準を満たしている。 

④ 監事補佐を指名するこ

とにより監事監査の体制

を維持している。 

また、業務運営の横断

的な内部監査をリスクア

プローチにより重点項目

を抽出した上で実施して

おり、検出した軽微な不

適合に対して必要な再発

防止策を講じていること

から、目標の水準を満た

していると認められる。

（評定：Ｂ） 

(5) 法人運営の透明性を確保するた

め、公文書等の管理に関する法律

（平成21年法律第66号）、独立行

政法人等の保有する情報の公開に

関する法律（平成13年法律第140

号）及び個人情報の保護に関する

法律（平成15年法律第57号）に

⑤ 法人運営の透明性を確保する

ため、公文書等の管理に関する

法律（平成21年法律第66号）、独

立行政法人等の保有する情報の

公開に関する法律（平成 13 年法

律第140号）及び個人情報の保護

に関する法律（平成 15 年法律第

＜定性的指標＞ 

◇法人文書の管理、

情報の公開及び個

人情報の保護に関

する対応状況 

＜主要な業務実績＞ 

⑤ 公文書等の管理に関する法律（平成21年法律第66号）、独立

行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（平成13年法律第

140 号）及び個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57

号）の目的等について、e-ラーニング及び研修資料を用いた自己

学習により周知徹底した。 

また、法人文書の適正な管理のため、法人文書管理規則等を

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｃ 

根拠：個人情報に係る情報

漏えい事案が 2 件発生した

ことから、目標の水準を満

たしていない。 

⑤ 法人文書の管理、情報

の公開及び個人情報の保護

に関する対応について、e-

ラーニング及び研修資料を

用いて周知している。 

しかし、本年度は個人情

報漏えい事案が2件発生し
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基づき、適切に対応するととも

に、職員への周知徹底を行う。 

57 号）に基づき、法律の目的等

について職員への周知徹底を行

う。 

改正した。 

なお、令和 6 年度において、個人情報に係る情報漏えい事案が 2

件発生したことから、農林水産省関係部局に報告した。概要につ

いては次のとおり。 

 

ア PDF ファイルの誤作成による個人情報の誤送信、出張中のバ

ッグ紛失事案が発生 

(ｱ) 業者A社に返信するPDFファイルに、同時作業中であった業

者B社に返信するPDFファイルを誤って結合し、結果、A社に

対し B 社の担当者の所属及び氏名等が記載された PDF ファイ

ルを送信した事案が発生した。 

(ｲ) 出張中の電車において、網棚に課の出張用 PC、出張資料

（前回の議事録等）、名刺及び職員の通行証が入ったバッグ

を置いていたところ、過度な混雑のため車外にはじき出され

たことによるバッグの紛失事案が発生した。ただし、翌日に

はバッグの中身はすべて揃った状態で発見、回収した。 

 

（主な再発防止策） 

(ｱ) PDFファイルの誤作成による個人情報の誤送信 

・事業者に施行文送付以外で PDF 送付などを行っている作業の

洗い出しを行い、接受の返信については鑑のページのみとす

るよう課内に指示した。 

・メール申請に対して、印刷、接受印を押し、そのスキャンを

返信するサービスを令和 6 年 8 月より原則廃止（ただし、紙

書類による申請で、接受印を押した副本の返送を求められた

場合の対応は従前のとおり）した。 

(ｲ) バッグ紛失事案 

・出張等によって個人情報を含む業務に関連する書類、PC 等を

外部へ持ち出す場合は、肌身離さず持ち歩くよう全職員に対

して周知徹底を図った。 

 

さらに再発防止策の有効性を検証するため、管理者によるフ

ォローアップを行った。 

 

ており、 

(ｱ) PDFファイルの誤作成に

よる個人情報の誤送信 

(ｲ)個人情報を含む資料等

が入ったバッグの紛失 

これらの事案を速やかに発

見・対応した点は評価でき

るが、目標の水準を満たし

ておらず改善を要する。

（評定：Ｃ） 

 

<指摘事項、業務運営上の

課題及び改善方策> 

今回の個人情報漏えいは、

令和４、５年度に発生した

事案とは発生原因が異なる

事案であったが、連続して

情報漏えいが発生したこと

は問題である。既に法人に

おいて原因究明を行った上

で次のとおり再発防止策に

取り組むとともに、事後に

フォローアップを行うこと

でその有効性を検証するな

どの対応が図られており、

適切に対応していると判断

するが、今後は同様の事例

が起こらないように引き続

き対策を徹底すること。 

(ｱ) PDFファイルの誤作成に

よる個人情報の誤送信 

・事業者にPDF 送付などを

行っている作業の洗い出し

を行った上で、メール申請

に対して、印刷、接受印を

押し、そのスキャンを返信

するサービスを令和6年8月

より原則廃止した。 

(ｲ) 個人情報を含む資料等

が入ったバッグ紛失 

・出張等によって個人情報

を含む書類等を外部へ持ち

出す場合は、肌身離さず持
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ち歩くよう全職員に対して

周知徹底を図った。 

(6)  労働災害及び健康障害を未然

に防止するため、労働安全衛生マ

ネジメントシステム（OSHMS）によ

り、職場における職員の安全と健

康の確保及び増進に対する取組を

一層推進する。 

⑥ 職員の安全と健康の確保及び

増進のため、安全衛生委員会に

よる職場点検、健康診断やスト

レスチェックなどの安全衛生活

動をOSHMS手順書により実践し、

労働安全の保持及び職員の心身

両面の健康管理の充実に取り組

む。 

＜定性的指標＞ 

◇事故及び災害の未

然防止に係る体制

の整備 

＜主要な業務実績＞ 

⑥ 本部及び地域センター等においては、各事業場の状況を踏まえ

OSHMS 手順書を改正し、手順書の充実に取り組んだ。また、安全

確保の取組として安全衛生委員会による職場点検の実施、健康保

持増進の取組としてストレスチェックを実施した。ストレスチェッ

クの結果、高ストレス者と判定された職員のうち、産業医が面接指

導を必要とした職員で、面接指導を希望する全ての職員に対し面

接指導を実施した。 

他方、神戸センターで発生したフッ化水素酸による災害（両

手手の平の化学熱傷）を受け、役職員に不浸透性保護具の選択・

使用を含め注意喚起を行い、安全衛生委員会にも報告した。 

 

１ 発生原因 

(1) 被災者は、元素分析のためフッ化水素酸を含む分解液の蒸発・

乾固をドラフト室で実施中、事務所へ戻るために手袋（塩化ビ

ニル樹脂製を二重に装着）を外し、ドラフト室での作業再開時

に、先に外した手袋の表裏を逆に装着してしまったこと。 

(2) 手袋を外す直前に、手袋をした手を水洗いしたが、洗浄が不十

分（指の部分を洗ったのみ）であったこと。 

(3) 手袋は二重のまま裏返して外したが、二重のままでは装着が難

しかったことから、装着は1枚ずつ行ったため、外側で使用した

面が内側に装着していることに気付かず、ドラフト室での蒸

発・乾固及び無機成分分析室での器具類片付け作業を続けたこ

と。 

 

２ 被災者の状況 

(1) ドラフトチャンバー内で作業中に、両手の手の平が白くなって

いることに気付き、直ちに流水で洗いグルコン酸カルシウムゼ

リーを塗る対処を行った。 

(2) その後、病院を受診、採血検査の結果、異常は認められないと

のことであった。医師からは処置（カルシウムゼリーの塗布）

が早かったため、大事に至らずに済んだとの説明があった。 

 

３ 再発防止対策の実施状況 

(1) フッ化水素酸を使用する際の統一された取扱い（表示監視部長

から周知）について、課員に周知した。 

(2) フッ化水素酸使用時に使用する高い耐薬品性能のある手袋等を

購入し、防護具を整えた。 

(3) 上記(1)を補足するためのフッ化水素酸を取り扱う作業の詳細

（表示監視部鑑定課長及び表示監視部技術研究課長から周知）

について、職員に周知した。 

 

３ 再発防止対策の効果、当該防止対策の継続等 

・フッ化水素酸を使用した分析は、事故後再発防止対策に従って

３回分析を実施したが、同様の事故は発生しておらず、その他

の酸分解を行う分析においても事故は発生していない。 

・上記3回の作業について保護具の着用や実施状況の確認は課長が

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

根拠：計画のとおりOSHMS手

順書に基づき安全衛生活動

を実践するとともに安全衛

生委員会等を活用し安全確

保に努めており、目標の水

準を満たしている。 

⑥ 事故及び災害の未然防

止に係る体制の整備につ

いて、OSHMSにより管理す

るとともに、安全衛生委

員会による職場点検の実

施、健康保持増進の取組

としてストレスチェック

を実施している。また、

業務中に発生した労務災

害についても適切に対応

し、再発防止策がとられ

ていることから、目標の

水準を満たしていると認

められる。（評定：Ｂ） 
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目視で確認し、適切に実施されていた。 

・再発防止のためには、今後も当該対策を継続することが必要と

考える。 

(7)  業務活動における環境への影

響を配慮するため、省エネルギ

ー・省資源、廃棄物の削減及び適

正処理、再使用・リサイクル率ア

ップなど、環境汚染物質の排出削

減、グリーン購入などを積極的に

取組む。 

⑦ 業務活動に伴う環境へ配慮

し、環境配慮・無駄削減推進委

員会等の下、省エネルギー・省

資源、廃棄物の削減及び適正処

理、再使用・リサイクル率アッ

プなど、環境汚染物質の排出削

減、グリーン購入などに積極的

に取り組む。 

＜定性的指標＞ 

◇環境負荷の低減に

資する物品調達状

況 

＜主要な業務実績＞ 

⑦ 「FAMIC における環境配慮の基本方針」、「FAMIC における環境

配慮への行動目標」及び「独立行政法人農林水産消費安全技術セ

ンターがその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の削減等の

ため実行すべき措置について定める実施計画」に基づき、省資

源・省エネルギーに配慮した分析機器の効率的な利用や廃棄物の

削減等環境負荷の低減に取り組むとともに環境配慮・無駄削減推

進委員会において当該取組状況の検証を行った。また、国等によ

る環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100

号）に基づき、令和6年4月に環境物品等の調達を推進する方針

を定め、特定調達物品等（「環境物品等の推進に関する調達の基

本方針」（令和4年2月15日閣議決定）に定める特定調達品目ご

とに判断の基準を満たすもの）ごとに調達目標を設定し、ホーム

ページで公表している。 

特定調達物品等ごとの調達目標については、いずれの特定調

達物品等も100％を達成した。 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

根拠：計画のとおり環境配

慮の体制の下、調達が実施

されており、目標の水準を

満たしている。 

⑦ 環境計画を策定し、環

境に配慮した取組を行う

とともに、環境物品等の

調達を推進する方針を定

め、特定調達物品等ごと

に調達目標を設定し、特

定調達物品等も100％の

調達目標を達成するな

ど、目標の水準を満たし

ていると認められる。

（評定：Ｂ） 

(8)  大規模災害等へ備え、災害発

生時の職員、施設等の安全確保及

び業務機能を確保するための防災

体制等を保持し、必要に応じて見

直しを行う。 

⑧ 大規模災害等へ備え、災害発

生時の職員､施設等の安全確保及

び業務機能を確保するための防

災体制等を保持し、必要に応じ

て見直しを行う。 

＜定性的指標＞ 

◇防災体制等の見直

し状況 

＜主要な業務実績＞ 

⑧ 大規模災害等に備えるため、本部及び地域センター等において

防災訓練を実施した。また、防災体制等を保持していくため以

下の事項について見直しを行った。 

・令和７年４月１日付け組織再編（神戸センター農薬実態調査課

を農薬検査部に集約ほか）に伴い、FAMIC 防災業務計画に定める

地域センター災害対策本部一覧等を改正。 

・首都直下地震のみならず近年多発している風水害の災害時にも

庁舎へ参集できる登録者を見直すため、小平の庁舎業務継続計

画及び緊急参集要員初動マニュアルを改正。 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

根拠：計画のとおり防災訓

練を実施するほか、防災体

制等を保持するための見直

しを実施しており、目標の

水準を満たしている。 

⑧ 本部及び地域センター

において防災訓練を実施

するとともに、防災体制

の見直しが行われている

ことから、目標の水準を

満たしていると認められ

る。（評定：Ｂ） 

 
４．その他参考情報 
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様式３－１－４－２ 独立行政法人農林水産消費安全技術センター 令和６年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

第４－３ 業務運営の改善 

当該項目の重要度、困難度 － 関連する政策評価・行政

事業レビュー 

政策評価書：事前分析表農林水産省６-④ 

行政事業レビューシート予算事業ID：003181 

 
２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な情報 

業務運営の改善 法人の長のトップマ

ネジメントによる業

務運営の改善状況 

－ 業務運営懇談会1回開催 

環境配慮・無駄削減推進

委員会2回開催 

業務運営懇談会1回開催 

環境配慮・無駄削減推進

委員会2回開催 

業務運営懇談会1回開催 

環境配慮・無駄削減推

進委員会3回開催 

業務運営懇談会1回開催 

環境配慮・無駄削減推進

委員会2回開催 

業務運営懇談会 1 回

開催 

環境配慮・無駄削減

推進委員会2回開催 

 

 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

年度目標 事業計画 主な評価指標 
法人の業務実績・自己評価 

主務大臣による評価 
業務実績 自己評価 

  
＜定量的指標＞ 
○業務運営の改善 
中項目の評定は、

小項目別（◇）の評

定結果の積み上げに

より行うものとす

る。 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 
根拠：◇小項目1（項目）×3点（Ａ）＝3点 
Ａ：基準点（2）×12/10≦小項目の合計点（3） 

＜課題と対応＞ 
引き続き農林水産省の指示に従い適切に対応する。 

＜業務の評価＞ 
事業計画に基づき的確に実施したほか、積極的に業務運営の改善に取り組んだ。 

 

評定 Ａ 

＜評定に至った理由＞  

 1 の小項目はＡであり、項

目別評定はＡであったため。 

※小項目の点数の計算結果は

法人の自己評価と同じ。 

 

具体的には、効率的な法人

運営と継続的な業務改善活動

を推進するために、事業計画

に基づき、予算の執行状況と

業務の進捗状況を一体的に把

握し、業務執行への指示を行

った。また、外部有識者が参

画する「業務運営懇談会」で

の意見集約、「環境配慮・無

駄削減推進委員会」を開催す

ることでさらなる改善を図っ

た。 

さらに、常勤職員の削減目

標等の達成に向け、全業務の

洗い出しや業務特性の区分け

を実施した上で、理事長自ら

が各部門との意見交換を行

い、法人の業務現状を詳細に

把握し、資源配分の転換や分

析部門の連携強化など、具体

的に取り組むべき課題を明確

３ 業務運営の改善  
法人の長のトップマネジメン

トによる業務運営の改善を推進

するため、｢国の行政の業務改革

に関する取組方針 ～行政の ICT

化・オープン化、業務改革の徹

底に向けて～｣（平成26年7月25

日総務大臣決定）等を踏まえ、

法人運営に関する重要事項や業

務の進捗状況について評価・点

検するとともに、国民目線を取

り入れた業務改善活動の取組を

行う。 

(2) 業務運営の改善         
法人の長のトップマネジメ

ントによる効率的な法人運営

と継続的な業務改善活動を推

進するため、次の取組を行

う。 

① 効率的・効果的な業務運

営が行われているか確認す

るため、四半期ごとに予算

の執行状況及び業務の進捗

状況を役員会で審議する。 

＜定性的指標＞ 
◇法人の長のトップ

マネジメントによ

る業務運営の改善

状況 

＜主要な業務実績＞ 
 効率的な法人運営と継続的な業務改善活動を推進するた

め、次の取組を行った。 

 

 

① 事業計画に基づく各部門の業務進捗状況を四半期ごとに

取りまとめ、役員会において法人運営に関する重要事項や

業務の進捗状況について審議することにより、予算の執行

状況と業務の進捗状況を一体的に把握し、以後の業務執行

に対する指示を行った。 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

根拠：計画のとおり業務運営

の改善の取組を実施したほ

か、業務改革検討会議を設置

し、理事長自らが各部と意見

交換して現状について詳細に

把握したことで、法人に求め

られる技術力等を一層高める

ために取り組むべき課題が具

体化したうえ、社会的必要性

及び行政コストを意識する組

織風土が醸成されたことか

ら、目標の水準を上回る成果

が得られている。 

② 外部の有識者を含めた業

務運営に関する懇談会を

年1回開催し、業務運営全

般についての助言を受け

 ②  外部の有識者の参画による「業務運営懇談会」を開催し、

令和5年度の業務実績評価案、令和6年度の業務実施状況な

どについて外部の有識者から助言等を頂いた。外部の有識

者からは、ダイバーシティ、エクイティ＆インクルージョ
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ることにより、国民の目

線を取り入れた業務改善

活動を行う。 

ンの取組や緊急要請への対応などについて高く評価いただ

いた。一方で、業務量の増加に対応する取組の実施や若年

層に向け魅力的な職場であることをアピールすることが重

要であるなど、意見があったところである。これらの意見

を基に適宜改善を図った。 

化している。 

これらの取組を通じて、今

後の組織の方向性が示され、

組織改変を含めた具体的な検

討が開始されるなど、効率

的・効果的な業務運営の実現

に向けて大きく前進した。 

こうした職員の意識改革を促

す取組は、今後の業務運営の

改善につながるものであり、

目標の水準を上回る成果が得

られていると認められる。

（評定：Ａ） 

 ③ 業務運営の改善を推進す

るため、環境配慮・無駄削

減推進委員会において、

｢国の行政の業務改革に関

する取組方針 ～行政の

ICT 化・オープン化、業務

改革の徹底に向けて～｣

（平成26年7月25日総務

大臣決定）等を踏まえ、業

務改善が図られる取組の検

討を行う。 

 ③ 業務運営の改善を推進するため、環境配慮・無駄削減推

進委員会を2回開催し、事業活動に係る環境活動の内容等に

ついて検討を行うとともに、「独立行政法人農林水産消費安

全技術センターがその事務及び事業に関し温室効果ガスの排

出の削減等のため実行すべき措置について定める実施計画」

等に沿って、会議室への無線LANの導入や会議等資料の電子

化によるペーパーレス化の推進、また、法人文書管理シス

テムを活用した電子決裁を原則とするなど、業務改善に取

り組んだ。 

 

【特筆事項等について（創意工夫等）】  

年度目標である常勤職員の削減（第２－３）及び自己収

入の増加（第３－２）を踏まえ、理事長をトップとする業

務改革検討会議を設置し検討を進め、役員によるヒアリン

グを行った。 

具体的にはすべての業務を対象に以下の作業（①～③）

を行い、理事長自らが各部と意見交換を実施し、法人の現

状について詳細に把握した。 

① 業務内容の列挙や科学力の発揮などの特性の区分け 

② 各業務で行っている具体的な作業項目の洗い出し 

③ ②の実施状況 

これにより現在の業務遂行能力を維持するだけではな

く、求められる技術力等を一層高めるために取り組むべき

課題が具体化した。 

この結果、以下の効果が得られた。 

・FAMICが実施する業務の社会的必要性及び行政コストを意

識する組織風土が醸成された。 

・法人の長のトップマネジメントにより、効率的・効果的

な業務運営の実現に向け大きく前進した。 

 

 

４．その他参考情報 
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様式３－１－４－２ 独立行政法人農林水産消費安全技術センター 令和６年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

第４－４ 情報セキュリティ対策の推進 

当該項目の重要度、困難度 － 関連する政策評価・

行政事業レビュー 

政策評価書：事前分析表農林水産省６-④ 

行政事業レビューシート予算事業ID：003181 

 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

年度目標 事業計画 主な評価指標 
法人の業務実績・自己評価 

主務大臣による評価 
業務実績 自己評価 

   

＜定量的指標＞ 
○情報セキュリティ

対策の推進 
 中項目の評定は、小

項目別（◇）の評定

結果の積み上げによ

り行うものとする。 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ                
根拠：◇小項目2（項目）×2点（Ｂ）＝4点 
Ｂ：基準点（4）×9/10≦ 各小項目の合計点（4）＜ 基準点（4）×12/10 

＜課題と対応＞ 
引き続き農林水産省の指示に従い適切に対応する。 

＜業務の評価＞ 

事業計画の所期の目標を達成した。 

 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 
 2 の小項目はＢであ

り、小項目を積み上げた

項目別評定はＢであった

ため。 

※小項目の点数の計算結

果は法人の自己評価と

同じ。 

具体的には次のとおり。 

４ 情報セキュリティ対策の

推進 

政府機関等の情報セキュ

リティ対策のための統一基

準群を踏まえ、制定した情

報セキュリティ・ポリシー

に基づき情報セキュリティ

対策を講じ、その実施状況

を毎年度把握し、PDCAサイ

クルにより改善を図るた

め、以下の取組を行う。 

(3) 情報セキュリティ対策の推

進 

政府機関等の情報セキュリ

ティ対策のための統一基準群

を踏まえ、制定した情報セキ

ュリティ・ポリシーに基づき

情報セキュリティ対策を講

じ、その実施状況を毎年度把

握し PDCA サイクルにより改善

を図るため、以下の取組を行

う。 

 
＜主要な業務実績＞ 
 政府統一基準群を含む政府機関における情報セキュリティ対策を踏まえた情

報セキュリティ・ポリシーに基づき、次の取組を行った。 

 
 

(1) 情報セキュリティ・ポ

リシーを適時適切に見直す

とともに、緊急時を含めた

農林水産省との連絡体制に

① 情報セキュリティ・ポリシ

ーの見直しを適時適切に行う

とともに、緊急時を含めた農

林水産省との連絡体制につい

＜定性的指標＞ 
◇情報セキュリティ

取組状況 

① 情報セキュリティ委員会を外部の専門家の助言を得て開催し、情報セキュ

リティ対策の取組、情報セキュリティ監査・自己点検結果及び情報システム

対策の現状を評価するとともに、当該委員会に対して政府統一基準に準拠し

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 
根拠：計画に基づき

情報セキュリティ・

①②③ 計画に基づい

て、情報セキュリティ・

ポリシーの見直しを実施

し、政府統一基準の準拠

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な情報 

情報セキュリティ対策の推進 情報セキュリティ取組状況 － 

 

情報セキュリティ・ポ

リシーの見直しを実施

など 

情報セキュリティ・ポリ

シーの見直しを実施など 

情報セキュリティ・ポリ

シーの見直しを実施など 

情報セキュリティ・ポリ

シーの見直しを実施など 

情報セキュリティ・ポ

リシーの見直しを実施

など 

 

情報セキュリティ対策ベンチマーク

による自己診断のスコア：平均4.0以

上 

4.0以上 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0  
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ついて最新の状態を維持す

る。 

て連絡担当者、連絡方法等を

確認し変更があった場合には

速やかに農林水産省に報告す

る。 

た規程、細則等の改正内容について報告を行った。また、情報セキュリティ

緊急連絡体制について確認した。 

ポリシーの見直しな

どを実施し、更にサ

イバー攻撃への防御

として現行機器によ

る運用上の対策を図

るなど、目標の水準

を満たしている。 

等改善が図られている。

また、サイバー攻撃への

防御対策に取り組むとと

もに、セキュリティ研修

を実施していることか

ら、目標の水準を満たし

ていると認められる。

（評定：Ｂ） 

 

(2) 令和6年度情報セキュリ

ティ対策推進計画に基づき

情報システムの構築、保守

及び運用管理を通じてサイ

バー攻撃への防御力の強化

に取り組む。 

② 令和 6 年度情報セキュリテ

ィ対策推進計画に基づき情報

システムの構築・保守及び運

用管理を通じてサイバー攻撃

への防御力の強化に取り組

む。 

 ② 令和6年度情報セキュリティ対策推進計画における技術的な対策 

 ・不正プログラムの起動制限、Web サイトへのアクセス制限、USB デバイス

への接続制限及びプログラムの脆弱性に対する修正プログラム自動配信

等を実施した。 

・IPS、ファイアウォールのログの監視等によりセキュリティの強化に努め

た。 

・IPS、ファイアウォールの運用は、提供された不正通信情報及び不正プロ

グラム情報を受信の都度、全て遮断リストに登録し、不正通信の遮断、

不正プログラムの起動を制限した。 

・不審メールについては、スパム対策等を実施した。 

  

(3) 令和 6 年度情報セキュ

リティ対策推進計画に基

づき役職員の教育・訓練

によりサイバー攻撃に対

する組織的対応能力強化

に取り組む。 

③ 令和 6 年度情報セキュリテ

ィ教育実施計画に基づき役職

員の教育・訓練等によりサイ

バー攻撃への組織的対応能力

強化に取り組む。 

 ③ 令和6年度情報セキュリティ教育実施計画に基づく教育の実施状況 

・新規採用者・転入者への IT リテラシー教育、役員・幹部を対象とした最

高情報セキュリティアドバイザー教育、全役職員向け e-ラーニング情報

セキュリティ教育及び標的型攻撃メール訓練を実施した。 

・令和5年度に実施した情報セキュリティに係る自己点検の結果、実施率が

低かった遵守事項について、全役職員向け研修において重点的に周知を

行った。 

・インシデントを想定した机上訓練をするなど、教育内容の拡充と改善の

取組を行った。 

 
 

(4) 情報セキュリティ監

査、自己点検及び内閣サ

イバーセキュリティ戦略

本部が実施する監査の結

果を勘案したリスク評価

に基づき必要な対策を検

討するとともに、情報シ

ステム委員会の審議を経

て令和7年度情報セキュリ

ティ対策推進計画を策定

する。 

④ 情報セキュリティ監査、自

己点検及び内閣サイバーセキ

ュリティ戦略本部が実施する

監査の結果を勘案したリスク

評価に基づき必要な対策を検

討するとともに、情報システ

ム委員会の審議を経て令和 7

年度情報セキュリティ対策推

進計画及び教育実施計画を策

定する。 

＜定量的指標＞ 

◇情報セキュリティ

対策ベンチマーク

ver.5.1 (令和4年3

月22日公開 独立行

政法人情報処理推

進機構作成) の最

新版を用いた自己

診断のスコア：平

均4.0以上 

④ 情報セキュリティ監査の結果改善すべき事項については対策を講じた。ま

た、情報セキュリティ監査の結果も踏まえ、サイバー攻撃への対処等物的対

応、情報セキュリティ対策の自己点検、情報セキュリティ監査等を内容とする

令和7年度情報セキュリティ対策推進計画を策定した。 

 さらに、情報セキュリティ対策を推進する上で不可欠な役職員の意識の向

上を図るため、新規採用者・転入者等研修、役職員全員を対象とした教育訓

練標的型攻撃メール訓練及び情報担当職員の能力向上研修等を内容とした令

和7年度教育実施計画を策定した。 

なお、令和 6 年度の情報セキュリティ対策を評価するため情報セキュリテ

ィ対策ベンチマーク最新バージョン（Ver.5.1。令和4年3月22日公開）によ

り自己診断を実施した結果、スコアの平均は4.0となった。 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

根拠：情報セキュリ

ティ対策ベンチマー

クVer.5.1による自己

診断のスコアは4.0以

上であり、計画にお

ける所期の目標を満た

している。 

④ 情報セキュリティ対

策ベンチマークについ

て、最新の Ver.5.1 に

おいて 4.0 であり、計

画における所期の目標

を達成していると認め

られる。（評定：Ｂ） 

 
４．その他参考情報 
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様式３－１－４－２ 独立行政法人農林水産消費安全技術センター 令和６年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

第４－５ 施設及び設備に関する計画 

当該項目の重要度、困難度 － 関連する政策評価・行政

事業レビュー 

政策評価書：事前分析表農林水産省６-④ 

行政事業レビューシート予算事業ID：003181 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な情報 

施設及び設備に関する計画 施設及び設備の整備・改修等

の実施 
－ 神戸センター局所

排気装置改修工事 
農薬検査部湿式排ガ

ス処理装置改修工事 
福岡センター空調設

備改修工事 
農薬検査部空調設備改

修工事 

名古屋センター庁舎移

転に伴う庁舎整備工事 

農薬検査部空調設備改

修工事 

名古屋センター庁舎移

転に伴う庁舎整備工事 

 

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

年度目標 事業計画 主な評価指標 
法人の業務実績・自己評価 

主務大臣による評価 
業務実績 自己評価 

   

＜定量的指標＞ 
○施設及び設備に関

する計画 
  中項目の評定は、

小項目別（◇）の評

定結果の積み上げに

より行うものとす

る。 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 
根拠：◇小項目1（項目）×2点（Ｂ）＝2点 

Ｂ：基準点（2）×9/10≦ 各小項目の合計点（2）＜ 基準点（2）×12/10 

＜課題と対応＞ 
引き続き適切に対応する。 

＜業務の評価＞ 
事業計画に基づき的確に実施した。 

 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 
 1 の小項目はＢであり、項目

別評定はＢであったため。 
※小項目の点数の計算結果は

法人の自己評価と同じ。 

 

具体的には、施設及び設備の

整備・改修等を実施しており、

計画の見直しに伴う繰越の事務

についても適切に行っているこ

とから、目標の水準を満たして

いると認められる。（評定：

Ｂ） 

－ １ 施設及び設備に関する計画  

既存の施設・設備の老朽化等

に伴う施設の改修を計画的に行

う。 

小 平：農薬検査部空調設備改修

工事 

名古屋：名古屋センター庁舎移転

に伴う庁舎整備工事 

＜定性的指標＞ 
◇施設及び設備の整

備・改修等の実施 

＜主要な業務実績＞ 

 施設・設備の整備・改修等については、令和5年度施設整

備費補助金で、工事施工が令和6年度に繰越となっていた農

薬検査部空調設備改修工事については、令和7年1月に完成

した。また、令和5年度補正予算で措置され、用地取得費分

のみ完了し令和6年度に繰越となっていた、名古屋センター

庁舎移転に伴う庁舎整備工事については、設計が年度内に完

了したものの、改修工事は令和7年度に繰越となった。 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 

根拠：施設・設備の整備・改

修については当初の計画を見

直したものの、繰越の事務

を適切に行っており、目標

の水準を満たしている。 

 

４．その他参考情報 
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様式３－１－４－２ 独立行政法人農林水産消費安全技術センター 令和６年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

第４－６ 積立金の処分に関する事項 

当該項目の重要度、困難度 － 関連する政策評価・行政

事業レビュー 

政策評価書：事前分析表農林水産省６-④ 

行政事業レビューシート予算事業ID：003181 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な情報 

積立金の処分に関する事項 積立金の処分 － 558,867円 1,096,993円 495,835円 51,429,644 円 478,781 円  

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

年度目標 事業計画 主な評価指標 
法人の業務実績・自己評価 

主務大臣による評価 
業務実績 自己評価 

 
   ＜定量的指標＞ 

○積立金の処分に関

する事項 
  中項目の評定は、

小項目別（◇）の評

定結果の積み上げに

より行うものとす

る。 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 
根拠：◇小項目1（項目）×2点（Ｂ）＝2点 
Ｂ：基準点（2）×9/10≦ 各小項目の合計点（2）＜ 基準点（2）×12/10 

＜課題と対応＞ 
引き続き適切に対応する。 

＜業務の評価＞ 
事業計画に基づき、適切に実施した。 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 
 1 の小項目はＢであり、項目

別評定はＢであったため。 
※小項目の点数の計算結果は法

人の自己評価と同じ。 

 
具体的には、前年度繰越積立金

について、計画に基づき棚卸資

産、前払費用等の費用に充当し

ており、目標の水準を満たして

いると認められる。（評定：

Ｂ） 

－ ３ 積立金の処分に関する事項 
前年度繰越積立金は、前年度

以前に取得し、令和 6 年度へ繰

り越した棚卸資産、前払費用等

の費用に充当する。 

＜定性的指標＞ 
◇積立金の処分 

＜主要な業務実績＞ 

 前年度繰越積立金877,700円は、計画に基づき

棚卸資産、前払費用等への充当のため、478,781

円を取り崩した。 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 

根拠：計画のとおり棚卸資産、前払費用

等へ充当した。 

 

４．その他参考情報 
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（別添１） 

独立行政法人農林水産消費安全技術センターの総合評定の具体的な評価基準（年度評価） 

（１）小項目の評定方法 

   年度目標及び事業計画において定められている具体的目標と業務実績を勘案し、事業計画の達成度について、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの５段階の評語を付すものとして、評定に当たっては重要度、困難度、特殊事情、業績等の特筆

すべき事項にも配慮するものとする。 

 ① 定量的に定められている小項目の評定 

 Ｓ：法人の業績向上努力により、事業計画における所期の目標を質的及び量的に上回る顕著な成果が得られていると認められる（定量的指標の対年度目標値が 120％以上で、かつ質的に顕著な成果が得られていると認められる場合、

又は対年度目標値が100％以上で、かつ年度目標において困難度が「高」とされており、かつ質的に顕著な成果が得られていると認められる場合）。 

 Ａ：法人の業績向上努力により、事業計画における所期の目標を上回る成果が得られていると認められる（定量的指標の対年度目標値が 120％以上。又は対年度目標値が 100％以上で、かつ年度目標において困難度が「高」とされて

いる場合）。 

 Ｂ：事業計画における所期の目標を達成していると認められる（定量的指標においては対年度目標値の100％以上120％未満）。 

 Ｃ：事業計画における所期の目標を下回っており、改善を要する（定量的指標においては対年度目標値の80％以上100％未満）。 

 Ｄ：事業計画における所期の目標を下回っており、業務の廃止を含めた、抜本的な改善を求める（定量的指標においては対年度目標値の 80％未満、又はその業務について業務運営の改善に関する監督上必要な命令をすることが必要

と判断される場合）。 

 ※ 対年度目標値（％）は、小数点以下を四捨五入するものとする。 

 ② 定性的に定められている小項目の評定 

 Ｓ：法人の業績向上努力により、目標の水準を質的に上回る顕著な成果が得られていると認められる（困難度を高く設定した目標について、目標の水準を上回る成果が得られていると認められる。）。 

 Ａ：法人の業績向上努力により、目標の水準を上回る成果が得られていると認められる（困難度を高く設定した目標について、目標の水準を満たしている。）。 

 Ｂ：目標の水準を満たしている（「Ａ」に該当する事項を除く。）。 

 Ｃ：目標の水準を満たしていない（「Ｄ」に該当する事項を除く。）。 

 Ｄ：目標の水準を満たしておらず、その業務について業務運営の改善に関する監督上必要な命令をすることが必要と判断される場合を含む、抜本的な業務の見直しを求める。 

（２）中項目の評定方法 

   中項目の評定は、小項目別の評定結果の積み上げにより行うものとする。その際、各小項目につきＳ：４点、Ａ：３点、Ｂ：２点、Ｃ：１点、Ｄ：０点の区分により小項目の評定結果を点数化した上で、中項目については、

Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの下記により４段階の評語を付すものとし、重要度、困難度、特殊事情、業績等の特筆すべき事項にも配慮するものとする。 

   ただし、Ａ評定とした場合には、各小項目の達成状況及びその他の要因を分析し、法人の活動により事業計画における所期の目標を質的及び量的に上回る顕著な成果が得られていると認められるときはＳ評定とすることができ

る。 

 Ａ：基準点×１２／１０≦ 各小項目の合計点 

 Ｂ：基準点×９／１０ ≦ 各小項目の合計点＜ 基準点×１２／１０  

 Ｃ：基準点×５／１０ ≦ 各小項目の合計点＜ 基準点×９／１０ 

 Ｄ：各小項目の合計点 ＜ 基準点×５／１０ 

 ※ 「基準点」とは、「小項目の数×２点」とし、「合計点」とは、「当該中項目に属する各小項目の点数の合計値」とする。 

（３）総合評定の方法 

 ① 総合評定は、中項目別の評定結果の積み上げにより行うものとする。その際、各中項目につきＳ：４点、Ａ：３点、Ｂ：２点、Ｃ：１点、Ｄ：０点の区分により中項目の評定結果を点数化した上で、下記によりＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ

の４段階の評語を付すものとする。 

   ただし、中項目のうち、「業務運営の効率化に関する事項」、「財務内容の改善に関する事項」及び「その他業務運営に関する重要事項」に属するものは、評定結果の点数化の際に、換算係数として、「１／（属する中項目

で、業務実績があるものの数）」を乗じて点数化する。当該換算係数は、基準点を算出する際にも適用する。 

 ② ①において、Ａ評定とした場合には、各中項目の達成状況及びその他の要因を分析し、法人の活動により事業計画における所期の目標を質的及び量的に上回る顕著な成果が得られていると認められるときはＳ評定とすることが

できる。 

 Ａ：基準点×１２／１０≦ 各中項目の合計点 

 Ｂ：基準点×９／１０ ≦ 各中項目の合計点＜ 基準点×１２／１０  

 Ｃ：基準点×５／１０ ≦ 各中項目の合計点＜ 基準点×９／１０ 

 Ｄ：各中項目の合計点 ＜ 基準点×５／１０ 

 ※ 「基準点」とは、「中項目の数×２点」とし、「合計点」とは、「中項目の点数の合計値」とする。 

 ③ ①及び②を踏まえ、政策上の要請や情勢の変化等、全体評定に影響を与える事象を加味した上で、評語を付して総合評定を行う。その際、法人全体の信用を失墜させる事象が生じた場合には、その程度に応じて①及び②で算出

された基礎に基づく評定よりさらに引下げを行うなど、独立行政法人通則法（平成11年法律第103号）第28条の２第１項に基づき総務大臣が定めた独立行政法人の評価に関する指針（平成26年９月２日総務大臣決定）を踏まえ

て評定を行う。 
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評価書付表一覧 

第１-１(１) 肥料及び土壌改良資材関係業務 

表1-1-(1)-1 立入検査及び収去件数の地域センター別の実績 

 本部 札幌 仙台 名古屋 神戸 福岡 計 

立入検査件数 54 27 20 32 37 28 198 

収去件数 37 14 14 25 31 18 139 

 

第１-１(２) 農薬関係業務 

表1-1-(2)-1 農薬の登録審査                                           表1-1-(2)-2 農薬の残留状況の調査分析 

 指示件数（注1） 審査完了件数 目標期間達成件数 目標期間達成率（注2） 目標期間 

基準必要 525 
13 13 100％ 10.5か月 

72 72 100％ 1年4か月 

基準不要 959 644 644 100％ 10.5か月 

再評価 1,610 0 － － 10.5か月 

（注1）令和6年度に受けた指示件数とそれ以前に受けた指示で審査が継続しているものの合計。 

（注2）対審査完了件数比。 

 

第１-１(３) 飼料及び飼料添加物関係業務 

表1-1-(3)-1 立入検査及び収去件数の地域センター別の実績 

 本部 札幌 仙台 名古屋 神戸 福岡 計 

立入検査件数 55 20 9 24 33 47 188 

大臣確認検査件数 2 1 3 1 7 5 19 

立入検査 総件数 57 21 12 25 40 52 207 

収去件数 30 14 19 11 27 62 163 

 

表1-1-(3)-2 飼料のモニタリング検査点数                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

品目 件数 

野菜・果実類 180 

米穀  57 

計 237 

モニタリング項目 点 数 

飼料等中の飼料添加物の基準・規格適合検査 13 

有害物質の基準・規格適合検査等 392 

病原微生物の基準・規格適合検査 59 

肉骨粉等の基準・規格適合検査 110 

遺伝子組換え体の基準・規格適合検査 0 

計 574 
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第１-２(１) 食品表示の監視に関する業務 

表1-2-(1)-1 食品の産地表示に関する検査件数                                  生鮮食品と加工食品の合計：2,546件 

生鮮食品 加工食品 

品 目 件 数 品 目 件 数 品 目 件 数 品 目 件 数 品 目 件 数 品 目 件 数 

ごぼう 138 ブロッコリー 100 うなぎ 3 小麦加工品 99 牛肉加工品 48 乾わかめ 20 

さといも 83 かぼちゃ 100 牛肉 12 梅加工品 50 はちみつ 104 のり加工品 150 

にんじん 122 まぐろ 144  切干大根 34 うなぎ加工品 153 干ひじき 30 

アスパラガス 100 しじみ 100 乾しいたけ 27 かき加工品 7 あじ加工品 30 

白ねぎ 100 あさり 105 果実加工品 48 たこ加工品 30 さば加工品 102 

たまねぎ 100 いか 34 落花生加工品 20 いか加工品 142 あさり加工品 2 

しょうが 100 かき 43 大豆加工品 32 湯通し塩蔵わかめ 30 果実飲料 4 

計 1,384 計 1,162 

 

第１-２(２) 日本農林規格等に関する業務 

表1-2-(2)-1 登録認証機関等及び登録試験業者等の登録及び更新並びに変更の申請に係る調査件数         

 新規 更新 変更 計 

登録認証機関 1 2 103 106 

登録外国認証機関 0 5 63 68 

登録試験業者 － － 1 1 

登録外国試験業者 － －  － － 

計 1 7 167 175 

 

表1-2-(2)-2 JAS法に基づく立入検査の報告件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 規格 報告件数 事業所調査 製品検査施設調査 立会調査 

登録認証機関の認証業

務を確認するための立

入検査 

飲食料品 

林産物 

畳表 

有機農産物等 

15 

6 

3 

62 

16 

8 

3 

42 

15 

25 

2 

－ 

33 

23 

3 

119 

登録試験業者の認証業

務を確認するための立

入検査 

飲食料品 0 0 － － 

JAS 法令に違反している

疑いがある等の情報に

基づく立入検査 

飲食料品 

林産物 

有機農産物等 

0 

2 

1 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

有機資材リスト掲載機

関に対する立入検査 

有機農産物等 2 － － － 

計 91 69 42 178 
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表1-2-(2)-3 登録外国認証機関及び登録外国試験業者に対する検査の報告件数              表1-2-(2)-4 現地調査件数及び製品調査件数 

規格 報告件数 事業所調査 製品検査施設調査 

登録外国認証機関 

 

林産物 

有機農産物 

 8 

 8 

 9 

 8 

6 

－ 

登録外国試験業者  － － － 

計  16  17 6 

 

 

第１-３ 食品の安全性に関するリスク管理に資するための有害物質の分析業務                        

表1-3-1 リスク管理に資するための有害物質の実態調査件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１-４ その他の業務 

表1-4-1 部門別相談件数 

  

規格 現地調査 製品調査 計 

飲食料品 

林産物 

畳表 

有機農産物等 

12 

3 

1 

14 

103 

54 

3 

118 

115 

57 

4 

132 

計 30 278 308 

分析対象 分析項目  件数 

農産物 小麦及び大麦中のかび毒 

・タイプBトリコテセン類（デオキシニバレノール（DON）、ニバレノール（NIV）、3-アセチル

DON、15-アセチルDON、4-アセチルNIV、DON-3-グルコシド） 

・タイプAトリコテセン類（T-2トキシン、HT-2トキシン、ジアセトキシスシルペノール） 

・ゼアラレノン（ZEN） 

657 

 

小麦及び大麦中のかび毒（追加調査） 

・タイプBトリコテセン類（デオキシニバレノール（DON）、ニバレノール（NIV）、3-アセチル

DON、15-アセチルDON、4-アセチルNIV、DON-3-グルコシド） 

・タイプAトリコテセン類（T-2トキシン、HT-2トキシン、ジアセトキシスシルペノール） 

・ゼアラレノン（ZEN） 

 

 

78 

モリアザミ中のピロリジジンアルカロイド類 16 

はちみつ中のピロリジジンアルカロイド類 6 

農産物中のタリウム 120 

加工食

品 

食用植物油脂及び乳児用調製乳中の3-MCPD脂肪酸エステル類、グリシドール脂肪酸エステル類、2-

MCPD脂肪酸エステル類 

188 

計 1,065 

部 門    相談件数 

肥料 

土壌改良資材 

農薬 

飼料及び飼料添加物 

愛玩動物用飼料 

食品 

3,477 

68 

56 

634 

47 

521 

計 4,803 
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第２-２ 業務運営コストの縮減状況 

表2-2-1 環境配慮・無駄削減推進委員会における経費削減の目標と達成状況 

目 標    達成状況 

1(1) 光熱水量の削減の取組として、照明、事務機

器、分析機器、空調設備等の効率的（消灯、省エ

ネ設定、温度設定など）な使用により削減を図

る。  

 

 

 

 

 光熱水量の削減を図る取組として、消灯の徹底、事務機器の省エネモードの設定、分析機器の原則使用時のみ通電、空調機器の温度設定

（夏季 28度程度、冬季 19度程度）、節水、ガス利用機器の効率的使用など、貼り紙、メールで役職員への周知を図ったほか、令和 5年度に引

き続き、役職員の節電意識を高めるため職場ごとの節電の取組を実施した。また、一部の合同庁舎における照明機器の LED 化による結果、

FAMIC全体で対前年度削減となった。 

内 訳 令和4年度 令和5年度   令和6年度 対令和5年度比 

電気量 

ガス量 

水道量 

 2,728千 kW 

 69.6千 m3 

6.6千 m3 

2,717千 kW 

59.9千 m3 

6.2千 m3 

2,607千 kW 

53.5千 m3 

5.7千 m3 

 ▲ 4.0% 

 ▲10.7% 

▲ 8.1% 
 

(2) コピー用紙購入枚数の削減の取組として、法人

文書管理システムによる電子決裁の徹底、会議資

料等の電子共有を促進、Web 会議システム及びプ

ロジェクターの活用、複写機、プリンターにおけ

る、必要部数以上の印刷禁止、両面印刷の活用、

不要となった用紙類の再利用の徹底により削減を

図る。 

 コピー用紙購入枚数の削減を図る取組について、貼り紙、メールで役職員へ周知するほか、法人文書管理システムによる電子決裁の徹底、会

議資料の電子化によるペーパーレス化、Web会議システムの利用をより推進した結果、対前年度削減となった。 

 令和4年度 令和5年度 令和6年度 対令和5年度比 

コピー用紙購入  1,077 箱 1,011 箱 885箱 ▲12.5% 
 

2 予算の計画的執行 

 計画的な予算執行を図るため、予算執行状況を

定期的に点検し、その結果を実行配分に反映させ

る。 

 予算の執行管理に関しては、予算及び決算について取扱方針を定め、この方針に則り、当初予算配分後は四半期ごとに予算執行の状況を把

握しつつ、7 月に第 2 次配分、10 月に第 3 次配分を行った。第 3 四半期での最終配分にあたり、11 月に各セグメント単位での各担当者に執行

状況の確認と執行見込みの把握を行い 12月に第 4次配分を実施し、これを以て令和 6年度予算の配分を完了すると共に適切な執行管理を年度

末まで行った。 

3 職員の意識改革を促進するための取組  職員の意識改革を促進するため、次の取組を実施した。 

(1) 貼り紙による無駄削減の意識を喚起 

(2) 使用実績等を役職員に定期的に経年実績も含め周知 

(3) 職員の節電意識を高めるため職場ごとの節電の取組を実施 
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第２-３ 調達等合理化の取組 

表2-3-1 調達等合理化計画への取組状況 

計 画    対応状況 

重点的に取り組む分野  

(1)  調達における一者応札・応募について 

   調達を行うにあたっては、一者応札・応募の削減に向けて努める。やむを得ず

一者応札・応募となった場合は、その要因等を十分検証する。 

 

一者応札･応募の改善については、メールマガジン等を活用した調達情報の提供、仕様書の見直し、公告期間の十

分な確保、調達要求の集約化、ホームページへの調達予定情報の早期掲載、積極的な競争参加者の発掘等の取組を行

ったが、結果的にやむを得ず一者応札・応募となった契約件数は 28 件であった。一者応札・応募となった要因等を

検証するため、業者アンケートを見直すとともに、全センターに要因等の検証を行うよう改めて周知した。 

なお、これらについては、外部有識者を交えた契約監視委員会において妥当性及び改善方策にかかる審議及びフォ

ローアップを行うとともに、当該委員会概要をホームページで公表した。（前年度実績：30件） 

(2)  随意契約 

随意契約を行うにあたっては、事由について明確化し、公正性・透明性を確保し

つつ、合理的な調達を実施するものとする。 

  

随意契約については、公正性・透明性を確保しつつ合理的な調達を実施するため、平成 27 年 7 月に契約事務取扱

規程を改正し、随意契約による事由を明確にした「随意契約理由書」による、合理的な調達を実施している。 

 令和 6 年度は、競争性のない契約件数は 20件であったが、当該契約については、事前に調達等合理化検討会にお

いて、いずれも取扱業者が特定され、競争の余地がないものとして点検を受け、また、契約監視委員会において事後

点検が行われ、その妥当性を確認したものである。 

(3) 消耗品及び分析機器類等の調達 

  消耗品及び分析機器類等の調達については、下記の取組を実施していくことによ

り、適正な調達を目指す。 

① 調達にあたっては、履行期限を十分に確保するため、公告時期を早めるなど調整

を行う。 

② 仕様・規格が必要最小限、また、複数の者が応札可能となるよう調整を行う。 

③ 調達の一括化や共同調達を有効活用することにより競争性の確保に努める。 

④ 調達要求の集約化を実施することにより競争性の確保に努める。 

⑤ 積極的に競争参加者の発掘に努める。 

 

 

 

① 消耗品及び分析機器類等の調達にあっては、公告期間を10日から15日に延長するとともに、公告時期を早める

ことにより、業者による入札準備及び履行期間を十分確保した。 

② 仕様・規格が、必要最小限なものとなるようメーカー及び機種の特定の排除等仕様書の見直しを行った。 

③ コピー用紙の調達については、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構本部及び同機構生物系特定産

業技術研究支援センターとの共同調達を継続することに加えて、FAMIC 全センター分を一括調達することにより、

事務の効率化及びコストの削減を図った。 

④ 少額随意契約となる試薬、事務用品等の調達要求の集約化を積極的に実施し、競争性のある契約を増加させ 

た。 

⑤ ホームページ及びメールマガジンを活用した調達情報の提供、入札説明書の電子メールによる配信、郵便入札の

導入により、複数応札となるよう努めた。 

 コピー用紙の調達については、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構本部及び同機構生物系特定産業

技術研究支援センターとの共同調達を継続することに加えて、FAMIC 全センター分を一括調達することにより、事務

の効率化及びコストの削減を図った。 

調達に関するガバナンスの徹底  

(1)  発注・契約権限の明文化について 

  FAMIC における物品等の調達については、契約事務取扱規程により契約責任者及

び当該契約責任者の事務の範囲を定めている。また、発注に係る事務フロー図を整

備し、発注依頼者が直接業者へ発注することのないよう周知しており、引き続き当

該取組を推進することとする。 

 関係規程による発注・契約権限や事務フロー図を会計事務担当者に周知した。 
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(2)  競争性を確保した入札の実施による業者の選定について 

  特定の仕様により納入業者が限定されることのないよう、引き続き仕様書の精査

をし、複数の者が応札できるよう努めることとする。 

 仕様書の作成にあたっては、特定の業者・機種に限定されることのないよう業務担当各課に周知するとともに、業

務担当課より提出された仕様書について、過度な仕様とならないよう内容の確認・精査を行い、複数の者が応札でき

るよう努めた。 

 また、契約担当者へ仕様書の留意事項等について周知した。 

(3)  随意契約について 

 少額随意契約以外に新たに随意契約を締結することとなる案件については、緊急

の場合等やむを得ないと認められる場合を除き、事前に調達等合理化検討会（総括

責任者は総合調整担当理事）において、会計規程や契約事務取扱規程などにおける

「随意契約によることができる事由」との整合性や、より競争性のある調達手続の

実施の可否の観点から点検を受けることとする。 

  

 少額随意契約以外に新たに随意契約を締結することとなる案件については、調達等合理化検討会において「随意契

約理由書」により、関係規程との整合性や、より競争性のある調達手続の実施の可否の観点から点検を受けた。 

(4) 発注者以外の職員の立会いによる検収について 

  物品納品等の検収については、既に検査職員のほか、検査補助員又は発注者以外

の原課職員を立ち会わせて行っており、引き続き当該取組を推進することとする。 

 

 納品に係る検査については、検査職員及び検査補助員若しくは原課職員の2人体制で行った。 

(5)  不祥事の発生の未然防止・再発防止について 

  不祥事等の発生を未然に防止するため、職員に対しメール等により、調達等合理

化計画の説明や調達に係る契約から検収業務に至る適正な手続き、契約規程・検査

マニュアル等について再度の周知徹底を図る等、不祥事の発生の未然防止・再発防

止を図ることとする。 

 

令和7年3月に、本部・地域センター等ごとに、未然防止・再発防止強化策をはじめとする発注・検収事務に係る

自己点検（毎年度実施）を行い、適切に処理されていることを確認するとともに、再発防止強化策の風化を防ぐた

め、各地域センター等業務管理課長等や担当者に対して当該対策の策定経緯を含め定期に周知し、不祥事の未然防

止・再発防止の再認識に努めた。 

自己評価の実施  

  調達等合理化計画の自己評価については、各事業年度に係る業務の実績等に関す

る評価の一環として、年度終了後に実施し、自己評価を主務大臣に報告し、主務大

臣の評価を受ける。 

  主務大臣による評価結果を踏まえ、その後の調達等合理化計画の改定・策定等に

反映させるものとする。 

 令和5年度調達等合理化計画の自己評価については、業務の実績等に関する評価の一環として、年度終了後に実施

され、令和5年度の自己評価はC、主務大臣による評価についてもCとなった。 

なお、主務大臣の評価結果を踏まえた調達等合理化計画の改定等はなく、令和5年度業務実績等報告書の公表に併

せてホームページに公表した。 

推進体制  

(1)  推進体制 

本計画に定める各事項を着実に実施するため、総合調整担当理事を総括責任者

とする調達等合理化検討会により調達等合理化に取り組むものとする。 

総括責任者 総合調整担当理事 

副総括責任者 総務部長 

メンバー 企画調整課長 

総務課長 

会計課長 

管財課長 
 

 

 令和6年度は、調達等合理化検討会を2回開催し、令和5年度調達等合理化計画に係る自己評価及び令和6年度調

達等合理化計画（案）の審議（令和6年4月22日）のほか随意契約による事由の点検等を行った。 

 

 

 

(2)  契約監視委員会の活用 

監事及び外部有識者によって構成する契約監視委員会は、当計画の策定及び自己

評価の際の点検を行うとともに、これに関連して、理事長が定める基準(新規の随

意契約、2 か年連続の一者応札・応募案件など）に該当する個々の契約案件の事後

点検を行い、その審議概要を公表する。 

 

 契約監視委員会を次のとおり開催し、当計画の策定及び自己評価の際の点検、個々の契約案件の事後点検を受け

た。また、審議概要については、ホームページに公表した。① 令和6年5月31日：令和6年度計画及び令和5年

度計画に係る自己評価の点検、理事長が定める基準（新規の随意契約、2 か年連続の一者応札・応募など）に該当

する個々の契約案件（令和5年度第3～第4四半期分）の事後点検、② 令和7年2月28日：理事長が定める基準

（新規の随意契約、2か年連続の一者応札・応募など）に該当する個々の契約案件（令和6年度第1～第3四半期
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分）の事後点検 

その他  

 調達等合理化計画及び自己評価結果等については、FAMIC のホームページにて公表

するものとする。 

 なお、計画の進捗状況を踏まえ、新たな取組の追加等があった場合には、調達等合

理化計画の改定を行うものとする。 

 調達等合理化計画については、令和6年6月6日にホームページに公表した。また、自己評価については、今後、

令和6年度業務実績等報告書の公表に併せて公表する予定。 

 なお、当計画の実施にあたって新たな取組の追加等はなかったため、当計画の改定は行わなかった。 

 

表2-3-2 競争性のない随意契約となった契約内容と要因 

契約内容 要因 

上下水道使用料（小平分室） 取扱業者が1に特定されるため（競争の余地が

ない） 上下水道使用料（神戸センター） 

日本ウォーターズ社製高速液体クロマトグラフタンデム質量分析装置の年間保守業務 

令和６年度給与計算システム保守業務 

令和６年度法人文書管理システム運用保守業務 

財務会計システム保守等業務 

令和６年度勤務時間管理システム利用サービス運用・保守業務 

令和６年度情報通信ネットワーク回線の保守及び機器の賃貸借業務 

令和６年度情報システム等保守管理、ファイアウォールの監視及びログ点検・分析業務 

令和６年度ＩＰ電話ネットワークトータルサービス契約 

（独）農林水産消費安全技術センター札幌センター電気供給業務（単価契約） 

神戸センター電気供給契約 

神戸センター都市ガス供給契約 

令和６年度福岡センター電気供給契約（単価契約） 

外部精度管理試験の斡旋等業務 

高速液体クロマトグラフタンデム質量分析装置の修理業務 

島津製作所社製ガスクロマトグラフ質量分析装置等（22式）の点検・校正業務 

アジレント・テクノロジー社製ガスクロマトグラフ質量分析装置等（4式）の点検業務 

日本ウォーターズ社製高速液体クロマトグラフタンデム質量分析装置等（1式）の点検業務 

島津製作所社製高速液体クロマトグラフタンデム質量分析装置（１式）の修理業務 
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第３-１ 保有資産の見直し等 

表3-1-1 保有資産の必要性見直し結果 

保有資産    利用度 保有の必要性等 

農薬検査部（小平） 

神戸センター 

福岡センター 

名古屋センター新庁舎用建物及び敷地 

勤務時間常時利用  農薬検査部（小平）については、農薬の登録検査業務に必要な施設が備わっているため業務を行う拠点

として必要。また、神戸センター及び福岡センターについては、全国に分散している事業者等を対象とし

た立入検査等を効率的に進めていく上で、近畿、中四国及び九州地域の拠点施設として必要。 

 名古屋センター新庁舎用として保有が必要。 

岩槻ほ場 90％（使用日/365日×100））  肥効試験や連用試験を行うため必要。 

分析機器等 

（ガスクロマトグラフ質量分析装置等） 

分析機器等の稼動状況調査により把

握 

 分析機器等の稼動状況調査及び「FAMIC における分析機器整備・管理方針」に基づき、必要性を判断し、

必要のないものは保有資産から除却。 

 
第３-３ 法人運営における資金の配分状況 

表3-3-1 主な経費の予算額と決算額の差額及びその主な理由      （千円） 

区分 予算額（※1） 決算額（※1） 差額 差額の主な理由 

業務経費 763,851 722,890 40,961 ※2 

一般管理費 665,719 710,985 ▲45,266 ※3 

人件費 5,630,754 5,503,195 127,559 ※4 

 

※1 予算額、決算額････運営交付金、自己収入の合計額 

※2    業務経費について 

   合同庁舎ＬＥＤ改修工事のため、一般管理費へ振替えたための残額 

※3 一般管理費について 

   合同庁舎ＬＥＤ改修工事 

※4 人件費について 

   育児休業、休職者等に係る職員基本給等の残額  
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調査研究課題一覧 
各課題の評価は、以下の基準による。 

【評価の基準】 

Ｓ：期待される水準を上回り、かつ顕著な成果が得られている 

Ａ：期待される水準を上回って達成している 

Ｂ：期待される水準を達成している 

Ｃ：期待される水準を下回り改善を要する 

Ｄ：期待される水準を下回り抜本的な見直しが必要 

 

①  肥料及び土壌改良資材関係業務 

 ア 肥料の分析法の開発及び改良に関する調査研究 

課題数 概要 ／ 外部有識者を含む委員会の評価 

3 (ｱ)  肥料中の鉄全量の測定方法の開発（共同試験による妥当性確認） 

［概要］ 特殊肥料の「含鉄物」については農林水産省局長通知（通達）により鉄全量で評価することとなっているが、肥料等試験法には鉄全量に対する分析法が収載されていないことから、旧

公定法を元に肥料等試験法に分析法を収載するため、酸分解等の諸条件の検討を行い、肥料の適用範囲等について整理を行うこととなった。令和5年度に単一試験室による妥当性確認

（真度、精度の評価及び定量下限の推定）を行っており、その継続として試験室間共同試験による妥当性確認を実施し、肥料等試験法に試験法分類Type Bとして収載されることとなった

（令和6年度終了） 

［評価］ 肥料に含まれる鉄全量の分析法の妥当性を試験室間共同試験の結果により確認し、その報告内容は正確かつ簡潔であった。また、試験室間共同試験による妥当性確認は実施に困難を伴

うが、その中で適切に分析法の妥当性確認を行っており、社会的要請に応じた重要な事業を遂行していると評価され、期待される水準を上回って達成したことから、Ａ評価となった。 

(ｲ)  菌体りん酸肥料を使用した肥料におけるく溶性りん酸及び水溶性りん酸の分析法の適用範囲確認（単一試験室による妥当性確認） 

［概要］ 公定規格の改正により、新たに「菌体りん酸肥料」が創設された。菌体りん酸肥料の規格については、現在りん酸全量の保証を必須としているが、肥料生産事業者の中には溶出実態に

応じた保証の要望が多くあり、く溶性りん酸及び水溶性りん酸の分析法が菌体りん酸肥料に対しても適用範囲内であることの確認が必要となったため、農林水産省の要請を受け、分析法

上の問題点等を抽出し、肥料等試験法に反映させ、菌体りん酸肥料においても適切な分析を行えるよう、単一試験室による妥当性確認を行った(令和6年度終了)。 

［評価］ 行政ニーズと社会的（生産者）ニーズに応え、分析法の性能評価として適切に実行していることを評価された。期待される水準を達成したことから、Ｂ評価となった。 

(ｳ)  菌体りん酸肥料を使用した肥料における分析法の適用範囲確認（予備検討） 

［概要］ 菌体りん酸肥料においてはりん酸以外の成分(窒素、加里等)についても保証が可能となっているが、これまで汚泥を原料とした肥料においては全量成分のみを分析の対象としていたた

め、分析法の適用の確認が不十分な成分が多数あった。そのため、特に窒素及び加里の水溶性成分等について、上記(ｲ)と同様に、分析上の問題点を抽出し、令和7年度に実施する単一試

験室による妥当性確認を行う際に使用する試料の準備等を進めた。（令和7年度継続） 

［評価］ 菌体りん酸肥料の評価に資する分析法確立にあたり、様々な原料、条件について考慮し、今後の菌体りん酸肥料と他肥料との混合を視野に入れ、効率的に業務を進めていることを高く

評価され、期待される水準を上回って達成したことから、Ａ評価となった。 

 

 イ  標準物質の配布業務に必要な調査研究 
課題数 概要 ／ 外部有識者を含む委員会の評価 

2 

 

(ｱ)  肥料認証標準物質の開発（新規調製） 

［概要］ 現在、JIS Q 0035を参考に肥料認証標準物質A、B及びCの3種類を調製し、販売しているが、在庫本数の減少や有効期限満了を控えた標準物質について、計画的に新ロットの調製又は

安定性試験結果に基づく有効期限の延長等を実施している。今回、在庫量を考慮し、肥料認証標準物質Bの新規調製を行い共同試験による値付け及び認証書作成を行った。（令和6年度終

了） 

［評価］ 多くの分析機関で、測定精度を確保するために使用されている肥料認証標準物質について、従来のものでは認証されていなかった硝酸性窒素成分が含まれている肥料を選定し、分析者

の利便性を考慮して調製作業をすすめ、業界の要望に応えていることを高く評価された。期待される水準を上回って達成したことから、Ａ評価となった。 

(ｲ)  肥料認証標準物質の長期安定性試験（継続） 
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［概要］ 現在販売している肥料認証標準物質（FAMIC-A-17、FAMIC-B-14及びFAMIC-C-21）の長期間の安定性確認試験を実施して安定性を評価した。前年度肥料認証標準物質調製部会において委員

から受けた指摘に対応し、併行分析点数を3点から5点に変更し、また安定が確認されている成分についての分析簡略化を行い、効率的に試験を継続する工夫を行った。（令和7年度継

続） 

［評価］ 多くの分析機関で、測定精度を確保するために使用されている肥料認証標準物質について、配布開始から現在に至る品質確認を行い、継続した安定的供給は、認証標準物質の維持・管

理において最も重要な項目の一つであり、また、今回からモニタリング点数や回数を見直し、効率的に業務を進める工夫を行っていたことから、期待される水準を上回って達成したと判

断され、Ａ評価となった。 

 

ウ  肥料の有効性及び安全性の確保に必要な調査研究 

課題数 概要 ／ 外部有識者を含む委員会の評価 

3 (ｱ) 加工等によるPFASの分解等の調査 

［概要］ 有機フッ素化合物（PFAS）について、流入水中のPFASの一部が下水処理の過程で汚泥に移行することが報告されているが、汚泥を原料とする汚泥肥料中のPFASに関する十分な知見が得

られていないことから、汚泥から汚泥肥料を生産する過程で講じられる加工のうち、どのような加工行為がPFAS低減対策として有効か検討し、加熱処理及び水洗浄方法を実施検討した。

(令和6年度終了) 

［評価］ 使用する試料確保のため、多数の分析点数を測定・解析した努力、また合理的な低減方法の検討を行い、社会的関心が高い課題について基礎的なデータ収集を行ったことは科学的に貢

献していると高く評価された。期待される水準を上回って達成したことから、Ａ評価となった。 

(ｲ) PFASの土壌中における動態調査（予備検討） 

［概要］ 有機フッ素化合物（PFAS）を含有する汚泥肥料を施肥した場合、土壌中にどの程度蓄積されるのかを確認するため、汚泥肥料を連用している試験圃場の跡地土壌を測定して、蓄積性等に

ついて確認した。また、施肥された土壌からの流亡の程度を確認するため、PFASを含有する汚泥肥料を複数回施用する小規模プラント試験を設計し、プレ試験を開始した。(令和7年度継

続) 

［評価］ 小規模プラント試験の実施において、使用する器具や浸出条件など試作を重ねてプラントの条件設定を行うなどの創意工夫や努力が評価され、PFAS の土壌中での挙動について考察し、

今後の検討が期待されると評価された。また、汚泥肥料連用試験の跡地土壌を分析し、長期間の変化を追跡したことについても高く評価された。期待される水準を上回って達成したこと

から、Ａ評価となった。 

(ｳ) 汚泥肥料の連用によるカドミウム等の土壌への蓄積、作物への吸収試験 （継続） 

［概要］ 汚泥肥料の連用によるカドミウム等の土壌への蓄積及び作物への吸収について、圃場において汚泥肥料を施肥し、供試作物にホウレンソウ、ニンジンを用いて栽培した。栽培後の跡地

土壌及び作物体の分析を実施し、データの蓄積を行った。（令和7年度継続） 

［評価］ 汚泥肥料の連用試験は、環境や資源の面だけではなく、物価高や為替レート変動などの経済面からも社会的要望に直結する事項であり、社会的貢献度が高いと評価された。期待される

水準を達成したことから、Ｂ評価となった。 

 

② 農薬関係業務 

 ア 農薬の人畜・環境への影響に関する調査研究 

課題数 概要 ／ 外部有識者を含む委員会の評価 

4 

 

 (ｱ)  欧米における農薬の皮膚感作性評価状況の調査 

［概要］ 我が国の農薬使用時安全性評価へのin chemico/in vitro試験法の導入の検討に資するため、OECDにおける皮膚感作性に関する代替試験法の開発状況、欧米におけるデータ要求や評価

法への採用動向を調査した。調査の結果、OECDにおいて、2018年以降、７つのin chemico / in vitro試験法が作成されていた。また、EUおよび米国において、データ要求に関する規則

で、in chemico / in vitro試験法は規定されておらず、評価書において皮膚感作性試験をin chemico/in vitro試験法で評価した例は確認できなかった。今後、調査したテストガイドライ

ンについて通知への反映の必要性を判断していく。（令和6年度終了） 

［評価］ OECD における皮膚感作性テストガイドラインの作成状況及び内容を把握することができた。また、米国及び欧州におけるデータ要求及びデータ提出状況について把握することができ

た。なお、調査の計画及び遂行にあたり、創意工夫及び努力したこと。並びに調査結果は行政ニーズこたえるものであることから、総合評価はＡとなった。 

 (ｲ)  ミツバチの田面水を介した農薬暴露に関する実態の解明 

［概要］ 常に重要であるが、本分野は有識者が限られ情報が少ない中、学会参加や接点のある有識者からの情報収集により必要な情報を収集し、試験設計の検討に生かすことができた。収集

した情報を踏まえ、飼育ケージを用いた室内試験及び巣箱を用いた半野外試験を実施し、トレーサー（今年度は食用色素を使用）を含む水を採水させ、ミツバチの腸管内におけるトレ
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ーサーの有無を確認することで、腸管内におけるトレーサーの動態に係る基礎的な知見を得た。また、試験方法としては、巣箱を用いた半野外試験が適当と考えられた。（令和 7 年度継

続） 

［評価］ 水利用の解析のための今後の試験設計に関して有用な情報が得られただけではなく、ミツバチに関する生態等の生物学的情報を含めた知見が得られた。令和6年度の成果として期待さ

れる水準を上回って達成したことから、Ａ評価となった。 

 (ｳ)  投下量の違いが農薬の土壌中半減期に及ぼす影響 ～ほ場における調査～ 

［概要］ 有効成分投下量が農薬の土壌中半減期に及ぼす影響を検討するため、供試農薬2種類のほ場における土壌残留試験を実施した。また考察の一助として、土壌微生物バイオマスに及ぼす

影響を調査するため、農薬処理前後の土壌中ATP濃度を測定した。令和6年度の結果から、供試農薬では微生物バイオマスには影響を及ぼさず、有効成分投下量の増加が5倍程度であれ

ば土壌中半減期に顕著な変化は認められないと考えられた。（令和7年度継続） 

［評価］ 計画書どおり2種類の供試農薬を実施し、これまでの容器内土壌を対象とした分析結果とほぼ同様の結果が示され、供試農薬で有効成分投下量の増加が5倍程度であれば、土壌中半減

期やバイオマスに顕著な変化は認められないことが確認された。よって、期待される水準を達成していることから、B評価となった。 

（ｴ）生育期に使用する粒剤と水で希釈する剤の作物残留量の比較 

［概要］ 粒剤の試験成績の例数軽減及び試験提出除外の可否を検討するため、粒剤と水で希釈する剤の作物残留試験を調査し、取りまとめを行った。多くの作物残留試験について、事前に調

査項目を設定し、その中から比較項目を限定し、効率的な取りまとめを行った。調査の結果、水で希釈する剤の作物残留試験のデータがある場合、投下薬量が同等以下の粒剤の申請に

当たっては、根菜類を除き、作物残留試験の例数軽減が可能であると考えられた。さらに、水で希釈する剤の使用時期が収穫3日前よりも短い場合、粒剤の試験成績の提出を除外するこ

とができる可能性が高いと考えられた。（令和6年度終了） 

［評価］ 多くの試験成績の解析から要求試験の軽減化を検討する取り組みはFAMICならではの課題であり、農薬登録行政への活用が期待される成果が得られており、期待される水準を上回って

達成したことから、Ａ評価となった。 

 イ  農薬等の品質・薬効等に関する調査研究 

課題数 概要 ／ 外部有識者を含む委員会の評価 

1 (ｱ) 農薬製剤中の抗生物質における機器分析法の検討 

［概要］ 本研究では、農薬製剤中の抗生物質濃度分析について力価検定から機器分析法への置換を推進することを目的とし、他の抗生物質にも適用しうる2つの条件を提案できた。 

抗生物質のもつ特徴的な分子構造に基づいて検討を進め、イオン対試薬を利用した逆相クロマトグラフィーまたは親水性相互作用クロマトグラフィーが第一候補となりうること、それぞ

れの分析法で問題となりうる懸念点を明らかにし、当初の目的を達成した。（令和6年度終了） 

［評価］ 力価検定と比較した分析の簡便化や時間短縮の可能性が示され、製造現場での品質管理にも応用できることが期待される。 

これらの成果は、今後の機器分析法開発の指針となる知見を提供し、期待される水準を達成したことから、Ａ評価となった。 

 

 ウ  残留農薬の分析に関する調査研究 

課題数 概要 ／ 外部有識者を含む委員会の評価 

1 (ｱ) 残留農薬分析業務における分析法の検討 

［概要］ 一斉試験法（LC-MS/MS 測定）の分析対象農薬の拡大を図るため、24 農薬を対象に厚生労働省のガイドラインに基づきレタス及びばれいしょを用い分析法の妥当性確認を実施した結果、

レタスで20農薬、ばれいしょで21農薬の妥当性が確認された。（令和7年度継続） 

［評価］ レタス及びばれいしょで新たに20農薬、21農薬の妥当性が確認され、一斉試験法（LC-MS/MS測定）で分析可能な農薬が大幅に追加されたことから、Ａ評価となった。 

 

③ 飼料及び飼料添加物関係業務 

 ア 飼料及び飼料添加物の検査等に関する調査研究 

課題数 概要 ／ 外部有識者を含む委員会の評価 

7 (ｱ)  （要請課題）穀類及び牧草中のグリホサートの基準値相当濃度における妥当性確認 

［概要］ 穀類及び牧草中のグリホサートの既存分析法の適用範囲が省令改正後の基準値相当濃度まで適用可能であるか検討した。その結果、真度及び精度の目標値を満たすことが確認され、

飼料分析基準への収載が了承された。（令和6年度終了） 

［評価］ 分析法の適用範囲に係る妥当性が確認され、期待される水準を達成しているとしてＢ評価となった。 
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(ｲ)  （要請課題）とうもろこしサイレージ及び稲発酵粗飼料中のフモニシンの液体クロマトグラフタンデム型質量分析計による分析法の確立 

［概要］ とうもろこしサイレージ及び稲発酵粗飼料中のフモニシンの分析法を飼料分析基準に収載し、飼料作物サイレージでも検査を可能にするため検討を行った。農林水産省の委託事業の

調査に用いられた分析法に対して精製操作等に必要な改良を行い、改良法について真度及び精度の目標値を満たすことが確認され、定量下限及び検出下限を推定した。（令和 7 年度継

続、共同試験実施予定） 

［評価］ 引き続き検討が必要であることから評価はなし。 

(ｳ)  （要請課題）とうもろこし、魚粉及び魚油中の PFAS の液体クロ マトグラフタンデム型質量分析計による分析法の確立（単一試験室における妥当性確認） 

［概要］ とうもろこし、魚粉及び魚油中の PFAS の分析法を飼料分析基準に収載し、飼料でも汚染が懸念されるPFASの検査を可能にするため検討を行った。FDA法に対して精製操作等に必要な

改良を行い、改良法について真度及び精度の目標値を満たすことが確認され、定量下限及び検出下限を推定した。更に、計画では対象になかった配合飼料においても本法が適用可能で

あることが確認された。（令和7年度継続、共同試験実施予定） 

［評価］ 引き続き検討が必要であることから評価はなし。 

(ｴ)  （要請課題）豚用配合飼料中のシスチン、トレオニン、メチオニン及びリジンの液体クロマトグラフによる分析法の妥当性確認又は確立（共同試験） 

［概要］ 飼料の公定規格には環境負荷低減型配合飼料（豚用）の規格が設けられており、アミノ酸（トレオニン、メチオニン及びシスチン並びにリジン）の最小量が規定されているが、飼料

分析基準収載法は、メチオニンについて低回収の問題があり、他のアミノ酸についても豚用配合飼料において妥当性を確認する必要があることから検討を行った。令和5年度に検証した

分析法について、飼料製造業者等へのアンケート結果等を基に変更を行ったところ、メチオニンの定量下限が目標を満たさないことが判明した。（調査研究課題としての対応は中断） 

［評価］ 引き続き検討が必要であることから評価はなし。 

(ｵ)  牛用配合飼料中の3-ニトロオキシプロパノールの液体クロマトグラフによる分析法の確立（単一試験室における妥当性確認） 

［概要］ 牛用配合飼料中の 3-ニトロオキシプロパノールの分析法を飼料分析基準に収載し、基準値への適否を検査可能にするため検討を行った。飼料添加物申請業者の資料に記載のあった分

析法に対して操作方法に改良を行い、改良法について真度及び精度の目標値を満たすことが確認され、定量下限及び検出下限を推定した。（令和7年度継続、共同試験実施予定） 

［評価］ 引き続き検討が必要であることから評価はなし。 

(ｶ)  （要請課題）愛玩動物用飼料中の糞便系大腸菌群の検出法の確立 

［概要］ 食品衛生法に基づく加熱食肉製品及び乾燥食肉製品の糞便系大腸菌群の試験法及び農林水産省が令和4年度に実施した委託事業において報告された内容を基に愛玩動物用飼料中の大腸

菌群の検出法の検討を行った。その結果、大腸菌添加試験の評価において満足な結果が得られ、愛玩動物用飼料等の検査法への収載が了承された。（令和6年度終了） 

［評価］ 愛玩動物用飼料等の検査法に妥当性確認方法が規定されていない微生物試験について、様々な文献調査等を基に検討を進め、食品分野で一般的に使用されている方法が適用可能であ

ることが確認できたことから、期待される水準を上回って達成しているとしてＡ評価となった。 

(ｷ)  （選定課題）飼料中の腸球菌の薬剤耐性モニタリング調査 

［概要］ 令和5年度の調査に引き続き、令和3年度までに実施した調査で腸球菌の分離率が比較的高かった飼料原料及び配合飼料を対象とし、飼料中の腸球菌の薬剤耐性モニタリング調査を実

施した。（令和6年度終了） 

［評価］ 科学的貢献度が高く、期待される水準を上回って達成しているとしてＡ評価となった。 

 

④ 食品表示の監視に関する業務  

 ア 産地判別可能品目の拡大に関する調査研究   

課題数 概要 ／ 外部有識者を含む委員会の評価 

4 

 

(ｱ)  元素分析による乾燥あおのりの原料原産地判別法の開発 

［概要］ 乾燥あおのりについて、令和4～5年度中に収集した試料の残り及び令和6年度に収集した試料（国産68点、外国産21点）の元素濃度を測定した。昨年度測定した試料を加えた全ての収

集試料（国産86点、外国産36点）から判別モデルを再検討し、複数年のデータを考慮した判別モデル（特異度99.98 ％、感度97.3 ％）を構築した。また、近縁種のアナアオサを原料とす

るあおさ粉についても元素分析を行い、乾燥あおのりとあおさ粉との判別可能性を検討した。さらに、国産あおのりに外国産あおのりが混入される可能性を考慮し、モデル構築用の試料

の元素分析結果をもとに外国産混入率別の元素濃度を総当たりで算出し、判別得点の推移のシミュレーションを行った。事前運用試験（元素分析）を実施しており、事前運用試験終了

後、マニュアルを作成する。（令和6年度終了） 

［評価］ 乾燥あおのりの産地判別について検査に導入が可能となること、国産と外国産が混入された場合に対して、総当たりでシミュレーションを行い、外国産混入率と感度の関係を確認し

たことから、期待される水準を上回って達成しているとしてＡ評価となった。 

(ｲ)  DNA分析による油揚げの原料大豆の原産地判別法の開発〔（国研）農業・食品産業技術総合研究機構との共同研究〕 
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［概要］ 豆腐の原料大豆の産地判別マニュアルに油揚げを追加可能かどうか検証した。参照試料（北米産大豆100 ％）及び模擬試料（北米産大豆10 ％）について、油揚げ及び豆腐の測定値の

差及びそれぞれの測定精度を確認した。この結果、現行の豆腐の判別マニュアルの考え方を適用する場合、検査品の北米産大豆混入率が9.9 ％以上であれば、50 ％程度の確率で陽性と

判定可能であり、また、北米産大豆混入率の算出式を補正することで、油揚げの測定に豆腐の参照試料を使用可能であると考えられた。このため、油揚げについても、原料大豆の産地判

別が可能となった。（令和6年度終了） 

［評価］ 油揚げについて、北米産大豆混入の有無の検査が可能となり、また油揚げの測定に豆腐の参照試料を使用することで専用の参照試料作製を要しない方法が確立できたことから、期待

される水準を上回って達成しているとしてＡ評価となった。 

(ｳ)  元素分析等によるにんにくの産地判別法の拡大検討 

［概要］ 生鮮にんにくについて、事前運用試験の結果をとりまとめ、マニュアルを制定した。生鮮にんにくの判別モデルに、にんにく加工品が適用可能かどうか検証したところ、黒にんにくに

ついては、生鮮にんにくのモデルと概ね一致し、定判別可能であることが示唆された。一方、乾燥にんにくスライスについて、製造工程による元素濃度の変動を調査したところ、洗浄水

のLi及びNaの影響により、判別得点が変動することが判明し、スライスを粉砕して製造される乾燥にんにく粉末を含め、適用困難と考えられた。（令和6年度終了） 

［評価］ 生鮮にんにくの原産地判別を科学的検証法として、マニュアル制定後、表示監視業務に役立てることが期待されることから、期待される水準を上回って達成しているとしてＡ評価と

なった。 

(ｴ) 軽元素安定同位体比分析による生鮮牛肉及び牛肉加工品の産地判別法の開発 

［概要］ 生鮮牛肉の前処理方法の簡略化を炭素及び酸素安定同位体比分析の結果から確認した。また、生鮮牛肉の炭素及び酸素安定同位体比分析の機種間差を確認したところ、酸素において大

きな差があることを明らかにした。さらに生鮮牛肉モデル試料の一部（国産11点、外国産10点）の炭素及び酸素安定同位体比を分析して、判別可能性を示した。（令和7年度継続） 

［評価］ 当初の計画にあった牛肉加工品の検討については実施できなかったものの、脱脂、タンパク質抽出工程を簡略化することができた点及び測定装置の故障というトラブルがあったが短

時間で効率的に測定を行うことで成果を得た点から、期待される水準を達成しているとしてＢ評価となった。 

 

 イ 新たな検査分析技術の導入に関する調査研究  

課題数 概要 ／ 外部有識者を含む委員会の評価 

2 

 

(ｱ)  LC-MS/MSによる加工食品の原料原産地判別の可能性検討 

［概要］ らっきょう甘酢漬けについて、特異性の高い119成分を選抜し加工影響を調査したが、加工条件により成分の減少割合が大きく変わり、7割以上の成分で70 %以下まで減少した。また、

国産12点、外国産12点のらっきょう甘酢漬け及び加工前、加工後のらっきょう甘酢漬けについて主成分分析を行った結果、国産、外国産で分布が分かれるものの、同じ試料でも加工方法

によりプロットが大きく変化し、加工状況が不明な市販品には適用できる成分がないことが示された。（令和6年度終了） 

［評価］ 試料の前処理法における同等性について評価方法が無い中で新たな考え方を示したことから、期待される水準を達成しているとしてＢ評価となった。 

(ｲ)  酵素法等による原料原産地判別法（簡易選別法)の検討 

［概要］ 乾わかめ試料中のリン酸イオン及び硫酸イオンについて、国産と外国産で濃度が異なるとの論文報告を元に、簡易測定キットによる選別法の開発を行った。その結果、キットを用いた

リン酸イオンの測定は可能であったが産地間に明確な差はみられなかった。また硫酸イオンは抽出液の粘性等により正確な測定が困難であった。また、サトイモ試料中のリン酸イオンに

ついても同様に選別法の開発を行ったところ、キットを用いた測定は可能であったが産地間に明確な差はみられなかった。（令和6年度終了） 

［評価］ 簡易測定キットを使用した試料中のイオン濃度測定による簡易選別の可能性について一定の知見が得られたことから、期待される水準を達成しているとしてＢ評価となった。 

 

 ウ 検査の迅速化・効率化に関する調査研究 

課題数 概要 ／ 外部有識者を含む委員会の評価 

3 

 

(ｱ)  タマネギの元素分析における前処理法の検討 

［概要］ 現行使用している理化学用粉砕機以外の方法による試料の前処理が使用可能になるように、家庭用フードプロセッサー等いくつかの前処理方法によるタマネギの粉砕を行い、各元素濃

度を測定してその均質性を比較することで前処理法の変更の判断基準の作成を試みた。その結果、理化学用粉砕機以外の方法でも、現行と比較して明らかに結果が劣っている訳ではなか

ったが、個体内で取り得るばらつきの幅について同一粉砕方法によるデータが少ないため、追加データを取得し、同一個体内における判別得点等の許容幅を決定する予定である。（令和7

年度継続） 

［評価］ 試料の前処理法における同等性について評価方法が無い中で新たな考え方を示したことから、期待される水準を達成しているとしてＢ評価となった。 

(ｲ)  イオンメーター法によるニンジンの原産地判別法（簡易選別法)の開発 
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［概要］ ニンジンについて、過去の検査品である国産表示の市販品14点と新たに購入した中国産表示の市販品5点を分析し、ICP-OESの測定結果と比較することで、イオンメーターにより粉砕試

料を直接測定する方法を一次検査法として活用できることを確認した。また、3試験室における事前運用試験を実施した。今後、事前運用試験の結果を取りまとめ、簡易選別法マニュア

ルの改訂を行う。（令和6年度終了） 

［評価］ 簡易で安価な測定装置であるイオンメーターを用いてスクリーニングが可能なことを確認し、検査に活用できる見通しを立てることができたことから、期待される水準を上回って達

成しているとしてＡ評価となった。 

(ｳ)  イオンメーター等によるアスパラガスの原産地判別法の改良 

［概要］ アスパラガス試料中のNi、Ca及びNaの各元素濃度について、国産と外国産で異なる傾向があることを発見し、イオンメーター等の簡易測定装置を用いた選別法の開発を行った。その

結果、Ni及びCaは試料中のマトリクスによると考えられる影響のため正確な測定が困難であった。Naは測定が可能であったものの、結果にばらつきが見られ正確性に課題が残った。

（令和6年度終了） 

［評価］ イオンメーター等を使用したアスパラガス原産地判別に係る簡易選別の可能性について一定の知見を得たことから、期待される水準を達成しているとしてＢ評価となった。 

 

 エ 市販品検査への適用に関する調査研究 

課題数 概要 ／ 外部有識者を含む委員会の評価 

4 (ｱ)  元素分析による乾燥きくらげの原料原産地判別法の適用検討〔（一財）きのこセンター菌蕈研究所農研機構食品研究部門との共同研究〕 

［概要］ 事前運用試験について、関連書類及び配付試料等の準備を行った後、令和6年10月～令和7年1月の期間で実施した。当該試験の結果を取りまとめ、判別モデルを再検討した。その結

果、判別モデル構築用試料（国産78点、外国産70点）のデータから、検査に必要な判別精度を持つ元素分析による国産／外国産の判別モデル（特異度99.95 ％、感度81.7 ％）を構築し

た。この判別モデルを用いてマニュアル案を作成した。（令和6年度終了） 

［評価］ 検査に必要な判別精度を持つ判別モデルが構築でき、マニュアル制定後、表示監視業務に役立てることが期待されることから、期待される水準を上回って達成しているとしてＡ評価

となった。 

(ｲ)  脂質分析による生鮮豚肉の原産地判別法の適用検討 

［概要］ 7試験室（本部及び各地域センター）においてGC-FIDの脂肪酸分析及びトリアシルグリセロール（TAG）分析における精度を確認した。試験室間のばらつきが小さかった脂肪酸15成分及

びTAG4成分を用いて判別モデルを再検討し、脂肪酸4成分及びTAG3成分を説明変数とする判別モデル（特異度99.96 ％、感度65.3 ％）が得られた。また、この判別モデルにスライスカット

の豚肉ロースも適用可能かどうかを市販の国産5試料、外国産5試料（アメリカ3点、カナダ2点）により確認した結果、それぞれの判別得点はモデル試料の分布と合致し、判別モデルに適

用可能と考えられた。事前運用試験を令和6年11月～令和7年2月の期間で実施した結果、測定対象候補である脂肪酸15成分及びTAG4成分で問題なく測定が可能であることが示され、マニュ

アル案を作成した。（令和6年度終了） 

［評価］ 脂質分析による原産地判別のマニュアル化後、行政ニーズに合わせて検査に導入することが可能となり、脂肪酸及びTAGの試験室間の誤差を、判別法として使用できるよう測定条件等

を検討したことから、期待される水準を上回って達成しているとしてＡ評価となった。 

(ｳ)  「のりの原産地判別マニュアル（DNA分析）」の検証 

［概要］ 偽陽性の実態把握として特定地域の国産試料及び外国産試料についてPCR-RFLPを行った結果、国産試料46点中10点で偽陽性が確認された。一方、外国産試料71点（韓国産54点、中国産

12点、台湾産5点）を外国産と判別する割合は93.0 ％であった。令和5年度に特定した偽陽性となる国産特有の遺伝子型の有無を、一葉片ごとのシークエンス解析により国産及び外国産試

料において確認した結果、国産特有の遺伝子型は外国産試料から確認されなかった。また、国産特有の遺伝子型と、外国産試料に特有の遺伝子型の一塩基長の差をフラグメント解析によ

り区別する方法を検討し、判別に有効であることを確認した。現行のPCR-RFLP法と組み合わせてフラグメント解析を行うことで、のり加工品の原料原産地の判別法の正確性が向上した。

（令和6年度終了） 

［評価］ フラグメント解析により遺伝子型を区別することで、一葉片単位での分析が必要なシークエンス法を必要とせずに、国産特有の遺伝子型の確認方法を検査に導入することが可能とな

り、偽陽性となる事案について、国産と外国産判別の正確性が向上したことから、期待される水準を上回って達成しているとしてＡ評価となった。 

(ｴ)  元素分析による生鮮アサリの原産地判別法の検証及び前処理工程の効率化〔（国研）水産研究・教育機構との共同研究〕 

［概要］ 令和5年度収集試料を用いて、国産試料64点、韓国産試料42点、中国産試料15点について測定を行った。また、マニュアルの判別モデルについて解析方法を変更して再構築し、今年度

に測定した国産・外国産合計121点について解析を行った結果、検査への適用には判別モデルの改良が必要であることが分かった。そのため、次年度、新たに試料を収集し、判別モデル

を再構築する。また、前処理法の迅速化・簡易化についても引き続き検討する。（令和7年度継続） 

［評価］ 過去に開発済みの元素分析による判別法について、令和5年度に新たに収集した由来の確かな試料を用いて判別精度を再確認した結果、検査への適用には判別モデルの改良が必要であ

ることが分かったことから、期待される水準を達成しているとしてＢ評価となった。  


